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(「榑十六村」に「請」、月日の部分に「少志」と朱書する )



序

昭
和
五
一
年(
一
九
七
六)

秋
に
当
研
究
所
が
創
設
さ
れ
て
以
来
、
昨
年
平
成
八
年(

一
九
九
六)

で
ち
ょ
う
ど
二
〇
年
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
間
に
京
都
市

内
の
主
と
し
て
平
安
宮
・
平
安
京
に
関
連
し
た
遺
跡
に
つ
い
て
多
く
の
発
掘
調
査
を
実
施
し
て
お
り
、
多
く
の
成
果
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
同
じ
市
内
で

も
南
区
と
伏
見
区
の
西
部
地
区
の
桂
川
、
鴨
川
が
合
流
す
る
西
方
地
域
は
、
長
岡
京
跡
の
左
京
域
に
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
当
研
究
所
で
は
発
足
間
も
な
い
頃
か

ら
今
日
ま
で
、
こ
の
地
域
で
行
わ
れ
た
各
種
の
開
発
事
業
に
伴
う
事
前
の
発
掘
調
査
に
つ
い
て
も
担
当
し
、
多
く
を
数
え
て
い
ま
す
。

こ
の
長
岡
京
域
に
お
け
る
調
査
で
木
簡
が
初
め
て
出
土
し
た
の
は
昭
和
五
五
年(

一
九
八
〇)

に
実
施
し
た
左
京
第
五
〇
次
調
査
に
お
い
て
で
あ
り
、
そ
の
後

平
成
四
年
三
月
ま
で
左
京
域
の
十
一
箇
所
か
ら
多
数
の
木
簡
お
よ
び
削
屑
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
木
簡
は
通
常
の
文
書
と
大
き
く
性
質
が
異
な
る
史
料
で
あ
る
た

め
に
、
保
存
処
理
に
十
分
な
時
間
を
か
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
上
数
量
が
多
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
分
類
や
整
理
そ
し
て
解
読
・
検
討
に
多
く
の
時
間
を
割

い
て
き
ま
し
た
。

本
書
は
こ
れ
ま
で
に
出
土
し
た
木
簡
・
削
屑
な
ら
び
に
木
製
品
の
墨
書
の
う
ち
判
読
で
き
た
も
の
に
つ
い
て
、
形
状
、
寸
法
、
釈
文
そ
し
て
写
真
図
版
を
収
録
し
、

あ
わ
せ
て
出
土
木
簡
に
つ
い
て
考
察
し
た
成
果
を
報
告
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

長
岡
京
の
存
続
期
間
は
わ
ず
か
一
〇
年
の
こ
と
で
あ
り
、
史
書
に
見
え
る
史
料
の
数
は
限
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ら
に
加
え
て
新
出
の
史
料
と
し
て
本
書
に

収
録
し
ま
し
た
左
京
域
出
土
木
簡
の
釈
文
は
参
考
に
資
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

本
書
の
執
筆
・
編
集
に
つ
い
て
は
多
く
の
方
々
、
と
く
に
橋
本
義
則
氏
を
は
じ
め
釈
文
作
成
の
研
究
会
諸
氏
に
多
大
な
ご
指
導
な
ら
び
に
ご
協
力
を
賜
り
ま
し
た

こ
と
に
厚
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。
今
後
と
も
よ
ろ
し
く
ご
指
導
な
ら
び
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　

一
九
九
七
年
十
一
月

財
団
法
人
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所

所
長　

川
上　

貢

 



例

言

一　

本
書
は
、
財
団
法
人
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
が
、
京
都
市
域
の
長
岡
京
に

関
係
し
た
調
査
で
、
木
簡
が
出
土
し
た
地
点
の
概
要
と
木
簡
の
報
告
書
で
あ
る
。

二　

図
中
の
方
位
・
座
標
値
は
、
平
面
直
角
座
標
系
Ⅵ
に
よ
る
。
座
標
お
よ
び
標
高

は
、
京
都
市
遺
跡
測
量
基
準
点
と
水
準
点
を
使
用
し
た
。

三　

本
書
で
使
用
し
た
地
図
は
、
国
土
地
理
院
発
行
の
二
万
五
千
分
の
一(

京
都
西

北
部
・
京
都
西
南
部)

、
同
五
万
分
の
一(

京
都
西
北
部
・
京
都
西
南
部
・
京

都
東
南
部
・
園
部)

、
京
都
市
都
市
計
画
局
発
行
の
二
千
五
百
分
の
一(

久
世)

を
複
製
し
調
整
し
た
。

四　

写
真
撮
影
と
焼
き
付
け
は
、
牛
嶋　

茂(

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所　

当
時
京

都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所)

、
村
井
伸
也
、
幸
明
綾
子
が
行
っ
た
。

ま
た
木
簡
と
削
屑
の
保
存
処
理
は
、
岡
田
文
男(

京
都
造
形
芸
術
大
学
・
研
究

所
嘱
託　

当
時
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所)

、
出
口　

勲
、
大
槻
明
義
、
卜

田
健
司
が
あ
た
っ
た
。

五　

本
書
の
執
筆
分
担
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

第
一
章　

長
宗
繁
一

　
　

第
二
章
―
一　

木
下
保
明
、
―
二　

吉
崎　

伸
、
―
三　

鈴
木
廣
司
、

　
　

―
四　

上
村
和
直
、
―
五　

長
宗
、
―
六　

鈴
木
、
―
七　

百
瀬
正
恒
、

　
　

―
八　

吉
崎
、
―
九　

鈴
木
、
―
一
〇
・
一
一　

吉
崎

　
　

第
三
章　

橋
本
義
則
、
百
瀬
、
岡
田

　
　

第
四
章
―
橋
本(

釈
文
の
解
説)

、
百
瀬(

木
簡
・
削
屑
の
形
状
観
察)

　
　

英
文
要
約
は
、
京
都
大
学
大
学
院
の
ア
レ
ッ
ク
・
ベ
ネ
ッ
ト
に
よ
る
。

六　

報
告
書
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
削
屑
の
水
洗
か
ら
最
終
段
階
ま
で
、
長
期
間

に
わ
た
り
山
口
大
学
の
橋
本
義
則
氏(

当
時
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所)

に
ご

指
導
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
釈
文
の
作
成
は
以
下
の
方
々
に
よ
る
研
究
会
を
、

平
成
二
年(

一
九
九
〇)

六
月
か
ら
翌
年
四
月
ま
で
、
一
〇
回
開
催
し
作
業
を

行
っ
た
。

井
上
満
郎(

京
都
産
業
大
学)

、

中
山
修
一(

京
都
文
教
短
期
大
学)

、

館
野
和
巳(

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所　

当
時
奈
良
市
教
育
委
員
会)

、

西
山
良
平(

京
都
大
学　

当
時
京
都
市
芸
術
大
学)

、

吉
川
真
司(

京
都
大
学)

、

山
中　

章
、
清
水
み
き(

財
団
法
人
向
日
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー)

、

土
橋　

誠(

財
団
法
人
京
都
府
埋
蔵
文
化
財
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー)

職
員
で
は
長
宗
、
百
瀬
、
久
世
康
博
、
吉
村
正
親
、
網　

伸
也
、
岡
田
、
出
口

が
加
わ
っ
た
。

ま
た
、
今
泉
隆
雄(

東
北
大
学)

、
鬼
頭
清
明(

東
洋
大
学　

当
時
奈
良
文
化

財
研
究
所)

、
栄
原
永
遠
男(

大
阪
市
立
大
学)

、
川
瀬
正
臣(

神
奈
川
県
旭

丘
高
校)

、
福
山
敏
男
、
当
時
研
究
所
の
理
事
で
あ
っ
た
杉
山
信
三
、

木
村
捷
三
郎
の
各
氏
に
は
報
告
書
の
作
成
に
つ
い
て
多
く
の
教
示
を
受
け
た
。

七　

本
報
告
書
の
作
成
・
編
集
は
、
永
田
信
一
・
鈴
木
久
男
の
指
導
の
も
と
に
長
宗
、

百
瀬
が
行
い
、
作
業
に
は
菅
田　

薫
、
桜
井
み
ど
り
、
清
藤
玲
子
、
鎌
田
泰
知

を
は
じ
め
、
研
究
所
職
員
の
協
力
を
得
た
。
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第
一
章　

木
簡
出
土
地
点
の
調
査
概
要

本
書
で
扱
う
木
簡
が
出
土
し
た
調
査
地1

註

は
、
す
べ
て
長
岡
京
の
左
京
域
に
位
置
し

て
い
る
。
左
京
の
東
部
に
は
桂
川
が
流
れ
、
長
岡
京
が
造
営
さ
れ
た
山
城
国
乙
訓
郡

の
中
で
も
低
地
に
あ
た
り
、
大
部
分
が
水
田
と
し
て
利
用
さ
れ
、
条
里
地
割
り
が
整

然
と
認
め
ら
れ
る
。
長
岡
京
期2

註

の
遺
構
面
の
標
高
は
、
お
お
よ
そ
一
〇
ｍ
か
ら
一
五

ｍ
前
後
で
、
北
西
か
ら
南
東
に
向
か
っ
て
傾
斜
し
て
い
る
。

こ
の
地
に
桓
武
天
皇
が
長
岡
京
を
造
営
し
た
の
は
延
暦
三
年(

七
八
四)

で
、
そ

の
後
一
〇
年
間
機
能
し
た
が
、
延
暦
十
三
年(

七
九
四)

に
は
九
㎞
北
東
の
葛
野
郡

宇
多
村
に
平
安
京
を
造
り
廃
都
と
な
っ
た
。
長
岡
京
の
造
営
過
程
は
、
四
十
年
間
に

わ
た
っ
て
継
続
さ
れ
て
い
る
一
三
〇
〇
次
を
越
え
る
発
掘
調
査
で
明
ら
か
に
な
り
、

周
辺
部
ま
で
都
城
の
施
設
が
造
ら
れ
、
整
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
規
模
は
、
南
北
約

五
・
二
㎞
、
東
西
四
・
四
㎞
あ
っ
た
が
、
宮
の
四
至
が
い
ま
だ
明
確
で
な
い
た
め
、

今
後
の
課
題
も
大
き
い3

註

。

長
岡
京
は
、
現
在
の
行
政
区
で
は
京
都
府
向
日
市
・
長
岡
京
市
・
大
山
崎
町
・
京

都
市
に
ま
た
が
る
。
左
京
域
は
、
京
都
市
、
長
岡
京
市
、
向
日
市
に
分
か
れ
る
が
、

京
都
市
域
の
占
め
る
割
合
が
も
っ
と
も
大
き
い
。
そ
の
行
政
範
囲
は
、
東
西
で
は
お

お
よ
そ
東
二
坊
大
路
か
ら
東
京
極
大
路
ま
で
、
南
北
で
は
北
京
極
大
路
か
ら
南
京
極

大
路
ま
で
を
含
ん
で
い
る
。

左
京
域
に
は
西
部
の
丘
陵
か
ら
大
小
の
川
が
桂
川
に
向
か
っ
て
流
れ
込
ん
で
い

図 1　長岡京位置図 (1:100,000)
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図 2　長岡京の木簡出土地点図
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る
。
中
で
も
小
畑
川
は
、
現
在
向
日
丘
陵
の
先
端
部
付
近
か
ら
南
流
し
て
い
る
が
、

古
墳
時
代
か
ら
平
安
時
代
中
頃
ま
で
は
、
北
西
か
ら
南
東
方
向
に
流
れ
、
低
地
部
で

氾
濫
を
繰
り
返
し
、
広
範
囲
に
扇
状
地
を
形
成
し
て
い
る
。
こ
の
堆
積
作
用
に
よ
り
、

桂
川
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
平
坦
な
低
地
に
は
、
後
背
湿
地
や
低
い
微
高
地
が
複
雑

に
点
在
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
西
部
の
丹
波
山
塊
か
ら
流
れ
る
中
小
河
川
と
大
規
模
な
桂
川
に
よ
っ

て
、
複
合
的
な
地
形
が
形
成
さ
れ
た
の
が
左
京
域
の
特
徴
で
、
こ
の
た
め
、
湿
潤
な

低
地
と
微
高
地
が
近
接
し
点
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
検
出
さ
れ
る
流
路
や
溝
の
堆

積
土
に
は
有
機
物
層
や
粘
土
質
の
堆
積
が
顕
著
で
、
木
製
品
が
多
く
遺
存
す
る
。

現
在
ま
で
に
京
内
で
の
木
簡
出
土
地
点
は
お
よ
そ
八
〇
箇
所
を
越
え
て
い
る
。
地

点
の
分
布
を
み
る
と
、
高
燥
な
右
京
域
に
少
な
く
、
湿
潤
な
左
京
域
に
多
く
出
土
す

る
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
中
で
も
、
宮
域
東
方
の
左
京
域
一
帯
に
は
集
中
し
て
分
布

し
、
出
土
点
数
も
他
を
圧
倒
し
て
い
る
現
状
が
あ
る
。
京
都
市
域
で
の
木
簡
の
分
布

は
、
大
き
く
と
ら
え
れ
ば
北
部
の
一
条
大
路
周
辺
、
中
部
の
四
条
大
路
周
辺
、
南
部

の
六
条
大
路
周
辺
の
三
区
域
に
大
き
く
分
か
れ
て
い
る
。
こ
の
三
区
域
か
ら
の
出
土

木
簡
の
内
容
は
、
そ
の
出
土
地
一
帯
の
様
相
を
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
も
の
と
予
想

さ
れ
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
当
報
告
書
の
目
的
の
一
つ
で
も
あ
る
。

個
別
の
木
簡
出
土
調
査
地(

表
一)

の
概
要
は
後
述
す
る
通
り
で
あ
る
が
、
は
じ

め
に
こ
の
三
区
域
に
お
け
る
既
往
の
調
査
成
果
を
要
約
し
て
お
き
た
い
。
な
お
、
条

坊
呼
称
に
つ
い
て
は
従
来
の
も
の
を
使
用
し
た4

註

。

一　

一
条
大
路
周
辺
の
調
査

長
岡
宮
に
東
面
す
る
地
域
は
、
左
京
域
の
中
で
も
標
高
が
も
っ
と
も
高
く
、
現
地

表
面
で
一
五
ｍ
前
後
あ
る
。
近
年
ま
で
は
、
水
田
耕
作
地
が
展
開
し
て
い
た
が
、
現

在
は
工
業
団
地
や
住
宅
街
に
変
貌
し
た
区
域
で
あ
る
。

こ
の
区
域
は
、
左
京
第
五
〇
Ａ
・
一
三
九
・
二
〇
三
・
二
五
〇
次
調
査
の
四
箇
所

で
木
簡
が
出
土
し
た
。
第
五
〇
Ａ
次
調
査
は
、
国
道
一
七
一
号
線
に
沿
っ
て
下
水

道
を
埋
設
す
る
工
事
に
伴
っ
て
実
施
し
た
。
第
一
三
九
次
調
査
は
、
昭
和
五
五
年

(

一
九
八
〇)

か
ら
断
続
的
に
行
っ
て
い
る
西
羽
束
師
川
の
河
川
改
修
に
伴
う
調
査

で
あ
る
。
第
二
〇
三
次
調
査
は
、
雨
水
を
一
時
的
に
貯
蔵
す
る
地
下
タ
ン
ク
と
そ
れ

を
西
羽
束
師
川
に
放
流
す
る
ポ
ン
プ
場
の
建
設
に
伴
う
調
査
で
、
本
書
の
大
部
分
を

占
め
る
木
簡
や
削
屑
が
出
土
し
て
い
る
。
第
二
五
〇
次
調
査
は
、
民
間
の
マ
ン
シ
ョ

ン
建
設
予
定
地
で
実
施
し
た
調
査
で
あ
る
。

こ
の
一
帯
は
、
平
安
京
で
は
諸
司
厨
町
や
大
規
模
な
邸
宅
が
置
か
れ
た
区
域
に
該

当
し
て
い
る
。
宮
に
近
い
向
日
市
域
の
調
査
で
は
、
木
簡
が
多
量
に
出
土
す
る
東
西

溝
が
検
出
さ
れ
、
そ
の
内
容
は
太
政
官
御
厨
に
関
係
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ

た5
註

。
二
町
な
い
し
四
町
を
占
地
す
る
官
衙
建
物
群
や
邸
宅6

註

が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
京

都
市
域
で
は
、
一
条
三
坊
十
六
町
で
大
規
模
な
倉
庫7

註

を
中
央
部
で
検
出
し
た
。

こ
れ
ら
か
ら
、
長
岡
宮
に
東
面
す
る
一
帯
は
、
平
安
京
と
同
じ
く
諸
官
司
に
関
係

し
た
厨
町
や
大
規
模
な
邸
宅
な
ど
が
配
置
さ
れ
た
区
域
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。

1　一条大路周辺の調査
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二　

四
条
大
路
周
辺
の
調
査

左
京
の
ほ
ぼ
中
央
部
に
位
置
す
る
四
条
大
路
周
辺
は
、
近
年
開
発
が
進
み
工
場
街

や
住
宅
地
と
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
依
然
と
し
て
水
田
耕
作
地
も
残
る
地
域
で
あ
る
。

一
帯
は
、
旧
小
畑
川
の
扇
状
地
の
中
央
に
位
置
し
、
土
砂
の
堆
積
が
繰
り
返
さ
れ
た

地
域
で
あ
る
。
遺
構
面
の
標
高
は
一
二
ｍ
前
後
あ
る
。

木
簡
出
土
地
点
は
、
左
京
第
七
六
・
九
三
・
一
四
〇
・
一
六
四
次
調
査
お
よ
び

八
八
年
№
一
二
試
掘
調
査
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
試
掘
調
査
以
外
は
、
昭
和
五
五
年

(

一
九
八
〇)

か
ら
平
成
二
年(

一
九
九
〇)
に
か
け
て
断
続
的
に
実
施
し
た
外
環

状
線
の
建
設
に
伴
う
調
査
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
東
二
坊
大
路
付
近
か
ら
東
京
極
大

路
に
至
る
間
を
幅
二
○
ｍ
で
調
査
し
た
。
検
出
し
た
長
岡
京
期
の
遺
構
に
は
、
南
北

方
向
の
条
坊
遺
構
を
は
じ
め
と
し
て
、
掘
立
柱
建
物
群
・
溝
・
土
壙
・
井
戸
な
ど
が

あ
る
。
一
部
に
は
平
安
時
代
の
旧
小
畑
川
に
よ
り
削
平
さ
れ
た
部
分
も
あ
る
が
、
四

条
大
路
近
辺
の
小
面
積
の
宅
地
が
連
続
す
る
様
子
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

調
査
地
点
の
西
端
部
に
あ
た
る
東
二
坊
大
路
周
辺
は
、
川
原
寺
の
推
定
地
と
な
っ

て
い
る
。
付
近
の
調
査
で
は
、
石
敷
き
を
伴
う
井
戸
や
建
物
を
検
出
し
て
い
る
。
建

物
の
一
つ
に
は
竃
を
据
え
た
痕
跡
を
並
ん
で
検
出
し
た
こ
と
か
ら
竃
屋
で
あ
る
こ
と

が
判
明
し
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
付
近
に
川
原
寺
の
大
衆
院
関
係
の
施
設
が
置

か
れ
た
こ
と
の
蓋
然
性
が
高
ま
っ
た
。
た
だ
し
、
直
接
寺
院
に
結
び
つ
く
瓦
の
出
土

や
建
物
基
壇
の
発
見
は
な
い
。

三　

六
条
大
路
周
辺
の
調
査

六
条
大
路
周
辺
は
、
南
東
に
桂
川
が
近
接
し
て
流
れ
、
左
京
域
の
地
形
的
な
南
端

部
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
長
岡
京
期
の
遺
構
面
標
高
は
一
一
ｍ
前
後
を

測
り
、
京
域
全
体
の
中
で
も
も
っ
と
も
低
い
地
区
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
現

在
の
集
落
は
桂
川
に
沿
っ
た
自
然
堤
防
上
に
位
置
し
、
他
の
大
部
分
に
は
条
里
地
割

り
の
水
田
が
整
然
と
広
が
っ
て
い
る
。

木
簡
が
出
土
し
た
地
点
は
調
査
例
が
少
な
く
、
左
京
第
二
五
一
・
二
八
八
次
調
査

の
二
箇
所
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
共
に
、
一
〇
万
㎡
を
越
え
る
京
都
市
の
大
規
模

公
共
事
業
に
伴
う
一
連
の
調
査8

註

で
、
六
条
大
路
と
東
二
坊
大
路
と
の
交
差
点
付
近
に

推
定
さ
れ
る
水
田
地
帯
を
平
成
二
年(

一
九
九
〇)

か
ら
平
成
七
年(

一
九
九
五)

に
か
け
て
実
施
し
た
。
調
査
前
に
は
、
標
高
が
低
い
こ
と
か
ら
湿
地
帯
が
広
が
り
、

長
岡
京
の
造
営
に
は
不
可
能
な
区
域
と
の
推
定
が
さ
れ
て
い
た
が
、
東
二
坊
大
路
や

六
条
大
路
な
ど
の
条
坊
遺
構
を
は
じ
め
、
多
く
の
建
物
や
井
戸
を
検
出
し
、
先
の
予

測
を
く
つ
が
え
す
結
果
と
な
っ
た
。

こ
の
う
ち
、
調
査
地
南
端
の
東
二
坊
大
路
に
斜
行
し
て
北
西
か
ら
南
東
に
流
れ
る

流
路
に
は
、
幅
三
ｍ
の
橋
が
架
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
も
と
で
祭
祀
を
行
っ
た
こ

と
が
、
橋
の
下
流
か
ら
出
土
し
た
多
量
の
人
面
墨
書
土
器
を
は
じ
め
と
す
る
遺
物
か

ら
わ
か
っ
た
。
そ
の
位
置
は
、
地
形
的
に
東
二
坊
大
路
の
南
端
部
に
あ
た
る
と
み
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
六
月
と
一
二
月
の
晦
日
に
京
四
方
大
路
最
極
で
行
わ
れ
た
と
さ
れ

る
道
饗
祭
に
伴
う
祭
祀
遺
物
と
み
ら
れ
る9

註

。
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註
1　

表
一　

5
・
6
Ｐ
参
照
。
ま
た
、
長
岡
京
木
簡
の
報
告
書
に
は
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

ａ
『
長
岡
京
木
簡
』
一　

向
日
市
教
育
委
員
会　

一
九
八
四
年

ｂ
『
長
岡
京
木
簡
』
二　

向
日
市
教
育
委
員
会　

一
九
九
三
年

ま
た
、(

『
木
簡
研
究
』
一
号
～
一
八
号　

一
九
七
九
年
～
一
九
九
六
年　

木
簡
学
会)

に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

2　

長
岡
京
は
時
代
区
分
と
し
て
は
奈
良
時
代
の
末
期
に
な
る
が
、
こ
こ
で
は
、
遺
構
・
遺

物
な
ど
の
時
期
を
限
定
す
る
た
め
に
、
「
長
岡
京
期
」
の
呼
称
を
使
う
。

3　

長
岡
宮
は
宮
の
大
路
に
開
か
れ
た
門
跡
を
検
出
で
き
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
四
至
は
確

定
で
き
な
い
。

4　

本
報
告
書
で
は
、(

『
向
日
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
八
集　

一
九
八
二
年)

の

一
二
六
図
「
長
岡
京
条
坊
図
」
に
よ
る
旧
来
の
呼
称
を
使
っ
た
。
新
呼
称
名
は
、(

『
向

日
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
三
六
集　

一
九
九
三
年)

か
ら
使
わ
れ
て
い
る
。

5　

註
1
ａ

6　

ａ
「
長
岡
京
跡
左
京
第
三
○
○
次
」『
長
岡
京
連
絡
協
議
会
資
料
№
九
二
―
十
一
』(
財)

向
日
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

ｂ
『
都
城
』
五　

平
成
四
年
度　

(

財)

向
日
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
一
九
九
四
年

7　

「
長
岡
京
左
京
一
条
三
坊
・
大
籔
遺
跡
」
『
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
概
要
』
平
成
元
年

度　

(

財)

京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所　

一
九
九
四
年
「
左
京
第
二
三
七
次
調
査
」

8　

『
水
垂
遺
跡　

長
岡
京
左
京
六
条
・
七
条
三
坊
』
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
調
査
報

告
第
一
七
冊　

(

財)

京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所　

(

近
刊)

9　

上
村
和
直
「
長
岡
京
に
お
け
る
祭
祀
」
『
堅
田
直
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
』
堅
田
直
先
生

古
稀
記
念
論
文
集
刊
行
会　

一
九
九
七
年

表 1　木簡出土調査次数一覧表 (1)

左 京 調

査 次 数
第 50A 次 第 76 次 第 93 次

地 区 名 7ANDⅡ-3
7ANXWT-2・XTT-2・

XKT-5・XWT-3・XWT-4
7ANXNR-1・XHD-1

所 在 地
京都市南区久世東土川町、

久世上久世町

京都市伏見区羽束師菱川

町、羽束師古川町

京都市伏見区羽束師菱川

町

条 坊
長岡京左京北辺三坊 長岡京左京四条四坊三町、

四条三坊十四町・十一町

長岡京左京四条三坊六町

・三町

鈴木久男
調 査 木下保明 磯部　勝 長宗繁一

担 当 者 菅田　薫 吉崎　伸 本弥八郎
辻　純一

開 始 日

終 了 日

1980年 4 月 1 日

1980年 8 月30日

1981年 7 月11日

1981年1 2月28日

1982年10月 1 日

1983年 4 月 1 日

面 積
(㎡)

150 2,382 2,625 

関 連

文 献

『京都府桂川右岸流域下水

道管渠布設工事に伴う発

掘・立会調査報告』　昭和

54・55 年度

『京都府埋蔵文化財調査概

要』昭和56年度　1983年

『木簡研究』第 4号　

1982 年

『京都府埋蔵文化財調査概

要』昭和57年度 1984年　

『木簡研究』第 5号 1983

年

調 査

記 号
80NG-SS 81NG-PV002 82NG-PV003

木 簡

点 数
1 2 4

3　六条大路周辺の調査
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第 1章　木簡出土地点の調査概要

表 1　木簡出土調査次数一覧表 (2)

表 1　木簡出土調査次数一覧表 (3)

左 京 調

査 次 数
88 年 No.12 試掘調査 第 250 次 第 251 次 第 288 次

地 区 名 7ANXYR-1 7ANVRZ-2 7ANYTH-1 7ANMND-2

所 在 地
京都市伏見区羽束師菱川

町

京都市南区久世大薮町 京都市伏見区淀水垂町、

樋爪町

京都市伏見区淀樋爪町

条 坊
長岡京左京四条三坊四町 長岡京左京一条三坊四町、

一条大路

長岡京左京七条三坊一・

二町

長岡京左京六条三坊二町

鈴木廣司

長宗繁一

吉崎　伸

鈴木廣司

吉崎　伸

木下保明

上村和直

木下保明

上村和直

吉崎　伸

調 査

担 当 者

開 始 日

終 了 日
1988年10月12日

1990年6月25日

1990年8月14日

1990年7月 9 日

1991年3月31日

1992年4月 1 日

1993年3月31日

面 積
(㎡)

187 625 16,335 25,000

関 連

文 献

『長岡京跡・大薮遺跡発掘

調査概報』昭和 63 年度

『木簡研究』第 11 号　

1988 年

『京都市埋蔵文化財調査概

要』平成 2年度　1994 年

『木簡研究』第 13 号　

1990 年

『京都府埋蔵文化財調査概

要』平成 2年度　1994 年

『京都市埋蔵文化財調査概

要』平成 4年度　1995 年

　

調 査

記 号
88NG-BB 90NG-AG001 90NG-MI001 92NG-MI003

木 簡

点 数
1 1 4 1

左 京 調

査 次 数
第 139 次 第 140 次 第 164 次 第 203 次

地 区 名 7ANVKN-1・VST-1・WIR-1 7ANXWD-1 7ANXYD-2 7ANXYD-2

所 在 地
京都市南区久世東土川町、

伏見区久我西出町

京都市伏見区羽束師菱川

町

京都市伏見区羽束師菱川

町

京都市南区久世東土川町

条 坊
長岡京左京南一条三坊

十三町

長岡京左京四条三坊三町

　四条二坊十四町

長岡京左京四条三坊三町、

四条二坊十四町

長岡京左京一条三坊六・

十一町、戌亥遺跡

上村和直

久世康博

鈴木廣司

長宗繁一

鈴木廣司

長宗繁一
百瀬正恒

調 査

担 当 者

開 始 日

終 了 日

1985年9月17日

1986年3月27日

1985年11月 5 日

1986年 3 月15日

1986年12月 1 日

1987年 4 月25日

1988年8月23日

1989年2月 7 日

面 積
(㎡)

2,366 1,113 1,000 2,600

関 連

文 献

『京都府埋蔵文化財調査概

要』昭和 60 年度 1988 年

　『木簡研究』第 8号　

1986 年

『京都府埋蔵文化財調査概

要』昭和 60 年度 1988 年

　『木簡研究』第 8号　

1986 年

『京都府埋蔵文化財調査概

要』昭和 61 年度 1989 年

　『木簡研究』第 9号　

1987 年

『京都府埋蔵文化財調査概

要』昭和 63 年度 1993 年

　『木簡研究』第 10 号　

1989 年

調 査

記 号
85NG-SD006 85NG-PV005 86NG-PV007 88NG-AO

木 簡

点 数
1 2 5

木簡 　272

削屑 3,483 
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第
二
章　

調
査
の
概
要
と
木
簡
出
土
遺
構

一　

左
京
第
五
〇
Ａ
次
調
査

調
査
の
概
要

こ
の
調
査
は
、
国
道
一
七
一
号
線
に
埋
設
さ
れ
た
京
都
府
桂
川
右
岸
流
域
下
水
道

工
事
に
伴
う
発
掘
と
立
会
調
査
で
あ
る
。
区
間
は
北
が
久
世
橋
の
西
詰
め
か
ら
南
は

東
土
川
ま
で
の
総
延
長
二
㎞
に
わ
た
る
が
、
木
簡
が
出
土
し
た
の
は
、
向
日
市
森
本

町
で
行
わ
れ
た
竪
坑
の
発
掘
調
査
地
点
で
あ
る
。
条
坊
は
左
京
一
条
三
坊
五
町
の
北

端
に
あ
た
り
、
木
簡
が
多
数
出
土
し
た
左
京
第
二
〇
三
次
調
査
地
に
近
接
し
て
い
る
。

調
査
は
、
道
路
内
に
約
三
〇
㎡
の
調
査
区
を
設
定
し
、
地
表
下
三
・
九
ｍ
の
砂
礫

層
ま
で
掘
り
下
げ
た
。
地
表
下
一
・
八
ｍ
ま
で
は
現
代
の
盛
土
で
、
そ
の
下
に
鎌
倉

時
代
の
包
含
層
、
さ
ら
に
縄
文
時
代
か
ら
長
岡
京
期
の
遺
物
が
混
在
す
る
砂
層
な
い

し
は
砂
礫
層
の
堆
積
を
確
認
し
た
。
調
査
地
の
土
層
か
ら
判
断
す
る
と
、
長
岡
京
期

に
は
流
路
が
あ
り
、
そ
の
埋
没
は
鎌
倉
時
代
以
降
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

木
簡
出
土
遺
構
と
遺
物

木
簡
一
点
は
、
流
路
の
堆
積
層
か
ら
長
岡
京
期
の
土
師
器
皿
・
杯
・
鉢
・
甕
、
須

恵
器
杯
・
蓋
、
ミ
ニ
チ
ュ
ア
竈
、
土
馬
、
古
墳
時
代
の
須
恵
器
杯
身
、
縄
文
時
代
晩

期
の
土
器
片
な
ど
と
出
土
し
た
。

小
結

こ
の
調
査
で
は
、
流
路
の

埋
土
を
確
認
し
た
が
、
調
査

区
が
竪
坑
部
分
に
限
ら
れ
小

面
積
の
た
め
、
そ
の
規
模
な

ど
は
不
明
で
あ
る
。
隣
接
す

る
北
東
で
実
施
し
た
左
京
第

三
六
次
調
査1

註

で
は
、
長
岡
京

期
の
東
西
七
間
、
南
北
二
間

の
掘
立
柱
建
物
を
、
ま
た
第

二
〇
三
次
調
査
地
で
は
、
木
簡

が
多
数
出
土
し
た
流
路
と
掘

立
柱
建
物
が
確
認
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
周
辺
で
行
わ
れ

た
調
査
成
果
か
ら
考
え
る
と
、

左
京
一
条
三
坊
六
町
で
は
東

と
西
に
流
路
が
流
れ
、
そ
れ

が
南
部
で
合
流
す
る
地
形
で
、

陸
地
は
南
部
が
鋭
角
な
三
角

形
を
し
た
土
地
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。

N S

13.0mH

鎌倉時代包含層(淡緑灰色泥砂層)

鎌倉時代包含層(灰色泥土層)

長岡京期堆積層(砂層・砂礫層・泥土層の互層）

無遺物層(砂礫層)

盛土層

０ ２ｍ

図4　左京第50A次調査土層断面図(1:100) 図 3　左京第 50A 次調査位置図 (1:5,000)

1　左京第 50 Ａ次調査
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第 2章　調査の概要と木簡出土遺構

二　

左
京
第
七
六
次
調
査

こ
の
調
査
と
後
述
す
る
左
京
第
九
三
・
一
四
〇
・
一
六
四
次
調
査
は
、
外
環
状
線

の
道
路
建
設
に
伴
う
一
連
の
調
査
で
、
木
簡
が
出
土
し
た
地
点
で
あ
る
。
調
査
は
昭

和
五
五
年(

一
九
八
〇)

か
ら
平
成
二
年(

一
九
九
〇)

に
か
け
て
断
続
的
に
実
施

し
、
年
度
毎
に
調
査
次
数
を
付
し
た
が
、
調
査
区
は
用
地
内
で
連
続
し
て
い
る
も
の

も
あ
れ
ば
離
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

条
坊
の
推
定
で
は
、
左
京
四
条
二
坊
か
ら
四
坊
に
あ
た
り
、
推
定
四
条
々
間
小
路

の
す
ぐ
南
側
の
地
点
を
、
東
西
方
向
に
幅
約
二
〇
ｍ
で
約
一
・
一
㎞
に
わ
た
り
細
長

く
調
査
し
た
。
四
条
々
間
小
路
は
、
向
日
市
域
で
実
施
し
た
調
査
結
果
か
ら
大
路
規

模
で
東
西
路
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
連
の
調
査

区
は
大
路
に
面
し
た
町
の
北
端
部
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
調
査
前
は
、
羽

束
師
菱
川
町
の
集
落
の
南
に
広
が
る
水
田
耕
作
地
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
。

一
連
の
調
査
で
は
、
旧
小
畑
川
に
よ
り
平
安
時
代
以
降
に
削
平
さ
れ
た
地
点
を
各

所
で
確
認
し
た
も
の
の
、
そ
の
影
響
を
受
け
て
い
な
い
調
査
区
で
は
、
長
岡
京
の
大

路
や
小
路
を
は
じ
め
、
宅
地
内
に
は
掘
立
柱
建
物
な
ど
多
く
の
遺
構
を
検
出
し
た
。

ま
た
、
下
層
か
ら
は
羽
束
師
遺
跡
に
関
係
す
る
弥
生
・
古
墳
時
代
の
竪
穴
住
居
や
水

田
、
奈
良
時
代
の
集
落
や
条
里
制
水
田
な
ど
各
種
の
遺
構
を
検
出
し
た
。
上
層
で
も

平
安
時
代
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
の
集
落
や
水
田
を
検
出
し
た
。

こ
れ
ら
の
調
査
で
出
土
し
た
木
簡
は
総
数
一
五
点
を
数
え
る
。
そ
の
多
く
は
、
川

原
寺
の
推
定
地
で
あ
る
左
京

四
条
三
坊
の
西
半
部
付
近
か

ら
出
土
し
た
。
ま
た
木
簡
の

他
に
も
墨
書
土
器
が
多
く
、

漆
紙
文
書
も
出
土
す
る
な
ど

特
徴
が
あ
る
。

以
下
木
簡
が
出
土
し
た
調

査
地
を
中
心
に
順
次
概
要
を

述
べ
、
必
要
に
応
じ
て
周
辺

の
調
査
状
況
も
付
け
加
え
る

こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
墨
書

土
器
は
、
木
簡
が
出
土
し
た

町
内
の
中
で
主
要
な
も
の
を

取
り
上
げ
た
。

調
査
の
概
要

第
七
六
次
調
査
は
、
昭
和

五
六
年(

一
九
八
一)

度
に

実
施
し
た
も
の
で
Ｉ
か
ら
Ｎ

区
の
六
箇
所
に
調
査
区
を
設

け
た
。

調
査
の
結
果
、
ほ
と
ん
ど

Y
=
-
2
5
.
0
0
0

東
京
極
大
路

東
三
坊
大
路

十四町 十四町左京四条四坊三町 六町 十一町

G L F
J

K
D・E C B A X1・2 X4 X3 X6 X5

L067B(A～H） L174(T2・X1～4・W)

０ 100ｍ

図5　外環状線調査区配置(1）(1:2,000）
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の
調
査
区
で
長
岡
京
期
の
掘
立
柱
建
物
・
柵
・
溝
・
土
壙
な
ど
の
遺
構
を
検
出
し

た
。
さ
ら
に
、
下
層
か
ら
は
弥
生
時
代
か
ら
古
墳
時
代
の
竪
穴
住
居
や
流
路
お
よ
び

溝
、
古
墳
時
代
か
ら
奈
良
時
代
に
か
け
て
営
ま
れ
た
水
田
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
以
下
調
査
区
毎
に
そ
の
概
略
を
述
べ
る
。

Ｉ
区　

長
岡
京
期
の
遺
構
は
、
掘
立
柱
建
物
二
棟
・
井
戸
一
基
・
柵
二
条
で
あ
る
。

井
戸
は
方
形
の
縦
板
組
で
あ
る
。
下
層
か
ら
は
庄
内
式
期
の
竪
穴
住
居
二
棟
、
古
墳

時
代
流
路
な
ど
を
検
出
し
た
。

Ｊ
区　

調
査
区
全
体
が
平
安
時
代
の
流
路
に
あ
た
り
、
長
岡
京
の
遺
構
は
破
壊
さ

れ
検
出
で
き
な
か
っ
た
。
下
層
か
ら
は
弥
生
時
代
末
か
ら
古
墳
時
代
に
か
け
て
の
隅

丸
方
形
を
し
た
竪
穴
住
居
一
棟
、
断
面
Ｖ
字
状
の
溝
を
確
認
し
た
。

Ｋ
区　

長
岡
京
期
の
遺
構
は
掘
立
柱
建
物
四
棟
・
柵
一
条
・
土
壙
・
溝
な
ど
が
あ

る
。
溝
の
中
に
は
肩
口
を
板
で
護
岸
し
た
も
の
も
あ
っ
た
。
下
層
で
は
古
墳
時
代
の

水
田
を
検
出
し
、
水
田
面
の
足
跡
や
低
い
畔
は
砂
層
で
埋
ま
っ
て
い
た
。

Ｌ
区　

長
岡
京
期
の
掘
立
柱
建
物
二
棟
以
上
、
柵
四
条
以
上
、
東
西
と
南
北
方
向

の
溝
を
検
出
し
た
。
下
層
で
は
古
墳
時
代
の
水
田
や
溝
を
検
出
し
て
い
る
。

Ｍ
区　

長
岡
京
期
の
掘
立
柱
建
物
二
棟
、
柵
二
条
以
上
、
土
壙
な
ど
を
検
出
し
た
。

南
庇
を
持
つ
掘
立
柱
建
物
は
、
柱
掘
形
に
板
を
数
枚
重
ね
礎
板
と
し
て
い
た
。
下
層

で
は
古
墳
時
代
の
水
田
を
確
認
し
、
水
田
面
で
は
多
数
の
足
跡
と
畔
を
検
出
し
た
。

Ｎ
区　

調
査
区
全
体
が
平
安
時
代
の
流
路
内
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
長
岡
京
期

の
遺
構
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
下
層
も
同
様
で
あ
っ
た
が
東
側
の
一
部
で
水
田
が

遺
存
し
て
い
た
。

木
簡
と
墨
書
土
器
の
出
土

遺
構木

簡
が
出
土
し
た
調
査
区

は
Ｋ
区
と
Ｍ
区
で
あ
る
。
Ｋ

区
は
左
京
四
条
三
坊
十
四
町

の
西
半
部
に
、
Ｍ
区
は
左
京

四
条
三
坊
一
一
町
の
東
端
部

に
位
置
し
て
い
る
。
Ｋ
区
の

西
側
に
は
左
京
第
六
七
Ｂ
次

調
査
で
実
施
し
た
Ｆ
区
が
あ

る
。Ｋ

区
出
土
の
木
簡
は
、
掘

立
柱
建
物
に
隣
接
し
て
検
出

し
た
土
壙
の
一
つ
か
ら
出
土

し
、
土
器
や
木
製
品
な
ど
が

共
伴
し
た
。
Ｍ
区
の
木
簡
は
、

南
庇
付
掘
立
柱
建
物(

東
西

三
間
、
南
北
二
間)

の
す
ぐ

東
側
の
土
壙
か
ら
出
土
し
て

い
る
。

墨
書
土
器
は
、
Ｋ
・
Ｌ
・

X=-119,000

X=-118,900

X=-118,800

Y
=
-
2
5
,
5
0
0

東
三
坊
大
路四条々間小路

東
二
坊
大
路

V T2 T1U S R Q P O W N H M

左京四条二坊十四町 左京四条三坊三町

小字西川原寺 小字東川原寺

六町

G L F K
J D・

1
2

L140(T・U) L164(V) L093(O～S) L076(I～N）

十一町 十四町

０ 100m

図5　外環状線調査配置図（2）(1:2,000)

2　左京第 76 次調査
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第 2章　調査の概要と木簡出土遺構

Ｍ
区
か
ら
二
〇
数
点
が
出
土
し
、
掘
立
柱

建
物
周
辺
の
溝
あ
る
い
は
包
含
層
か
ら

出
土
し
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

木
簡
と
共
伴
遺
物

木
簡
が
出
土
し
た
土
壙
や
周
辺
の
溝

か
ら
は
長
岡
京
期
の
遺
物
が
多
く
出
土

し
て
い
る
。
土
器
は
、
土
師
器
椀
・
皿
・

蓋
・
杯
・
高
杯
・
甕
、
黒
色
土
器
椀
、
須

恵
器
杯
・
蓋
・
壺
・
甕
、
灰
釉
陶
器
壺
な

ど
が
あ
る
。
そ
の
ほ
か
丸
・
平
瓦
、
箸
・

櫛
・
曲
物
・
漆
器
壺
な
ど
の
木
製
品
、
毛

抜
・
鈴
・
皇
朝
十
二
銭
な
ど
の
金
属
製

品
、
琥
珀
な
ど
多
彩
な
遺
物
が
出
土
し

た
。墨

書
土
器
は
、
Ｋ
区
で
「
宅
成
」
、
Ｌ

区
で
「
大
」「
宅
成
」「
万
」
、
Ｍ
区
で
「
返
」

「
合
」「
大
」「
東
」
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
。

ま
た
、
Ｋ
・
Ｌ
区
と
同
じ
十
四
町
の
Ｆ
区

で
は
「
子
」
、
Ｍ
・
Ｎ
区
と
同
じ
十
一
町

の
Ｈ
区
で
は
「
佐
」「
川
」「
大
冨
」
な
ど

が
出
土
し
た
。

X=-118,900

Y
=
-
2
5
,
3
0
0

Y
=
-
2
5
,
4
0
0

流路

左京四条三坊十一町

M区 L区

東
三
坊
第
二
小
路

推
定
線

左京四条三坊十四町

F区 K区

四条々間小路推定線

(L067B)
50ｍ０

図6　左京第76次調査遺構配置図(1:1,000）

写真 1　左京第 67・76 次調査出土墨書土器
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小
結

当
地
の
周
辺
は
小
畑
川
の
古
墳
時
代
か
ら
平
安
時
代
の
旧
流
路
が
幾
筋
も
重
な
っ

て
い
る
地
区
で
、
各
所
で
大
規
模
な
流
路
を
検
出
し
た
。
し
か
し
、
流
路
に
破
壊
さ

れ
て
い
な
い
部
分
で
は
長
岡
京
関
連
の
遺
構
が
き
わ
め
て
よ
く
残
存
し
て
い
る
こ
と

も
明
ら
か
と
な
っ
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
に
も
、
昭
和
五
二
年(

一
九
七
七)

に
当
地

の
北
方
で
実
施
し
た
左
京
第
九
次
調
査2

註

で
は
東
部
は
湿
地
が
残
る
が
、
大
半
の
調
査

区
で
三
条
大
路
の
他
、
掘
立
柱
建
物
・
井
戸
・
土
壙
な
ど
長
岡
京
期
の
多
数
の
遺
構

を
検
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
宅
地
は
柵
で
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
わ
か
っ
た
。

今
回
の
調
査
で
は
長
岡
京
の
条
坊
に
関
係
す
る
遺
構
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、

左
京
第
六
七
Ｂ
次
調
査
で
実
施
し
た
Ｄ
・
Ｅ
区
の
調
査3

註

で
は
東
三
坊
大
路
東
側
溝
を

検
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
各
調
査
区
で
長
岡
京
の
掘
立
柱
建
物
・
井
戸
・
土
壙
・
溝

な
ど
が
整
然
と
並
ん
だ
状
況
で
確
認
し
て
お
り
、
左
京
四
条
大
路
周
辺
で
の
宅
地
班

給
や
内
部
の
様
子
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
ま
た
、
遺
物
の
内
容
も
豊
富
で
、
京

内
で
の
生
活
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
資
料
と
な
っ
た
。
中
で
も
、
左
京

第
六
七
Ｂ
次
調
査
で
実
施
し
た
Ｂ
区
で
は
、
土
壙
内
か
ら
奈
良
時
代
の
戸
籍
断
簡4

註

が

長
岡
京
期
の
土
器
や
木
製
品
な
ど
と
共
に
発
見
さ
れ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

墨
書
土
器
で
は
、
三
坊
十
四
町
で
「
宅
成
」
の
墨
書
土
器
が
多
く
出
土
し
、
三
坊

一
一
町
で
は
「
返
」
の
墨
書
が
多
く
出
土
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
宅
地
の
主
に
関
係
す

る
墨
書
と
も
考
え
ら
れ
る
。

三　

左
京
第
九
三
次
調
査

調
査
の
概
要

こ
の
調
査
は
、
外
環
状
線
建
設
に
伴
う
調
査
の
う
ち
昭
和
五
七
年(

一
九
八
二)

度
に
実
施
し
た
Ｏ
・
Ｐ
・
Ｑ
・
Ｒ
・
Ｓ
区
に
あ
た
る
。
Ｏ
・
Ｐ
区
と
Ｑ
区
の
一
部
が

左
京
四
条
三
坊
六
町
、
Ｑ
・
Ｒ
・
Ｓ
区
が
左
京
四
条
三
坊
三
町
に
あ
た
る
。
Ｑ
区
に

は
南
北
小
路
で
あ
る
東
三
坊
第
一
小
路
が
通
る
。
木
簡
は
Ｓ
区
か
ら
四
点
出
土
し
、

他
の
調
査
区
か
ら
は
出
土
し
て
い
な
い
。
調
査
地
付
近
は
小
字
東
川
原
寺
に
あ
た
り
、

長
岡
京
下
に
造
営
さ
れ
た
「
川
原
寺
」
が
推
定
さ
れ
て
い
る
。

Ｏ
区
か
ら
Ｓ
区
に
か
け
て
は
、
平
安
時
代
中
期
に
砂
礫
の
堆
積
で
埋
ま
る
旧
小
畑

川
を
検
出
し
た
。
遺
構
は
、
旧
流
路
に
よ
る
削
平
を
受
け
長
岡
京
の
遺
構
は
部
分
的

に
残
存
す
る
状
況
で
あ
っ
た
。
特
に
Ｏ
・
Ｐ
・
Ｒ
区
は
そ
の
影
響
を
強
く
受
け
長
岡

京
に
関
係
す
る
遺
構
は
ほ
と
ん
ど
検
出
さ
れ
な
か
っ
た
。
以
下
に
木
簡
を
出
土
し
た

Ｓ
区
に
つ
い
て
概
要
を
述
べ
る
。

古
墳
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
の
各
時
期
に
わ
た
る
三
面
の
遺
構
を
検
出
し
、
中
層
の

長
岡
京
の
遺
構
に
は
、
溝
、
土
壙
、
柱
穴
が
あ
る
。
溝
は
、
旧
流
路
の
西
肩
部
で
北

西
か
ら
南
東
方
向
に
流
れ
る
二
条
を
検
出
し
、
北
西
隅
で
は
、
有
機
物
層
が
堆
積
す

る
土
壙
と
こ
れ
に
つ
な
が
る
溝
を
検
出
し
た
。
柱
穴
は
二
基
を
検
出
し
た
が
ま
と
ま

り
を
持
た
な
い
。

平
安
時
代
の
遺
構
は
上
層
で
検
出
し
た
。
三
町
の
東
半
部
を
北
西
か
ら
南
東
に
流

3　左京第 93 次調査
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第 2章　調査の概要と木簡出土遺構

れ
る
流
路
、
そ
の
西
部
で
は
倉
庫
と
思
わ
れ
る
総
柱
建
物
な
ど
や
土
壙
が
あ
る
。
鎌

倉
時
代
の
遺
構
は
、
柱
穴
や
井
戸
な
ど
が
あ
り
、
柱
穴
は
調
査
区
全
体
で
多
数
検
出

し
た
。

下
層
の
古
墳
時
代
の
遺
構
は
、
小
区
画
の
水
田
を
検
出
し
た
。
地
形
に
沿
う
北
西

か
ら
南
東
方
向
に
畦
畔
が
築
か
れ
、
そ
の
中
を
小
さ
く
区
画
し
て
い
た
。

奈
良
時
代
の
遺
構
は
、
乙
訓
郡
条
里
の
施
工
方
位
で
あ
る
正
南
北
方
向
の
水
田
区

画
を
検
出
し
、
東
西
方
向
の
坪
境
畦
畔
を
確
認
し
た
。
水
田
は
旧
小
畑
川
の
氾
濫
に

よ
り
、
砂
礫
層
や
砂
層
で
埋
没
を
繰
り
返
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
同
じ
位
置
で

数
層
の
畦
畔
が
重
な
っ
て
い
る
状
況
が
確
認
さ
れ
た
。

木
簡
と
墨
書
土
器
の
出
土
遺
構

長
岡
京
の
遺
構
と
し
て
は
、
溝
三
条
、
土
壙
一
基
、
柱
穴
な
ど
が
あ
る
。
柱
穴
は

建
物
と
し
て
ま
と
ま
る
も
の
は
な
い
。
Ｓ
Ｄ
四
五
一
の
規
模
は
、
幅
一
・
二
ｍ
、
深

さ
は
〇
・
三
ｍ
あ
る
。
Ｓ
Ｄ
四
五
五
は
、
幅
〇
・
七
ｍ
、
深
さ
は
〇
・
二
ｍ
あ
る
。

こ
の
二
条
の
溝
は
北
西
か
ら
南
西
へ
流
れ
、
堆
積
土
は
主
に
砂
層
で
あ
る
。
Ｓ
Ｄ

四
四
六
は
調
査
区
の
西
端
か
ら
東
へ
の
び
、
す
ぐ
に
北
へ
曲
が
り
、
Ｓ
Ｘ
四
四
七
へ

つ
な
が
る
。
Ｓ
Ｄ
四
四
六
の
規
模
は
、
幅
〇
・
七
ｍ
、
深
さ
は
〇
・
一
ｍ
あ
る
。
Ｓ

Ｘ
四
四
七
は
、
お
よ
そ
幅
三
ｍ
の
不
定
形
で
、
深
さ
〇
・
一
ｍ
の
浅
い
落
ち
込
み
で

あ
る
。
こ
の
二
つ
の
遺
構
の
堆
積
土
は
、
有
機
物
層
が
主
で
あ
っ
た
。

主
な
出
土
遺
物
は
、
Ｓ
Ｄ
四
五
一
か
ら
木
簡
一
点
を
は
じ
め
と
し
て
木
製
品(

人

形
や
容
器
な
ど)

や
土
器
が
出
土
し
て
い
る
。
Ｓ
Ｄ
四
四
六
か
ら
は
五
点
の
墨
書
土

器
、
Ｓ
Ｘ
四
四
七
か
ら
は
木
簡
三
点
を
は
じ
め
て
と
し
て
六
点
の
墨
書
土
器
が
出
土

し
た
。

墨
書
土
器
に
は
「
南
坏
」
「
王
」
の

他
、
「
○
」
を
四
な
い
し
五
個
描
く
も

の
な
ど
が
あ
る
。
「
王
」
と
記
す
墨
書

土
器
は
、
西
隣
の
Ｔ
区
の
調
査
で
も

数
点
出
土
し
て
い
る
。

小
結

Ｓ
区
と
Ｔ
区
は
、
左
京
四
条
三
坊

三
町
に
位
置
し
て
い
る
。
検
出
し
た

遺
構
は
川
原
寺
の
大
衆
院
関
係
の
諸

施
設
と
推
定
さ
れ
、
後
述
す
る
Ｔ
‐

二
区
で
は
石
敷
き
の
遺
構
を
伴
う
建

物
や
井
戸
を
セ
ッ
ト
で
検
出
し
た
。

ま
た
、
周
辺
の
遺
物
も
通
常
の
邸
宅

の
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
様
相
を
示
す
。

Y
=
-
2
5
,
7
0
0

Y
=
-
2
5
,
6
5
0

X=-118,900
SX447

SD446

SD451

旧小畑川流路
(平安時代)

四条々間小路推定線

東
三
坊
第
一
小
路

S区 R区
Q区

左京四条三坊三町 六町

30ｍ０

図7　左京第93次調査遺構配置図(1:1,000)
写真 2　左京第 93 次調査

　　　  出土墨書土器
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四　

左
京
第
一
三
九
次
調
査

調
査
の
概
要

こ
の
調
査
は
、
昭
和
六
〇
年(

一
九
八
五)

度
に
西
羽
束
師
川
改
修
工
事
に
伴
っ

て
実
施
し
た
。
調
査
地
は
、
名
神
高
速
道
路
と
西
羽
束
師
川
が
交
差
す
る
北
側
に
あ

た
り
、
左
京
南
一
条
三
坊
十
三
・
十
四
町
と
、
左
京
二
条
三
坊
十
六
町
東
西
路
の
南

一
条
大
路
と
南
一
条
第
二
小
路
の
推
定
地
に
あ
た
る
。

長
岡
京
の
遺
構
は
、
左
京
南
一
条
三
坊
十
三
町
の
北
西
部
で
、
南
北
一
間
、
東
西

一
間
以
上
と
み
ら
れ
る
掘
立
柱
建
物
一
棟
を
検
出
し
た
。
ま
た
南
一
条
大
路
北
築
地

部
分
で
は
、
北
側
溝(

幅
一
・
七
ｍ
、
深
さ
〇
・
六
ｍ)
と
宅
地
内
溝(

幅
一
・
五

ｍ
、
深
さ
〇
・
四
ｍ)

、
さ
ら
に
こ
の
両
溝
を
つ
な
ぐ
築
地
下
の
板
組
暗
渠
を
検
出

し
た
。
北
側
溝
と
南
側
溝(

幅
一
・
五
ｍ
、深
さ
〇
・
六
ｍ)

と
の
心
々
間
距
離
は
、

二
四
・
八
ｍ
あ
る
。
同
じ
く
南
一
条
第
二
小
路
南
築
地
部
分
で
も
側
溝
と
内
溝
を
検

出
し
た
。

木
簡
出
土
遺
構
と
遺
物

木
簡
は
、
宅
地
内
溝(

Ｓ
Ｄ
一
〇
五)

の
堆
積
土
か
ら
、
長
岡
京
期
の
土
師
器
・

須
恵
器
と
共
に
一
点
出
土
し
た
。

小
結

十
三
町
を
画
す
る
南
と
北
築
地
部
分
は
、
い
ず
れ
も
側
溝
と
内
溝
を
持
つ
こ
と
か

ら
築
地
で
囲
ま
れ
た
区
画
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
事
例
は
京
域
内
で
は

少
な
く
重
要
な
施
設
が
予
想
さ
れ
た
が
、
東
側
で
平
成
七
年(

一
九
九
五)

か
ら
京

都
府
埋
蔵
文
化
財
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー
が
実
施
し
た
左
京
第
三
六
一
次
調
査
で
町
の

全
域
が
発
掘
さ
れ
、
一
町
を
占
地
す
る
宅
地
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
町
内
に
は
、

南
一
条
大
路
に
開
く
門
を
は
じ
め
と
し
て
、
掘
立
柱
建
物
九
棟
が
整
然
と
建
ち
並
び
、

井
籠
組
み
の
井
戸
や
土
壙
な
ど
を
検
出
し
た
。
町
の
東
南
四
分
の
一
を
前
庭
と
す
る

な
ど
、
こ
の
町
の
居
住
者
は
三
位
以
上
ク
ラ
ス
の
宅
地5

註

と
考
え
ら
れ
る
。

X=-117,500

X=-117,400

Y
=
-
2
5
,
2
5
0

Y
=
-
2
5
,
3
5
0

L139

SD105

左京二条三坊十六町

南一条大路

左京南一条三坊十三町

東
三
坊
大
路

南一条第二小路

L361～363

L384

L330 ０ 50ｍ

図8　左京第139・361次調査遺構配置図(1:2,000)

4　左京第 139 次調査
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五　

左
京
第
一
四
〇
次
調
査

調
査
の
概
要

こ
の
調
査
は
、
昭
和
五
五
年(

一
九
八
〇)

度
か
ら
継
続
し
て
い
る
外
環
状
線
建

設
に
伴
う
も
の
で
、
昭
和
六
〇
年(

一
九
八
五)

度
に
実
施
し
た
。
調
査
区
は
、
左

京
四
条
三
坊
三
町
の
推
定
地
に
Ｔ
‐
一
区
、
同
二
坊
十
四
町
推
定
地
に
Ｕ
区
の
二
箇

所
を
設
定
し
た
。
な
お
Ｔ
区
に
は
Ｔ
‐
二
区(

左
京
第
一
七
四
次
調
査)

と
し
て
昭

和
六
二
年(

一
九
八
七)

度
に
実
施
し
た
北
西
部
も
含
め
た
。

調
査
の
結
果
、
両
区
で
長
岡
京
期
の
掘
立
柱
建
物
・
井
戸
・
土
壙
な
ど
を
検
出
し

た
。
ま
た
下
層
で
は
、
古
墳
時
代
か
ら
奈
良
時
代
の
水
田
と
流
路
を
確
認
し
た
。

Ｔ
‐
一
区　

長
岡
京
の
遺
構
は
掘
立
柱
建
物
六
棟
と
建
物
に
関
連
し
た
石
敷
、
区

画
の
小
溝
、
井
戸
三
基
、
土
壙
な
ど
が
あ
る
。
井
戸
は
一
基
が
方
形
縦
板
組
み
、
一

基
が
円
形
素
掘
り
で
底
部
に
曲
物
を
据
え
る
も
の
、
一
基
が
方
形
で
素
掘
り
の
も
の

で
あ
っ
た
。
西
端
で
は
東
二
坊
大
路
東
側
溝
の
一
部
を
検
出
し
た
。
ま
た
北
西
部
に

は
平
安
時
代
中
期
以
降
鎌
倉
時
代
に
至
る
流
路
が
あ
る
。

Ｕ
区　

西
側
の
約
三
分
の
二
が
平
安
時
代
の
旧
小
畑
川
で
あ
っ
た
。
長
岡
京
期
の

遺
構
に
は
掘
立
柱
建
物
一
棟
、
大
小
三
つ
の
曲
物
を
重
ね
た
井
戸
一
基
、
湿
地
状
の

遺
構
Ｓ
Ｘ
三
が
あ
る
。
下
層
の
奈
良
時
代
水
田
は
、
平
安
時
代
の
流
路
で
か
な
り
の

部
分
が
壊
さ
れ
て
い
た
が
、
調
査
区
の
西
端
で
条
里
坪
境
に
関
連
す
る
東
西
方
向
の

杭
列
や
畦
畔
を
確
認
し
た
。

木
簡
と
墨
書
土
器
の
出
土
遺
構

木
簡
は
、
Ｕ
区
で
検
出
し
た
深

さ
一
ｍ
の
Ｓ
Ｘ
三
に
堆
積
し
た
有

機
物
層
か
ら
二
点
が
出
土
し
た
。

墨
書
土
器
は
、
Ｔ
‐
一
区
の
掘

立
柱
建
物
を
区
画
す
る
溝
・
石
敷

部
分
を
中
心
に
四
五
点
が
出
土
し

た
。
ま
た
Ｕ
区
で
は
流
路
・
遺
物

包
含
層
な
ど
か
ら
十
六
点
が
出
土

し
た
。

木
簡
と
共
伴
遺
物

木
簡
の
出
土
し
た
Ｕ
区
Ｓ
Ｘ
三

か
ら
は
、
多
量
の
長
岡
京
期
の
土

師
器
椀
・
皿
・
杯
・
壺
Ｂ
・
甕
、

黒
色
土
器
杯
、
須
恵
器
杯
・
蓋
・

壺
・
甕
な
ど
の
土
器
や
軒
平
瓦
・

丸
瓦
・
平
瓦
な
ど
と
共
に
、
建
築

部
材
を
中
心
と
す
る
木
製
品
や
石

帯
が
出
土
し
た
。
特
異
な
資
料
と

し
て
、
Ｔ
‐
一
区
の
石
敷
き
遺
構

上
の
土
壙
、
Ｓ
Ｋ
一
二
三
か
ら
経

X=-118,900

Y
=
-
2
5
,
7
5
0

Y
=
-
2
5
,
8
0
0

旧小畑川流路
(平安時代)

区画溝

区画溝 SK123

石敷範囲

旧小畑川流路
(平安時代)P216

SD193SD192
SX377

SX3

左京四条二坊十四町 左京四条三坊三町

東
二
坊
大
路

T区

U区 V区 T2区

四条々間小路推定線

50ｍ０

図9　左京第140・164次調査遺構配置図(1:1,000）
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文
ら
し
き
漆
紙
文
書
、
さ
ら
に
石
敷
き
の
下
面
か
ら
も
、
内
容
は
明
ら
か
で
は
な
い

が
漆
紙
文
書
の
断
片
が
出
土
し
て
い
る
。

墨
書
土
器
は
、
破
片
が
多
い
た
め
意
味
不
明
の
も
の
が
大
部
分
で
あ
る
が
、
Ｔ
‐

一
区
か
ら
「
王
」
が
八
点
、「
○
」
を
四
つ
描
く
も
の
が
五
点
、「
東
」
「
南
杯
」
「
廣
」
、

高
杯
の
脚
部
に
墨
書
し
た
も
の
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
。

小
結

Ｔ
‐
一
区
の
長
岡
京
遺
構
は
、
石
敷
き
を
伴
う
掘
立
柱
建
物
や
井
戸
施
設
か
ら
な

り
、
通
常
の
邸
宅
の
状
況
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
た
様
相
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、

一
つ
の
掘
立
柱
建
物
の
内
部
に
、
円
形
状
に
堆
積
し
た
焼
土
と
炭
層
が
あ
り
、
東
西

に
並
ん
だ
状
態
で
検
出
さ
れ
た
。
こ
れ
は
竈
が
並
び
据
え
ら
れ
た
痕
跡
と
考
え
、
建

物
を
竈
屋
と
推
定
し
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
周
辺
の
小
字
名
が
川
原
寺
で
あ
る

こ
と
と
考
え
合
わ
せ
、
検
出
し
た
遺
構
群
は
川
原
寺
大
衆
院
関
係
の
施
設
と
考
え
ら

れ
る
。

た
だ
し
、
近
辺
の
調
査
例
で
は
、
瓦
の
出
土
は
少
な
く
、
ま
た
基
壇
な
ど
伽
藍
に

直
接
結
び
つ
く
よ
う
な
遺
構
は
検
出
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
造
営
に
関
る
と
み
ら

れ
る
整
地
が
旧
流
路
や
湿
地
を
埋
め
る
な
ど
広
範
囲
に
及
ん
で
い
る
こ
と
や
、
木
簡

な
ど
遺
物
内
容
が
周
辺
の
調
査
例
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。
寺
院
の
造
営
に
、

長
い
年
月
を
必
要
と
し
た
こ
と
は
、
平
城
京
の
諸
寺
院
や
平
安
京
の
東
西
寺
な
ど
の

寺
院
造
営
史
料
を
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
り
、
川
原
寺
も
寺
域
内
の
整
備
が
進
め
ら
れ

る
が
、
主
要
伽
藍
の
造
営
を
待
た
ず
に
平
安
京
へ
遷
都
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
る
。

写真 3　左京第 140・164 次調査出土墨書土器

5　左京第 140 次調査
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第 2章　調査の概要と木簡出土遺構

六　

左
京
第
一
六
四
次
調
査

調
査
の
概
要

こ
の
調
査
は
昭
和
五
五
年(

一
九
八
〇)

度
か
ら
継
続
し
た
外
環
状
線
建
設
に
伴

う
も
の
で
、
昭
和
六
一
年(
一
九
八
六)

度
事
業
と
し
て
行
っ
た
。
左
京
四
条
二
坊

十
四
町
と
東
二
坊
大
路
の
推
定
地
に
Ｖ
区
と
し
て
調
査
区
を
設
定
し
た
。
な
お
こ
の

調
査
区
は
八
五
年
度
に
調
査
を
行
っ
た
Ｔ
区
・
Ｕ
区(

第
一
四
〇
次
調
査)

の
間
に

位
置
す
る(

図
九)

。

調
査
の
結
果
、
長
岡
京
東
二
坊
大
路
路
面
・
両
側
溝
の
他
、
掘
立
柱
建
物
、
柵
、

井
戸
、
土
壙
な
ど
を
検
出
し
た
。
東
二
坊
大
路
の
側
溝
は
ほ
ぼ
同
じ
規
模
で
、
幅

一
・
八
ｍ
～
二
・
〇
ｍ
、
深
さ
約
〇
・
六
五
ｍ
あ
り
、
両
側
溝
に
は
杭
列
が
密
集
す

る
箇
所
が
あ
り
、
橋
が
架
け
ら
れ
て
い
た
と
想
定
で
き
る
。
側
溝
の
心
々
間
は
約

二
四
ｍ
で
、
路
面
の
一
部
に
は
礫
敷
を
施
し
て
お
り
、
礫
に
は
須
恵
器
甕
の
破
片
が

多
量
に
混
入
し
て
い
た
。
十
四
町
内
で
検
出
し
た
掘
立
柱
建
物
は
二
棟
あ
り
、
同
一

地
点
で
の
建
て
替
え
が
認
め
ら
れ
る
。
柵
は
東
二
坊
大
路
西
側
溝
の
西
肩
に
沿
っ
て

一
条
あ
る
。
こ
の
他
井
戸
二
基
、
調
査
区
南
西
端
で
湿
地
状
遺
構
、
Ｓ
Ｘ
三
七
七
を

検
出
し
た
。

平
安
時
代
以
降
の
遺
構
に
は
Ｔ
区
か
ら
続
く
小
畑
川
の
旧
流
路
・
堤
防
状
の
し
が

ら
み
、
柱
穴
、
木
棺
墓
、
土
壙
が
あ
る
。
ま
た
下
層
で
は
古
墳
時
代
の
水
田
を
四
面
、

奈
良
時
代
の
水
田
を
一
面
検
出
し
、
奈
良
時
代
か
ら
水
田
畦
畔
が
現
存
す
る
地
割
り

と
同
一
方
位
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

木
簡
と
墨
書
土
器
の
出
土
遺
構

木
簡
は
、
腐
植
土
層
が
厚
く
堆
積
し
た
Ｓ
Ｘ
三
七
七(

幅
三
ｍ
、
深
さ
〇
・
六
ｍ)

か
ら
多
量
の
木
片
・
土
器
と
共
に
三
点
が
出
土
し
た
。
こ
の
他
東
二
坊
大
路
西
側
溝

(

Ｓ
Ｄ
一
九
二)

と
柱
穴(

Ｐ
二
一
六)

か
ら
各
一
点
ず
つ
出
土
し
て
い
る
。

墨
書
土
器
は
二
八
点
出
土
し
、
人
面
墨
書
土
器
も
一
点
あ
る
。
出
土
遺
構
は
、
過

半
数
が
Ｓ
Ｘ
三
七
七
と
西
側
溝
で
あ
る
が
、
西
側
溝
寄
り
の
井
戸
・
土
壙
・
柱
穴
か

ら
も
出
土
し
た
。
「
万
」
「
中
」
「
太
」
な
ど
が
あ
る
が
、
意
味
不
明
な
も
の
も
多
い
。

木
簡
と
共
伴
遺
物

溝
、
井
戸
、
土
壙
な
ど
か
ら
、
土
師
器
椀
・
皿
・
杯
・
高
杯
・
甕
、
黒
色
土
器

椀
、
須
恵
器
皿
・
蓋
・
杯
・
壺
蓋
・
壺
・
甕
、
灰
釉
陶
器
壺
、
製
塩
土
器
が
出
土
し

た
。
こ
の
他
丸
瓦
・
平
瓦
な
ど
の
瓦
類
、
木
製
品
櫛
・
独
楽
・
匙
・
糸
車
・
斎
串
・

曲
物
・
人
形
・
皿
、
土
馬
、
ミ
ニ
チ
ュ
ア
の
竃
・
甑
、
銅
製
丸
鞆
の
裏
留
め
金
具
な

ど
が
あ
る
。

小
結

本
調
査
で
は
東
二
坊
大
路
の
両
側
溝
と
路
面
を
検
出
し
た
。
大
路
西
側
溝
は
、
東

側
溝
の
Ｓ
Ｄ
一
九
三
と
比
較
し
て
遺
物
の
出
土
量
が
多
く
、
内
容
も
墨
書
土
器
、
木

簡
な
ど
多
彩
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
二
坊
側
の
西
側
溝
に
橋
を
架
け
、
宅
地
と
の
出

入
口
を
設
け
る
な
ど
、
生
活
に
密
着
し
た
空
間
で
あ
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

た
、
川
原
寺
の
推
定
地
が
三
坊
に
あ
る
こ
と
な
ど
も
関
係
す
る
と
み
ら
れ
る
。
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七　

八
八
年
№
一
二
試
掘
調
査

調
査
の
概
要

こ
の
調
査
は
倉
庫
建
設
に
伴
う
事
前
の
試
掘
調
査
で
あ
る
。
調
査
地
は
左
京
四
条

三
坊
四
町
に
推
定
さ
れ
る
。
南
北
に
長
い
敷
地
の
四
箇
所
に
調
査
区(

一
～
四
ト
レ

ン
チ)

を
設
定
し
、
遺
構
の
確
認
調
査
を
行
っ
た
。

長
岡
京
の
遺
構
と
し
て
は
、
調
査
地
の
北
端
で
帯
状
に
小
石
を
敷
き
詰
め
た
整
地

状
の
遺
構
を
検
出
し
た
が
、
性
格
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
。
ま
た
、
調
査
地
の

南
端
で
は
流
路
状
の
遺
構
を
検
出
し
た
。
そ
の
ほ
か
柱
穴
を
若
干
検
出
し
て
い
る
が

建
物
と
し
て
は
ま
と
ま
ら
な
か
っ
た
。

木
簡
と
墨
書
土
器
の
出
土
遺
構

木
簡
は
南
端
で
検
出
し
た
流
路
状
遺
構
か
ら
出
土
し
た
。
こ
れ
は
、
幅
約
一
〇
ｍ
、

深
さ
一
ｍ
ほ
ど
に
復
原
さ
れ
、
確
認
し
た
範
囲
で
は
北
東
か
ら
南
西
方
向
に
流
れ

る
。
堆
積
土
は
灰
色
粘
土
層
が
主
で
、
底
部
で
は
有
機
物
層
が
顕
著
に
み
ら
れ
た
。

こ
の
有
機
物
層
か
ら
長
岡
京
期
の
土
師
器
・
須
恵
器
な
ど
と
共
に
、
木
簡
や
墨
書

土
器
が
出
土
し
た
。

木
簡
と
共
伴
遺
物

流
路
か
ら
出
土
し
た
遺
物
は
木
製
品
と
土
器
が
多
く
、
瓦
類
が
少
量
あ
る
。
特

に
木
製
品
は
保
存
状
態
も
良
く
、
木
沓
・
匙
形
木
器
・
檜
扇
な
ど
種
類
も
多
彩
で

あ
る
。
他
に
用
途
不
明
の
木
製
品
や
加
工
木
片
が
多
数
出
土
し
た
。
土
器
は
土
師

器
杯
・
皿
・
甕
、
須
恵
器
杯
・
蓋
・
壺
、
墨
書
土
器
、
人
面
土
器
な
ど
が
出
土
し
て

い
る
。

出
土
し
た
木
簡
は
二
点
で
、
習
書
と
荷
札
が
一
点
ず
つ
あ
る
。
習
書
は
薄
い
板
材

を
用
い
て
お
り
下
端
部
以
外
は
欠
損
し
て
い
る
。

墨
書
土
器
は
「
大
」
「
大
山
」
の
二
点
が
出
土
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
土
師
器
皿

の
底
部
外
面
に
書
か
れ
て
い
る
。

小
結

周
辺
で
は
こ
れ
ま
で
に
数
次
の
調
査
が
実
施
さ
れ
、
長
岡
京
の
遺
構
が
多
数
検
出

さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
北
側
の
左
京
四
条
三
坊
三
町
で
実
施
し
た
左
京
第
一
四
〇
次

調
査
で
は
、
川
原
寺
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
石
敷
き
を
伴
う
掘
立
柱
建
物
な
ど

を
検
出
し
て
い
る
。
調
査
の
結
果
、
三
町
で
検
出
し
た
も
の
と
同
様
の
石
敷
遺
構
を

検
出
し
た
こ
と
か
ら
、
寺
域
が
さ
ら
に
南
へ
広
が
っ
て
い
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
が
、

そ
の
範
囲
に
つ
い
て
は
今
後
の
調
査
成
果
を
待
ち
た
い
。

Y=-25,750

X=-119,050

X=-119,100

石敷

流路

1トレンチ

2トレンチ

3トレンチ

4トレンチ

30ｍ
０

図10　88年№12試掘調査遺構配置図
 　　　　　　　　　　　(1:1,000)

7　88 年№ 12 試掘調査
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第 2章　調査の概要と木簡出土遺構

八　

左
京
第
二
〇
三
次
調
査

調
査
の
概
要

こ
の
調
査
は
、
昭
和
六
二
年(

一
九
八
七)

度
に
、
京
都
市
下
水
道
局
に
よ
る
雨

水
の
地
下
タ
ン
ク
と
そ
れ
を
西
羽
束
師
川
に
放
流
す
る
ポ
ン
プ
場
の
建
設
に
伴
っ
て

実
施
し
た
。
調
査
地
は
左
京
一
条
三
坊
六
町
と
十
一
町
で
、
こ
の
間
を
南
北
に
通
る

東
三
坊
々
間
小
路
に
推
定
さ
れ
て
い
る
。

検
出
し
た
遺
構
は
、
長
岡
京
期
と
弥
生
・
古
墳
時
代
の
も
の
に
大
き
く
分
か
れ
る

が
、
い
ず
れ
も
褐
色
泥
砂
層
の
上
面
で
検
出
し
た
。

長
岡
京
期
の
遺
構
は
、
調
査
地
の
北
東
部
に
流
路(
Ｓ
Ｄ
五
〇)

、
南
部
に
梁
行

一
間(

三
・
三
ｍ)

、
桁
行
二
間(

四
・
八
ｍ)

以
上
の
南
北
棟
掘
立
柱
建
物
一
棟
、

西
部
に
三
間
以
上(

二
・
四
ｍ)

等
間
の
東
西
方
向
柵
一
条
を
検
出
し
た
。

Ｓ
Ｄ
五
〇
は
、
弥
生
時
代
中
期
か
ら
平
安
時
代
ま
で
継
続
す
る
流
路
で
あ
る
が
、

河
道
は
大
き
く
三
時
期
に
分
か
れ
る
。
弥
生
時
代
中
期
か
ら
古
墳
時
代
前
期
の
流
路

は
、
南
西
部
で
確
認
し
た
が
、
古
墳
時
代
後
期
以
降
の
流
路
に
よ
っ
て
大
半
が
削
り

取
ら
れ
、
西
肩
部
の
一
部
だ
け
が
残
存
し
て
い
た
。
古
墳
時
代
中
期
か
ら
後
期
の
流

路
は
、
堆
積
土
が
砂
礫
層
で
径
一
ｍ
、
長
さ
四
か
ら
六
ｍ
の
広
葉
樹
の
巨
木
が
数
本

埋
ま
っ
て
い
た
。
飛
鳥
・
奈
良
時
代
、
長
岡
京
期
か
ら
平
安
時
代
の
流
路
は
基
本
的

に
古
墳
時
代
の
流
路
を
踏
襲
す
る
が
、
堆
積
土
の
主
体
が
砂
泥
層
で
、
古
墳
時
代
後

期
の
そ
れ
が
径
一
〇
㎝
前
後
の
礫
を
含
む
砂
礫
層
で
あ
る
の
と
異
な
っ
て
い
る
。

木
簡
が
多
量
に
出
土
し
た
第
一
地
点(

図
一
三)

東
部
の
流
路
底
は
、
他
の
地
点

に
比
べ
深
く
、
ま
た
、
流
路
底
の
堆
積
が
砂
泥
層
で
あ
る
西
肩
に
沿
う
部
分
は
、
長

岡
京
期
に
掘
削
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
飛
鳥
時
代
か
ら
奈
良
時
代
前
期
の

斎
串
を
多
量
に
出
土
す
る
地
点
が
第
一
地
点
の
下
流
に
あ
る
。

そ
の
他
の
遺
構
は
、
Ｓ
Ｄ
五
〇
の
西
部
に
弥
生
時
代
後
期
の
竪
穴
住
居
一
棟
、
集

X=-116,780

Y
=
2
5
,
5
2
0

Y
=
2
5
,
5
4
0

Y
=
2
5
,
5
0
0

X=-116,800

X=-116,820

X=-116,840

古墳後期～
飛鳥時代

弥生～古墳
時代前期

SD50

SA250

SB341

整地部分

０ 20ｍ

図11　左京第203次調査遺構配置図(1:600）
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落
の
東
限
の
溝
な
ど
が
あ
る
。
さ
ら
に
弥
生
時
代
後

期
か
ら
古
墳
時
代
後
期
の
遺
物
が
出
土
す
る
流
路
を

調
査
区
の
北
西
で
検
出
し
た
が
、
こ
の
上
面
は
長
岡

京
期
に
整
地
さ
れ
平
坦
化
さ
れ
て
い
る
。

木
簡
と
墨
書
土
器
の
出
土
遺
構

木
簡
や
墨
書
土
器
な
ど
の
長
岡
京
期
の
遺
物
は
、

Ｓ
Ｄ
五
〇
の
流
路
か
ら
出
土
し
た
。
Ｓ
Ｄ
五
〇
は
西

肩
を
検
出
し
、
ト
レ
ン
チ
の
北
部
で
は
南
流
し
、
敷

地
内
で
南
東
に
向
き
を
変
え
て
い
る
。
規
模
は
、
幅

一
五
ｍ
以
上
、
深
さ
は
一
・
〇
か
ら
一
・
六
ｍ
あ
り
、

延
長
約
五
五
ｍ
分
を
検
出
し
た
。
調
査
地
の
中
央
に

設
定
し
た
土
層
断
面
で
み
る
と
、
堆
積
土
は
大
き
く

四
層
に
分
か
れ
、
第
一
層
は
黒
褐
色
泥
砂
層
で
、
平

安
時
代
中
期
の
遺
物
を
少
量
含
む
。
第
二
層
は
黒
褐

色
砂
泥
層
で
、
長
岡
京
期
の
土
器
・
木
器
が
出
土
す

る
。
第
三
層
は
暗
褐
色
砂
泥
層
で
、
木
器
を
中
心
に

包
含
す
る
。
第
四
層
は
灰
オ
リ
ー
ブ
色
泥
砂
層
で
、

第
一
地
点
で
は
こ
の
層
に
多
量
の
木
簡
と
削
屑
が
包

含
さ
れ
て
い
た
。

堆
積
層
と
そ
の
成
立
年
代
か
ら
判
断
し
て
、
飛
鳥

時
代
以
降
は
調
査
区
付
近
の
流
路
は
流
れ
が
緩
や
か

な
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
さ
ら
に
、
平
安
時
代
中
期
か
ら
近
世
に
か

け
て
は
湿
地
帯
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
流
路
の
上
面
で
の
水
田
耕
作
の
開
始
が
近
世
後

期
で
あ
る
こ
と
で
わ
か
る
。

木
簡
と
共
伴
遺
物

流
路
か
ら
は
、
二
七
二
点
の
木
簡
と
三
四
八
三
点
の
削
屑
を
中
心
と
し
た
多
量
の

木
製
品
と
、
土
器
や
瓦
が
出
土
し
た
。
木
簡
を
中
心
と
す
る
遺
物
は
、
流
路
西
肩
口

近
く
の
三
箇
所
の
地
点
か
ら
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
、
流
路
の
中
央
部
か
ら
は
少
な
い
。

南
部
の
第
一
地
点
か
ら
は
削
屑
を
中
心
に
木
簡
が
多
量
に
出
土
し
た
が
、
土
器
は
ほ

と
ん
ど
出
土
し
な
か
っ
た
。
中
央
部
の
第
二
地
点
か
ら
は
、
少
量
の
木
簡
と
箸
な
ど

の
木
製
品
、
栗
、
茄
子
な
ど
の
果
実
・
種
子
な
ど
の
自
然
遺
物
が
出
土
し
た
。
第
三

地
点
か
ら
は
土
器
と
木
製
品
を
主
体
に
、
焼
失
痕
や
半
裁
痕
が
あ
る
木
簡
が
出
土
し

た
。
南
部
の
第
一
地
点
の
流
路
底
か
ら
は
、
墨
書
人
面
土
器
・
和
同
開
珎
な
ど
祭
祀

遺
物
が
出
土
し
、
先
の
長
岡
京
期
に
お
け
る
流
路
掘
削
の
推
定
を
補
強
し
て
い
る
。

Ｓ
Ｄ
五
〇
か
ら
出
土
し
た
遺
物
に
は
、
板
材
の
厚
さ
を
測
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る

長
さ
五
・
六
㎝
の
角
材
に
一
寸
刻
み
で
三
本
の
墨
線
を
引
い
た
数
点
の
木
製
品
と
人

形
・
斎
串
・
檜
扇
・
櫛
・
箸
・
箆
・
挽
物
皿
・
挽
物
蓋
・
漆
器
蓋
な
ど
が
あ
る
。
土

器
で
は
、
土
師
器
杯
・
皿
・
椀
・
甕
、
人
面
土
器
鉢
・
皿
、
須
恵
器
杯
・
皿
・
壺
・

甕
な
ど
が
出
土
し
た
。

金
属
製
品
で
は
鉄
鏃
・
刀
子
、
銭
貨
は
和
同
開
珎
が
二
枚
出
土
し
て
い
る
。
瓦
は

「
旨
」
銘
の
軒
平
瓦
と
平
城
宮
式
の
軒
丸
瓦
が
数
点
出
土
し
て
い
る
。

墨
書
と
針
書
き
で
文
字
を
記
入
し
た
土
器
は
約
二
〇
点
あ
り
、
「
□

〔

南

□曹

〕

」
「
□

〔

曹

□司

〕

」

A’ A

H:13.0m

1

1　耕作用暗渠
2　10YR4/4褐色砂泥層
3　10YR4/3にぶい黄褐色泥砂層
4　2.5Y4/2暗灰黄色泥砂層
5　10YR4/2灰黄褐色泥砂層(5～16、SD50堆積層)

6　10YR3/2黒褐色砂泥層
7　10YR3/3暗褐色砂泥層(腐植土混)
8　7.5Y5/2灰オリーブ砂泥層(木簡多量含)
9　2.5GY5/1オリーブ灰色砂泥層
10 2.5Y4/2暗灰黄色砂泥層

11　2.5Y4/2暗灰黄色砂泥層(砂礫混)
12　2.5Y5/6黄灰色砂礫層
13　5Y5/1灰色泥砂層(腐植土混)
14　7.5GY4/1暗緑灰色粘土層
15　7.5GY4/1暗緑灰色粘土層(微砂混)
16　2.5GY4/1暗オリーブ灰色細砂層

23 45

6 7
8

9

1011
12

13
14

15
16

０ ５ｍ

図12　左京第203次調査SD50断面図(1:200)
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第 2章　調査の概要と木簡出土遺構

「
曹
」「
内
豎
」「
司
」「
氷

器
」「
食
一
」「
鯛
」「
島
」

「
西
曹
乙
麻
呂
」
「
□
麻

呂
」
「
東
□
」
「
本
」
な

ど
が
読
め
る
。
中
で
も

「
西
曹
乙
麻
呂
」
は
複
数

出
土
し
て
い
る
が
、
針

書
き
し
た
上
に
墨
書
を

し
、
計
画
的
に
書
い
て

い
る
。

小
結

Ｓ
Ｄ
五
〇
と
関
連
す

る
流
路
は
、
既
往
の
調

査
で
検
出
さ
れ
て
い
る
。

調
査
地
か
ら
約
七
〇
〇

ｍ
北
東
の
久
世
中
学
校

内
で
は
大
規
模
な
流
路

が
発
掘6

註

さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
杭
を
多
量

に
使
用
し
た
北
西
か
ら

南
東
方
向
の
護
岸
が
検

Y
=
-
2
5
,
5
0
0

Y
=
-
2
5
,
5
2
0

X=-116,780

X=-116,800 A

A’

S

T

U

V

S T U V

W

X

Y

A

BW X Y AP Q R

I35 J31
I45 J41

第三地点

第二地点

第一地点

０ 10ｍ

図13　左京第203次調査SD50木簡出土地点図(1:300)

木簡 削屑

Ｉ 35 Q R S T U V W X Y A Ｉ 35 Q R S T U V W X Y A

S S

T 9 8 T 3

U 6 6 U

V 16 V 5

W 5 10 10 W 4 29

X 24 29 4 X 255 92 14

Y 1 5 3 Y 3

A 1 1 2 A

合計 15 35 10 34 29 5 5 44 1 2 合計 3 5 4 284 92 17 0 0 0 0

総数 140 総数 405

表 2　左京第 203 次調査 SD50 木簡と削屑の地区別出土点数
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出
さ
れ
、
流
れ
を
こ
の
地
点
で
南
北
方
向
に
変
え
て
い
る
。
流
路
は
古
墳
時
代
か
ら

平
安
時
代
に
か
け
て
流
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
第
二
〇
三
次
調
査
で
検
出
し
た

流
路
と
同
時
期
で
あ
る
。
Ｓ
Ｄ
五
〇
は
こ
の
流
路
の
延
長
線
上
の
下
流
に
あ
り
、
同

一
の
流
路
と
推
定
さ
れ
、
当
調
査
で
は
そ
の
西
岸
を
確
認
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の

幅
は
、
公
共
下
水
道
に
関
連
し
た
立
会
調
査7

註

の
成
果
で
は
約
五
〇
ｍ
前
後
と
推
定
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
南
部
で
は
、
名
神
高
速
道
路
の
拡
幅
に
関
係
し
た
調
査
、
左
京
第

三
〇
六
次
調
査8

註

で
も
同
一
の
流
路
を
検
出
し
て
い
る
。

付
近
の
調
査
で
検
出
さ
れ
て
い
る
遺
構
を
み
る
と
、
当
調
査
地
北
西
部
の
左
京
第

二
七
四
次
調
査9

註

で
東
庇
付
き
の
南
北
棟
の
掘
立
柱
建
物
一
棟
、
南
西
部
の
左
京
第

三
六
次
調
査10

註

で
東
西
五
間
以
上
の
掘
立
柱
建
物
一
棟
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し

た
こ
と
か
ら
、
当
調
査
地
の
流
路
か
ら
す
ぐ
西
側
は
空
閑
地
と
な
り
、
そ
の
周
辺
の

西
部
・
南
部
に
建
物
が
配
置
さ
れ
て
い
る
状
況
が
わ
か
る
。
ま
た
、
南
側
の
左
京
第

三
四
〇
次
調
査11

註

で
は
、
南
側
に
も
流
路
が
迂
回
す
る
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
当
調

査
地
は
東
と
南
の
流
路
に
挟
ま
れ
た
立
地
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
配
置
と
立
地
、
お
よ
び
「
榑
」
な
ど
の
材
木
と
そ
の
加
工
を
示
す
木

簡
、
板
材
を
測
る
物
差
の
出
土
な
ど
か
ら
、
Ｓ
Ｄ
五
○
を
木
材
の
漕
運
に
利
用
し
て
、

当
調
査
地
点
周
辺
で
陸
揚
げ
・
集
積
し
、
一
部
は
そ
の
加
工
も
行
い
、
宮
・
京
内
の

造
営
現
場
へ
と
運
搬
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
西
部
の
左
京
第
三
九
次

調
査
な
ど
で
検
出
し
た
建
物
は
、
材
木
の
収
納
な
ど
の
事
務
を
掌
っ
た
曹
司
と
推
定

さ
れ
る
。
遺
跡
の
年
代
は
、
紀
年
銘
の
木
簡
は
出
土
し
て
い
な
い
が
、
「
授
田
使
大

和
長
官
神
王
」
と
記
さ
れ
た
習
書
木
簡
一
〇
〇
が
あ
り
、
神
王
が
大
和
の
班
田
長
官

と
な
っ
た
延
暦
五
年(

七
八
六)

を
上
限
と
で
き
、
長
岡
京
の
前
半
期
の
造
営
に
関

係
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

長
岡
京
の
造
営
に
伴
う
材
木
は
大
和
・
近
江
・
丹
波
な
ど
の
各
国
か
ら
運
ば
れ
た

と
推
定12

註

で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
大
堰
川
上
流
の
丹
波
国
、
宇
治
川
上
流
の
近
江
国
が

長
岡
京
造
営
の
有
力
な
杣
と
し
て
候
補
に
あ
が
る
。
ま
た
、
難
波
宮
・
平
城
京
の
旧

材
を
使
っ
た
こ
と
が
文
献
と
瓦
な
ど
の
移
動13

註

か
ら
立
証
で
き
、
ア
ワ
ビ
貝
殻
の
出
土

な
ど
、
先
の
河
川
に
加
え
淀
川
・
木
津
川
か
ら
も
各
種
の
造
営
物
資
を
中
心
に
交
易

の
物
資
も
加
え
て
当
地
と
そ
の
周
辺
に
集
積
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
延
喜
式
』
「
木
工
寮
」
に
は
丹
波
国
瀧
額
津
か
ら
大
井
津14

註

へ
遭
運
し
た
こ
と
が
書

か
れ
て
い
る
が
、
上
流
の
丹
波
国
で
は
注
目
さ
れ
る
幾
つ
か
の
遺
跡
が
発
見
さ
れ
て

い
る
。
船
井
郡
日
吉
町
天
若
遺
跡15

註

・
園
部
町
八
木
嶋
遺
跡16

註

な
ど
が
杣
や
そ
の
関
連
遺

跡
に
該
当
す
る
が
、
こ
れ
ら
各
地
の
木
材
を
は
じ
め
各
種
の
産
物
を
漕
運
し
、
長
岡

京
・
平
安
京
の
両
京
の
造
営
に
関
係
し
た
遺
跡
と
材
木
の
漕
運
過
程
は
第
三
章
の
中

で
詳
し
く
触
れ
る
こ
と
と
し
た
い
。

8　左京第 203 次調査
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第 2章　調査の概要と木簡出土遺構

写真 4　左京第 203 次調査出土墨書土器 (1)

写真 4　左京第 203 次調査出土墨書土器 (2)



―23―

九　

左
京
第
二
五
〇
次
調
査

調
査
の
概
要

こ
の
調
査
は
、
平
成
二
年(

一
九
九
〇)

度
に
実
施
し
た
民
間
マ
ン
シ
ョ
ン
建
設

に
伴
う
発
掘
調
査
で
あ
る
。
調
査
対
象
地
は
南
区
久
世
大
藪
町
の
水
田
地
帯
に
あ
り
、

工
場
用
地
、
住
宅
地
と
し
て
開
発
の
盛
ん
な
地
域
で
あ
る
。
同
地
は
左
京
一
条
四
坊

四
町
に
あ
た
り
、
南
半
部
に
は
一
条
大
路
が
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
弥
生
時
代
か
ら
平

安
時
代
の
東
土
川
遺
跡
に
も
含
ま
れ
て
い
る
。

調
査
の
結
果
、
西
側
の
一
面
に
遺
構
面
が
残
存
し
て
い
た
も
の
の
、
調
査
区
の
大

半
は
弥
生
時
代
か
ら
平
安
時
代
ま
で
の
遺
構
を
含
む
川
が
占
め
て
い
た
。
そ
の
た
め

西
側
の
陸
地
部
分
で
、
調
査
区
を
南
と
北
に
広
げ
て
遺
構
の
検
出
に
努
め
た
が
、
一

条
大
路
な
ど
の
遺
構
は
検
出
で
き
な
か
っ
た
。

調
査
で
は
掘
立
柱
建
物
や
溝
な
ど
を
検
出
し
た
も
の
の
、
時
期
を
決
め
る
ま
で
に

は
至
ら
な
か
っ
た
。
溝
は
弥
生
時
代
の
可
能
性
が
あ
る
も
の
の
確
定
で
き
ず
、
掘
立

柱
建
物
も
や
や
西
に
傾
き
、
時
期
を
決
め
が
た
い
。

流
路
の
深
さ
は
断
ち
割
っ
て
調
査
し
た
が
、
二
ｍ
以
上
の
砂
礫
の
互
層
が
続
き
、

地
山
の
砂
礫
層
か
遺
物
包
含
層
な
の
か
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

木
簡
と
墨
書
土
器
の
出
土
遺
構

木
簡
は
流
路
の
肩
口
近
く
の
砂
と
腐
植
土
が
互
層
を
な
す
堆
積
層
か
ら
、
長
岡
京

期
の
土
器
や
木
器
な
ど
と
共
に
一
点
出
土
し
た
。
ま
た
、
人
面
土
器
や
判
読
で
き
な

い
墨
書
土
器
も
出
土
し
た
。

木
簡
と
共
伴
遺
物

調
査
で
は
大
部
分
の
遺
物
が
川
か
ら
出
土
し
て
お
り
、
木
簡
の
出
土
し
た
川
の
上

層
に
は
、
長
岡
京
期
の
土
師
器
椀
・
皿
・
杯
・
甕
、
須
恵
器
杯
・
蓋
・
壺
・
甕
、
木

器
櫛
・
箸
・
斎
串
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
下
層
の
砂
礫
層
か
ら
は
、
古
墳
時
代
の
土
師

器
、
須
恵
器
と
弥
生
土
器
が
出
土
し
た
。

小
結

関
連
す
る
流
路
は
、
調
査
地
南
方
の
立
会
調
査
な
ど
で
も
検
出
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
現
地
表
に
残
る
地
形
の
乱
れ
な
ど
か
ら
、
左
京
第
二
〇
三
次
調
査
地
で
検
出
し

た
Ｓ
Ｄ
五
〇
に
つ
な
が
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
る
。
こ
の
流
路
は
、
長

岡
京
期
の
遺
物
が
比
較
的
良
好
な

状
態
で
出
土
す
る
こ
と
か
ら
こ
の

時
期
に
も
流
れ
て
い
た
と
み
ら

れ
、
堆
積
土
か
ら
澱
ん
だ
状
態
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
条
大

路
は
こ
の
流
路
に
よ
り
分
断
さ
れ

て
い
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
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9　左京第 250 次調査



―24―

第 2章　調査の概要と木簡出土遺構

一
〇　

左
京
第
二
五
一
次
調
査

調
査
の
概
要

こ
の
調
査
は
京
都
市
清
掃
局
の
埋
め
立
て
処
分
地
建
設
に
伴
う
調
査
で
、
総
調
査

面
積
は
一
三
万
㎡
に
及
ぶ
。
一
帯
は
左
京
六
・
七
条
の
二
・
三
坊
に
推
定
さ
れ
る
。

長
岡
京
で
も
東
南
部
に
あ
た
り
、
南
東
約
三
〇
〇
ｍ
に
は
桂
川
が
西
南
に
流
れ
、
付

近
一
帯
は
湿
潤
な
水
田
地
帯
と
な
っ
て
い
る
。
左
京
第
二
五
一
次
調
査
は
こ
の
う
ち

も
っ
と
も
南
寄
り
の
約
三
万
㎡(

Ｇ
区)

を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
後
述
す
る

左
京
第
二
八
八
次
調
査
と
一
連
の
調
査
で
あ
る
。

調
査
で
は
、
主
に
長
岡
京
と
そ
の
下
層
で
古
墳
時
代
の
水
垂
遺
跡
に
関
係
し
た
遺

構
を
検
出
し
た
。
長
岡
京
の
遺
構
面
は
、
北
西
が
高
く
南
西
に
緩
や
か
に
傾
斜
し
低

く
な
り
、
標
高
八
か
ら
九
ｍ
弱
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

長
岡
京
の
条
坊
関
係
の
遺
構
と
し
て
は
、
東
二
坊
大
路
と
六
条
大
路
を
検
出
し
た
。

こ
の
う
ち
六
条
大
路
は
、
小
路
幅
の
規
模(

側
溝
心
々
距
離
で
約
九
ｍ)

で
あ
る
こ

と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
、
調
査
区
の
北
東
部
で
東
二
坊
大
路
と
六
条
大
路
の
交
差
点

を
検
出
し
た
が
、
六
条
大
路
は
東
二
坊
大
路
の
東
側
に
は
の
び
な
い
こ
と
が
判
明
し
、

こ
の
交
差
点
は
Ｔ
字
路
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
交
差
点
の
す
ぐ
北
側
で
は
、
東

二
坊
大
路
を
斜
め
に
横
断
す
る
流
路
を
検
出
し
、
こ
れ
に
架
か
る
橋
、
流
路
の
岸
に

は
小
型
の
木
棺
墓
三
基
、
甕
棺
墓
一
基
な
ど
を
検
出
し
た
。
し
か
し
、
宅
地
内
で
は
、

掘
立
柱
建
物
・
井
戸
な
ど
生
活
に
関
連
し
た
遺
構
は
一
切
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

古
墳
時
代
の
遺
構
と
し
て
は
、
水
田
と
水
路
を
検
出
し
た
。
水
田
は
一
筆
を
面
積

三
〇
か
ら
一
五
〇
㎡
に
区
分
し
た
小
区
画
水
田
で
、
水
田
面
に
は
ヒ
ト
や
ウ
シ
の
足

跡
を
多
数
検
出
し
た
。

木
簡
と
墨
書
土
器
の
出
土
遺
構

木
簡
お
よ
び
墨
書
土
器
は
、
交
差
点
を
斜
め
に
横
切
る
流
路
か
ら
出
土
し
た
。
流

路
は
幅
五
か
ら
一
〇
ｍ
、
深
さ
一
ｍ
前
後
あ
り
、
北
西
か
ら
南
東
方
向
に
流
れ
、
砂

礫
と
粘
土
が
互
層
に
堆
積
し
て
い
た
。
流
路
に
は
桁
行
二
間(

約
五
・
四
ｍ)

・
梁

行
二
間(
約
五
・
〇
ｍ)

の
橋
が
架
か
っ
て
お
り
、
こ
の
周
辺
お
よ
び
下
流
三
〇
ｍ

付
近
ま
で
多
量
の
祭
祀
関
係
の
遺
物
が
出
土
し
た
。
ま
た
こ
の
他
に
、
水
量
調
節
用

と
考
え
ら
れ
る
し
が
ら
み
状
の
遺
構
を
二
箇
所
で
検
出
し
た
。
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木
簡
と
共
伴
遺
物

川
か
ら
出
土
し
た
遺
物
は
、
長
岡
京
期
の
土
師
器
椀
・
皿
・
蓋
・
杯
・
高
杯
・

壺
・
甕
、
須
恵
器
皿
・
杯
・
蓋
・
壺
・
甕
・
平
瓶
な
ど
の
土
器
を
は
じ
め
、
土
馬
、

木
製
品
人
形
・
斎
串
・
馬
形
・
刀
子
形
・
船
形
・
木
沓
・
檜
扇
・
曲
物
・
折
敷
・

櫛
・
櫃
・
糸
巻
き
・
挽
物
皿
、
漆
器
皿
・
椀
、
金
属
製
品
の
鎌
・
銭
貨
、
ウ
マ
、
ヒ

ト
な
ど
の
骨
が
あ
る
。
特
徴
的
な
こ
と
は
人
面
土
器
・
土
馬
・
ミ
ニ
チ
ュ
ア
竈
・
人

形
な
ど
の
祭
祀
関
連
の
遺
物
が
多
い
こ
と
で
、
特
に
、
人
面
土
器
は
ほ
ぼ
完
形
に
復

元
で
き
る
も
の
だ
け
で
四
〇
〇
点
を
越
え
、
長
岡
京
で
は
最
多
で
あ
る
。

木
簡
は
四
点
が
出
土
し
て
い
る
。
内
二
点
は
そ
の
形
状
か
ら
荷
札
木
簡
、
他
の
二

点
は
習
書
木
簡
と
考
え
ら
れ
る
。

墨
書
土
器
は
土
師
器
・
須
恵
器
の
杯
や
杯
蓋
に
書
か
れ
た
「
井
」
「
福
満
」
「
王
」

な
ど
が
あ
る
。
須
恵
器
の
杯
Ｂ
と
蓋
に
は
「
福
満
」と
墨
書
さ
れ
た
も
の
が
あ
り
、セ
ッ

ト
で
使
用
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

小
結

本
調
査
地
の
Ｇ
区
付
近
は
、
遺
構
の
状
況
や
出
土
遺
物
の
内
容
か
ら
み
て
、
長
岡

京
域
内
で
は
あ
る
も
の
の
、
居
住
に
適
し
た
場
所
で
は
な
く
、
祭
祀
や
葬
送
の
場
と

し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
る
。
ま
た
、
六
条
大
路
が
東
二
坊
大
路
で
行
き

止
ま
り
に
な
っ
て
い
る
状
況
や
、
東
三
坊
側
に
は
低
湿
地
状
を
示
す
土
層
の
堆
積
が

広
が
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
地
が
実
質
的
な
長
岡
京
の
東
南
の
端
付
近
に
あ
た
る

も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

祭
祀
遺
物
に
は
、
人
面
土
器
や
土
馬
な
ど
を
中
心
と
す
る
祭
祀
具
の
他
に
、
通
常

の
生
活
に
使
用
す
る
杯
や
皿
な
ど
の
供
膳
具
、
お
よ
び
貯
蔵
形
態
の
土
師
器
甕
な
ど

も
使
わ
れ
、
多
彩
な
内
容
で
構
成
さ
れ
、
量
の
豊
富
さ
も
き
わ
だ
っ
て
い
る
。
さ
ら

に
実
質
的
な
大
路
末
と
い
う
位
置
関
係
な
ど
か
ら
み
て
、
国
家
的
な
祭
祀
が
こ
の
場

所
で
執
り
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。
長
岡
京
で
の
類
例
と
し
て
は
、
京
北
東
部
の

大
薮
遺
跡
、
南
西
部
に
は
長
岡
京
市
の
西
山
田
遺
跡
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
京
の
境

界
に
位
置
し
、
流
路
内
か
ら
多
量
の
祭
祀
遺
物
を
出
土
す
る
特
徴
が
あ
る
。
今
後
、

他
の
都
城
と
の
比
較
検
討
を
す
る
こ
と
で
、
都
城
を
と
り
ま
く
祭
祀
が
明
ら
か
に
な

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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第 2章　調査の概要と木簡出土遺構

一
一　

左
京
第
二
八
八
次
調
査

調
査
の
概
要

こ
の
調
査
は
、
平
成
二
年(

一
九
九
〇)

度
か
ら
平
成
七
年(

一
九
九
五)

ま
で

継
続
し
た
京
都
市
清
掃
局
の
焼
却
灰
の
埋
め
立
て
処
分
地
建
設
に
伴
っ
て
実
施
し

た
。
第
二
八
八
次
調
査17

註

は
九
二
年
に
実
施
し
た
調
査
で
、
主
に
左
京
六
条
三
坊
一
・

二
町(

Ｅ
区)

を
対
象
と
し
、
古
墳
時
代
と
長
岡
京
の
遺
構
を
多
数
検
出
し
た
。

長
岡
京
の
条
坊
関
連
の
遺
構
は
、
六
条
第
一
小
路
・
東
三
坊
第
一
小
路
・
東
二
坊

大
路
東
側
溝
・
六
条
々
間
小
路
を
検
出
し
、
東
三
坊
第
一
小
路
と
六
条
第
一
小
路
の

交
差
点
を
確
認
し
た
。
六
条
々
間
小
路
は
溝
の
心
々
で
二
四
・
一
ｍ
あ
り
、
大
路
の

規
模
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
六
条
三
坊
一
町
内
で
は
、
掘
立
柱
建
物
三
棟
・
井

戸
一
基
・
土
壙
な
ど
を
検
出
し
た
。
二
町
内
で
は
北
西
部
と
南
西
部
の
二
箇
所
で
建

物
群
を
確
認
し
た
。
北
西
部
で
は
掘
立
柱
建
物
二
棟
・
井
戸
二
基
・
土
壙
な
ど
を
検

出
し
た
が
、
建
て
替
え
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
南
西
部
で
は
、
掘
立

柱
建
物
一
六
棟
・
井
戸
五
基
・
土
壙
・
溝
な
ど
を
検
出
し
て
お
り
、
少
な
く
と
も
二

回
の
建
て
替
え
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
北
東
部
で
は
木
棺
墓
を
一
基
検
出
し
た
。

古
墳
時
代
の
遺
構
は
水
田
・
溝
・
川
二
条
・
方
形
周
溝
墓
一
基
、
土
器
棺
墓
一
基

を
検
出
し
た
。
水
田
は
す
べ
て
小
区
画
水
田
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
二
時
期
以
上

の
も
の
が
重
複
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
方
形
周
溝
墓
と
土
器
棺
墓
は
二
条
の
流

路
に
挟
ま
れ
た
三
角
地
帯
で
検
出
し
た
。
流
路
内
に
は
多
量
の
木
材
を
使
用
し
た
し

が
ら
み
状
遺
構
が
二
箇
所
で
認
め
ら
れ
た
。

こ
の
他
、
長
岡
京
の
上
層
で
東
西
あ
る
い
は
南
北
方
向
の
小
溝
群
を
全
域
で
検
出

し
、
何
ら
か
の
耕
作
に
関
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
建
物
群
よ
り
新

し
い
が
、
宅
地
内
に
限
ら
れ
、
し
か
も
そ
の
単
位
は
四
行
八
門
の
地
割
線
と
よ
く
一

致
す
る
。

木
簡
と
墨
書
土
器
の
出
土
遺
構

二
町
の
南
西
部
で
建
物
群
と
共
に
検
出
し
た
井
戸
枠
の
曲
物
に
墨
書
が
認
め
ら
れ

た
。
井
戸
は
方
形
縦
板
組
で
、
一
辺
約
一
・
〇
ｍ
、
深
さ
は
二
・
五
ｍ
あ
る
。
底
部

中
央
に
直
径
〇
・
四
ｍ
、
高
さ
〇
・
三
五
ｍ
の
曲
物
を
据
え
、
水
溜
と
し
て
い
る
。
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Y
=
-
2
5
,
6
5
0

X=-119,800

SE263

六条々間小路

東
三
坊
第
一
小
路

六条第一小路

東
二
坊
大
路
東
側
溝

D区

六条三坊一町

六条三坊二町

E1区

０ 50ｍ

図17　左京第288次調査遺構配置図(1:2,000)
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墨
書
は
曲
物
の
外
面
に
あ
り
、
北
側
に
墨
書
面
を
向
け
て
い
た
。

墨
書
土
器
は
、
井
戸
か
ら
は
出
土
し
て
い
な
い
が
、
周
辺
の
土
壙
・
溝
か
ら
数
点

出
土
し
て
い
る
。

木
簡
と
共
伴
遺
物

井
戸
の
底
部
か
ら
完
形
の
土
師
器
杯
Ｂ
が
伏
せ
ら
れ
た
状
態
で
出
土
し
た
。
ま
た
、

周
辺
の
井
戸
・
土
壙
・
溝
な
ど
か
ら
土
師
器
椀
・
皿
・
杯
蓋
・
杯
・
高
杯
・
壺
・

甕
、
黒
色
土
器
椀
、
須
恵
器
皿
・
杯
・
蓋
・
高
杯
・
鉢
・
壺
・
甕
、
三
彩
小
壺
、
製

塩
土
器
な
ど
の
土
器
が
出
土
し
て
い
る
。
土
師
器
や
須
恵
器
は
椀
や
杯
な
ど
の
供
膳

形
態
の
も
の
が
多
い
。

墨
書
土
器
と
し
て
は
「
井
」
「
秦
」
「
王
」
が
あ
り
、
内
容
不
明
な
も
の
も
数
点
認

め
ら
れ
る
。

小
結

前
述
し
た
第
二
五
一
次
調
査
な
ど
、
一
連
の
調
査
で
は
条
坊
関
連
の
遺
構
や
建
物

群
な
ど
を
多
数
検
出
し
た
。
し
か
し
、
東
二
坊
大
路
の
条
坊
側
溝
が
標
高
八
・
三
ｍ

の
南
部
で
途
切
れ
る
こ
と
、
建
物
が
東
二
坊
大
路
沿
い
の
標
高
の
高
い
北
部
に
集
中

す
る
こ
と
な
ど
、
低
湿
地
に
立
地
し
た
長
岡
京
東
南
部
の
土
地
利
用
が
明
ら
か
と

な
っ
て
き
た
。

ま
た
、
墨
書
の
あ
る
曲
物
を
据
え
た
井
戸
は
、
六
条
々
間
小
路
か
ら
三
戸
主
目
の

掘
立
柱
建
物
三
棟
を
有
す
る
宅
地
の
南
東
隅
に
位
置
し
、
据
え
付
け
の
状
況
や
、「
角

萬
福
」
の
字
句
か
ら
宅
地
主
の
祭
祀
的
な
目
的
で
書
か
れ
た
も
の
と
考
え
る
。

註
1　

「
長
岡
京
跡
左
京
第
三
六
次(

7
Ａ
Ｎ
Ｄ
Ｉ
Ｉ)

発
掘
調
査
略
報
」
『
長
岡
京
』
一
八
号

　

長
岡
京
跡
発
掘
調
査
研
究
所　

一
九
八
〇
年

2　

『
長
岡
京
跡
発
掘
調
査
報
告
』
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
調
査
報
告
Ⅰ　

(

財)

京
都

市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所　

一
九
七
八
年

3　

『
長
岡
京
跡
』
京
都
市
計
画
道
路
一
等
大
路
第
三
類
第
四
六
号
外
環
状
線
整
備
事
業
に
伴

う
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書　

(

財)

京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所　

一
九
八
一

年

4　

ａ
前
掲
註
3

ｂ
『
平
安
京
跡
発
掘
資
料
選
』
二　

(

財)

京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所　

一
九
八
六

年　

図
版
15

5　

名
神
高
速
道
路
の
桂
川
パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア
の
新
設
に
伴
う
調
査

ａ
「
名
神
高
速
道
路
関
係
遺
跡　

平
成
七
年
度
発
掘
調
査
概
要
‐
長
岡
京
跡
左
京

三
六
一
・
三
六
二
・
三
六
三
次
「
7
Ａ
Ｎ
Ｖ
Ｋ
Ｎ
‐
6
・
7
・
8
‐
」
『
京
都
府
遺

跡
調
査
概
報
』　

第
七
四
冊　

(

財)

京
都
府
埋
蔵
文
化
財
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー　

一
九
九
七
年

ｂ
平
良
泰
久
「
長
岡
京
の
貴
紳
の
家
」『
京
都
府
埋
蔵
文
化
財
論
集
第
』
第
三
集 

　

(

財)

京
都
府
埋
蔵
文
化
財
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー　

一
九
九
六
年

6　

ａ
大
薮
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
』
一
九
七
二　

六
勝
寺
研
究
会　

一
九
七
三
年

ｂ
「
大
薮
遺
跡
」
『
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
概
要
』
昭
和
六
〇
年
度

(

財)

京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所　

一
九
八
八
年

11　左京第 288 次調査
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第 2章　調査の概要と木簡出土遺構

ｃ
「
大
薮
遺
跡
」
『
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
概
要
』
昭
和
六
二
年
度

(

財)
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所　

一
九
九
一
年

ｄ
「
大
薮
遺
跡
・
中
久
世
遺
跡
」
『
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
概
要
』
昭
和
六
二
年
度

　

(

財)

京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所　

一
九
九
一
年

7　

註
6
ｄ

8　

「
名
神
高
速
道
路
関
係
遺
跡
」
『
京
都
府
遺
跡
調
査
概
報
』
第
六
一
冊　

(

財)

京
都
府

埋
蔵
文
化
財
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー　

一
九
九
五
年

9　

「
長
岡
京
左
京
一
条
三
坊
」
『
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
概
要
』
平
成
三
年
度　

(

財)

京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所　

一
九
九
五
年

10　

註
1

11　

「
長
岡
京
左
京
一
条
三
坊
・
東
土
川
遺
跡
」
『
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
概
要
』
平
成
六

年
度　

(

財)

京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所　

一
九
九
六
年

12　

長
岡
京
の
杣
に
関
係
し
た
文
献
は
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
奈
良
時
代
の
寺
院
の
造
営
に

は
、
近
江
国
・
丹
波
国
な
ど
か
ら
杣
か
ら
用
材
を
切
り
出
し
て
い
る
。

13　

ａ
小
林　

清
『
長
岡
京
の
新
研
究
』
比
叡
書
房　

一
九
七
五
年

ｂ
清
水
み
き
「
長
岡
京
造
営
論
―
二
つ
の
画
期
を
め
ぐ
っ
て
」
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
一
〇

号　

一
九
八
六
年

14　

「
木
工
寮
」
『
新
訂
増
補
国
史
大
系　

延
喜
式
』
吉
川
弘
文
館　

一
九
八
六
年

15　

「
天
若
遺
跡
」
『
京
都
府
遺
跡
調
査
概
報
』
第
四
二
冊　

(

財)

京
都
府
埋
蔵
文
化
財
調

査
研
究
セ
ン
タ
ー　

一
九
九
一
年

16　

「
八
木
嶋
遺
跡
」
『
京
都
府
遺
跡
調
査
概
報
』
第
五
六
冊　

(

財)

京
都
府
埋
蔵
文
化
財

調
査
研
究
セ
ン
タ
ー　

一
九
九
四
年

17　

『
水
垂
遺
跡　

長
岡
京
左
京
六
・
七
条
三
坊
』(

財)

京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
調
査

報
告　

第
一
七
冊　

(

近
刊)
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写真番号 釈 文 器 種 器 形 墨書位置
地区
名

遺構
番号

調査次数 条 坊 備 考

1-1 ホ 須恵器 蓋 上面 K SD35 左京第 76 次 四条三坊十四町

1-2 □万 須恵器 皿 底部外面 K SD3 左京第 76 次 四条三坊十四町

1-3 大 土師器 杯・皿 底部外面 M SD61 左京第 76 次 四条三坊十一町

1-4 返 須恵器 杯 A 底部外面 M 包含層 左京第 76 次 四条三坊十一町

1-5 返 須恵器 杯 A 底部外面 M 包含層 左京第 76 次 四条三坊十一町

1-6 東 土師器 皿 底部外面 M SD26 左京第 76 次 四条三坊十一町

1-7 宅成 須恵器 蓋 上面 L 包含層 左京第 76 次 四条三坊十四町

1-8 宅成 須恵器 杯 B 底部外面 K SD3 左京第 76 次 四条三坊十四町

大 須恵器 蓋 内面 L 包含層 左京第 76 次 四条三坊十四町

大 須恵器 蓋 上面 L P34 左京第 76 次 四条三坊十四町

□〔成カ〕 土師器 杯 底部外面 K SX43 左京第 76 次 四条三坊十四町

□□〔宅成カ〕 土師器 皿 底部外面 K SX43 左京第 76 次 四条三坊十四町

□□〔宅成カ〕 土師器 杯 底部外面 K SX43 左京第 76 次 四条三坊十四町

返 土師器 椀 底部外面 K SX43 左京第 76 次 四条三坊十四町

返 土師器 椀 底部外面 M SD25 左京第 76 次 四条三坊十一町

返 土師器 椀 A 底部外面 M SK62 左京第 76 次 四条三坊十一町

返 土師器 椀 A 底部外面 M SK62 左京第 76 次 四条三坊十一町

返 須恵器 杯 A 底部外面 M SK62 左京第 76 次 四条三坊十一町

返 須恵器 杯 A 底部外面 M 包含層 左京第 76 次 四条三坊十一町

返 須恵器 杯 A 底部外面 M 包含層 左京第 76 次 四条三坊十一町

返 須恵器 杯 A 底部外面 M 包含層 左京第 76 次 四条三坊十一町

□ 土師器 皿 底部外面 M SD34 左京第 76 次 四条三坊十一町

1-9 子 土師器 皿 底部外面 F 包含層 左京第 67 次 四条三坊十四町

1-10 佐 土師器 杯 底部外面 H 包含層 左京第 67 次 四条三坊十一町

1-11 大冨 須恵器 蓋 上面 H 包含層 左京第 67 次 四条三坊十一町

1-12 □女 土師器 椀 底部外面 H 包含層 左京第 67 次 四条三坊十一町

□〔馬カ〕 須恵器 杯 底部外面 F 包含層 左京第 67 次 四条三坊十四町

川 須恵器 杯 底部外面 H 包含層 左京第 67 次 四条三坊十一町

□〔三カ〕 須恵器 杯 底部外面 H 包含層 左京第 67 次 四条三坊十一町

2-13 南杯 土師器 杯・皿 底部外面 S SX447 左京第 93 次 四条三坊三町

2-14 福 須恵器 杯 B 底部外面 P 包含層 左京第 93 次 四条三坊六町

2-15 ○印 4 土師器 杯・皿 底部外面 S SX447 左京第 93 次 四条三坊三町

○印 5 土師器 杯・皿 底部外面 S SX447 左京第 93 次 四条三坊三町

○印 2 土師器 杯・皿 底部外面 S SX447 左京第 93 次 四条三坊三町

○印 4 土師器 皿 底部外面 S SX447 左京第 93 次 四条三坊三町

王 土師器 杯・皿 底部外面 S SD446 左京第 93 次 四条三坊三町

○印 3 土師器 皿 底部外面 S SD446 左京第 93 次 四条三坊三町

3-16 南杯 土師器 杯・皿 底部外面 T 包含層 左京第 140 次 四条三坊三町

3-17 東 土師器 杯 底部外面 T 包含層 左京第 140 次 四条三坊三町

3-18 廣 須恵器 杯 底部外面 T SD106 左京第 140 次 四条三坊三町

3-19 本 須恵器 蓋 上面 U 包含層 左京第 140 次 四条三坊三町

3-20 王 土師器 杯・皿 底部外面 T 包含層 左京第 140 次 四条三坊三町

3-21 王 土師器 杯 B 底部外面 T SD132 左京第 140 次 四条三坊三町

表 3　墨書土器一覧表 (1)

11　左京第 288 次調査
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第 2章　調査の概要と木簡出土遺構

写真番号 釈 文 器 種 器 形 墨書位置
地区
名

遺構
番号

調査次数 条 坊 備 考

3-22 □〔泰カ〕 須恵器 杯 A 底部外面 包含層 左京第 140 次 四条三坊三町

王 土師器 杯・皿 底部外面 T SD135 左京第 140 次 四条三坊三町

王 土師器 杯・皿 底部外面 T SD259 左京第 140 次 四条三坊三町

王 土師器 杯・皿 底部外面 T SK257 左京第 140 次 四条三坊三町

王 土師器 杯 底部外面 T SD125 左京第 140 次 四条三坊三町

王 土師器 杯・皿 底部外面 T SK153 左京第 140 次 四条三坊三町

王 土師器 杯 底部外面 T P181 左京第 140 次 四条三坊三町

杯 土師器 杯・皿 底部外面 T 包含層 左京第 140 次 四条三坊三町

大□ 須恵器 杯 B 底部外面 T 包含層 左京第 140 次 四条三坊三町

山 須恵器 杯蓋 内面 U 包含層 左京第 140 次 四条三坊三町

□〔麻カ〕 須恵器 杯 B 底部外面 T SD260 左京第 140 次 四条三坊三町

○印 4 土師器 杯 底部外面 T SD132 左京第 140 次 四条三坊三町

○印 4 土師器 皿 底部外面 T SD260 左京第 140 次 四条三坊三町

○印 2 土師器 杯・皿 底部外面 T SD260 左京第 140 次 四条三坊三町

○印 4 土師器 杯 底部外面 T SD132 左京第 140 次 四条三坊三町

○印 3 土師器 杯・皿 底部外面 T 包含層 左京第 140 次 四条三坊三町

○印 4 土師器 杯・皿 底部外面 T SD127 左京第 140 次 四条三坊三町

3-23 太 須恵器 杯 底部外面 V SX377 左京第 164 次 四条二坊十四町

中 須恵器 杯 底部外面 V 包含層 左京第 164 次 四条二坊十四町

3-24
□□□□/□□□
□/□□□□

土師器 高杯 脚部 T-2 P52 左京第 174 次 四条三坊三町
9 角形の脚部
の 3面に墨書

4-25 西曹乙麻呂 土師器 皿 底部外面 SD50 左京第 203 次 一条三坊六町

4-26 □□〔南曹カ〕 土師器 杯 体部外面 SD50 左京第 203 次 一条三坊六町

4-27 曹 土師器 杯 体部内面 SD50 左京第 203 次 一条三坊六町

4-28 □〔曹カ〕司 須恵器 杯・皿 底部外面 SD50 左京第 203 次 一条三坊六町

4-29 曹 須恵器 杯 A 体部内面 包含層 左京第 203 次 一条三坊六町

4-30 □曹□ 土師器 杯・皿 底部外面 SD50 左京第 203 次 一条三坊六町 針書き

4-31 司 須恵器 杯 A 底部外面 SD50 左京第 203 次 一条三坊六町

4-32 内豎 土師器 杯・皿 底部外面 SD50 左京第 203 次 一条三坊六町 内面は線刻

4-33 □麻呂 土師器 杯 体部外面 SD50 左京第 203 次 一条三坊六町

4-34 □〔島カ〕 土師器 皿 体部外面 SD50 左京第 203 次 一条三坊六町

4-35 東□、□□ 土師器 杯・皿 底部内外 SD50 左京第 203 次 一条三坊六町
内面は読めな

い

4-36
食一（内面）、
食一(外面)

土師器 杯
底部内外
面

SD50 左京第 203 次 一条三坊六町
外面は、針書
きの上に墨書

4-37
氷 器（ 内 面 ）、
×（外面）

土師器 杯 B
底部内外
面

SD50 左京第 203 次 一条三坊六町
針書きで内外
面に書く

4-38 鯛 土師器 杯・皿 底部外面 SD50 左京第 203 次 一条三坊六町

4-39 □（絵カ） 須恵器 杯蓋 内面 SD50 左京第 203 次 一条三坊六町

4-40
人 面（ 内 面 ）、
本 (外面 )

土師器 皿 内外面 SD50 左京第 203 次 一条三坊六町

曹 須恵器 蓋 内面 SD50 左京第 203 次 一条三坊六町

□ 土師器 杯 底部外面 SD50 左京第 203 次 一条三坊六町

曹 土師器 皿 体部内面 包含層 左京第 203 次 一条三坊六町

表 3　墨書土器一覧表 (2)
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第
三
章　

考　
　
　

察

一　

左
京
第
二
〇
三
次
調
査
出
土
木
簡
の
性
格

Ⅰ　

は
じ
め
に

本
書
で
は
、
ま
ず
第
一
章
～
第
二
章
で
、
長
岡
京
左
京
域
の
う
ち
現
在
京
都
市
に

含
ま
れ
る
地
域(

以
下
長
岡
京
左
京
域
と
記
す)
に
お
い
て
実
施
し
た
発
掘
調
査
で

木
簡
を
出
土
し
た
全
十
一
地
点
の
発
掘
調
査
の
概
要
と
木
簡
の
出
土
状
況
に
つ
い
て

記
し
、
ま
た
第
四
章
に
お
い
て
、
以
上
十
一
地
点
か
ら
出
土
し
た
木
簡
の
う
ち
主
要

な
も
の
の
釈
文
を
掲
げ
、
若
干
の
解
説
を
付
し
た
。

第
一
章
・
第
二
章
お
よ
び
第
四
章
で
の
記
述
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
長
岡
京

左
京
域
に
お
け
る
発
掘
調
査
で
出
土
し
た
三
七
七
五
点(

内
削
屑
三
四
八
三
点)

の

木
簡
の
う
ち
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
左
京
第
二
〇
三
次
発
掘
調
査(

以
下
第
二
〇
三
次

調
査
と
記
す)

で
出
土
し
、
ま
た
本
書
に
釈
文
を
掲
げ
た
六
〇
二
点
の
木
簡
の
う
ち

実
に
五
八
〇
点
を
占
め
る
。
こ
れ
に
比
べ
る
と
他
の
調
査
で
出
土
し
た
木
簡
の
点
数

は
少
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
木
簡
が
当
該
地
点
か
ら
出
土
し
た
こ
と
の
意
味
や
そ
の
地

点
の
性
格
を
木
簡
か
ら
直
接
論
じ
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

本
書
に
収
載
し
た
長
岡
京
左
京
域
出
土
の
木
簡
の
う
ち
、
木
簡
あ
る
い
は
木
簡
群
の

特
徴
を
抽
出
し
て
そ
の
性
格
や
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
を
出
土
し
た
遺
跡
の
性
格
を
検
討

す
る
に
足
る
の
は
、
第
二
〇
三
次
調
査
地
で
あ
る
左
京
一
条
三
坊
六
・
十
一
町
出
土

木
簡
だ
け
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

本
節
で
は
第
二
〇
三
次
調
査
出
土
木
簡
に
み
ら
れ
る
特
徴
と
そ
こ
か
ら
導
か
れ

る
木
簡
群
と
し
て
の
性
格
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
そ
の
際
第

二
〇
三
次
調
査
で
出
土
し
た
他
の
文
字
史
料
、
特
に
墨
書
土
器
に
書
か
れ
た
文
字
に

も
触
れ
な
が
ら
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

Ⅱ　

記
載
内
容
か
ら
み
た
木
簡
の
特
徴

第
二
〇
三
次
調
査
で
Ｓ
Ｄ
五
〇
か
ら
出
土
し
た
木
簡
に
は
、
記
載
の
内
容
、
あ
る

い
は
出
土
の
状
況
や
遺
物
と
し
て
の
観
点
か
ら
、
い
く
つ
か
の
著
し
い
特
徴
を
認
め

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
ま
ず
、
個
々
の
木
簡
に
書
か
れ
た
内
容
に
み
ら
れ
る
特
徴
を

検
討
し
な
が
ら
、
木
簡
群
と
し
て
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

①　

官
司
名
・
官
職
名
・
位
階
名
・
氏
族
名

第
二
〇
三
次
調
査
出
土
木
簡
に
記
さ
れ
た
官
司
名
・
官
職
名
・
位
階
名
・
氏
族
名

に
は
一
定
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

〈
官
司
名
〉

府
解
木
簡(

木
簡
二
四)

木
簡
二
四
は
「
府
謹
解
」
で
書
き
出
さ
れ
る
解
様
式
の
文
書
木
簡
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
本
簡
の
出
土
地
、
す
な
わ
ち
最
終
廃
棄
地
は
、
冒
頭
に
書
か
れ
た
差
出
で
あ

る
某
「
府
」
か
、
あ
る
い
は
本
簡
の
宛
先
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
前

者
の
場
合
は
、
木
簡
は
宛
先
か
ら
再
び
差
出
に
戻
っ
て
そ
の
機
能
を
最
終
的
に
終
え
、

1　左京第 203 次調査出土木簡の性格
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捨
て
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
、
木
簡
の
出
土
地
で
あ
る
第
二
〇
三
次
調
査
地
が
差
出
の

某
「
府
」
自
体
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
後
者
の
場
合
、
木
簡
が
宛
先
で
そ
の

機
能
を
果
た
し
て
捨
て
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
、
勿
論
木
簡
の
出
土
地
で
あ
る
第
二
○

三
次
調
査
地
あ
る
い
は
そ
の
近
辺
に
宛
先
、
す
な
わ
ち
某
「
府
」
か
ら
解
を
出
さ
れ

る
よ
う
な
官
司
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
可
能
性
は
両
者
共
に
あ
る
が
、
本
簡
は
そ

の
断
片
に
過
ぎ
ず
、
解
の
内
容
も
判
明
し
な
い
か
ら
、
本
簡
だ
け
で
は
い
ず
れ
と
も

決
め
難
い
。

本
簡
の
差
出
で
あ
る
某
「
府
」
に
つ
い
て
、
官
制
表
記
が
「
府
」
で
あ
る
官
司
は
、

職
員
令
で
は
在
京
官
司
と
し
て
五
衛
府
、
す
な
わ
ち
衛
門
府
・
左
右
衛
士
府
・
左
右

兵
衛
府
の
五
つ
の
武
官
司
に
限
ら
れ
て
し
ま
う
。
官
制
表
記
が
「
府
」
で
あ
る
官
司

の
対
象
を
か
り
に
地
方
官
司
に
拡
大
し
て
も
、
候
補
と
し
て
は
大
宰
府
が
あ
る
に
過

ぎ
な
い
。
た
だ
本
木
簡
群
中
に
は
他
に
地
方
の
「
府
」
官
司
に
関
る
と
推
定
さ
れ
る

木
簡
が
ま
っ
た
く
な
い
か
ら
、
こ
の
木
簡
を
作
成
し
た
「
府
」
も
地
方
に
存
在
し
た

官
司
で
な
く
、
ま
た
後
述
す
る
他
の
木
簡
の
記
載
か
ら
も
、
中
央
の
五
武
官
司
の
い

ず
れ
か
と
み
る
の
が
も
っ
と
も
穏
当
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
長
岡
京
当
時
に
は
、
職
員

令
に
規
定
さ
れ
た
五
つ
の
衛
府
以
外
に
、
近
衛
府(

天
平
神
護
元
年
成
立)

・
中
衛

府(

神
亀
五
年
成
立)

・
外
衛
府(

天
平
神
護
元
年
成
立)

の
三
つ
の
衛
府
が
存
在

し
て
い
た
か
ら
、
某
「
府
」
の
候
補
と
し
て
は
、
一
応
八
つ
の
衛
府
が
あ
げ
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。
た
だ
本
木
簡
群
中
に
は
、「
□

〔
葛
カ
〕野

府
所
」(

木
簡
三
六
九)

、「
西
府
」(

木

簡
三
七
六)

な
ど
、
「
府
」
を
官
制
表
記
と
し
て
含
む
官
司
ら
し
き
も
の
も
み
え
る

か
ら
、
某
「
府
」
が
こ
れ
ら
の
「
府
」
で
な
い
と
決
め
る
こ
と
は
難
し
い
。

官
司
名
を
記
す
木
簡(

木
簡
三
四
・
五
七
・
六
六
・
一
〇
〇
・
一
一
五)

官
司
名
を
記
す
木
簡
は
比
較
的
少
な
く
、
わ
ず
か
五
点
に
止
ま
る
。
木
簡
五
七
に

は
「
□
兵
衛
府
」
と
あ
り
、
木
簡
一
一
五
に
は
「
近
衛
府
所
」
と
み
え
る
。
い
ず
れ

も
先
に
述
べ
た
某
「
府
」
の
候
補
と
な
る
官
司
で
あ
る
。
一
方
、
木
簡
三
四
・
六
六

に
は
「
務
省
」
「
中
務
省
」
と
書
か
れ
、
木
簡
一
〇
〇
に
は
「
太
政
官
」
が
み
え
る
。

木
簡
一
〇
〇
は
習
書
の
一
部
か
と
思
わ
れ
る
が
、
木
簡
三
四
の
「
中
務
省
」
は
女
官

の
氏
名
を
列
記
し
た
歴
名
風
の
記
載
の
裏
面
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
表
裏
は
内

容
的
に
密
接
に
関
連
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
。
中
務
省
に
直
接
関
る
木
簡
に
は
後
に
触

れ
る
木
簡
七
二
や
墨
書
土
器
の
「
内
豎
」
と
記
す
も
の
な
ど
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い

が
、
後
述
す
る
「
酒
人
内
親
王
所
」
と
記
し
た
と
思
わ
れ
る
木
簡(

木
簡
三
六
四
～

三
六
八
・
三
七
〇)

や
王
名
の
み
え
る
木
簡(

木
簡
五
二
・
七
五
・
八
〇)

が
あ
る

の
は
、
あ
る
い
は
本
木
簡
群
の
中
に
中
務
省
関
係
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に

よ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
こ
の
う
ち
「
内
豎
」
と
記
す
墨
書
土
器
は
、
こ
れ

ら
の
木
簡
と
出
土
位
置
を
異
に
し
て
い
る
点
で
留
意
が
必
要
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
は
職
員
令
に
明
記
・
規
定
さ
れ
て
い
る
官
司
で
あ
り
、
こ
れ
以
外
に

職
員
令
に
は
規
定
を
持
た
な
い
が
、
令
外
で
臨
時
に
置
か
れ
た
官
司
と
し
て
木
簡

一
〇
〇
に
「
授
田
使
」
が
み
え
る
。
「
授
田
使
」
は
班
田
使
・
校
田
使
の
こ
と
で
、

授
田
に
際
し
て
一
時
的
に
置
か
れ
た
令
外
の
官
司
で
あ
る
。
た
だ
こ
れ
も
習
書
の
一

部
か
と
思
わ
れ
、
本
木
簡
群
の
性
格
を
考
え
る
上
で
は
必
ず
し
も
重
要
で
な
い
か
も

し
れ
な
い
。

以
上
、
本
木
簡
群
中
の
府
解
木
簡
の
木
簡
に
記
さ
れ
た
官
司
名
を
検
討
し
た
結
果
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か
ら
は
、
本
木
簡
群
が
在
京
武
官
司
お
よ
び
中
務
省
、
特
に
前
者
と
密
接
に
関
る
も

の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

〈
官
職
名
〉

官
職
名
を
記
す
木
簡(

木
簡
一
七
～
一
九
・
二
八
・
三
五
・
七
一
・
七
二
・

七
八
・
一
〇
〇
・
一
三
〇
・
二
九
一
・
二
九
三
・
二
九
九
・
三
〇
〇
・
三
六
〇
～

三
六
二
・
四
八
四
・
四
八
五)

官
職
名
を
記
す
木
簡
は
全
部
で
十
九
点
あ
る
が
、
そ
こ
に
書
か
れ
た
官
職
名
の
大

多
数
は
令
制
の
在
京
武
官
司
で
あ
る
衛
府
の
官
職
で
あ
る
。

ま
ず
、「
大
志
」(

木
簡
三
六
〇
・
三
六
一)
・
「
少
志
」(

木
簡
一
七
～
一
九)

・
「
志
」

(

木
簡
五
九
〇)

な
ど
、
令
制
五
衛
府
の
第
四
等
官
の
官
職
表
記
が
多
数
み
ら
れ
る
。

ま
た
木
簡
三
五
に
は
「
正
六
位
上
行
少
尉
紀
朝
臣
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
紀
朝
臣
の

帯
び
る
「
少
尉
」
は
五
衛
府
の
第
三
等
官
の
官
職
表
記
で
、
彼
が
帯
び
る
位
階
正
六

位
上
と
官
職
少
尉
の
関
係
が
「
行
」
で
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
紀
朝
臣
の
帯
す

る
少
尉
の
相
当
位
階
は
正
六
位
上
以
下
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
が
、
衛
門
・
左
右

衛
士
・
左
右
兵
衛
の
五
衛
府
と
も
少
尉
の
相
当
位
階
は
正
六
位
上
以
下
で
、
紀
朝
臣

の
任
ず
る
少
尉
が
五
衛
府
い
ず
れ
の
第
三
等
官
で
あ
っ
た
か
決
め
難
い
。
木
簡
二
八

も
同
様
で
、
こ
れ
に
は
「
督
曹
司
」
と
だ
け
あ
っ
て
、
五
衛
府
の
長
官
の
曹
司
で
あ

る
こ
と
は
わ
か
る
が
、
そ
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
を
決
定
し
得
な
い
。
ま
た
食
料
支
給

に
関
る
木
簡
二
九
三
に
も
「
府
生
」
と
書
か
れ
る
だ
け
で
、
や
は
り
「
府
生
」
の
所

属
す
る
「
府
」
が
い
ず
れ
で
あ
っ
た
か
を
決
め
得
な
い
。

以
上
に
対
し
、
木
簡
二
九
一
に
は
「
左
兵
衛
」
、
木
簡
七
八
・
四
八
四
に
は
「
兵

衛
」
と
書
か
れ
、
ま
た
木
簡
三
六
二
に
は
「
右
衛
」(

右
衛
士)

と
あ
り
、
そ
の
ほ

か
木
簡
九
一
・
四
八
六
～
四
八
八
・
七
一
三
な
ど
の
よ
う
に
「
衛
」
の
文
字
の
み
を

判
読
し
得
た
削
屑
多
数
が
あ
る
。
ま
た
「
左
」
あ
る
い
は
「
右
」
と
記
す
も
の
も
多

数
あ
り
、
こ
れ
ら
の
中
に
は
衛
府(

左
右
衛
士
府
・
左
右
兵
衛
府)

と
の
関
り
の
あ

る
も
の
も
含
ま
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
特
に
「
左
」
と
記
す
木
簡
三
三
〇
・
五
〇
七
・

五
〇
九
・
五
一
一
・
五
一
二
は
左
兵
衛
府
や
左
衛
士
府
と
関
る
も
の
と
思
わ
れ
る

が
、
「
右
」
の
場
合
、
「
右
」
だ
け
が
残
存
し
た
り
、
あ
る
い
は
「
右
」
に
続
く
文
字

を
判
読
で
き
て
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
す
べ
て
が
衛
府
に
冠
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
と
の
保
証
が
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
削
屑
に
一

文
字
だ
け
残
る
「
右
」(

木
簡
三
二
八
・
三
三
三
・
三
三
四
・
五
〇
五
・
五
〇
六
・

五
〇
八
・
五
一
〇
な
ど)

で
は
、
文
書
の
事
実
書
冒
頭
や
、
木
簡
三
二
三
・

三
二
六
・
三
二
九
・
三
三
一
・
三
三
二
な
ど
の
よ
う
に
人
数
を
数
え
る
場
合
に
、
事

書
や
そ
れ
よ
り
前
に
書
い
た
こ
と
を
受
け
て
「
右
ー
ー
ー
」
と
書
く
「
右
」
で
あ
る

可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
上
述
し
た
よ
う
に
「
右
衛
」(

木
簡

三
六
二)

と
書
い
た
削
屑
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
右
兵
衛
・
右
衛
士
に
関
る
も
の
も
含

ま
れ
て
い
る
と
考
え
て
問
題
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
が
本
木
簡
群
中
に
み
え
る
五
衛
府
に
関
る
官
職
名(

一
部
は
官
司
名
の
可
能

性
も
あ
る)

で
あ
る
が
、
五
衛
府
関
係
以
外
の
令
制
官
職
名
を
記
す
木
簡
も
若
干
で

は
あ
る
が
出
土
し
て
い
る
。
ま
ず
大
属(

木
簡
三
四
七)

と
佑(

木
簡
三
四
八)

が

あ
る
。
大
属
は
寮
の
第
四
等
官
で
、
他
に
刑
部
省
の
品
官
で
あ
る
判
事
局
の
第
四
等

官
も
大
属
と
表
記
さ
れ
た
。
ま
た
佑
は
司
と
春
宮
坊
被
管
の
監
に
置
か
れ
た
第
三
等

1　左京第 203 次調査出土木簡の性格



―34―

第 3章　考　察

官
で
あ
る
。
木
簡
三
四
七
に
は
「
大
属
正
七
位
」
と
書
か
れ
、
行
守
の
記
載
が
な
い

か
ら
、
一
応
正
七
位
が
相
当
位
階
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
場
合
、
正
七
位
下
相

当
の
判
事
局
大
属
が
該
当
す
る
。
一
方
、
木
簡
三
四
八
に
は
「
佑
従
六
位
」
と
書
か

れ
、
や
は
り
行
守
の
表
記
が
な
い
。
し
か
し
司
あ
る
い
は
春
宮
坊
被
管
諸
司
の
第
三

等
官
佑
に
は
従
六
位
相
当
の
官
は
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
場
合
は
、
行
守

の
記
載
を
省
略
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
同
様
の
こ
と
は
前
者
の
木
簡
三
四
七
に

も
当
て
は
ま
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
れ
故
に
い
ず
れ
の
場
合
も
そ
の
所
属
官
司
を
特

定
す
る
に
は
至
ら
な
い
。

ま
た
木
簡
七
一
に
は
「
舎
人
」
、
木
簡
七
二
に
は
「
内
堅
舎
人
」
お
よ
び
「
□

〔
大
カ
〕舎

人
」

が
み
え
る
。
職
員
令
で
は
舎
人
に
大
舎
人
・
内
舎
人
な
ど
が
あ
る
が
、
実
際
に
は
こ

れ
以
外
に
も
舎
人
と
表
記
さ
れ
た
も
の
が
い
た
ら
し
く
、
木
簡
七
一
の
舎
人
が
そ
れ

ら
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
明
ら
か
で
な
い
。
た
だ
木
簡
七
二
の
「
内
堅
舎
人
」
に
関
連

し
て
は
、
先
に
触
れ
た
が
土
師
器
の
底
部
外
面
に
「
内
豎
」
と
墨
書
し
た
も
の
の
出

土
し
て
い
る
こ
と
が
留
意
さ
れ
る
。
内
竪
の
長
岡
京
当
時
に
お
け
る
所
属
は
明
ら
か

で
な
い
が
、
『
日
本
後
紀
』
弘
仁
二
年(

八
一
一)

正
月
庚
子
条
に
「
制
、
上

二

 
殿
上

一

 

舎
人
一
百
廿
人
、
復

レ

 

旧
名
以

二

 

内
竪

一

 

」
と
み
え
る
か
ら
、
彼
ら
が
所
謂
舎
人
の
一

種
で
あ
り
、
木
簡
七
二
に
「
内
堅
舎
人
」
と
あ
る
の
も
特
に
問
題
は
な
い
。
「
□

〔
大
カ
〕舎

人
」

は
勿
論
中
務
省
被
管
左
右
大
舎
人
寮
の
所
属
で
あ
る
。

一
方
、
令
制
官
職
以
外
で
は
、
木
簡
一
〇
〇
に
「
大
和
長
官
」
、
ま
た
木
簡

一
三
〇
に
も
「
□
□
長
官
」
と
「
長
官
」
な
る
官
職
名
が
み
え
る
が
、
こ
れ
ら
は
い

ず
れ
も
令
外
官
司
の
第
一
等
官
の
官
職
表
記
で
あ
り
、
特
に
木
簡
一
〇
〇
の
「
大
和

長
官
」
は
大
和
国
の
班
田
を
担
当
す
る
「
授
田
使
」
の
長
官
の
こ
と
で
あ
る
。
同
じ

く
「
長
官
」
と
記
し
た
木
簡
一
三
〇
は
そ
の
上
の
文
字
が
判
読
で
き
ず
、
所
属
官
司

を
明
ら
か
に
し
得
な
い
。

〈
位
階
名
〉

位
階
名
を
記
す
木
簡(

木
簡
九
八
・
九
九
・
三
〇
四
・
三
四
七
～
三
五
八
・

三
九
六
～
三
九
八)

第
二
○
三
次
調
査
出
土
木
簡
中
の
削
屑
に
は
人
名
と
共
に
、
あ
る
い
は
位
階
名
の

み
を
記
す
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
削
屑
の
中
に
は
歴
名
風
に
、
複
数
の
人
名
を
位

階
と
共
に
記
し
た
も
の(

木
簡
三
〇
四)

や
官
職
と
共
に
位
階
を
記
す
も
の(

木
簡

三
四
七
、
三
四
八)

も
あ
る
が
、
そ
の
大
多
数
は
原
形
が
明
ら
か
で
な
く
、
現
状
で

は
単
独
で
位
階
と
人
名
の
み
を
記
す
に
止
ま
る
も
の(

木
簡
三
九
六
～
三
九
八)

で

あ
り
、
そ
の
性
格
を
必
ず
し
も
決
定
し
得
な
い
。
た
だ
注
目
す
べ
き
は
、
こ
れ
ら
の

削
屑
に
書
か
れ
た
位
階
が
ほ
ぼ
従
四
位
～
従
八
位
の
範
囲
に
収
ま
り
、
従
三
位
以
上

を
記
す
も
の
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
こ
の
木
簡
群
の
性
格
と
も
関
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

〈
氏
族
名
〉

木
簡
に
み
え
る
人
名
は
、
そ
の
大
部
分
が
削
屑
に
書
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
氏
族
名
と
名
前
を
共
に
知
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
き
わ
め
て
少
な
く
、

大
半
は
氏
族
名
あ
る
い
は
名
前
の
み
で
あ
る
が
、
人
名
を
記
す
木
簡
で
注
目
す
べ
き

は
、
そ
こ
に
書
か
れ
た
氏
族
名
で
あ
る
。

い
ま
、
第
二
〇
三
次
調
査
出
土
の
木
簡
・
削
屑
に
記
さ
れ
た
氏
族
名
と
考
え
ら
れ
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氏 名 例数 木簡番号 内 容
二条大路
木簡中の
兵衛氏族

西宮兵衛
木簡中の
兵衛氏族

笹山衛門
府官人補

任

阿刀氏 1 92 歴名 ○ ○ ○

綾氏 2 422・602 ○ ○

生江氏 1 298

的氏 2 19・20 榑進上使

石川氏 2 30・121 着到

板茂氏 5 17・18・19・20・377 榑進上状署名者

犬甘氏 1 52

宇佐氏 1 573

宇□部氏（宇治部氏 ?） 1 310 ○ ○ ○

海上氏 1 300

采女氏 3 304・400・694 歴名

卜部（占部）氏 2 94・684

漆（漆部）氏 2 38・4 進物 ○

王氏 3 75・80・100 歴名、授田使長官

青海氏 1 149 歴名 ?

凡氏 1 403 ○ ○

凡海氏 1 617

凡河内氏 2 380・397 ○ ○

大伴氏 7 76・82・121・413・414・415・416 歴名、无位 ○ ○ ○

大野氏 1 54 ○

大原氏 1 301 歴名 ○ ○ ○

曰佐氏 1 387

刑部氏 2 317・378 歴名

忍海氏 1 300

小長谷氏 1 401

尾張氏 1 306 歴名 ○ ○

上毛野氏 1 96

鴨氏 1 312 ○ ○ ○

川合氏 7 36・37・39・118・302・303・384 進物、歴名 ○ ○

川内（河内）氏 3 389・390・594 △

川原氏 2 17・18 榑進上使

紀氏 2 35・85 少尉、歴名 ○ ○ ○

私氏 1 484 ○

清田氏 1 409 歴名

日下（日下部）氏 2 314・396 歴名 ○ ○ ○

百済氏 1 582

氷（氷部）氏 2 70・381 歴名

許世部氏 1 410

昆解氏 2 393・412

佐伯氏 2 76・601 歴名 ○ ○

菅野氏 2 398・419

宗我部氏 2 385・386 ○ ○ ○

丹比氏 2 97・13 長官 ○ ○

橘氏 1 603

田中氏 1 29 着到

鳥甘氏 1 319

中臣氏 1 408

表 4　兵衛関連氏族名一覧表 (1)
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る
も
の
を
表
に
ま
と
め
る
と
、
表
四
の
如
く
に
な
る
。
な
お
、
表
四
に
は
、
本
木
簡

群
に
み
え
る
氏
名
の
性
格
を
考
え
る
た
め
に
、
平
城
京
跡
出
土
の
二
条
大
路
木
簡
お

よ
び
平
城
宮
跡
出
土
の
西
宮
兵
衛
木
簡
に
み
え
る
兵
衛
氏
族
名

1
註

、
笹
山
晴
生
氏

2
註

が
明

ら
か
に
さ
れ
た
衛
門
府
官
人
氏
族
名
と
の
異
同
を
明
示
し
た
。

さ
て
、
本
木
簡
群
中
に
み
え
る
氏
族
名
は
、
西
宮
兵
衛
や
二
条
大
路
木
簡
中
の
兵

衛
、
あ
る
い
は
笹
山
氏
が
指
摘
さ
れ
た
衛
門
府
官
人
氏
族
の
よ
う
に
、
必
ず
し
も
同

一
の
職
掌
を
果
た
し
た
こ
と
が
明
ら
か
な
人
び
と
に
つ
い
て
だ
け
の
も
の
で
な
く
、

後
に
述
べ
る
よ
う
に
当
地
で
行
わ
れ
た
木
材
の
加
工
な
ど
に
関
っ
た
工
人
な
ど
の
氏

族
名
も
含
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
性
急
な
結
論
は
控
え
る
べ
き
で
あ
る
が
、
表
四

か
ら
読
み
取
れ
る
お
お
む
ね
の
傾
向
と
し
て
、
衛
門
府
官
人
よ
り
も
西
宮
兵
衛
や
二

条
大
路
木
簡
に
み
え
る
兵
衛
と
推
定
さ
れ
る
人
び
と
よ
り
緊
密
な
関
係
を
認
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
衛
府
の
舎
人
や
官
人
の
氏
族
名
と
の
親
近
性
は
強

く
、
本
木
簡
群
が
衛
府
と
深
い
関
係
の
も
と
で
作
成
、
廃
棄
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
す

る
も
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
第
二
〇
三
次
調
査
で
出
土
し
た
木
簡
お
よ
び
削
屑
に
現
れ
る
官
司
名
、
官

職
名
、
位
階
名
、
そ
し
て
氏
族
名
を
検
討
し
て
き
た
結
果
、
本
木
簡
群
の
中
核
部
分

を
な
す
木
簡
が
在
京
武
官
司
で
あ
る
衛
府
、
特
に
兵
衛
府
と
の
関
り
を
持
つ
と
推
定

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
そ
の
一
方
で
、
明
ら
か
に
中
務
省
や
近
衛
府
と
関
る

木
簡
が
存
在
す
る
こ
と
も
間
違
い
な
い
。

②　

施
設
・
機
関
・
組
織
名
を
記
す
木
簡

第
二
〇
三
次
調
査
出
土
木
簡
に
は
当
地
左
京
一
条
三
坊
六
・
十
一
町
に
存
在
し
た

氏 名 例数 木簡番号 内 容
二条大路
木簡中の
兵衛氏族

西宮兵衛
木簡中の
兵衛氏族

笹山衛門
府官人補

任

額田（額田部）氏 2 73・418 西嶋宿 ○ ○

土師氏 1 407 ○

丈部氏 1 315 歴名 ○

長谷部氏 1 404 ○ ○

秦氏 8 93・99・289・311・605・612・613・646 門 ○ ○ ○

広湍氏 1 36 進物

藤原氏 3 74・84・90 歴名

船氏 2 29・157 着到 ○ ○

日置氏 2 312・388 歴名 ○ ○

三□部氏（三野部氏 ?） 1 88 ○ 三野

三嶋氏 1 315 歴名 ○

御使氏 1 28 銭請文署名者

壬生氏 1 406 ○ ○

三宅氏 1 402 ○ ○

守部氏 1 475 ○

陽胡氏 1 436

矢田（矢田部）氏 2 72・425 内豎舎人 ○

矢作氏 4 36・70・307・316 進物、歴名

丸部（丸子）氏 4 70・316・382・383 歴名 ○ ○

色楽氏 1 305

危寸氏 1 36 進物

□奉氏 1 646 日奉

表 4　兵衛関連氏族名一覧表 (2)
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か
と
推
定
さ
れ
る
施
設
・
建
物
名
や
当
地
と
関
り
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
機
関
・
施
設

名
な
ど
を
記
し
た
と
考
え
ら
れ
る
木
簡
が
あ
る
。

門
の
警
備
に
関
す
る
木
簡

(

木
簡
二
八
九
・
三
七
二
・
三
七
三
・
三
七
五
・
五
一
六
・
五
四
三
～
五
四
五
・

五
六
八)

ま
ず
当
地
に
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
施
設
名
を
記
載
し
た
木
簡
と

し
て
、
門
名
を
記
し
た
削
屑
が
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も

零
細
な
断
片
で
、
門
名(

東
南
門
、
南
門
、
□
門
な
ど)

の
み
を
記
す
も
の
が
ほ
と

ん
ど(

木
簡
二
八
九
・
三
七
二
・
三
七
三
・
五
一
六
・
五
四
三
～
五
四
五)

で
あ
る
。

し
か
し
削
屑
の
中
に
は
「
東
南
」
あ
る
い
は
「
東
」
「
南
」
な
ど
方
角
だ
け
を
記
す

削
屑(

三
七
四
・
五
一
七
・
五
四
二)

が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
も
門
名
を
記
し
た
削
屑

と
同
様
に
、
本
来
、
門
名
を
記
し
て
い
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
う
ち
内
容
を
伺
い
知
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
わ
ず
か
に
木
簡
二
八
九

だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
秦
上
麻
呂
他
五
人
を
東
南
門
に
配
置
し
た
こ
と
を
記
す
削
屑

で
あ
る
。
し
か
し
秦
上
麻
呂
ら
東
南
門
に
配
置
さ
れ
た
人
た
ち
が
如
何
な
る
官
職
に

あ
り
、
ど
の
よ
う
な
職
務
を
持
つ
て
東
南
門
に
配
置
さ
れ
た
の
か
、
東
南
門
は
具
体

的
に
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
な
ど
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
第
二
〇
三

次
調
査
出
土
木
簡
に
み
え
る
人
物
の
多
く
が
五
衛
府
、
特
に
兵
衛
府
に
関
わ
る
人
た

ち
で
あ
っ
た
と
す
る
推
定
が
正
し
い
と
す
る
と
、
彼
ら
は
兵
衛
で
あ
り
、
東
南
門
の

警
備
に
あ
た
っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
門
名
を
記
す
他
の
削
屑
も
す
べ

て
木
簡
二
八
九
と
同
じ
内
容
を
持
つ
て
い
た
と
速
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
木

簡
五
三
七
・
六
二
二
・
六
二
三
の
よ
う
に
木
簡
二
八
九
と
同
様
、
人
の
配
置
、
お
そ

ら
く
東
南
門
へ
の
配
置
を
記
し
た
木
簡
の
削
屑
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
か
ら
、
門

名
を
記
す
削
屑
の
多
く
は
そ
の
門
へ
の
人
の
配
置
を
記
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
ま
た
削
屑
に
は
き
わ
め
て
多
数
の
、
人
名
の
み
を
記
し
た
断
簡
が
あ
り
、

こ
れ
ら
の
中
に
は
門
へ
の
人
の
配
置
を
記
し
た
木
簡
の
削
屑
も
か
な
り
含
ま
れ
て
い

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
て
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
南
門
と
の
み
あ
る
も
の
や
方
角
の
み
を
記
す
も
の

な
ど
も
、
こ
れ
ら
に
北
や
西
と
記
す
も
の
が
な
い
こ
と
か
ら
、
実
は
本
来
す
べ
て
東

南
門
と
記
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
削
屑
に
登
場
す
る

門
名
は
東
南
門
に
限
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
削
屑
に
記

さ
れ
た
門
名
が
す
べ
て
東
南
門
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
木
簡
を
廃
棄
し
た

在
京
武
官
司
で
あ
る
衛
府
を
特
定
し
、
当
地
に
あ
っ
た
施
設
の
構
造
と
そ
れ
を
警
備

す
る
体
制
を
も
考
え
る
上
で
有
力
な
手
掛
か
り
と
な
る
。
も
し
こ
れ
ら
が
こ
れ
ま
で

の
推
測
通
り
兵
衛
府
を
中
核
と
し
て
い
た
と
す
る
と
、
特
に
そ
の
う
ち
の
左
兵
衛
に

関
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
く
る
。

こ
の
他
、
当
地
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
施
設
に
関
る
木
簡
に
は
以
下
の
も
の
が
あ

る
。東

廐
木
簡(

木
簡
二
七)

木
簡
二
七
に
は
東
廐
が
み
え
る
。
こ
の
木
簡
は
、
東
廐
で
用
い
る
馬
の
飼
料
で
あ

る
蒭
の
苅
り
取
り
に
従
事
す
る
宅
守
以
下
五
人
の
名
前
を
書
き
上
げ
た
歴
名
で
あ

る
。
五
人
の
う
ち
四
人
が
名
前
を
記
す
だ
け
で
氏
名
を
記
さ
な
い
か
ら
、
お
そ
ら
く
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太
海
と
あ
る
も
の
も
名
前
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
本
簡
に
は
蒭
の
苅
り
取
り
に
従

事
す
る
五
人
の
名
前
の
み
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
律
令
官
制
で
は
左
右
馬
寮
に
閑

う
ま
や

が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る(

職

員
令
左
右
馬
寮
条)
が
、
東
廐
と
の
関
係
は
明
ら
か
で
な
い
。
令
で
は
衛
府
に
廐
の

規
定
が
み
ら
れ
な
い
が
、
衛
府
は
実
際
に
馬
を
用
い
て
宮
京
の
警
備
に
あ
た
る
か
ら
、

当
然
廐
が
必
要
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
東
廐
を
馬
寮
の
閑
に
限
定
し
て
考
え
る
必

要
は
な
い
。
さ
ら
に
当
時
の
官
人
に
と
っ
て
馬
が
交
通
の
主
た
る
手
段
で
あ
り
、
ま

た
陸
上
に
お
け
る
多
量
輸
送
の
も
っ
と
も
有
効
な
手
段
で
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
る

と
、
東
廐
を
衛
府
に
限
る
必
要
も
な
い
。
な
お
木
簡
に
み
え
る
廐
に
は
東
と
限
定
す

る
語
が
冠
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
当
然
こ
れ
以
外
に
西
廐
な
ど
複
数
の
廐
が
存
在
し

て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
こ
の
木
簡
は
後
述
す
る
よ
う
に
本
節
で
取

り
上
げ
た
他
の
大
多
数
の
木
簡
と
出
土
地
点
を
異
に
し
て
い
る
点
に
留
意
が
必
要
で

あ
る
。

廰
木
簡(

木
簡
二
九
一)

木
簡
二
九
一
に
は
「
廰
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
削
屑
で
あ
る
た
め
に
そ
の
内
容
を

す
べ
て
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

廰

ま
つ
り
ご
と
ど
のは

庁
事
、
す
な
わ
ち
政
庁
、
あ
る
い
は

曹
司
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
当
地
に
は
廰
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
官
人
が
執
務
・
勤
務

す
る
建
物
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
木
簡
に
は
「
廰
」
に
続
け
て
「
□

〔

間

□食
カ
〕左

兵
衛
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
廰
で

食
す
る
間
食
、
そ
れ
も
左
兵
衛
に
関
る
も
の
を
請
求
す
る
文
書
と
考
え
ら
れ
、
廰
に

勤
務
す
る
左
兵
衛
た
ち
な
ど
へ
の
間
食
支
給
の
事
実
を
確
認
で
き
る
。
な
お
間
食
は

木
簡
三
四
六
に
も
み
え
る
。

ま
た
木
簡
一
五
七
は
挽
物
の
蓋
で
あ
る
が
、
そ
の
内
外
両
面
に
人
馬
草
木
な
ど
を

画
い
た
絵
と
多
数
の
文
字
が
書
か
れ
て
い
る
。
文
字
の
多
く
は
習
書
で
あ
る
が
、
内

面
の
中
央
に
書
か
れ
た
「
曹
司
諸
人
」
だ
け
は
他
の
文
字
と
異
な
る
向
き
に
書
か
れ
、

こ
の
蓋
に
本
来
書
か
れ
て
い
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
も
当
地
に
お
け
る
曹
司

の
存
在
を
示
し
て
い
る
。

さ
ら
に
Ｓ
Ｄ
五
〇
か
ら
木
簡
と
共
に
出
土
し
た
土
師
器
の
皿
に
も
、
体
部
内
面
に

「
曹
」
と
墨
書
す
る
も
の
三
点
、
底
部
外
面
に
「
西
曹
乙
麻
呂
」
と
墨
書
す
る
も
の

一
点
、
ま
た
底
部
外
面
に
針
書
き
で
「
□
曹
□
」
と
書
く
も
の
一
点
が
あ
り
、
ま
た

須
恵
器
の
坏
に
も
底
部
外
面
に
「
司
」
と
墨
書
す
る
も
の
が
一
点
あ
る
。
こ
れ
ら
は

当
地
に
存
在
し
た
曹
司
で
用
い
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
「
西
曹
乙

麻
呂
」
と
記
す
土
師
器
皿
の
存
在
は
複
数
の
曹
司
と
そ
こ
に
勤
務
す
る
官
人
の
存
在

を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
墨
書
土
器
や
木
簡
一
五
七
・
二
九
一
の
出
土

は
、
曹
司
や
廰
に
間
食
な
ど
を
支
給
し
、
ま
た
土
器
な
ど
の
食
器
類
を
管
理
す
る
厨

の
よ
う
な
施
設
も
当
地
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
た
だ
し
後
述
す
る

よ
う
に
墨
書
土
器
は
こ
れ
ら
の
木
簡
と
出
土
地
点
を
異
に
し
、
木
簡
に
み
え
る
「
廰
」

や
「
曹
司
」
と
墨
書
土
器
の
「
曹
」
と
は
異
な
る
機
関
・
組
織
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ

た
可
能
性
も
残
る
。

督
曹
司(

木
簡
二
八)

「
督
曹
司
」
と
書
か
れ
た
木
簡
二
八
は
、
「
督
曹
司
」
に
「
食
座
」
を
購
入
す
る
た

め
の
費
用
と
し
て
銭
五
〇
文
を
請
求
し
た
、
大
型
の
木
簡
で
あ
る
。
「
督
」
は
先
述
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の
よ
う
に
左
右
兵
衛
・
左
右
衛
士
・
衛
門
の
五
衛
府
の
長
官
で
あ
り
、
「
督
曹
司
」

と
は
長
官
の
た
め
の
個
人
の
曹
司
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
当
地
が
上
記
の
五
衛
府
、

い
ず
れ
か
の
官
衙
自
体
で
あ
っ
た
と
は
考
え
難
く
、
当
然
「
督
曹
司
」
も
こ
こ
に
所

在
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
木
簡
も
銭
を
請
求
す
る
文
書
と
し
て
某
衛
府
の

「
督
曹
司
」
に
も
た
ら
さ
れ
、
銭
と
共
に
当
地
に
戻
り
、
お
そ
ら
く
当
地
あ
る
い
は

そ
の
周
辺
で
銭
五
〇
文
に
よ
っ
て
食
座
が
購
入
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ

て
当
地
に
は
某
衛
府
の
「
督
曹
司
」
、
さ
ら
に
某
衛
府
の
官
衙
が
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、

某
衛
府
に
対
し
て
「
督
曹
司
」
で
用
い
る
食
座
料
の
銭
の
支
給
を
請
求
で
き
る
機
関
、

す
な
わ
ち
某
衛
府
の
出
先
機
関
、
あ
る
い
は
食
座
購
入
の
た
め
に
某
衛
府
か
ら
当
地

に
遣
わ
さ
れ
た
使
な
ど
が
所
在
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
裏
の
日
下
に
み
え

る
御
使
当
継
は
そ
の
責
任
者
で
あ
ろ
う
。

こ
の
他
、「
□
丈
殿
」(

木
簡
六
七)

・
「
殿
」(

木
簡
五
二
二)
、
さ
ら
に
「
嶋
」(

木

簡
五
二)

・
「
西
嶋
」(

木
簡
七
三)

・
「
嶋
所
」(

木
簡
一
四
〇)
な
ど
「
嶋
」
に
関

る
施
設
ら
し
き
も
の
も
み
え
る
。
ま
た
「
人
給
所
」(

木
簡
七
八)

、「
□
人
所
」(

木

簡
二
九
二)

な
ど
が
あ
る
。
削
屑
の
中
に
は
「
所
」
の
文
字
を
記
し
た
も
の
が
多
数

あ
り
、
こ
れ
ら
の
中
に
は
当
地
に
存
在
し
た
機
関
・
組
織
名
を
記
し
た
も
の
も
含
ま

れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

以
上
か
ら
、
当
地
に
は
廰
あ
る
い
は
曹
司
な
ど
の
施
設
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
食

を
供
給
す
る
厨
な
ど
が
存
在
し
た
こ
と
、
そ
し
て
廰
・
曹
司
が
某
衛
府
の
命
を
受
け

て
物
資
の
購
入
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
職
務
を
果
た
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
憶
測
さ

れ
る
。

「
□

〔
葛
カ
〕野

府
所
」
「
春
日
□

〔
所
カ
〕」(

木
簡
三
六
九
・
三
七
一
・
六
〇
四)

当
地
と
関
係
の
深
い
施
設
あ
る
い
は
機
関
・
組
織
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
「
□

〔
葛
カ
〕野

府
所
」(

木
簡
三
六
九)

、「
春
日
□

〔
所
カ
〕」「

春
日
」(

木
簡
三
七
一
・
六
〇
四)

が
あ
る
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
地
名
を
冠
し
た
も
の
と
思
わ
れ
、
前
者
の
「
葛
野
」
は
山
城
国

葛
野
郡
あ
る
い
は
同
郡
葛
野
郷
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
春
日
」
は
、

現
在
大
原
野
神
社
の
所
在
す
る
京
都
市
西
京
区
大
原
野
南
春
日
町
お
よ
び
同
北
春
日

町
を
中
心
と
し
た
地
域
が
大
原
野
の
中
核
を
な
す
と
思
わ
れ
る
が
、
必
ず
し
も
古
く

遡
る
地
名
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
「
春
日
」
の
地
名
は
大
和
国
の
春
日

大
社
を
山
背
国
に
勧
請
し
て
以
降
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
大
原
野
神
社
が
何
時

か
ら
現
在
地
に
あ
っ
た
の
か
明
ら
か
で
な
い
。
社
伝
や
『
大
鏡
』
紙
背
な
ど
に
よ
れ
ば
、

そ
の
勧
請
は
延
暦
三
年(

七
八
四)

長
岡
遷
都
の
時
と
さ
れ
、
『
公
事
根
源
』
『
神
祇

正
宗
』な
ど
で
は
嘉
祥
三
年(

八
五
〇)

に
正
式
に
祭
る
こ
と
に
な
っ
た
と
す
る
が
、

平
安
時
代
初
期
の
確
実
な
史
料
で
は
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
仁
寿
元
年(

八
五
一)

二
月
乙
卯
条
の
「
別
制
二
大
原
野
祭
儀
一
、
一
准
二
梅
宮
祭
一
」
な
る
記
事
を
遡
り

得
な
い
。
こ
の
記
事
は
仁
寿
元
年
に
大
原
野
祭
儀
を
梅
宮
祭
に
準
じ
て
制
定
し
た
と

だ
け
書
い
て
い
る
か
ら
、
確
実
な
所
は
大
原
野
祭
が
す
で
に
こ
れ
以
前
に
始
ま
っ
て

い
た
と
の
事
実
だ
け
で
あ
り
、
『
公
事
根
源
』
『
神
祇
正
宗
』
の
記
載
が
こ
の
記
事
に

基
づ
い
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
春
日
神
の
大
原
野
へ
の
勧
請
の

時
期
は
特
定
で
き
な
い
が
、
こ
の
木
簡
に
み
え
る
「
春
日
」
が
大
原
野
の
中
心
地
あ

た
り
を
指
す
地
名
と
し
て
す
で
に
長
岡
京
期
に
あ
っ
た
と
す
る
と
、
社
伝
や
『
大
鏡
』

紙
背
の
記
す
よ
う
に
春
日
神
が
長
岡
遷
都
時
に
大
原
野
に
勧
請
さ
れ
た
こ
と
も
事
実
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と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
「
□

〔
葛
カ
〕野

府
所
」
と
「
春
日
□

〔
所
カ
〕」

が
如
何
な
る
性
格
の
機

関
・
組
織
で
あ
っ
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
な
お
「
春
」
と
書
か
れ
た
削
屑(

木

簡
六
〇
六
～
六
〇
九)

も
本
来
春
日
と
記
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
酒
人
内
親
王
所
」(

木
簡
三
六
四
～
三
六
七)

さ
ら
に
当
地
と
関
連
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
先
述
し
た
「
酒
人
内
親
王
所
」

と
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
削
屑
四
点(

木
簡
三
六
四
～
三
六
七)

が
あ
る
。
本
来
こ

れ
ら
と
同
じ
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
「
人
内
」(

木
簡
三
六
八)

や
「
親
王
所
」(

木

簡
三
七
〇)

と
書
い
た
も
の
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
こ
れ
ら
は
親
王
の
京
内
に
お

け
る
第
宅
・
居
所
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う

3
註

。

③　

職
務
に
関
る
木
簡

左
京
一
条
三
坊
六
・
十
一
町
の
地
で
行
わ
れ
た
職
務
に
関
す
る
木
簡
に
は
、
上
述

し
た
食
座
の
購
入
や
食
事
の
請
求
支
給
、
あ
る
い
は
門
の
警
備
な
ど
の
他
に
、
こ
れ

ら
と
同
様
に
如
何
な
る
官
司
に
お
い
て
も
共
通
し
て
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
職
務
と
、

当
地
特
有
の
職
務
に
関
っ
て
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。

宿
木
簡(

木
簡
六
〇
・
七
三)

宿
に
関
す
る
木
簡
は
わ
ず
か
二
点
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
の
す
べ
て
が
先
に
触
れ
た

嶋
と
記
す
木
簡
に
限
ら
れ
て
い
る
。

宿
は
、
公
式
令
百
官
宿
直
条
に
「
凡
内
外
百
官
、
司
別
量

二

 

事
閑
繁

一

 

、
各
於 

本

司 

分
番
宿
直
、
大
納
言
以
上
、
及
八
省
卿
、
不

レ

 

在
二

 

此
例

一

 

謂
、
尋
常
時
」
と
あ
る

よ
う
に
、
諸
司
が
そ
の
職
務
遂
行
上
必
要
な
場
合
、
そ
の
本
司
、
す
な
わ
ち
朝
堂
院

の
朝
堂
で
は
な
く
、
そ
の
外
に
設
け
ら
れ
た
曹
司
に
お
い
て
日
夜
宿と

の

い直
す
る
宿
直
制

度
の
う
ち
夜
勤
を
意
味
し
、
そ
の
場
合
、
諸
司
の
属
官
は
順
番
に
宿
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
た
。
各
官
司
で
は
、
各
々
に
お
い
て
宿
直
の
状
況
を
把
握
す
る
が
、
そ
の
責
任

は
四
等
官
の
う
ち
の
第
三
等
官
で
あ
る
判
官
が
負
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る(

職
員
令

神
祇
官
条)

。
ま
た
諸
司
の
宿
直
状
況
は
弁
官
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ(

職
員
令
太
政

官
条)

、
毎
日
諸
司
か
ら
弁
官
に
宿
直
官
人
の
名
簿
が
提
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
た(

『
延
喜
式
』
巻
十
一
太
政
官
宿
直
条)

。

こ
の
よ
う
な
宿
直
制
度
が
奈
良
時
代
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
正
倉
院
文
書
等
に

も
う
か
が
え
る
が
、
平
城
宮
跡
か
ら
は
宿
直
に
直
接
関
る
木
簡
が
ま
と
ま
っ
て
出
土

し
て
い
る
。
そ
れ
は
所
管
官
司(

式
部
省)

に
対
し
て
被
管
官
司(

大
学
寮
・
散
位

寮)

が
毎
日
の
宿
直
官
人
に
つ
い
て
報
告
し
た
解
様
式
の
文
書
木
簡
で
あ
る(

平
城

宮
木
簡
三
七
五
一
号
～
三
七
五
九
号

4
註

。
ま
た
某
省
の
宿
直
官
人
の
名
を
書
き
上
げ
た

歴
名
の
断
簡
か
と
み
ら
れ
る
も
の
も
出
土
し
て
い
る(

平
城
宮
木
簡
四
五
六
九
号

5
註

。

木
簡
六
〇
・
七
三
も
某
嶋
・
西
嶋
の
宿
に
あ
た
る
人
物
を
書
き
上
げ
た
も
の
で
、

当
地
左
京
一
条
三
坊
六
・
十
一
町
に
所
在
し
た
官
司
に
お
い
て
嶋
に
お
け
る
宿
が
管

理
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

着
到
木
簡(

木
簡
二
九
・
三
〇
・
三
一)

　

「
着
到
」
と
記
す
木
簡
が
三
点
出
土
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
木
簡
三
一
は
断
片
で

詳
細
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
が
、
木
簡
三
〇
は
完
形
で
あ
り
、
ま
た
木
簡
二
九
は
下

端
を
折
損
す
る
も
の
の
、
完
形
の
木
簡
三
〇
と
比
較
し
て
そ
こ
に
書
か
れ
る
べ
き
す

べ
て
の
要
件
が
記
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
木
簡
の
書

式
と
記
載
内
容
は
木
簡
二
九
お
よ
び
三
〇
か
ら
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
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ち
、
「
着
到
」
と
書
き
始
め
る
木
簡
は
、
書
式
が
「
着
到
＋
人
名
＋
月
日
」
で
あ
り
、

着
到
し
た
人
物
と
そ
の
月
日
を
明
記
し
、
あ
る
い
は
そ
の
こ
と
を
把
握
す
る
目
的
で

作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
今
一
つ
注
目
さ
れ
る
の
は
、
木
簡
二
九
に
複
数
の
人

名
が
一
緒
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
こ
の
木
簡
が
二
人
に
よ
っ
て
共
同

作
成
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
便
宜
一
方
の
人
物
の
作
成
し
た
も
の
に
他
方
が
書
き
加

え
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
木
簡
は
着
到
し
た
人
物
が
そ
れ
ぞ
れ
に
作

成
し
て
着
到
の
事
実
を
報
告
し
た
文
書
に
な
る
が
、
も
し
そ
う
で
な
い
と
す
る
と
、

反
対
に
当
地
に
着
到
し
た
人
物
を
把
握
す
る
必
要
の
あ
る
側(

後
述
す
る
よ
う
に
上

日
を
認
定
・
支
給
す
る
側)

で
、
毎
日
あ
る
い
は
着
到
し
た
人
物
の
あ
っ
た
時
に
作

成
し
た
記
録
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
書
式
や
そ
の
多
様
な
形
態
か
ら
す
る
と
、
前

者
の
可
能
性
が
強
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
と
も
決
め
難
い
。

さ
て
、
こ
れ
ら
の
木
簡
を
除
き
着
到
に
関
す
る
も
っ
と
も
年
代
の
遡
る
史
料
は
、

『
類
聚
符
宣
抄
』
巻
十
召
使
日
給
所
収
の
弘
仁
三
年(

八
一
二)
十
二
月
十
五
日
宣

旨
で
あ
る
。

右
大
臣
宣
、
召
使
、
身
直

二

 

太
政
官

一

 

、
着

二‐
到
散
位
寮

一

 

、
事
不

二

 

穏
便

一

 
、
自

レ

 

今
以
後
、
宜

下

 

依
二

 

寮
申
番
名

一

 

於
二

 

外
記
曹
司

一

 

給
二

 

其
上
日

一

 

、
番
別
下

上
レ

　

寮
、
又

以
二

 

厨
家
物

一

 

給
二

 

冬
夏
時
服

一

 

、
並
以
為

レ

 

例

弘
仁
三
年
十
二
月
十
五
日　

少
外
記
大
春
日
朝
臣
頴
雄
奉

右
に
引
い
た
よ
う
に
、
弘
仁
三
年
宣
旨
で
は
、
太
政
官
所
属
の
召
使
が
実
際
に
は

太
政
官(

外
記
局)

で
勤
務
し
な
が
ら
、
彼
ら
が
散
位
で
あ
る
が
故
に
上
日
を
散
位

寮
で
支
給
さ
れ
る
必
要
か
ら
形
式
的
に
散
位
寮
に
着
到
し
て
い
る
状
況
が
穏
当
で
な

い
と
し
て
、
今
後
は
こ
れ
を
改
め
て
散
位
寮
が
申
す
番
名
に
よ
っ
て
、
召
使
が
実
際

に
勤
務
す
る
外
記
曹
司(

外
記
局)

に
お
い
て
上
日
を
給
い
、
外
記
か
ら
番
別
に
散

位
寮
に
対
し
そ
の
結
果
を
報
告
す
る
こ
と
に
す
る
、
と
し
て
い
る
。

太
政
官
の
召
使
は
、
『
延
喜
式
』
巻
十
八
式
部
上
召
使
条
に
よ
る
と
、
散
位
か
ら

年
が
三
十
九
歳
以
下
の
容
儀
あ
る
も
の
十
人
を
式
部
省
が
選
び
、
五
人
で
一
番
、
全

部
で
二
番
に
分
け
ら
れ
て
太
政
官
に
勤
務
し
、
そ
の
上
日
は
番
毎
に
外
記
か
ら
式
部

省
に
送
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
散
位
寮
は
延
喜
式
の
編
纂
・
施
行
以
前
、

寛
平
八
年(

八
九
六)

九
月
七
日
太
政
官
符(

『
類
聚
三
代
格
』
巻
四)

に
よ
っ
て

式
部
省
に
併
合
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
寛
平
八
年
以
前
に
つ
い
て
は
『
延
喜
式
』
召
使

条
の
式
部
省
を
散
位
寮
に
置
き
換
え
て
、
散
位
寮
が
召
使
の
選
抜
を
行
い
、
そ
の
上

日
は
外
記
か
ら
散
位
寮
に
送
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
弘
仁
三
年
宣
旨
の
規
定
が

そ
れ
以
後
寛
平
八
年(

八
九
六)

ま
で
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
か
ら
、
着
到
と
は
官
司
に
お
け
る
勤
務
と
そ
れ
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
上
日

に
深
く
関
連
し
た
用
語
で
、
上
日
支
給
の
前
提
と
な
る
行
為
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ

る
。
そ
れ
故
に
本
来
の
身
分
が
散
位
で
あ
る
召
使
の
場
合
、
必
然
的
に
勤
務
は
太
政

官
で
し
な
が
ら
、
着
到
は
散
位
寮
で
行
う
と
い
う
矛
盾
が
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、『
延
喜
式
』
に
も
着
到
の
語
が
み
え
る
。
巻
十
九
式
部
下
国
忌
条
に
は
、

国
忌
斎
会
に
参
列
し
た
諸
官
人
の
う
ち
六
位
以
下
は
、
省
掌
の
所
に
着
到
し
、
史
生

が
そ
の
着
到
に
よ
っ
て
当
日
の
職
務(

堂
童
子
、
執
行
水
、
ま
た
衆
僧
前
な
ど)

を

分
配
し
、
上
抄
が
終
っ
た
な
ら
ば
、
式
部
省
の
録
が
簿
を
執
っ
て
諸
司
の
官
人
達
に

職
務
を
唱
示
し
、
官
人
た
ち
は
そ
の
後
各
々
の
職
務
の
所
に
向
か
い
、
職
務
を
果
た

1　左京第 203 次調査出土木簡の性格
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す
、
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
着
到
と
は
六
位
以
下
の
官
人
が
行
う
行
為
で
あ

る
と
共
に
、
そ
の
結
果
を
記
し
た
文
書
で
あ
り
、
式
部
省
が
国
忌
に
参
列
し
た
官
人

達
を
把
握
し
、
国
忌
に
お
い
て
彼
ら
に
よ
っ
て
果
た
さ
る
べ
き
職
務
を
分
配
す
る
根

拠
と
な
る
文
書
で
あ
っ
た
。
な
お
『
延
喜
式
』
巻
三
十
八
掃
部
寮
に
は
、
春
日
・
大

原
野
両
社
に
存
在
す
る
施
設
と
し
て
着
到
殿
な
る
建
物
が
み
え
、
ま
た
着
到
座
な
る

も
の
も
み
え
る
。

時
代
は
下
る
が
、
『
朝
野
群
載
』
巻
七
摂
籙
家
に
は
家
司
着
到
と
蔵
人
所
着
到
と

呼
ば
れ
る
二
通
の
着
到
な
る
文
書
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
家
司
着
到
は
天
仁

三
年(

一
一
一
〇)

二
月
日
の
年
月
日
を
有
す
る
も
の
で
、
同
月
一
日
か
ら
五
日
ま

で
の
分
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
文
末
に
「
以
下
如

レ

 

此
可

レ

 

書
二

 

卅
箇
日

一

 

」
と
書

か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
来
、
一
月
分
、
一
日
か
ら
三
十
日

ま
で
の
着
到
の
状
況
を
記
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
蔵
人
所
着
到
も
同
じ
く
天

仁
三
年
二
月
の
も
の
で
、
一
・
二
両
日
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
も
や
は
り

文
末
に
「
以
下
如
此
書
卅
箇
日
」
と
書
か
れ
て
い
る
か
ら
、
本
来
一
月
分
の
着
到
状

況
を
記
録
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
共
に
摂
政
藤
原
忠
実
の
家
政
機
関
で

作
成
さ
れ
た
記
録
で
、
毎
日
着
到
し
た
摂
政
家
の
家
司
と
蔵
人
所
の
別
当
以
下
職
員

の
直
・
宿
の
状
況
を
一
月
分
日
毎
に
書
き
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
上
日(

直)

や
上

夜(

宿)

を
記
録
す
る
た
め
の
も
の
と
し
て
は
、
清
涼
殿
の
殿
上
間
に
置
か
れ
た
日

給
簡
が
あ
る
。
こ
れ
は
殿
上
人
の
官
位
姓
名
を
記
し
た
木
札
で
、
人
毎
に
放

は
な
ち
か
み

紙
を

貼
っ
て
毎
日
勤
務
状
況
を
記
録
し
、
翌
月
の
朔
日
に
な
る
と
一
月
分
の
勤
務
状
況
を

記
録
し
た
放
紙
を
交
換
し
て
前
月
の
勤
務
状
況
を
集
計
し
た
月
奏
を
作
り
、
蔵
人
か

ら
天
皇
に
上
奏
さ
れ
た
。
『
朝
野
群
載
』
第
五
朝
儀
下
に
は
五
種
類
の
月
奏(

殿
上

月
奏
・
蔵
人
所
月
奏
・
瀧
口
月
奏
・
小
舎
人
月
奏
・
内
侍
所
月
奏)

が
収
め
ら
れ
て

い
る
が
、
い
ず
れ
も
人
毎
に
一
月
分
の
上
夜
数
が
書
か
れ
、
摂
政
家
の
二
種
の
着
到

と
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
日
給
簡
は
、
各
人
の
勤
務
状
況(

上
日
・

上
夜
数)

を
把
握
す
る
目
的
で
、
勤
務
日
数
だ
け
を
加
え
て
ゆ
き
、
或
月
の
何
日
に

勤
務
し
た
か
を
ま
っ
た
く
記
さ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
着
到
は
、
毎
日
勤
務
し
た
者

の
名
を
日
毎
に
書
き
加
え
る
だ
け
で
、
機
関
と
し
て
の
毎
日
の
勤
務
状
況
を
把
握
す

る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
各
人
の
勤
務
状
況(

上
日
・
上
夜
数)

を
把
握
す
る
た
め

の
も
の
で
は
な
い
。
も
し
人
毎
に
勤
務
状
況(

上
日
・
上
夜
数)

を
把
握
す
る
必
要

が
生
じ
た
場
合
に
は
、
着
到
を
元
に
さ
ら
に
新
し
く
文
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
着
到
は
、
日
給
簡
に
よ
る
人
毎
の
上
日
・
上
夜

数
の
把
握
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
目
的
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
着
到
な
る
文
書
一
通
に
対
し
て
毎
日
書
き
加
え
が
行
わ
れ
た
の
か
、
あ
る
い

は
通
常
は
別
の
紙
に
書
き
留
め
た
も
の
を
月
末
あ
る
い
は
翌
月
初
め
に
ま
と
め
た

も
の
が
着
到
で
あ
る
の
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
『
朝
野
群
載
』
に
引
か
れ
た
家
司
着

到
・
蔵
人
所
着
到
の
い
ず
れ
も
が
卅
箇
日
全
部
を
書
か
ず
、
文
末
に
「
以
下
如

レ

 

此

可
レ

 

書
二

 

卅
箇
日

一

 

」
な
ど
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
前
者
の
可
能
性
が
高
い
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

『
朝
野
群
載
』
に
収
め
る
こ
れ
ら
着
到
と
名
付
け
ら
れ
た
文
書
と
着
到
木
簡
と
の

関
係
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
着
到
木
簡
が
特
定
の
一
日
だ
け
に
つ
い
て
記

し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
両
者
の
関
係
は
、
毎
日
の
着
到
を
報
告
あ
る
い
は
記
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録
し
た
木
簡
を
前
提
に
、
そ
れ
を
一
月
毎
に
毎
日
の
着
到
状
況
を
記
し
た
紙
の
文
書

が
作
成
さ
れ
る
段
階
が
長
岡
京
期
に
あ
り
、
や
が
て
毎
日
の
着
到
を
直
接
紙
の
文
書

に
毎
日
記
録
す
る
よ
う
に
な
っ
て
作
成
さ
れ
た
の
が
『
朝
野
群
載
』
に
載
せ
る
二
種

の
着
到
で
は
な
い
か
と
憶
測
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
た
だ
両
者
は
年
代
的
に
三
百
年

以
上
を
隔
て
て
お
り
、
果
た
し
て
そ
の
よ
う
な
直
接
的
関
係
を
両
者
の
間
に
直
ち
に

想
定
し
て
よ
い
か
疑
問
が
残
る
。

以
上
、
宿
木
簡
や
着
到
木
簡
は
宿
直
、
上
日
・
上
夜
な
ど
勤
務
状
況
の
管
理
を
行

う
た
め
の
も
の
で
、
種
々
の
職
務
を
分
掌
す
る
多
数
の
官
司
に
あ
っ
て
共
通
し
て
行

わ
れ
た
職
務
に
関
っ
て
作
成
さ
れ
た
木
簡
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
以
下
で
述
べ
る

木
簡
は
当
地
に
所
在
し
た
機
関
・
組
織
の
固
有
の
性
格
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

榑
進
上
状
木
簡(

木
簡
一
七
～
二
〇
・
二
一
・
二
九
五)

榑
の
進
上
状
が
六
点
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
て
い
る
。
榑
の
進
上
状
の
う
ち
原
形
を

保
つ
木
簡
一
七
～
十
九
の
三
点
、
お
よ
び
一
部
を
欠
く
木
簡
二
〇
は
、
い
ず
れ
も
日

下
に
み
え
る
板
茂
千
依
が
作
成
者
で
、
彼
が
川
原
万
呂(

木
簡
一
七
・
一
八)
・
的

乙
公(

木
簡
一
九)

・
的
笠
万
呂(

木
簡
二
〇)

を
使
と
し
て
榑
を
進
上
す
る
旨
を

記
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
榑
は
当
地
で
そ
の
進
上
の
責
任
を
負
う
板
茂
千
依
な
る

一
人
の
管
理
者
の
も
と
、
複
数
の
人
物
を
毎
回
使
に
充
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
進
上
さ

れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
こ
れ
ら
の
他
に
木
簡
二
二
・
二
三
・
二
五
・
二
六
な

ど
は
榑
の
進
上
状
で
あ
る
可
能
性
が
強
く
、
ま
た
板
茂
千
依
の
名
の
み
え
る
木
簡

三
七
七
・
六
七
九
も
榑
進
上
状
を
再
利
用
し
た
際
に
で
き
た
削
屑
で
あ
る
か
も
知
れ

な
い
。

こ
れ
ら
の
う
ち
木
簡
一
七
と
一
八
は
同
一
月
日
の
進
上
状
で
、
し
か
も
使
が
い
ず

れ
も
川
原
万
呂
で
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
同
じ
日
に
川
原
万
呂
を
使
と
し
て

進
上
さ
れ
た
榑
の
運
送
に
関
る
二
通
の
進
上
状
で
あ
ろ
う
。
た
だ
問
題
は
、
こ
れ
が

一
回
の
運
送
に
関
る
の
か
、
そ
れ
と
も
同
じ
日
に
二
回
以
上
運
送
が
行
わ
れ
た
こ
と

を
意
味
す
る
の
か
が
明
ら
か
で
な
い
こ
と
で
あ
る
。
前
者
で
あ
る
な
ら
、
運
送
の
車

一
両
毎
に
一
通
の
進
上
状
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
も
し
そ
の
よ
う
な
煩
雑
な

文
書
作
成
が
行
わ
れ
た
と
す
る
な
ら
、
榑
は
一
人
の
使
の
統
率
の
も
と
で
、
何
両
も

の
車
に
一
両
十
六
村
の
車
載
規
則
に
準
拠
し
分
載
さ
れ
て
運
ば
れ
た
が
、
そ
の
よ
う

な
こ
と
は
一
日
に
何
度
も
行
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
き
わ
め
て
限
ら
れ
た
回
数
で
、

あ
る
い
は
一
度
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
も
し
こ
の
よ
う
な
煩
雑

な
文
書
作
成
状
況
を
想
定
し
な
い
な
ら
ば
、
後
者
の
よ
う
に
、
原
則
と
し
て
一
回
に

使
一
人
に
車
一
両
で
、
そ
れ
に
載
せ
得
る
十
六
村
の
榑
を
運
び
、
榑
の
到
着
状
況
に

応
じ
て
日
に
何
度
も
継
続
的
に
運
送
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
と
も
想
定
で
き

る
が
、
た
だ
木
簡
一
八
の
裏
に
態
々
「
一
長
押
以
二
今
日
夕
一
進
上
以
解
」
と
記
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
後
者
の
可
能
性
の
方
が
高
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
て
、
榑
の
進
上
状
で
特
に
注
目
す
べ
き
は
、
先
の
よ
う
な
進
上
文
言
の
上
に

重
ね
て
異
筆
で
、
し
か
も
朱
に
よ
っ
て
「
請
」
「
少
志
」
と
書
か
れ
て
い
る(

木
簡

一
七
～
一
九)

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
朱
書
は
榑
を
受
け
取
っ
た
側
で
担
当
者
が
確
か

に
受
け
取
っ
た
旨
を
意
味
す
る
「
請
」
の
字
を
書
き
、
さ
ら
に
そ
の
官
職
で
あ
る
「
少

志
」
を
記
し
て
責
任
の
所
在
を
明
記
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
受
け
取
っ
た
側
の
担
当

1　左京第 203 次調査出土木簡の性格
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者
が
官
職
の
み
を
記
し
て
い
る
点
は
、
進
上
状
が
使
と
共
に
当
地
に
還
っ
た
時
に
官

職
の
み
で
担
当
者
を
特
定
・
確
認
で
き
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
榑

の
進
上
に
伴
っ
て
当
地
と
某
衛
府
と
の
間
を
往
復
し
た
こ
れ
ら
の
木
簡
は
、
某
衛
府

の
管
下
で
当
地
に
あ
る
施
設
・
機
関
か
ら
、
本
府
で
あ
る
某
衛
府
に
造
営
用
の
榑
を

進
上
す
る
際
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

木
簡
二
〇
は
い
ず
れ
の
箇
所
に
も
朱
書
が
な
く
、
あ
る
い
は
こ
の
木
簡
に
対
し
て

は
別
に
返
抄
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
第
二
〇
三
次
調
査
で
は
他
に

榑
の
進
上
に
対
し
て
出
さ
れ
た
返
抄
に
あ
た
る
と
思
わ
れ
る
木
簡
が
出
土
し
て
い
な

い
か
ら
、
現
在
の
所
で
は
、
正
式
の
返
抄
は
作
成
さ
れ
ず
、
進
上
状
に
受
け
取
り
側

の
担
当
者
が
受
け
取
っ
た
旨
の
文
言
を
追
記
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
済
ま
さ
れ
た
と
考

え
て
お
き
た
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
も
榑
の
進
上
と
受
領
が
某
衛
府

の
内
部
で
完
結
し
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
木
簡
の
形
態
上
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
上
端
付
近
に
径
四
㎜
前
後
の
小

穴
が
空
け
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
か
も
小
穴
は
木
簡
の
表
裏
に
書
か
れ
た
文
言

を
避
け
る
こ
と
な
く
こ
れ
と
重
複
し
て
空
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
進
上
状
が
当
地
に

還
っ
て
か
ら
整
理
の
た
め
に
空
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
当
地
で
は
受
け
取
り
文
言

を
書
き
加
え
ら
れ
て
還
っ
て
き
た
木
簡
に
穴
を
開
け
、
紐
で
綴
っ
て
保
管
し
、
お
そ

ら
く
こ
れ
ら
を
基
に
日
毎
の
榑
の
進
上
を
記
録
し
た
紙
の
文
書
が
作
成
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

な
お
木
簡
一
八
の
裏
に
は
先
に
も
触
れ
た
が
「
一
長
押
以

二

 

今
日
夕

一

 

進
上
以
解
」

と
書
か
れ
、
当
地
か
ら
某
衛
府
へ
は
榑
ば
か
り
で
な
く
、
長
押
も
進
上
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
榑
の
進
上
状
の
う
ち
木
簡
二
九
五
は
削
屑
で
あ
る
か
ら
、

榑
進
上
状
は
一
度
の
使
用
で
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
再
利
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
で
、
す
で
に
第
二
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
進
上
状
が
付
せ
ら

れ
た
榑
は
、
『
延
喜
式
』
巻
三
十
四
木
工
寮
車
載
条
に
「
榲
榑
十
六
村
、(

中
略)

、

各
載

二

 

一
両

一

 

、
駄
減

二

 

三
分
之
二

一

 

」
と
あ
る
よ
う
に
、
車
に
載
せ
て
運
ば
れ
た
と
考

え
ら
れ
、
ま
た
同
条
に
榑
の
車
載(

一
両
の
車
に
積
載
す
る
荷
の
基
準
と
す
べ
き
数

量
、
車
荷
と
も
記
す)

を
十
六
村
と
明
記
し
て
い
る
こ
と
は
、
当
然
榑
一
村
が
一
定

の
規
格
化
さ
れ
た
法
量
を
持
つ
材
で
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
『
延
喜
式
』
で
は
車
載
条
に
続
く
桴
擔
条
の
冒
頭
に
「
桴
擔　

榲
榑
五
十
村
各

長
一
丈
二
尺
、
広
六
寸
、
厚
四
寸
、
積
一
十
二
万
寸
」
と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、

榲
榑
は
長
さ
一
丈
二
尺
、
幅
六
寸
、
厚
さ
四
寸
の
法
量
を
持
つ
角
材
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
榑
の
法
量
と
車
載
の
変
遷
に
つ
い
て
は
『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
八
材
木
事

に
関
連
す
る
史
料
が
あ
る
。
ま
ず
延
暦
十
年(

七
九
一)

六
月
二
十
二
日
榑
の
規
格

に
関
す
る
太
政
官
符
が
出
さ
れ
て
い
る
。

太
政
官
符

応
レ

 

定
二

 

榑
丈
尺

一

 

事

右
被

二

 

右
大
臣
宣

一

 

偁
、
奉

レ

 

勅
、
今
聞
、
大
和
摂
津
山
城
伊
賀
近
江
丹
波
播
磨
等
国
、

公
私
交
易
之
榑
、
多
有

レ

 

違
レ

 

法
、
徒
費

二

 

其
価
、
不

レ

 

中
二

 

支
用

一

 

、
此
則
故
挟

二

 

奸
心

一

 

、
詐
偽

二

 

公
私

一
 

、
宜
仰
所

レ

 

出
国

一

 

、
長
一
丈
二
尺
、
広
六
寸
、
厚
四
寸
令

レ

 

作
、
若

不
二

 

改
正

一

 

、
猶
有

二
 

違
犯

一

 

、
国
郡
司
等
准

レ

 

状
推
科
、
又
売
買
人
加

二

 

刑
罰

一

 

、
物
実
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擬
二

 
没
官

一

 

、
自

レ

 

今
以
後
、
永
為

二

 

恒
例

一

 
延
暦
十
年
六
月
廿
二
日

こ
の
官
符
に
記
す
榑
の
規
格
は
『
延
喜
式
』
巻
三
十
四
木
工
寮
桴
擔
条
と
一
致

す
る
が
、
榑
の
車
載
が
八
世
紀
末
頃
に
十
六
村
で
あ
っ
た
か
明
確
で
な
い
。
貞
観

十
年
三
月
十
日
太
政
官
符
は
「
禁
二

‐
制
材
木
短
狭
一

及
定
二

不
レ

 

如
レ

 

法
材
車
荷
一

一

事
」
な
る
事
書
を
持
ち
、
榲
榑
の
車
載
を
二
十
村
と
定
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
符

所
引
の
貞
観
七
年(

八
六
五)

九
月
十
五
日
太
政
官
符
に
よ
る
と
、
三
年
前
の
貞
観

七
年
に
は
榲
榑
の
車
載
が
三
十
二
村
と
さ
れ
て
い
た
。
貞
観
七
年
に
出
さ
れ
た
官
符

は
、
度
々
の
禁
制
に
も
関
ら
ず
「
不
レ

如
レ

法
」
の
榑
以
下
の
材
を
、
規
格
通
り
に

せ
よ
と
命
じ
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
す
で
に
あ
る
「
不
法
材
」
に
つ
い
て
は
、

官
符
到
着
後
一
二
〇
日
以
内
に
全
部
売
り
尽
く
さ
せ
る
こ
と
と
し
、
そ
の
際
の
車
載

に
つ
い
て
は
特
に
榲
榑
は
三
十
二
村
と
し
、
売
り
尽
く
し
た
後
は
本
来
の
車
荷
に
復

旧
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
問
題
は
、
「
不
法
材
」
処
理
の
た
め
の
榑
の
車
荷
が

整
斉
な
数
で
な
く
、
三
十
二
村
と
い
う
半
端
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り

三
十
二
村
と
い
う
半
端
な
数
字
が
一
体
何
に
基
づ
い
て
規
定
さ
れ
た
か
で
あ
る
。
お

そ
ら
く
、
三
十
二
村
と
い
う
半
端
な
数
字
は
、
規
格
に
合
っ
た
榑
の
車
載
が
こ
れ
以

十
六
村
で
あ
っ
た
事
実
に
よ
り
、
そ
れ
を
倍
に
し
て
導
か
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
た
が
っ
て
第
二
〇
三
次
調
査
で
出
土
し
た
榑
の
進
上
状
に
記
す
十
六
村
が
貞
観
七

年
以
前
の
車
載
と
一
致
し
、
こ
れ
ら
の
榑
が
車
に
積
載
さ
れ
て
運
ば
れ
た
と
の
推
定

に
特
に
問
題
は
な
い
。

さ
て
、
延
暦
十
年(

七
九
一)

官
符
は
長
岡
京
期
の
も
の
で
あ
る
点
に
お
い
て
特

に
留
意
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
官
符
で
は
、
長
岡
京
の
造
営
期
に
大
和
以
下
の
諸

国
に
お
い
て
公
私
を
問
わ
ず
交
易
さ
れ
る
榑
の
規
格
が
「
法
」
に
違
い
、
そ
の
た
め

に
「
支
用
」
に
堪
え
な
か
っ
た
事
実
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
以
前
す
で
に
榑

の
規
格
に
関
す
る
「
法
」
が
存
在
し
、
榑
に
一
定
の
規
格
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ

と
、
そ
し
て
長
岡
京
の
造
営
に
あ
た
り
公
私
共
に
そ
れ
ら
の
法
に
よ
っ
た
榑
を
多
量

に
必
要
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
延
暦
十
年
は
長
岡
京
造
営
の
第
二
期
が
始
ま

る
延
暦
八
年

6
註(

七
八
九)

と
長
岡
廃
都
・
平
安
遷
都
が
実
行
さ
れ
る
延
暦
十
三
年

(

七
九
四)

と
の
丁
度
中
間
に
位
置
し
、
延
暦
十
年
に
お
い
て
も
長
岡
京
の
造
営
事

業
は
ま
す
ま
す
大
規
模
化
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。

進
物
木
簡(

木
簡
三
六
・
三
七)

「
進
物
」
と
書
き
出
す
木
簡
は
二
点
し
か
な
い
が
、
そ
れ
と
共
通
す
る
記
載
の
内

容
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
も
の
が
他
に
も
数
点(

木
簡
三
九
～
四
二)

あ
る
。
こ
れ
ら

の
う
ち
書
式
の
も
っ
と
も
完
備
し
た
も
の
は
木
簡
三
六
で
、
木
簡
三
七
・
四
一
な
ど

を
参
考
に
す
る
と
、「
進
物
」
と
書
き
出
す
木
簡
の
書
式
は
、
日
付
＋
「
進(

作)

物
」

＋
人
名
＋
鑿
・
穿
・
磨
＋
数
字
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
「
進

物
」
で
書
き
始
め
る
木
簡
は
日
毎
に
工
人
と
考
え
ら
れ
る
人
た
ち
が
鑿
・
穿
・
磨
と

い
う
作
業
を
い
く
つ
行
っ
た
か
を
記
録
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
進
物
木
簡
で
も
っ
と
も
大
き
な
問
題
は
、「
進
物
」
の
対
象
と
さ
れ
た
「
物
」

が
一
体
何
で
あ
っ
た
か
に
あ
る
が
、
「
物
」
を
推
測
す
る
に
あ
た
っ
て
注
目
さ
れ
る

記
載
は
、
穿
・
鑿
・
磨
と
書
い
た
箇
所
で
あ
る
。

ま
ず
、
「
穿
」
に
つ
い
て
見
る
と
、
『
延
喜
式
』
巻
三
十
四
木
工
寮
車
載
条
に
「
旧

1　左京第 203 次調査出土木簡の性格
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材
積
三
万
寸

除
二

彫

穿
一

積

、
雑
材
積
二
万
七
千
寸
但
飛
檐
簀
子
等
類
、
竝
准
二

旧
材
一

」
と
あ
る
。

旧
材
を
車
に
積
む
場
合
の
積
載
量
三
万
立
方
寸
に
つ
い
て
、
割
書
き
で
「
彫
穿
」
を

除
く
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
旧
材
が
「
彫
穿
」
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
も
の

で
あ
る
。
ま
た
雑
材
の
積
載
量
二
万
七
千
立
方
寸
に
対
す
る
割
書
き
に
「
飛
檐
簀
子

等
類
、
竝
准
旧
材
」
と
但
し
書
き
さ
れ
、
旧
材
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
「
飛
檐
簀
子
」

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。こ
れ
ら
が
旧
材
に
準
じ
な
が
ら
雑
材
の
扱
い
を
受
け
た
の
は
、

お
そ
ら
く
旧
材
に
比
べ
て
小
型
で
、
主
要
な
建
築
材
で
な
い
と
み
な
さ
れ
た
か
ら
で

あ
ろ
う
が
、
当
然
、
棰
あ
る
い
は
簀
子
と
し
て
用
い
る
た
め
に
加
工
が
施
さ
れ
て
い

た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
旧
材
の
「
彫
穿
」
は
、
こ
れ
ら
に
比
べ
る
と
大
型
で
主
要
な
材

(

建
築
の
構
造
用
材)

で
あ
る
柱
や
桁
・
梁
な
ど
で
、
建
物
の
組
み
上
げ
に
必
要
な

箇
所
に
は
「
彫
穿
」(

ほ
ぞ
と
ほ
ぞ
穴
な
ど)

が
施
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
か
ら
、
「
穿
」
と
は
建
築
用
材
の
加
工
に
関
る
作
業
を
示
す
も
の
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
榑
進
上
木
簡
の
う
ち
の
一
点
、
木
簡
一
八
の
裏
に
「
一

長
押
以
今
日
夕
進
上
以
解
」
と
書
か
れ
、
榑
だ
け
で
な
く
長
押
な
ど
一
定
の
加
工
が

施
さ
れ
た
材
を
当
地
か
ら
進
上
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

次
に
「
鑿
」
で
あ
る
が
、
木
材
の
加
工
に
は
鑿(

の
み)

が
用
い
ら
れ
た
と
思
わ

れ
も
の
の
、
『
延
喜
式
』
に
は
木
材
加
工
に
関
す
る
作
業
で
「
鑿
」
を
用
い
た
も
の

は
見
当
た
ら
な
い
。
む
し
ろ
金
属
製
品
な
ど
に
対
し
「
鑿
」
の
行
わ
れ
た
こ
と
が
、

巻
四
十
一
弾
正
台
に
み
え
て
い
る
。

凡
市
人
集
時
、
入

レ

 

市
召
二

市
司
一

、
令
二

市
鄽
静
定
一

、
毎

レ

 

肆
巡
行
糺
二
‐
弾
非
違
一

、

謂
錦
紗
綾
紵
、
若
濶
盈
二

一
尺
九
寸
一

、
長
不
レ

盈
二

六
丈
、　
　
　

又
売
物
者
中

有
行
濫
及
横
刀
鞍
等
不
レ

題
二

‐
鑿
造
者
姓
名
一

之
類
上

こ
れ
は
、
関
市
令
出
売
条
に
「
凡
出
売
者
、
勿
レ

為
二

行
濫
一

、
其
横
刀
、
槍
、
鞍
、

漆
器
之
属
者
、
各
令

レ

 

題
二

鑿
造
者
姓
名
一

」
と
あ
る
の
を
受
け
、
『
延
喜
式
』
で
規

定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
鑿
」
は
横
刀
、
槍
、
鞍
、
漆
器
な
ど
を
彫
る
こ
と
で
あ
り
、

「
穿
」
に
類
似
し
た
行
為
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
「
磨
」
も
金
属
製
品
な
ど
に
関
し
て
み
え
る
。
『
延
喜
式
』
巻
十
七
内
匠
寮

で
は
銀
器
の
作
成
に
あ
た
り
、
火
工
・
轆
轤
工
と
共
に
磨
が
み
え(

銀
器
条)

、
御

鏡
の
作
成
に
お
い
て
も
工
人
と
し
て
鋳
工
と
共
に
磨
き
が
あ
げ
ら
れ(

御
鏡
条)

、

ま
た
内
外
印(

内
印
・
外
印
条)

、
諸
司
諸
国
印(

諸
司
印
・
諸
国
印
条)

の
鋳
造

で
も
取
臈
様
工
、
鋳
と
共
に
磨
が
み
え
る
。
金
属
製
品
で
は
な
い
が
、
年
料
で
あ

る
五
尺
屏
風
骨
五
十
帖
の
作
成
に
宛
て
ら
れ
た
単
功
二
千
八
十
四
人
の
内
訳
と
し

て
、
作
骨
工
、
作
肱
金
工
、
火
作
、
鏤
打
堺
瑩
、
作
花
形
釘
、
鋳
、
錯
、
塗
瑩
と
共

に
、
錯
磨
が
み
え
る(

屏
風
条)

。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
磨
」
と
い
う
作
業
を
担

当
す
る
工
人
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
他
、
巻
三
十
四
木
工
寮
で
は
磨
床
案
等
料
と
し

て
木
賊
大
二
斤
が
計
上
さ
れ(

年
料
条)

、
巻
三
十
九
内
膳
司
で
も
磨
刀
子
料
と
し

て
砥
三
顆
、
巻
四
十
九
兵
庫
寮
で
は
二
季
大
祓
に
用
い
る
横
刀
の
磨
刀
料
と
し
て
伊

予
砥
二
顆
、
麁
砥
二
顆
、
稟
八
囲
が
掲
げ
ら
れ
、
ま
た
征
箭
の
作
成
に
あ
た
り
削
節

洗
磨
・
精
磨
あ
る
い
は
打
箭
鏃
錯
磨
な
ど
の
作
業
が
行
わ
れ
、
烏
装
横
刀
に
は
麁
砥

磨
、
中
磨
、
精
磨
、
挂
甲
に
は
麁
磨
、
砥
磨
、
青
砥
磨
な
ど(

大
祓
横
刀
条)

、「
磨
」

に
も
数
段
階
の
工
程
が
み
ら
れ
る
も
の
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
多
く
は
金
属
製
品
に

対
す
る
仕
上
げ
の
工
程
で
の
磨
き
の
作
業
を
「
磨
」
と
称
し
、
砥
石
や
藁
・
木
賊
な

ど
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
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杭
状
木
簡(

木
簡
一
一
五)

木
簡
一
一
五
は
長
さ
六
二
㎝
余
り
、
径
三
・
五
㎝
ほ
ど
の
杭
で
、
頭
部
よ
り
七
㎝

下
方
か
ら
尖
端
に
向
か
っ
て
一
七
㎝
ほ
ど
、
二
・
五
㎝
の
幅
で
平
坦
に
削
り
、
「
近

衛
府
所
」
と
墨
書
し
て
い
る
。
下
部
に
は
抉
り
が
あ
っ
て
、
先
端
を
尖
ら
し
て
い
る

か
ら
、
当
然
、
地
面
な
ど
に
刺
し
て
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
そ
れ
が
護

岸
の
杭
の
よ
う
に
打
ち
込
ま
れ
た
ま
ま
、
長
期
に
わ
た
っ
て
そ
の
場
に
定
置
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
機
能
を
果
た
し
た
も
の
と
は
考
え
難
く
、
地
面
な
ど
に
突
き
刺

さ
れ
て
何
ら
か
の
機
能
を
果
た
し
た
後
、
直
ち
に
抜
か
れ
捨
て
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

因
み
に
『
延
喜
式
』
巻
四
十
二
左
京
職
堀
河
杭
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
平
安
京
堀
河

の
杭
は
「
長
八
尺
以
下
七
尺
以
上
、
本
径
五
寸
、
末
径
三
寸
」
で
、
木
簡
一
一
五
の

法
量
を
は
る
か
に
越
え
て
い
る
。

時
期
は
降
る
が
、
同
様
の
も
の
が
鳥
羽
離
宮
跡
で
も
四
点
出
土
し
て
い
る
。
し
か

し
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
樹
皮
の
残
る
い
か
に
も
杭
ら
し
い
も
の
で
な
く
、
い
ず
れ
も

加
工
し
た
板
材
で
あ
る
点
に
お
い
て
木
簡
一
一
五
と
異
な
る
。

鳥
羽
離
宮
跡
出
土
の
も
の
の
う
ち
一
点
は
、
木
簡
一
一
五
と
同
じ
よ
う
な
法
量

(

長
さ
六
一
㎝
、
幅
四
・
五
㎝)

で
、
長
方
形
の
板
材
の
上
端
部
に
「
検
非
違
使
所

別
当
弐
尺
□
」
と
墨
書
し
、
下
端
に
向
け
て
次
第
に
細
く
尖
ら
せ
て
い
る

7
註

。
こ
れ
は

近
衛
天
皇
陵
を
め
ぐ
る
突
堤
状
遺
構
の
土
留
め
跡
の
埋
土
か
ら
出
土
し
、
土
留
め
跡

に
は
面
取
り
さ
れ
た
杭
が
打
ち
込
ま
れ
、
半
裁
さ
れ
た
竹
が
絡
ま
せ
ら
れ
て
い
た
。

も
し
こ
の
墨
書
の
あ
る
も
の
も
杭
で
あ
る
な
ら
、
そ
こ
に
書
か
れ
た
内
容
は
当
然
土

留
め
に
関
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
二
尺
と
い
う
寸
法
は
如
何
に
し
て
も
短
す
ぎ

る
。こ

れ
と
同
様
の
形
状
を
持
つ
も
の
が
こ
の
他
に
も
三
点
あ
る
。
ま
ず
東
殿
推
定
地

に
お
け
る
調
査
で
検
出
し
た
堀
状
の
遺
構(

幅
六
ｍ
以
上
で
、
東
西
に
流
れ
る)

か

ら
上
記
の
も
の
と
同
様
の
内
容
を
記
し
た
も
の
が
二
点
出
土
し
て
い
る

8
註

。
木
簡
が
出

土
し
た
堀
状
遺
構
は
、
調
査
知
見
に
よ
れ
ば
、
遅
く
と
も
鎌
倉
時
代
ま
で
に
は
確
実

に
造
ら
れ
、
そ
の
後
江
戸
時
代
ま
で
く
ぼ
み
状
で
残
存
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

木
簡
は
い
ず
れ
も
頭
部
を
圭
頭
状
に
削
り
、
そ
の
上
部
に
一
点
は
「
芹
川
二
丈
一
尺
」
、

も
う
一
点
は
「
鳥
羽
二
丈
一
尺
」
と
墨
書
す
る
。
残
念
な
が
ら
後
者
の
も
の
は
下
半

を
失
い
、
全
形
の
判
明
す
る
の
は
前
者
だ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
下
端
に
向
か
い
次

第
に
尖
ら
さ
れ
て
い
る
。
全
長
は
五
一
・
四
㎝
で
先
の
も
の
に
比
べ
る
と
や
や
短
い

が
、
い
ず
れ
も
幅
は
四
・
五
㎝
と
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
厚
さ
は
わ
ず
か
に
三
ミ
リ
程

度
で
、
通
常
の
木
簡
と
同
じ
よ
う
に
薄
く
、
杭
の
如
く
長
き
に
わ
た
っ
て
打
ち
置
か

れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
墨
書
の
冒
頭
に
書
か
れ
た
「
芹
川
」
と
「
鳥
羽
」
は
共

に
地
名
と
思
わ
れ
、
そ
の
下
に
書
か
れ
た
「
二
丈
一
尺
」が
共
通
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

両
者
は
同
一
目
的
で
こ
の
堀
状
遺
構
で
用
い
ら
れ
た
可
能
性
が
強
い
。
前
述
の
も
の

に
書
か
れ
た
寸
法
が
「
弐
尺
□
」
で
わ
ず
か
六
〇
㎝
足
ら
ず
で
あ
る
の
に
対
し
、「
二

丈
一
尺
」
は
六
・
三
ｍ
ほ
ど
と
か
な
り
の
寸
法
に
な
り
、
あ
る
い
は
土
留
め
な
ど
何

ら
か
の
作
業
単
位
の
長
さ
を
示
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
う
一
点
は
、
田
中
殿

跡
推
定
地
で
検
出
し
た
建
物
基
壇
の
地
業
最
下
層
よ
り
出
土
し
た
も
の

9
註

で
、
や
は
り

上
端
を
圭
頭
状
に
削
り
、
下
端
に
向
か
っ
て
次
第
に
尖
ら
せ
て
い
る
状
況
は
他
の
も

の
と
同
じ
で
あ
る
が
、
途
中
を
折
損
で
欠
き
、
上
半
と
下
端
部
を
残
す
に
過
ぎ
な
い
。

1　左京第 203 次調査出土木簡の性格
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現
状
で
両
者
の
長
さ
を
合
わ
せ
る
と
四
八
㎝
ほ
ど
に
な
り
、
本
来
六
〇
㎝
ほ
ど
の
長

さ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
墨
書
は
や
は
り
頭
部
に
み
ら
れ
、
「
讃
支
国
五
十
×
」

と
書
か
れ
て
い
る
。
五
十
の
単
位
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
上
記
三
点
と
同
類
の
も

の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
木
簡
は
、
地
業
の
土
の
中
か
ら
出
土
し
て
い
る
か
ら
、
地
業
と

何
ら
か
の
関
連
が
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
が
、
明
ら
か
で
な
い
。

以
上
、
鳥
羽
離
宮
跡
か
ら
出
土
し
た
杭
状
の
木
簡
は
、
い
ず
れ
も
土
木
・
建
築
工

事
に
関
っ
て
作
業
単
位
の
明
示
な
ど
何
ら
か
の
機
能
を
果
た
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。

時
代
は
や
や
降
る
が
、
鎌
倉
に
お
け
る
発
掘
調
査
で
も
同
一
の
形
状
あ
る
い
は
類
似

し
た
内
容
の
墨
書
を
持
つ
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
。

北
条
小
町
邸
跡(

秦
時
・
時
頼
邸)

に
お
け
る
発
掘
調
査
で
、
若
宮
大
路
の
東
側

溝
と
考
え
ら
れ
る
鎌
倉
時
代
中
～
後
期
に
構
築
さ
れ
た
溝
か
ら
木
簡
三
点
が
出
土
し

て
い
る

10
註

。
う
ち
二
点
は
鳥
羽
離
宮
跡
出
土
の
も
の
と
同
様
の
形
状
を
持
ち
、
頭
部
を

圭
頭
に
削
っ
て
下
端
部
を
尖
ら
せ
る
が
、
残
る
一
点
は
下
端
を
尖
ら
せ
る
だ
け
で
、

頭
部
を
圭
頭
状
に
削
っ
て
い
な
い
。
大
き
さ
は
長
さ
が
四
四
～
五
二
㎝
ほ
ど
、
幅
が

三
～
三
・
五
㎝
で
、
厚
さ
に
つ
い
て
は
三
～
九
㎜
と
幅
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
鳥
羽

離
宮
跡
出
土
の
も
の
に
比
べ
る
と
や
や
小
振
り
で
あ
る
。
墨
書
は
上
部
に
そ
れ
ぞ
れ

「
二
け
ん　

お
ぬ
き
の
二
郎
」
「
二
け
ん　

ま
き
の
む
く
の
す
け
」
「
二
け
ん　

か
わ

し
り
の
五
郎
」
と
書
か
れ
、
「
二
け
ん(

間)

」
と
寸
法
を
書
き
、
続
け
て
人
名
を

記
す
共
通
の
書
式
を
持
つ
て
い
る
。
こ
れ
は
若
宮
大
路
側
溝
の
普
請
に
伴
う
御
家
人

役
と
し
て
個
別
の
御
家
人
に
課
さ
れ
た
普
請
の
割
当
て
工
区
を
明
示
し
た
も
の
で
、

工
区
の
起
点
表
示
用
に
工
事
に
先
立
っ
て
お
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
二
間
と

い
う
単
位
は
鳥
羽
離
宮
跡
出
土
の
も
の
に
み
ら
れ
る
「
二
丈
一
尺
」
に
近
い
が
、
そ

れ
ら
に
は
一
尺
が
余
分
に
付
い
て
い
て
や
や
異
な
る
。

ま
た
こ
れ
以
前
に
も
同
じ
北
条
泰
時
・
時
頼
邸
で
同
様
の
も
の
が
出
土
し
て
い

た
11
註

。
そ
れ
は
、
同
じ
く
若
宮
大
路
東
側
溝
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
二
点
あ
り
、
大
き

さ
は
長
さ
が
二
四
～
二
八
㎝
ほ
ど
、
幅
は
三
・
五
㎝
前
後
、
厚
さ
も
七
㎜
ほ
ど
と
さ

ら
に
小
さ
く
、
一
点
は
下
端
を
尖
ら
せ
ず
に
短
冊
形
の
ま
ま
で
あ
る
が
、
そ
の
書
式

に
は
鳥
羽
離
宮
跡
や
北
条
小
町
邸
跡(

秦
時
・
時
頼
邸)

出
土
の
も
の
と
共
通
性
が

あ
る
。
一
点
に
は
、
「
一
丈
伊
北
太
郎
跡
」
、
も
う
一
点
に
は
「
一
丈
南
く
に
の
井
の

四
郎
入
道
跡
」
と
書
か
れ
、
い
ず
れ
も
上
記
の
も
の
と
同
様
に
寸
法
と
人
名
＋
跡
と

あ
り
、
こ
れ
ら
も
若
宮
大
路
東
側
溝
の
普
請
に
関
る
木
簡
と
推
定
さ
れ
て
い
る

12
註

。
短

冊
形
の
木
簡
は
地
面
に
刺
し
立
て
た
と
は
考
え
難
い
が
、
下
端
を
尖
ら
し
て
い
る
方

は
上
記
の
木
簡
な
ど
と
同
じ
用
法
・
機
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

鳥
羽
離
宮
跡
や
鎌
倉
で
出
土
し
た
土
木
工
事
や
普
請
に
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
木
簡
と
比
べ
、
木
簡
一
一
五
の
墨
書
に
は
長
さ
が
記
さ
れ
ず
、
ま
た
加
工
も
き
わ

め
て
簡
単
で
、
墨
書
す
る
部
分
だ
け
を
削
っ
て
平
坦
に
す
る
に
止
め
、
樹
皮
も
付
け

ら
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
ま
た
木
簡
一
一
五
も
含
め
て
第
二
〇
三
次
調
査
出
土
の
木
簡

の
中
に
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
木
材
や
建
築
部
材
の
加
工
に
関
る
と
考
え
ら
れ
る
記

載
の
あ
る
も
の
や
榑
の
進
上
状
な
ど
、
建
築
材
料
に
関
る
記
載
の
あ
る
木
簡
が
あ
る

に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
近
衛
府
所
」
と
墨
書
し
た
杭
状
の
木
簡
一
一
五
は
、

土
木
・
建
築
の
工
事
現
場
で
用
い
ら
れ
た
の
で
な
く
、
木
材
の
運
搬
や
加
工
に
関
り
、

近
衛
府
用
の
木
材
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
立
札
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
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る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
、
左
京
一
条
三
坊
六
・
十
一
町
の
地
で
行
わ
れ
た
固
有
の
職
務
に
関
す
る
と

思
わ
れ
る
木
簡
を
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
特
徴
は
榑
進
上
状
や
進
物
木
簡
に
あ
り
、

当
地
が
榑
の
進
上
を
担
当
す
る
施
設
の
所
在
地
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
一
部
木
材
の
加

工
作
業
も
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
物
差
と
思
わ
れ
る
木
製
品
が
ま
と
ま
っ
て
出

土
し
て
い
る
の
も
こ
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

Ⅲ　

木
簡
の
形
態
的
特
徴
お
よ
び
そ
の
出
土
状
況
に
お
け
る
特
徴

最
初
に
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
左
京
第
二
〇
三
次
調
査
で
出
土
し
た
木
簡
に

は
出
土
遺
物
と
し
て
、
ま
た
そ
の
出
土
の
状
況
自
体
に
大
き
な
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。

①　

木
簡
の
形
態
的
特
徴

左
京
第
二
〇
三
次
調
査
出
土
木
簡
を
遺
物
と
し
て
み
た
時
、
次
の
二
点
が
特
徴
的

で
あ
る
。

ま
ず
第
一
に
、
削
屑
が
き
わ
め
て
多
量
に
出
土
し
た
こ
と
で
あ
る
。
当
該
調
査
に

お
い
て
出
土
し
た
全
木
簡
三
七
五
五
点
の
う
ち
、
実
に
九
〇
％
以
上
を
削
屑
が
占
め

る
。
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
古
代
の
木
簡
を
多
数
出
土
し
た
遺
跡
で
も
、
藤
原
・
平

城
・
長
岡
の
各
宮
な
ど
の
宮
城
や
、
そ
れ
に
関
連
し
た
官
衙
、
あ
る
い
は
下
野
国
府

跡
な
ど
に
お
け
る
数
字
に
近
い
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
数
値
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
し
か
も
削
屑
に
書
か
れ
た
内
容
の
ほ
と
ん
ど
が
位
階
名
・
官
職
名
・
人
名

だ
け
を
記
し
、
あ
る
い
は
人
の
数
を
数
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く

こ
れ
ら
の
こ
と
を
木
簡(

そ
の
大
部
分
は
歴
名
木
簡
で
あ
ろ
う
か)

に
書
く
た
め
に

頻
繁
に
使
用
済
み
木
簡
を
削
っ
て
再
利
用
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
以
上

の
二
点
は
、
本
木
簡
全
体
の
性
格
、
そ
し
て
こ
れ
ら
の
木
簡
を
出
土
し
た
遺
構
・
遺

跡
の
性
格
、
さ
ら
に
は
本
木
簡
群
を
廃
棄
し
た
主
体
の
性
格
を
も
物
語
っ
て
い
る
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
第
二
に
、
木
簡
の
形
態
上
か
ら
は
、
〇
三
Ｘ
形
式(

〇
三
一
～
〇
三
九
形
式)

、

あ
る
い
は
〇
五
Ｘ
形
式(

〇
五
一
～
〇
五
九
形
式)

が
き
わ
め
て
少
な
い
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
形
式
は
、
記
載
内
容
と
密
接
な
対
応
関
係
を
持
ち
、
通
常
、
こ
れ
ら

の
形
式
の
木
簡
は
貢
進
物
な
ど
の
荷
札
あ
る
い
は
物
品
整
理
の
付
札
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
因
み
に
削
屑
を
除
い
た
木
簡
中
に
占
め
る
、
原
形
が
こ
れ
ら
の
形
式

に
属
す
る
木
簡(

形
態
的
に
こ
れ
ら
の
形
式
に
属
す
る
木
簡
で
、
内
容
的
に
は
明
ら

か
に
荷
札
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
る
も
の
は
除
く)

は
わ
ず
か
に
四
点
で
、
そ
の
割

合
は
本
報
告
書
に
釈
文
を
掲
げ
た
木
簡
の
わ
ず
か
四
％
弱
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と

は
、
内
容
的
に
ほ
と
ん
ど
の
木
簡
が
文
書
あ
る
い
は
記
録
・
帳
簿
の
類
で
、
先
に
指

摘
し
た
削
屑
が
多
い
の
も
こ
れ
に
基
づ
く
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
も
こ

の
木
簡
群
の
性
格
、
ひ
い
て
は
こ
れ
ら
の
木
簡
を
廃
棄
し
た
主
体
の
性
格
を
示
す
と

考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
荷
札
が
少
な
い
こ
と
は
、
税
と
し
て
長
岡
京
へ
も
た
ら

さ
れ
た
物
品
を
当
地
で
は
あ
ま
り
消
費
し
て
い
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
消
費
し
て
い

た
と
し
て
も
、
木
簡
を
廃
棄
し
た
の
は
そ
れ
に
関
与
し
な
い
部
署
で
あ
っ
た
こ
と
に

よ
る
こ
と
を
示
し
、
ま
た
付
札
が
少
な
い
こ
と
は
、
付
札
を
付
け
て
物
品
を
整
理
す

る
よ
う
な
作
業
が
当
地
で
は
あ
ま
り
行
わ
れ
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
木
簡
を
廃
棄

し
た
部
署
が
物
品
整
理
を
行
う
よ
う
な
所
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

1　左京第 203 次調査出土木簡の性格



―50―

第 3章　考　察

以
上
の
よ
う
な
木
簡
の
形
態
的
な
特
徴
は
、
左
京
第
二
〇
三
次
調
査
地
が
物
品
の

製
造
あ
る
い
は
工
作
現
場
で
は
な
く
、む
し
ろ
事
務
処
理
の
場
所
で
あ
っ
た
可
能
性
、

あ
る
い
は
も
し
当
地
が
物
品
の
製
造
あ
る
い
は
工
作
現
場
で
あ
っ
た
と
し
て
も
こ
れ

ら
の
木
簡
を
投
棄
し
た
主
体
は
事
務
処
理
に
関
る
機
関
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
項
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
木
簡
の
記
載
内
容
に

関
す
る
特
徴
の
う
ち
、
榑
進
上
状
や
進
物
状
な
ど
の
存
在
か
ら
、
当
地
に
は
榑
を
陸

揚
げ
し
て
特
定
の
場
所
へ
進
上
す
る
責
任
を
負
う
人
物
・
機
関
が
あ
り
、
か
つ
こ
こ

で
は
長
押
な
ど
へ
の
整
形
あ
る
い
は
切
穿(
鑿)

な
ど
の
製
材
・
工
作
行
為
も
行
わ

れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
が
、
以
上
の
特
徴
は
決
し
て
そ
れ
と
齟
齬
す

る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
現
業
部
門
と
共
に
そ
れ
を
管
理
・
統
括
す
る
事
務

部
門
が
当
地
に
存
在
し
、
そ
れ
が
本
木
簡
群
を
投
棄
し
た
主
体
で
あ
っ
た
こ
と
を
、

以
上
の
事
実
は
物
語
っ
て
い
る
と
考
え
る
。

②　

出
土
状
況
に
お
け
る
特
徴

次
に
、
木
簡
の
出
土
状
況
か
ら
木
簡
の
性
格
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

第
二
〇
三
次
調
査
で
は
、
調
査
区
東
北
隅
で
検
出
し
た
南
に
流
れ
る
Ｓ
Ｄ
五
〇
の

西
岸
か
ら
三
七
七
五
点
の
木
簡
・
削
屑
が
出
土
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
木
簡
は
、
そ
の

出
土
分
布
状
況
か
ら
大
き
く
二
つ
の
群
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
今
、
本

報
告
書
に
釈
文
を
掲
載
し
た
木
簡
と
削
屑
に
限
っ
て
地
区
毎
の
出
土
点
数
を
表
に
す

る
と
、
Ｐ20
の
表
二
の
如
く
に
な
る
。
こ
の
表
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
木
簡
は

本
調
査
区
内
で
検
出
し
た
Ｓ
Ｄ
五
〇
の
西
岸
全
体
か
ら
出
土
し
て
い
る
が
、
特
に

135 

ＴＱ
・
ＴＲ
・
ＵＱ
・
ＵＲ
と
135 

ＷＳ
・
ＷＴ
・
ＸＴ
・
ＸＵ
・
ＸＶ
の
二
地
点
に
集
中
し
て
い
る
。
こ

の
傾
向
は
、
本
報
告
書
に
収
録
し
な
か
っ
た
も
の
を
含
め
た
全
出
土
木
簡
の
分
布
と

も
ほ
ぼ
一
致
し
、
木
簡
の
投
棄
が
少
な
く
と
も
こ
の
二
地
点
を
中
心
に
行
わ
れ
た

(

表
二
を
み
る
限
り
で
は
、
135 

ＴＱ
・
ＴＲ
・
ＵＱ
・
ＵＲ
が
Ｓ
Ｄ
五
〇
西
岸
の
調
査
区
内
北

端
に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
、
さ
ら
に
そ
の
北
に
投
棄
の
中
心
が
あ
っ
た
可
能
性
も
考

え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
地
区
か
ら
出
土
し
た
全
木
簡
の
分
布
を
み
る
と
、
ピ
ー
ク

は
ＴＱ
・
ＴＲ
に
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
木
簡
を
投
棄
し
た
中
心
を
さ
ら
に
北
に
求
め
る

必
要
は
な
く
、
後
述
す
る
墨
書
土
器
の
集
中
出
土
も
こ
の
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る)

こ
と
を
示
唆
し
、
し
た
が
っ
て
そ
の
周
辺
か
ら
散
発
的
に
出
土
し
た
木
簡
は
こ
れ
ら

の
い
ず
れ
か
の
地
点
か
ら
投
棄
さ
れ
た
も
の
が
、
流
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性

が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
二
地
点
の
う
ち
後
者
に
つ
い
て
は
、
削
屑
が
集

中
し
て
出
土
し
、
特
に
135 

ＸＴ
と
ＸＵ
に
削
屑
の
出
土
が
き
わ
め
て
集
中
す
る
の
に
対
し
、

そ
の
下
流
の
地
区
で
は
ま
っ
た
く
削
屑
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
り
、
あ
る
い
は
出
土
し

て
も
そ
の
数
が
き
わ
め
て
少
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
か
ら
、
削
屑
を
多
量
に
含
む
木

簡
の
投
棄
は
ＸＴ
付
近
で
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
木
簡
お
よ
び
削
屑
の
出
土
分
布
状
況
か
ら
抽
出
し
得
た
二
つ
の
木
簡
群

(

以
下
、
135 

ＴＱ
・
ＴＲ
・
ＵＱ
・
ＵＲ
出
土
の
木
簡
を
第
一
群
、
135 

ＷＳ
・
ＷＴ
・
ＸＴ
・
ＸＵ
・
ＸＶ

出
土
の
も
の
を
第
二
群
と
称
す
る)

に
属
す
る
木
簡
に
記
載
さ
れ
た
内
容
と
の
関
係

に
つ
い
て
、
前
項
で
の
検
討
を
踏
ま
え
な
が
ら
簡
略
に
ま
と
め
て
み
る
。

ま
ず
、
第
一
群
の
木
簡
に
は
そ
の
投
棄
主
体
を
指
し
示
す
よ
う
な
明
確
な
特
徴
・

性
格
を
持
つ
も
の
は
な
く
、
東
廐
で
用
い
る
蒭
の
刈
取
に
あ
た
る
人
物
の
名
を
書
き

あ
げ
た
歴
名(
木
簡
二
七)

が
注
意
を
引
く
程
度
で
、
ま
た
後
述
す
る
第
二
群
の
木
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簡
や
そ
の
周
辺
で
出
土
す
る
木
簡
と
も
内
容
上
顕
著
な
関
連
を
示
し
て
い
な
い
。
た

だ
第
一
群
の
木
簡
が
出
土
し
た
135 

ＴＱ
・
ＴＲ
・
ＵＱ
・
ＵＲ
で
は
比
較
的
ま
と
ま
っ
て
墨
書

土
器
が
出
土
し
、
し
か
し
そ
れ
ら
に
は
内
容
的
に
共
通
す
る
も
の
の
少
な
か
ら
ず
あ

る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
墨
書
は
、
す
で
に
述
べ
た
「
曹
司
」
「
曹
」
「
南

曹
」
「
司
」
「
西
曹
乙
麻
呂
」
「
□
曹
□
」
な
ど
、
某
官
司
の
曹
司
に
関
る
も
の
で
、

し
か
も
そ
れ
が
西
・
南
な
ど
方
位
を
冠
し
て
区
別
さ
れ
る
複
数
の
曹
司
・
建
物
か
ら

成
り
、
土
器
は
そ
れ
ら
の
場
所
で
用
い
ら
れ
た
一
連
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

こ
れ
ら
の
曹
司
に
食
物
と
食
器
を
供
給
す
る
厨
か
ら
廃
棄
さ
れ
た
も
の
を
含
む
と
考

え
ら
れ
る
。

次
に
第
二
群
の
木
簡
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
多
様
な
内
容
を
持
つ
木
簡
が
含
ま

れ
る
。
地
区
別
に
み
る
と
、
135 

ＷＳ
で
は
着
到
木
簡(
木
簡
二
九)

、
ＷＴ
か
ら
は
西

嶋
宿(

木
簡
七
三)

・
近
衛
府
所(

木
簡
一
一
五)

、
ＸＴ
か
ら
は
榑
木
簡(

木
簡

十
八
・
二
一)

・
中
務
省(

木
簡
三
四)

・
進
物(

木
簡
三
六)
・
東
南
門(

木
簡

二
八
九)

・
内
親
王
所(

木
簡
三
六
五)

、
ま
た
ＸＵ
か
ら
は
榑
木
簡(

木
簡
一
七)

・

着
到
木
簡(

木
簡
三
一)

・
進
物(

木
簡
三
七)

・
内
豎
舎
人(

木
簡
七
二)
・
廰

(

木
簡
二
九
一)

・
内
親
王
所(

木
簡
三
六
四)

・
葛
野
府
所(

木
簡
三
六
九)

・
南

門(

木
簡
三
七
五)

、
ＸＶ
か
ら
榑
木
簡(

木
簡
二
九
五)

・
南
門(

木
簡
三
七
三)

と
、

多
様
に
み
え
る
が
、
内
容
的
に
は
第
二
群
内
の
各
地
区
で
重
複
す
る
も
の
が
み
ら
れ
、

出
土
状
況
も
示
す
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
内
容
的
に
も
ほ
ぼ
一
体
の
木
簡
で
あ
る
。

ま
た
第
二
群
の
木
簡
が
出
土
し
た
地
点
の
西
北
に
隣
接
し
た
135 

ＶＲ
・
ＷＲ
で
も
若

干
の
ま
と
ま
っ
た
木
簡
と
削
屑
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
出
土
し
た
も
の
に

は
中
務
省(

木
簡
六
六)

・
大
和
国
授
田
使(

木
簡
一
〇
〇)

・
東
南
門(

木
簡

三
七
二)

な
ど
と
書
か
れ
た
も
の
が
あ
り
、
特
に
中
務
省
や
東
南
門
は
第
二
群
の
木

簡
に
も
み
ら
れ
る
特
徴
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
135 

ＶＲ
・
ＷＲ
出
土
の
木
簡
・
削

屑
は
第
二
群
と
性
格
が
同
じ
で
、
お
そ
ら
く
投
棄
の
主
体
も
同
じ
で
あ
っ
た
し
、
さ

ら
に
は
第
二
群
の
木
簡
を
投
棄
し
た
際
に
一
緒
に
投
棄
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
一
方
、
第
二
群
の
東
南
に
位
置
す
る
135 

ＹＷ
・
ＹＸ
・
ＡＸ
・
ＡＹ
、
Ｊ45 

ＡＡ
か
ら

出
土
し
た
木
簡
は
、
決
し
て
そ
の
出
土
状
況
か
ら
第
二
群
と
同
じ
群
を
な
し
て
い

る
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
内
容
は
い
ず
れ
の
地
区
か
ら
出
土
し
た

木
簡
で
も
第
二
群
と
共
通
性
を
持
っ
て
い
る
。
135 

ＹＷ
・
ＡＸ
・
ＡＹ
か
ら
は
榑
木
簡(

木

簡
一
九)

・
着
到
木
簡(

木
簡
三
〇)

・
進
物
作
物(

木
簡
三
九
・
四
一)

が
出
土

し
、
い
ず
れ
も
第
二
群
の
木
簡
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
基
本
的
に
同
じ
性
格
、

同
じ
投
棄
主
体
、
そ
し
て
同
じ
群
の
木
簡
と
み
て
差
し
支
え
な
い
と
考
え
る
。
ま

た
135 

ＹＸ
に
は
兵
衛
府
に
関
る
木
簡(

木
簡
二
八
・
五
七
・
七
八)

が
集
中
す
る
が
、

こ
れ
も
第
二
群
に
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
第
二
群
が
出
土
し
た
地
点
の
東
南
に
隣
接
す

る
地
区
で
出
土
し
た
木
簡
は
、
基
本
的
に
第
二
群
の
木
簡
が
下
流
へ
流
れ
出
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
周
辺
に
は
こ
れ
ら
の
文
書
・
記
録
木
簡
を
廃
棄

し
た
事
務
統
括
部
門
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
木
簡
お
よ
び
削
屑
の
出
土
状
況
・
分
布
か
ら
本
木
簡
群
を
二
つ
の
木
簡
群

に
分
け
る
考
え
を
導
き
だ
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
属
す
る
木
簡
の
記
載
を
二
つ
の
群
の
周

辺
か
ら
出
土
し
た
木
簡
の
内
容
と
も
比
較
し
つ
つ
概
観
し
た
。
そ
の
結
果
、
Ｓ
Ｄ

五
〇
の
西
岸
北
端
の
135 

ＴＱ
・
ＴＲ
・
ＵＱ
・
ＵＲ
を
除
く
地
点
で
出
土
し
た
木
簡
に
内
容
上

1　左京第 203 次調査出土木簡の性格
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き
わ
め
て
密
接
な
関
係
が
み
ら
れ
、
こ
れ
ら
を
本
次
調
査
で
出
土
し
た
木
簡
の
中
で

も
よ
り
一
体
的
に
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

Ⅳ　

ま
と
め

長
岡
京
左
京
一
条
三
坊
六
・
十
一
町
で
実
施
さ
れ
た
第
二
〇
三
次
調
査
で
出
土
し

た
木
簡
の
概
要
と
そ
の
性
格
を
検
討
し
つ
つ
、
こ
れ
ら
の
木
簡
を
Ｓ
Ｄ
五
〇
に
投
棄

し
た
主
体
に
つ
い
て
も
考
え
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
当
地
に
は
兵
衛
府
に
榑
な
ど
の

材
木
を
進
上
し
、
あ
る
い
は
材
木
の
加
工
も
一
部
行
う
木
屋
と
呼
ぶ
べ
き
機
関
が
置

か
れ
、
木
簡
は
特
に
そ
の
事
務
部
門
と
厨
か
ら
投
棄
さ
れ
た
可
能
性
が
出
て
き
た
。

た
だ
当
地
に
は
兵
衛
府
関
係
の
も
の
だ
け
で
な
く
、
近
衛
府
や
中
務
省
、
さ
ら
に
は

酒
人
内
親
王
な
ど
へ
も
木
材
な
ど
を
進
上
す
る
施
設
が
並
存
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

今
回
出
土
し
た
木
簡
は
近
辺
に
兵
衛
府
の
出
先
機
関
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
投
棄

さ
れ
た
も
の
が
必
然
的
に
主
体
を
な
し
た
た
め
で
、
Ｓ
Ｄ
五
〇
の
西
岸
は
勿
論
東
岸

に
も
こ
の
よ
う
な
兵
衛
府
の
出
先
機
関
に
あ
た
る
他
の
官
司
の
機
関
が
あ
る
こ
と
は

間
違
い
な
く
、
そ
の
極
く
一
部
が
今
回
の
木
簡
に
含
ま
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
今
後
と

も
Ｓ
Ｄ
五
〇
の
両
岸
に
あ
た
る
長
岡
京
域
で
は
類
似
の
木
簡
が
出
土
す
る
可
能
性
が

あ
り
、
開
発
と
発
掘
調
査
に
お
い
て
は
慎
重
な
対
応
が
必
要
で
あ
る
。

註
1　

森　

公
章
「
二
条
大
路
木
簡
と
門
の
警
備
」
『
文
化
財
論
叢
』
Ⅱ　

同
朋
舎　

一
九
九
五
年

　

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『
平
城
宮
木
簡　

一　

解
説
』
一
九
六
九
年

2　

笹
山
晴
生
「
兵
衛
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
特
に
畿
内
武
力
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
」
青
木

和
夫
先
生
還
暦
記
念
会
編
『
日
本
古
代
の
政
治
と
文
化
』
吉
川
弘
文
館　

一
九
八
七
年

3　

拙
著
『
平
安
宮
成
立
史
の
研
究
』
塙
書
房　

一
九
九
五
年　

第
二
章
長
岡
宮
内
裏
考
参
照

4　

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『
平
城
宮
木
簡
四(

解
説)

』
一
九
八
六
年

5　

註
4

6　

清
水
み
き
「
長
岡
京
造
営
論
―
二
つ
の
画
期
を
め
ぐ
っ
て
」
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
一
〇
号
大

阪
歴
史
学
会　

一
九
八
六
年

7　

「
試
掘
・
立
合
調
査　

鳥
羽
離
宮
跡
一
」
『
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
概
要
』
昭
和
六
〇
年

度　

(

財)

京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所　

一
九
八
八
年

8　

『
鳥
羽
離
宮
跡　

区
画
整
理
道
路
予
定
地
内
発
掘
調
査
概
要
』
昭
和
五
十
四
年
度　

(

財)

京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所　

一
九
八
〇
年

9　

「
鳥
羽
離
宮
跡
一
三
八
次
調
査
」
『
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
概
要
』
平
成
四
年
度　

(

財)

京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所　

一
九
九
五
年

10　

岡　

陽
一
郎
「
神
奈
川
・
北
条
小
町
邸
跡(

泰
時
・
時
頼
邸)

」
『
木
簡
研
究
』
一
八
号
木

簡
学
会　

一
九
九
六
年

11　

馬
淵
和
雄
「
神
奈
川
・
北
条
泰
時
・
時
頼
邸
跡
」
『
木
簡
研
究
』
七
号　

木
簡
学
会　

一
九
八
五
年

12　

註
10
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二　

杣
・
木
材
の
漕
運
と
京
内
の
津

Ⅰ　

は
じ
め
に

左
京
第
二
〇
三
次
調
査
で
出
土
し
た
木
簡
群
は
、
桂
川
の
支
流
と
想
定
で
き
る
自

然
流
路
、
Ｓ
Ｄ
五
〇
の
西
肩
か
ら
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
た
。
こ
の
中
に
は
、
「
進
上

榑
十
六
村
」
と
記
載
の
あ
る
木
簡
が
、
完
形
で
三
点(

木
簡
一
七
～
一
九)

、
削
屑

を
含
め
る
と
六
点
あ
り
、
榑
を
車
で
調
査
地
点
か
ら
宮
・
京
の
造
営
現
場
に
運
ん
だ

こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た(

「
左
京
第
二
〇
三
次
調
査
出
土
木
簡
の
性
格
」)

。

こ
れ
ら
の
榑
は
調
査
地
点
ま
で
は
、
桂
川(

大
堰
川)
や
宇
治
川
、
木
津
川
、
淀

川
な
ど
の
主
要
河
川
を
使
い
、
長
岡
京
内
で
は
そ
の
支
流
を
な
す
自
然
流
路
や
人
工

河
川
を
利
用
し
て
漕
運
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
「
榑
」
木
簡
を
手
掛
か

り
に
、
杣
か
ら
の
材
木
の
漕
運
、
運
搬
な
ど
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
事
項
を
文
献
史

料
に
よ
っ
て
整
理
す
る
。

ま
た
、
山
間
部
の
遺
跡
か
ら
杣

1
註

や
漕
運
に
関
る
遺
跡
を
抽
出
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

こ
れ
ま
で
河
川
を
望
む
低
地
や
小
規
模
な
谷
を
占
地
す
る
遺
跡
は
、
積
極
的
な
評
価

が
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
先
の
視
点
か
ら
遺
跡
を
再
評
価
す
る
。

さ
ら
に
、
平
城
京
・
長
岡
京
・
平
安
京
を
中
心
に
筏
の
漕
運
な
ど
河
川
交
通
が
可

能
な
条
坊
側
溝
・
自
然
流
路
を
取
り
上
げ
、
各
都
城
に
お
け
る
河
川
交
通
の
持
つ
意

義
と
そ
の
性
格
の
差
を
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

Ⅱ　

杣
山
と
材
木
の
輸
送
・
漕
運

①　

杣
山
か
ら
造
営
現
場
ま
で
―
輸
送
ル
ー
ト
―

『
正
倉
院
文
書

2
註

』
に
は
古
代
の
造
営
関
係
の
史
料
が
数
多
く
伝
来
し
て
い
る
。
こ

こ
で
は
法
華
寺
阿
弥
陀
浄
土
院
金
堂
と
石
山
寺
の
造
営
史
料
か
ら
、
材
木
の
伐
採
・

加
工
・
輸
送
方
法
と
そ
の
ル
ー
ト
を
取
り
上
げ
る
。

法
華
寺
阿
弥
陀
浄
土
院
金
堂
造
営
の
様
子
は
「
造
金
堂
所
解
案

3
註

」
に
よ
っ
て
知
る

こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
用
材
を
切
り
出
し
た
杣
山
は
、
丹
波
山
・
伊
賀
山
・

高
嶋
山
・
春
日
山
・
大
坂
山
・
生
馬
鷹
山
な
ど
に
置
か
れ
た
。

ま
た
、
石
山
寺
の
山
作
所
は
、
田
上
山
、
甲
賀
山
、
高
嶋
山
、
伊
賀
山
、
三
雲
山
、

大
石
山
、
立
石
山
に
設
置
さ
れ
、
山
作
所
か
ら
出
さ
れ
た
「
田
上
山
作
所
告
朔
解
」「
甲

賀
山
作
所
告
朔
解
」
と
、
石
山
寺
の
造
営
現
場
で
作
成
さ
れ
た
「
造
石
山
寺
所
告
朔
」

「
造
石
山
寺
所
雑
材
并
檜
皮
和
炭
等
納
帳

4
註

」
な
ど
か
ら
そ
の
作
業
過
程
が
わ
か
る
。

こ
れ
ら
の
文
書
を
み
る
と
、
琵
琶
湖
西
岸
の
近
江
国
高
嶋
山
作
所
、
湖
東
の
田
上

山
作
所
・
甲
賀
山
作
所
な
ど
の
山
作
所
で
、
用
材
の
伐
採
を
行
い
、
柱
・
桁
柱
・

桁
・
歩
板
・
長
押
・
古
万
比
・
戸
調
度
な
ど
の
多
種
多
様
な
製
品
に
加
工
し
、
板

材
は
榑
と
し
て
後
の
加
工
の
素
材
と
し
て
製
品
化
さ
れ
た(

表
五)

。
ま
た
檜
皮
・

葛
・
藁
な
ど
の
採
取
、
笥
坏
・
大
笥
・
折
櫃
な
ど
の
木
製
食
器
や
容
器
、
釘
な
ど
の

金
属
器
の
製
作
、
製
鉄
用
の
和
炭
な
ど
の
生
産
も
行
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
か
ら
、
古
代

の
山
作
所
は
、
木
材
の
加
工
に
よ
る
製
品
と
、
山
野
の
資
源
を
利
用
し
た
幅
広
い
資

材
の
生
産
を
一
手
に
担
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

2　杣・木材の漕運と京内の津
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柱束
柱

檜
榑

桁下
桁

柱
料
桁

歩
板

波
多
板

長
押

簀
子

古
万
比

佐
須

薄
風

比
蘇

架角
木

机
板

正月作材 10 4 22 43 19 11

陸路　木本→石山寺 1 5

陸路　木本→川津 10 4 22 21 18 6

漕運　川津⇒石山寺 10 4 22 2 18 6

木本残材 22

川津残材 19

正月残材計 41

二月作材 23 22 2 36 4 101 16

二月総漕運材 23 22 2 77 4 101 16

陸路　木本→石山寺 16

陸路　木本→川津 15 21 2 41 101

漕運　川津⇒石山寺 13 15 2 60 39

木本残材 8 1 17 4

川津残材 2 6 63

二月残材計 10 7 17 4 63

三月作材 20 22 38 2 8 4 12 168 103 4

三月総漕運材 10 27 22 55 2 8 4 16 168 166 4

陸路　木本→石山寺 2

陸路　木本→川津 8 21 22 55 2 8 4 16 168 103 4

漕運　川津⇒石山寺 10 27 22 55 2 8 4 16 168 166 4

石山寺の運材計 10 27 22 55 2 8 4 16 170 166 4

総材と寺運材との差 2 6 63

川津残材 1

三月残材計 1

四月作材 52 21 81 8 17 5 4 60 159

四月総漕運材 52 21 6 81 8 17 5 5 60 159

陸路　木本→石山寺 1

陸路　木本→川津 52 21 81 8 17 5 5 60 159

漕運　川津⇒石山寺 52 21 81 8 17 5 5 60 159

木本残材

川津残材

四月残材計

正月～四月
作材累計

85 4 21 64 2 22 198 2 16 17 19 20 20 228 363 4 16

※「田上山山作所告朔解」『大日本古文書』第 5巻 77 ～ 83p、114 ～ 124 ｐ、148 ～ 160 ｐ、221 ～ 229 ｐ、から作成した。

月別の作材数の合計は 1,323 材になり、作材数に含まれない 659 囲の檜皮などを加えると、総数は 1,998 になる。

表 5　田上山作所での作材と輸送・漕運過程一覧表 (1)

田
上
山
作
所

木材

2　杣・木材の漕運と京内の津
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机
足
木

温
舩
板

扇戸
調
度

戸
牒

樋桙
立

敷
見
・
敷
弥

鼠
走

目
草

綿
梠

檜
皮

明
松

累計 備 考

6 12 6 3 3 139

1 7

2 11 3 97

1 63

4 1 3 3 2 35

2 10 3 34 五巻82Pでは24物、桙立10枝が抜けるか。

6 11 6 3 2 69 59 材であるが、上段の桙立 10 枝を加え
69 とする。

12 8 7 0 1 2 14 20 268 計算では 256 材、五巻 114P では 268 材、
目草が 12 枝不足か。

12 8 13 1 13 6 3 16 20 337

12 8 5 1 1 1 400 444 檜皮 400 囲は、作材に含まれない。

8 15 1 204

8 7 7 2.5 2.5 1 157 桙立并敷弥で十四枝、仮に半々にする。
鼠走・目草で五枝、仮に半分にする。

2 19 51 桙立并辺附二枝とある。仮に桙立二枝に
する。

71 漕材に残材を加えると102枝、1枝多いか。

0 0 0 0 2 0 0 0 19 0 122 桙立は 0枝か、綿梠は 10 枝か。

8 30 2.0 421

8 30 2 21 543

54 56 作材には含まれていない。この他に木製
品が 72 物ある。

8 30 12 461

8 30 12 532

8 30 12 54 588 陸道による石山寺へと、川津から漕運し
た合計。

2 9 82 三月総漕運材と石山寺の運材との差、運
材の記録がない。

0 0 0

0 0 0 0 1

18 47 2 6 15 495

18 47 2 0 6 15 0

205 206 四月作材には含まれていない。

18 47 2 6 15 496

18 47 2 16 15 3 509 目草 10 枝と、明松 3 荷は作材に含まれ
ない。

0 0 0 0 0 0 0

12 8 39 77 1 2 14 6 3 23 37 0 0

表 5　田上山作所での作材と輸送・漕運過程一覧表 (2)

3　木簡・削屑の保存処理方法と問題点
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山
作
所
で
加
工
さ
れ
た
木
材
は
、
各
川
津
ま
で
車
や
人
夫
に
よ
っ
て
運
ば
れ
、
筏

に
組
ま
れ
て
漕
運
の
準
備
が
さ
れ
る
。
田
上
山
作
所
で
は
木
材
を
運
び
出
す
た
め
の

道
路
が
作
ら
れ
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
。

木
材
の
輸
送
ル
ー
ト
を
み
る
と
、
法
華
寺
金
堂
の
場
合
は
、

甲
賀
山
作
所　

矢
川
津⇒
野
洲
川⇒

琵
琶
湖⇒

勢
多
津⇒

宇
治
津⇒

泉
津
→
奈
良

高
嶋
山
作
所　

少
川
津⇒
安
曇
川⇒

琵
琶
湖⇒

勢
多
津⇒

宇
治
津⇒

泉
津
→
奈
良

石
山
寺
の
造
営
で
は
、

甲
賀
山
作
所　

木
本
→
車
庭
→
川
津⇒
夜
須
潮⇒

琵
琶
湖⇒

勢
多
津
→
石
山
寺

田
上
山
作
所　

木
本
→
川
津⇒

勢
多
津
→
石
山
寺

の
ル
ー
ト
で
運
ば
れ
、
河
川
を
中
心
と
し
た
輸
送
ル
ー
ト
が
策
定
さ
れ
て
い
る
。

甲
賀
山
作
所
で
は
、
伐
採
現
場
の
木
本
か
ら
道
路
の
あ
る
車
庭
ま
で
、
日
に
五
回

か
ら
八
回
運
び
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
距
離
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
こ
と
が
予
想
で
き

る
。
川
津
ま
で
運
ば
れ
た
材
の
多
く
は
筏
に
組
ま
れ
、
野
洲
川
・
夜
須
潮
・
琵
琶

湖
・
勢
多
津
と
漕
運
さ
れ
、
石
山
寺
ま
で
運
ば
れ
た

5
註

。

筏
に
よ
る
漕
運
の
日
数
を
知
る
史
料
は
多
く
な
い
が
、
石
山
寺
の
造
営
時
に
甲
賀

山
作
所
の
三
雲
川
津
か
ら
野
洲
川
河
口
の
夜
須
潮
ま
で
の
漕
運
に
は
二
日
、
そ
こ
か

ら
石
山
寺
ま
で
は
三
日
を
要
し
て
い
る
。
そ
の
距
離
は
い
ず
れ
も
二
〇
㎞
前
後
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
野
洲
川
の
漕
運
は
一
日
一
〇
㎞
前
後
、
琵
琶
湖
は
一
日
七
㎞
前
後
進

む
こ
と
に
な
り
、
湖
水
の
方
が
時
間
が
か
か
っ
て
い
る

6
註

。
こ
の
よ
う
に
、
川
津
か
ら

造
営
現
場
ま
で
の
漕
運
に
数
日
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
各
河
川
の
津
や
そ
の
他
の
施

設
を
宿
泊
に
使
用
し
た
と
推
定
で
き
る
。

ま
た
、
津
は
勢
多
津
・
宇
治
津
・
泉
津
の
よ
う
な
陸
上
交
通
と
の
接
点
や
、
瀧
額

津
・
大
井
津
の
よ
う
な
河
川
の
峡
谷
部
の
入
口
と
出
口
に
設
置
さ
れ
、
い
ず
れ
に
お

い
て
も
陸
路
と
の
連
絡
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る(

表
六
・
図
一
八)

。

②　

材
木
の
輸
送
方
法

木
材
の
輸
送
に
つ
い
て
は
、
『
延
喜
式
』
巻
三
四
木
工
寮
車
載
条

7
註

な
ど
で
規
定
さ

れ
て
い
る
。
木
工
寮
で
は
、
人
擔
、
車
載
、
桴
擔(

筏)

の
三
種
類
が
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
積
載
量
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

人
擔
は
、

「
巨
材
積
一
千
四
百
寸
以
上
。
一
千
六
百
寸
以
下
。

応
二

二
人　

以
上
共
擔

者
准
此
為
一
レ

率
。 

雑
材
積
三
千
二
百
寸
以
下
。
二
千
六
百
寸
以
上
。
…(

下
略)

」

車
載
は
、

「
旧
材
積
三
万
寸
。

除
二

彫

穿
一

積

。
雑
材
積
二
万
七
千
寸
。

但
飛
擔
簀
子
等

類
井
准
二

旧
材
一

。

椙
榑
一
六
村
。
…(

中

略)

…
藁
五
十
囲
。
四
尺
檜
皮
十
二
囲
。
三
尺
檜
皮
十
八
囲
各
載
二

一
両
一

。
駄
二

減
三
分

之
一
一 

 

。

」

桴
擔
は
、

「
榲
榑
五
十
材
。

各
長
一
丈
二
尺
。

廣
六
寸
。
厚
四
寸
。

積

十

二

万

寸
。

簀

子

卅

五

枚
。

各
長
二
丈
一

寸
。
方
四
寸
。

積

一
十
一
万
七
千
六
百
寸
。
七
八
寸
桁
八
枚
。

各
長
二

丈
二
尺

。
積
九
万
八
千
四
百
寸
。
各
為

二

一
桴
一

自
余
雑
材
大
者
准
二

七
八
寸
桁
一

。
小
者
准
二

簀
子
一

。
」

と
あ
る
。

各
積
載
量
を
み
る
と
、
車
載
は
人
擔
の
二
〇
倍
、
筏
は
そ
の
四
倍
に
あ
た
る
量
が

課
せ
ら
れ
た
。

法
華
寺
金
堂
の
造
営
に
関
し
た
規
定
で
は
、
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表 6　各山作所からの漕運・輸送ルート

2　杣・木材の漕運と京内の津
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山作所 経 路 材数 筏数
床別漕
材賃金

一床の
材木数

作材
金額

一材の
平均
金額

一床×
一材平
均金額

備考

伊賀山 川津から泉津 1,441 157 165 9.2 25.905 0.018 0.165

丹波山 川津から葛野井津 2,281 83 200 27.5 32.000 0.014 0.386

丹波山 葛野井津から泉津 2,278 82 200 27.8

高嶋山 少川津から宇治津 955 24.5 136 39.0 6.581 0.007 0.269 半床は76文

高嶋山 宇治津から泉津 955 24.5 132 39.0 半床は73文

合計・平均 4,677 166.6 28.5

図 18　杣と杣に関係する遺跡 (1:500,000)

表 7　山作所別筏による漕運量の比較

20km０
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…(
前
略)

…
「
一
車
負
材
法　

柱
二
根　

七
八
寸
二
丈
三
尺
已
下
桁
二
枝
、
一

丈
六
尺
架
方
三
寸
各
十
六
枝
已
下
十
四
枝
已
上
、
三
尺
檜
皮
五
十
囲
已
下

五
囲
已

上
、右

、
泉
負
法
如
右
、
宣
承
知
状
施
行
、
又
夫
日
功
十
四
文
已
下
十
二
週
文
已
上
、

食
日
五
升
已
下
四
升
已
上
、
随
人
等
耳
、
」
…
…(

下
略)

と
あ
り
、
泉
津
か
ら
法
華
寺
阿
弥
陀
浄
土
院
金
堂
ま
で
の
車
一
両
の
平
均
的
な
積

載
量
が
取
り
決
め
ら
れ
て
い
た

8
註

。

③　

古
代
の
車
の
積
載
量

古
代
の
車
に
関
係
し
た
考
古
資
料
は
少
な
い
が
、
車
輪
や
轅
な
ど
が
出
土
し
て
い

る
。
車
輪
は
、
兵
庫
県
吉
田
南
遺
跡
と
平
城
宮
の
二
遺
跡
で
み
ら
れ
、
前
者
は
、
丸

太
を
輪
切
り
に
し
た
も
の
で
直
径
が
六
〇
㎝
弱
で
あ
る
。
後
者
は
、
厚
い
板
材
を
輪

状
に
削
り
、
四
枚
を
組
み
合
わ
せ
て
直
径
一
二
〇
㎝
前
後
の
車
輪
に
し
た
も
の
と
推

定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
で
は
木
材
の
輸
送
に
使
わ
れ
た
車
の
規
模

、
特
に

荷
台
の
幅
・
積
載
方
法
な
ど
を
究
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、

遺
構
と
し
て
検
出
さ
れ
て
い
る
轍
の
痕
跡
を
元
に
、
車
の
幅
を
推
定
す
る
。

長
岡
京
と
そ
の
周
辺
の
遺
跡
で
検
出
さ
れ
た
轍
の
幅
は
、
一
・
三
～
一
・
六
ｍ
で
、

一
・
五
ｍ
前
後
の
も
の
が
多
い
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る

9
註

。
車
の
幅
を
一
・
二
ｍ
、

四
尺
前
後
で
あ
る
と
仮
定
し
、
先
の
「
一
車
負
材
法
」
に
よ
り
積
載
方
法
を
検
討
す

れ
ば
、
下
に
桁
を
二
枚
並
べ
そ
の
上
に
柱
二
根
を
並
列
に
置
い
た
こ
と
が
推
定
で
き
、

架
の
場
合
は
、
横
八
枚
で
二
段
に
積
載
さ
れ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
木
工
寮
の
榑

も
同
様
の
積
載
が
可
能
に
な
る
。
こ
れ
は
、
板
材
な
ど
で
は
嵩
が
な
い
状
態
で
の
積

載
が
可
能
で
、
目
的
物
以
外
の
軽
い
雑
物
の
積
載
も
十
分
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
檜
皮
は
筏
で
の
漕
運
過
程
で
の
濡
れ
に
対
処
し
た
も
の
か
、
車
で
の
輸
送
を

中
心
に
行
わ
れ
た
。

ま
た
、
木
材
の
比
重
か
ら
積
載
荷
重
を
測
れ
ば
、
檜
が
乾
燥
重
量
で
一
立
方
寸
あ

た
り
三
・
四
ｇ
、
杉
が
三
・
七
ｇ
前
後
で
あ
る
か
ら
、
木
工
寮
の
規
定
の
車
載
の

三
万
寸
で
は
一
〇
二
～
一
一
一
㎏
に
な
る

10
註

。

④　

筏
の
編
成
と
漕
材

各
山
作
所
か
ら
川
津
に
運
ば
れ
た
多
種
多
様
な
木
材
は
、
い
っ
た
ん
榑
に
換
算
さ

れ
、
『
延
喜
式
』
木
工
寮
に
よ
る
と
榑
五
〇
材
で
一
筏
に
組
ま
れ
漕
運
さ
れ
た
が
、

榑
へ
の
換
算
率

11
註

は
材
木
に
よ
っ
て
異
な
る
。
長
さ
五
尺
、
方
五
寸
の
綿
梠
は
四
一
〇

立
方
寸
が
、
長
さ
一
丈
、
広
七
寸
、
厚
八
寸
の
桁
は
三
二
〇
〇
立
方
寸
が
榑
一
材
に

あ
た
る
な
ど
各
種
あ
り
、
一
定
の
比
率
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
材
の
長
さ
、

厚
さ
と
も
無
関
係
の
よ
う
で
あ
り
、
平
均
は
一
九
〇
〇
立
法
寸
に
な
る
。
各
種
の
材

の
榑
へ
の
換
算
が
決
ま
る
と
筏
の
編
成
が
行
わ
れ
る
。

そ
の
準
備
作
業
と
し
て
、
木
材
に
筏
穴
を
開
け
る
作
業
、
材
木
を
結
束
し
筏
に
編

成
す
る
葛
な
ど
の
採
取
が
あ
り
、
採
葛
は
一
人
に
一
荷
が
割
り
当
て
ら
れ
た
。
ま
た
、

「
六
人
編
桴
湊

12
註

」
な
ど
と
あ
り
、
六
人
前
後
で
筏
の
編
成
作
業
を
行
っ
て
い
る
。

筏
に
よ
る
漕
運
料
金
と
輸
送
量
を
み
る
と
、
『
延
喜
式
』
木
工
寮
で
は
、

「
凡
近
江
国
大
津
雑
材
直
并
桴
功
銭
者
。
五
六
寸
歩
板
。
一
丈
四
尺
柱
直
各
卅
文
。

簀
子
一
丈
二
尺
柱
直
各
十
七
文
。
榑
一
材
七
文
。
自
同
津
至
宇
治
津
。
榑
一
材
桴

功
一
文
半
。

2　杣・木材の漕運と京内の津
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凡
丹
波
国
瀧
額
津
雑
材
直
并
桴
功
銭
者
。
五
六
寸
歩
板
。
一
丈
四
尺
柱
直
各
卅
七

文
。
簀
子
一
丈
二
尺
柱
直
各
廿
二
文
。
榑
一
材
直
七
文
。
自
二

同
津
一

至
二

大
井
津
一

。

榑
一
材
桴
功
一
文
半
。

…(

中
略)

…

桴
擔

「
榲
榑
五
十
材
。

各
長
一
丈
二
尺
。
廣

六
寸
。
厚
四
寸　

。

積

十

二

万

寸
。

簀

子

卅

五

枚
。

各
長
二
丈
一

寸
。
方
四
寸
。

積

一
十
一
万
七
千
六
百
寸
。
七
八
寸
桁
八
枚
。

各

長

二

丈
二
尺
。

積
九
万
八
千
四
百
寸
。
各
為

二

一
桴
一

自
余
雑
材
大
者
准
二

七
八
寸
桁
一

。
小
者
准
二

簀
子
一

。
」

と
な
っ
て
い
る
。

法
華
堂
阿
弥
陀
浄
土
院
金
堂
の
造
営
史
料
で
は
、
丹
波
山
・
伊
賀
山
か
ら
の
漕
材

は
他
と
比
べ
九
材
と
少
な
い(

表
七)

。
こ
の
原
因
は
、
作
材
金
額
で
材
木
数
を
割

る
と
伊
賀
山
が
高
く
、
高
嶋
山
が
安
い
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
高
嶋
山
の

漕
材
数
が
多
い
の
は
小
材
が
中
心
で
、
こ
れ
に
対
し
丹
波
山
・
伊
賀
山
は
大
き
な
材

が
多
数
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
「
高
島
山
漕
材
注
文

13
註

」
に
み
え

る
榑
へ
の
換
算
と
も
同
一
傾
向
を
示
し
、
柱
な
ど
の
大
き
な
材
は
木
工
寮
の
規
定
に

近
い
十
二
万
立
方
寸
の
値
が
出
る
が
、
薄
風
・
綿
呂
な
ど
の
小
材
は
、
規
定
の
半
分

か
ら
三
分
の
二
程
度
の
換
算
し
か
で
き
な
い
。

Ⅲ　

丹
波
国
を
中
心
と
し
た
山
間
部
の
遺
跡

①　

遺
跡
の
類
型

山
間
部
に
所
在
す
る
遺
跡
で
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
中
期
の
遺
跡
を
中
心
に

取
り
上
げ
る
。
抽
出
条
件
は
、
竪
穴
住
居
・
掘
立
柱
建
物
、
鍛
冶
工
房
、
炭
焼
窯
な

ど
の
明
確
な
遺
構
が
検
出
さ
れ
て
い
る
遺
跡
と
す
る
。
遺
物
で
は
、
鋸
・
鉈
な
ど
材

木
の
伐
採
に
関
る
金
属
器
、
砥
石
な
ど
の
直
接
的
な
遺
物
の
他
、
漆
な
ど
山
野
で
の

採
取
が
条
件
に
な
る
も
の
、
ま
た
、
長
岡
京
・
平
安
京
な
ど
都
城
の
土
器
様
式
と
共

通
す
る
要
素
の
多
い
遺
物
、
黒
色
土
器
、
緑
釉
陶
器
、
灰
釉
陶
器
、
唐
末
・
五
代
か

ら
北
栄
初
期
の
中
国
陶
磁
器
な
ど
を
一
定
量
出
土
す
る
遺
跡
も
取
り
上
げ
る
。

遺
跡
は
そ
の
立
地
か
ら
、
河
川
と
隔
絶
さ
れ
た
山
の
斜
面
を
加
工
し
て
テ
ラ
ス
を

作
り
住
居
を
形
成
し
て
い
る
遺
跡
や
谷
奥
の
低
地
に
住
居
を
構
え
る
遺
跡
を
Ａ
類
と

し
、
河
川
を
前
面
に
控
え
た
低
位
の
河
岸
段
丘
に
立
地
す
る
遺
跡
を
Ｂ
類
と
す
る
。

Ａ
類
と
し
た
遺
跡
は
、
木
材
の
伐
採
、
運
び
出
し
、
炭
の
生
産
、
漆
な
ど
山
野
か

ら
の
物
資
の
採
取
、
祭
祀
な
ど
に
関
係
す
る
一
時
的
な
も
の
が
多
い
と
考
え
ら
れ
、

谷
の
奥
地
の
遺
跡
は
そ
の
母
村
な
い
し
、
拠
点
の
集
落
が
想
定
で
き
る
。
ま
た
、
Ｂ

類
に
分
類
さ
れ
る
遺
跡
の
中
に
は
一
般
的
に
集
落
と
規
定
さ
れ
る
も
の
が
多
い
が
、

中
に
は
材
木
の
漕
運
に
関
る
遺
跡
が
含
ま
れ
る
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
、
谷
の
形
成

が
進
ん
で
い
な
い
地
形
で
は
、
Ａ
類
の
母
村
な
ど
多
様
な
性
格
を
持
つ
遺
跡
が
、
同

一
の
立
地
に
存
在
す
る
。

②　

Ａ
類
の
遺
跡
―
山
野
の
遺
跡
―

丹
波
国
、
現
在
の
京
都
府
亀
岡
市
、
園
部
町
、
八
木
町
な
ど
で
は
、
国
道
九
号
線

バ
イ
パ
ス
工
事
に
関
係
し
た
調
査

14
註

が
丘
陵
や
山
野
を
縦
断
し
て
行
わ
れ
た
。
こ
れ
ら

の
調
査
で
は
、
丘
陵
の
頂
部
な
い
し
斜
面
に
立
地
す
る
古
墳
群
・
山
城
な
ど
の
調
査

に
伴
っ
て
奈
良
時
代
の
遺
構
が
検
出
さ
れ
た
例
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
や
や
広
い
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地
域
―
滋
賀
県
・
奈
良
県
の
遺
跡
を
視
野
に
入
れ
、
検
索
を
行
う
。

大
津
市
の
東
部
か
ら
南
部
、
栗
東
町
に
か
け
て
は
、
奈
良
時
代
の
田
上
山
・
甲
賀

山
・
伊
賀
山
の
各
山
作
所
に
関
連
す
る
遺
跡
の
存
在
が
期
待
さ
れ
る
が
、
現
状
で
は

明
確
な
関
連
遺
跡
は
調
査
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
先
行
す
る
七
世
紀
の
須
恵
器

窯
、
製
鉄
遺
跡
、
炭
窯
の
調
査
は
丘
陵
部
で
進
ん
で
い
る
。
こ
の
地
域
で
の
先
駆
的

な
須
恵
器
窯
、
山
の
神
窯
は
七
世
紀
の
前
半
に
開
窯
し
、
後
半
に
は
瀬
田
丘
陵
窯
跡

群
、
御
園
古
窯
跡
群
、
南
郷
古
窯
跡
群
な
ど
に
拡
散
し
、
生
産
規
模
が
拡
大
す
る

15
註

。

ま
た
、
製
鉄
も
窯
の
展
開
期
に
開
始
さ
れ
、
峠
を
越
え
た
山
科
な
ど
に
も
拡
散
す
る
。

こ
れ
ら
の
遺
跡
と
先
の
造
営
関
係
史
料
か
ら
判
断
す
る
と
、
須
恵
器
生
産
を
契
機
に

山
野
の
開
発
が
展
開
し
、
鉄
生
産
な
ど
が
続
き
、
七
世
紀
の
後
半
か
ら
は
奥
地
の
杣

の
開
発
が
進
展
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

奈
良
県
で
は
、
Ａ
類
の
遺
跡
が
調
査
さ
れ
て
い
る
。
奈
良
市
の
北
東
部
、
京
都
府

に
接
す
る
添
上
郡
月
ヶ
瀬
村
尾お

山や

み

で代
遺
跡

16
註

は
、
名
張
川
を
望
む
丘
陵
部
に
立
地
す
る
。

検
出
さ
れ
た
遺
構
は
奈
良
時
代
前
期
の
竪
穴
住
居
・
掘
立
柱
建
物
、
土
壙
な
ど
で
、

遺
物
は
鉄
器
、
鞴
羽
口
・
鉄
滓
、
「
美
濃
国
」
押
印
の
須
恵
器
な
ど
が
出
土
し
て
い

る
。
調
査
担
当
者
の
井
上
義
光
や
、
後
に
こ
の
遺
跡
を
中
心
に
杣
に
関
連
し
た
遺
跡

を
検
討
し
た
今
尾
文
昭
は
、
一
、
調
査
地
点
一
帯
が
大
安
寺
領
の
杣
に
含
ま
れ
る
。

二
、
鉄
器
や
小
鍛
冶
に
関
係
し
た
遺
物
の
出
土
が
石
山
寺
造
営
関
係
文
書
の
杣
で
の

釘
の
製
作
、
道
具
の
修
理
な
ど
に
合
う
。
三
、
竪
穴
住
居
を
先
の
、
「
宿
所
・
大
炊

所
」
に
充
て
る
。
四
、
「
美
濃
国
」
押
印
の
須
恵
器
は
大
安
寺
を
通
じ
て
入
手
し
た
。

と
し
て
、
こ
の
遺
跡
の
性
格
を
杣
に
関
連
し
た
遺
跡
と
考
え
た
。

し
か
し
、
遺
跡
の
立

地
と
遺
構
・
遺
物
か
ら

は
杣
に
関
連
し
た
遺
跡

で
あ
る
こ
と
は
想
定

で
き
る
が
、
遺
跡
か
ら

七
五
〇
ｍ
南
を
東
流
す

る
名
張
川
は
、
遺
跡
の

周
辺
か
ら
下
流
に
か
け

て
峡
谷
を
な
し
、
こ
の

地
点
か
ら
は
筏
に
よ
る

材
木
の
漕
運
は
で
き
な

い
。
遺
跡
か
ら
二
・
五

㎞
上
流
の
支
流
を
な
す

冶
田
川
の
川
岸
は
傾
斜

が
緩
や
か
で
あ
り
、
こ

こ
が
筏
を
流
す
起
点
で

あ
り
、
杣
や
漕
運
に
関

係
す
る
拠
点
の
集
落
が

予
想
さ
れ
る
。

図 19　八木嶋遺跡 E区の遺構配置図 (1:800)

2　杣・木材の漕運と京内の津

０ 20m
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図 20　丹波国の古代遺跡　材木の漕運に関係した遺跡 (1:75,000)

5km０
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③　

Ｂ
類
の
遺
跡
―
河
川
に
望
む
低
地
の
遺
跡
―

丹
波
で
は
奈
良
・
平
安
時
代
の
遺
跡
の
大
半
が
こ
れ
に
分
類
さ
れ
る
。

船
井
郡
日
吉
町
天
若
遺
跡17

註
　

大お

お

い堰
川
の
右
岸
の
河
岸
段
丘
上
に
立
地
し
て
い
る
。

縄
文
時
代
か
ら
平
安
時
代
ま
で
の
各
時
期
の
遺
構
が
検
出
さ
れ
て
い
る
が
、
古
代
で

は
、
七
世
紀
後
半
の
土
壙
二
基
、
八
世
紀
前
半
の
井
戸
一
基
、
七
世
紀
か
ら
八
世
紀

に
か
け
て
の
掘
立
柱
建
物
が
六
棟
以
上
あ
る
。
建
物
の
方
位
が
二
つ
に
分
か
れ
、
時

期
差
が
あ
る
。

柱
穴
か
ら
の
出
土
遺
物
は
少
な
く
時
期
を
決
め
が
た
い
が
、
遺
物
の
出
土
量
の
多

い
の
は
奈
良
時
代
の
前
半
期
で
あ
る
。
天
若
に
は
明
治
に
筏
の
中
継
点
が
あ
り
、
ま

た
遺
跡
が
狭
い
河
岸
段
丘
上
に
立
地
し
、
建
物
群
が
検
出
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
調
査

担
当
者
は
杣
の
遺
跡
と
考
え
て
い
る
。

船
井
郡
八
木
町
美み

さ

と里
遺
跡18

註
　

河
川
ま
で
は
約
三
〇
〇
ｍ
離
れ
た
大
堰
川
の
河
岸
段

丘
上
に
位
置
す
る
遺
跡
で
、
八
木
嶋
遺
跡
か
ら
一
・
五
㎞
ほ
ど
上
流
の
遺
跡
で
あ
る
。

検
出
さ
れ
た
遺
構
は
、
掘
立
柱
建
物
三
棟
と
土
壙
が
一
基
あ
る
。
一
〇
世
紀
後
半
を

中
心
と
す
る
遺
物
が
出
土
し
て
お
り
、
篠
古
窯
跡
群
か
ら
須
恵
器
が
供
給
さ
れ
、
近

江
系
の
緑
釉
陶
器
も
出
土
し
て
い
る
。

亀
岡
市
池
尻
遺
跡19

註
　

大
堰
川
左
岸
の
遺
跡
で
、
河
川
は
一
㎞
南
に
あ
る
。
小
規
模

な
調
査
が
行
わ
れ
、
溝
、
土
壙
が
検
出
さ
れ
た
。
漆
の
容
器
と
し
て
使
わ
れ
た
須
恵

器
長
頸
壷
が
土
壙
か
ら
多
数
出
土
し
、
そ
の
形
態
が
複
数
に
分
か
れ
る
こ
と
か
ら
、

生
産
地
が
複
数
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
ま
た
、
壷
は
相
互
に
接
合
で
き
る
こ
と
か
ら
、

遺
跡
内
で
漆
を
取
り
出
し
た
後
廃
棄
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

船
井
郡
八
木
町
八や

ぎ

の木
嶋し

ま

遺
跡20

註
　

大
堰
川
を
望
む
低
位
段
丘
に
所
在
す
る
遺
跡
で
、

園
部
川
と
の
合
流
点
か
ら
六
○
○
ｍ
下
流
に
位
置
す
る
。
七
世
紀
の
竪
穴
住
居
、
奈

良
か
ら
平
安
時
代
初
期
の
掘
立
柱
建
物
な
ど
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
掘
立
柱
建
物
は

河
川
寄
り
の
Ｅ
区
に
集
中
し
て
お
り
、
合
計
三
七
棟
を
数
え
る
。
そ
の
方
位
は
三
群

に
分
か
れ
、
長
期
間
存
続
し
た
こ
と
を
示
し
、
か
つ
密
集
し
て
い
る
。

出
土
遺
物
は
、
古
墳
時
代
後
期
、
八
世
紀
中
葉
か
ら
後
期
の
土
器
な
ど
と
、
墨
書

土
器
・
緑
釉
陶
器
・
漆
の
付
着
し
た
須
恵
器
が
あ
る
。

掘
立
柱
建
物
群
は
、
大
堰
川
上
流
の
遺
跡
に
お
い
て
も
っ
と
も
規
模
と
配
置
に
優

れ
、
官
衙
に
関
係
し
た
遺
跡
と
判
断
で
き
る
。
ま
た
、
河
川
の
合
流
点
下
流
に
位
置

し
、
「
南
広
瀬
」
の
字
が
残
る
な
ど
広
い
川
原
が
あ
り
、
漕
運
し
た
筏
を
一
時
的
に

泊
め
る
の
に
良
好
な
地
形
を
し
て
い
る
。

船
井
郡
園
部
町
宮
ノ
口
遺
跡21

註
　

園
部
川
左
岸
の
遺
跡
で
、
河
川
か
ら
約
二
五
〇
ｍ

離
れ
た
低
位
段
丘
上
に
立
地
す
る
。
遺
構
は
、
幅
一
・
三
ｍ
の
南
北
溝
と
三
間
×
三

間
の
倉
庫
が
二
棟
あ
り
、
奈
良
時
代
の
遺
物
が
出
土
し
た
。
遺
跡
が
園
部
川
流
域
で

は
広
い
平
野
部
に
占
地
し
て
い
る
こ
と
、
倉
庫
の
出
土
か
ら
官
衙
的
要
素
が
強
い
。

こ
の
よ
う
に
Ｂ
類
の
遺
跡
に
は
、
奈
良
時
代
前
期
か
ら
平
安
時
代
ま
で
継
続
す
る

遺
跡
と
、
平
安
時
代
中
期
の
一
〇
世
紀
に
成
立
し
中
世
ま
で
継
続
す
る
遺
跡
が
あ
る
。

前
者
に
は
、
天
若
遺
跡
・
八
木
嶋
遺
跡
・
池
尻
遺
跡
・
宮
ノ
口
遺
跡
が
あ
り
、
後
者

に
は
、
美
里
遺
跡
が
あ
る
。
天
若
遺
跡
・
八
木
嶋
遺
跡
は
調
査
面
積
が
広
く
、
遺
跡

の
時
代
に
よ
る
集
落
の
動
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

天
若
遺
跡
は
、
峡
谷
部
を
屈
曲
し
て
流
れ
る
大
堰
川
の
河
岸
段
丘
上
に
位
置
し
、

2　杣・木材の漕運と京内の津
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陸
上
交
通
が
峠
越
え
で
あ
る
こ
と
、
掘
立
柱
建
物
が
複
数
存
在
す
る
こ
と
な
ど
か
ら

材
木
の
漕
運
関
連
の
遺
跡
と
し
て
説
得
力
を
持
つ
が
、
奈
良
時
代
前
半
が
遺
跡
の
中

心
で
そ
れ
以
降
は
衰
退
し
た
よ
う
で
、
古
い
段
階
の
杣
に
関
係
し
た
伐
採
・
加
工
・

漕
運
な
ど
多
機
能
な
拠
点
集
落
と
判
断
さ
れ
る
。

八
木
嶋
遺
跡(

船
井
郡)
は
掘
立
柱
建
物
が
密
集
し
、
存
続
年
代
も
古
墳
時
代
前

期
か
ら
鎌
倉
時
代
ま
で
連
続
し
、
材
木
の
漕
運
に
関
連
し
た
遺
跡
の
規
模
を
越
え
、

官
衙
的
様
相
を
持
つ
。
調
査
担
当
者
は
、
建
物
の
年
代
を
六
世
紀
後
半
か
ら
七
世
紀

初
頭
に
想
定
し
て
い
る
が
、
遺
構
配
置
・
規
模
・
柱
間
な
ど
か
ら
古
墳
時
代
後
期
の

建
物
と
す
る
に
は
無
理
が
あ
り
、
墨
書
土
器
の
年
代
観
な
ど
か
ら
奈
良
時
代
後
期
か

ら
平
安
初
期
が
遺
跡
の
中
心
年
代
で
あ
り
、
長
岡
京
・
平
安
京
の
設
定
を
契
機
と
す

る
官
衙
遺
跡
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
官
衙
的
な
要
素
の
中
に
、
筏
の
漕
運
に
関
係
し
た
宿
所
や
官
衙
な
ど
の
施
設

も
含
ま
れ
、
大
堰
川
と
園
部
川
の
合
流
点
の
下
流
に
所
在
し
、
広
い
川
原
を
持
つ
立

地
条
件
か
ら
、
長
期
間
機
能
し
た
漕
運
関
係
遺
跡
と
し
て
の
性
格
も
付
与
さ
れ
て
い

た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
南
東
三
㎞
の
地
点
に
は
丹
波
国
府
と
推
定
さ
れ
る
千

代
川
遺
跡(

桑
田
郡)

が
あ
り
、
相
互
に
密
接
な
関
係
を
持
つ
て
遺
跡
が
営
ま
れ
て

い
た
。

Ⅳ　

津
に
関
係
し
た
遺
跡

泉
津
は
、
大
安
寺
伽
藍
縁
起
并
流
記
資
材
帳

22
註

に
、

「
一
泉
木
屋
并
薗
地
二
町
、

東
大
路
、
西
薬
師
寺
木
屋
、
南
自

井
一
反
許
退
於
、
北
大
河
之
限
」

と
あ
り
、
二
町
の
薗
地
が
付
属
し
、
広
い
敷
地
を
有
し
、
東
に
は
大
路
が
走
り
、

北
に
は
泉
川(

木
津
川)

で
区
切
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
各
寺
院
の
木
屋
が
東
西
に

並
ぶ
こ
と
か
ら
、
大
安
寺
木
屋
北
辺
な
い
し
南
辺
に
も
大
路
と
直
行
す
る
道
路
が
あ

り
、
官
衙
や
寺
院
の
木
屋
が
町
並
み
を
揃
え
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
よ

う
に
、
泉
津

23
註

は
「
藤
原
京
」
の
造
営
時
か
ら
材
木
津
と
し
て
使
用
さ
れ
、
中
世
に
お

い
て
も
南
都
の
寺
院
の
木
屋
と
し
て
の
機
能
を
保
持
し
て
い
た
。

泉
津
に
関
連
し
た
調
査
は
、
昭
和
五
二
年(

一
九
七
七)

に
上
津
遺
跡
の
第
二
次

調
査
が
行
わ
れ
て
か
ら
進
展
し
、
遺
構
か
ら
泉
津
を
復
原
で
き
る
状
況
に
な
っ
た
。

木
津
町
上こ

う

づ津
遺
跡24

註
　

昭
和
十
三
年(

一
九
三
八)

に
「
伝
誓
願
寺
跡
」
と
し
て

田
中
重
久
氏
が
報
告
し
た
が
、
発
掘
調
査
が
開
始
さ
れ
た
の
は
、
昭
和
五
一
年

(

一
九
七
六)

か
ら
で
数
回
の
調
査
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
の
調
査
で
、
幅
一
・

二
～
二
・
六
ｍ
の
東
西
溝(

北
三
度
四
〇
分
東)

が
延
長
一
八
○
ｍ
に
わ
た
っ
て
検

出
さ
れ
た
。
建
物
遺
構
は
、
掘
立
柱
建
物
を
八
棟
検
出
し
て
お
り
、
北
・
西
・
南
の

三
面
に
庇
を
持
つ
建
物
が
中
心
建
物
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
倉
庫
と
考
え
ら
れ
る

規
模
の
小
さ
な
総
柱
建
物
が
三
棟
あ
る
。

出
土
遺
物
は
三
彩
陶
器
小
壷
・
托
、
二
採
陶
器
、
緑
釉
・
灰
釉
陶
器
の
他
、
「
宮

万
呂
」
「
大
原
」
な
ど
の
人
名
を
中
心
と
し
た
墨
書
土
器
が
四
五
点
出
土
し
て
い
る
。

そ
の
他
、
皇
朝
十
二
銭
、
帯
金
具
、
鉄
製
の
斧
・
刀
子
や
鍵
な
ど
も
出
土
し
て
い
る
。

遺
物
は
、
奈
良
時
代
中
期
か
ら
の
も
の
が
多
い
が
、
平
安
時
代
前
期
の
九
世
紀
後

半
の
も
の
も
あ
る
。
ま
た
土
壙
か
ら
は
製
塩
土
器
の
出
土
が
目
立
ち
、
炭
な
ど
も
共

伴
す
る
こ
と
か
ら
、
海
岸
部
で
生
産
さ
れ
土
器
に
詰
め
ら
れ
た
塩
を
再
度
現
場
で
焼
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き
固
め
て
い
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
区
画
の
機
能
・
関
係
す
る
寺
院
・

官
衙
な
ど
は
不
明
で
あ
る
が
、
東
西
溝
Ｓ
Ｄ
一
が
途
切
れ
る
部
分
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
部
分
を
川
に
向
か
う
出
入
口
と
考
え
、
東
西
溝
の
北
部
か
ら
木
津
川
の
南
岸
部

に
は
遺
構
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、
南
岸
か
ら
溝
ま
で
を
材
木
な
ど
の
置
き
場
、
溝
を

官
衙
の
北
限
、
そ
の
南
部
を
官
衙
内
部
と
す
る
遺
構
配
置
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
。木

津
町
作
り
道25

註
　

木
津
遺
跡
の
西
約
七
〇
〇
ｍ
地
点
で
、
南
北
と
斜
行
す
る
二
本

の
道
路
遺
構
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
調
査
は
昭
和
六
二
年(

一
九
八
七)

に
行
わ
れ

た
八
後
遺
跡
・
恭
仁
宮
作
り
道
に
関
係
し
た
も
の
で
、
南
北
方
向
の
路
面
と
東
側
溝
、

そ
の
西
側
の
運
河
と
推
定
さ
れ
る
幅
一
五
ｍ
以
上
、
深
さ
一
・
三
ｍ
の
堀
が
検
出
さ

れ
た
。
さ
ら
に
東
側
溝
の
東
地
点
で
は
北
三
〇
度
東
に
斜
行
す
る
路
面
も
調
査
さ
れ

て
い
る
。

泉
津
を
と
り
ま
く
周
辺
地
域
の
復
原
的
な
考
察
は
少
な
い
が
、
高
橋
美
久
二
は
木

津
遺
跡
の
調
査
成
果
に
加
え
て
、
相
楽
郡
の
条
里
上
に
泉
津
の
復
原
を
行
い
、
作
り

道
に
接
し
て
興
福
寺
と
東
大
寺
の
木
屋
が
置
か
れ
た
こ
と
を
提
示
し
た

26
註

。

ま
た
、
八
後
遺
跡
・
恭
仁
宮
作
り
道
遺
跡
で
検
出
さ
れ
た
南
北
方
向
の
道
路
遺
構

が
、
東
作
り
道
・
西
作
り
道
の
ど
ち
ら
に
該
当
す
る
か
不
明
で
あ
る
が
、
西
側
で
の

運
河
と
推
定
さ
れ
る
遺
構
と
合
わ
せ
て
注
目
さ
れ
、
運
河
を
利
用
し
奈
良
山
の
際
ま

で
漕
運
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

泉
津
以
外
で
は
、
勢
多
津
、
宇
治
津
、
前
瀧
津
、
淀
津
、
山
崎
津
、
葛
野
井
津
、

大
井
津
、
瀧
額
津
な
ど
が
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
前
期
の
文
献
史
料
に
み
ら
れ

SD01
SE23

SK20

SK19

SK10

SB09

SK13SB05

SK02SB180

SB300

SK524

SB670
SK548

御 霊 神 社

木津川河川敷

堤防

Aトレンチ

Gトレンチ

F
ト
レ
ン
チEトレンチ

I
ト
レ
ン
チ

第2次調査地

Cトレンチ

A区

B区

D区

安福寺 府道木津賀茂線

J
R
奈
良
線

C区 第3次調査地

０ 100ｍ

図21　上津遺跡遺構配置図(1:2,000)

2　杣・木材の漕運と京内の津
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第 3章　考　察

る
が
発
掘
調
査
は
ま
だ
行
わ
れ
て
い
な
い(

表
六)

。
し
か
し
、
淀
津
と
推
定
さ
れ

る
京
都
市
伏
見
区
淀
の
集
落
の
西
部
か
ら
南
部
の
桂
川
河
川
敷
、
さ
ら
に
下
流
の
淀

川
に
か
け
て
は
、
明
治
に
木
津
川
の
流
路
変
更
が
行
わ
れ
た
た
め
、
水
流
で
遺
跡
の

包
含
層
が
洗
わ
れ
て
、
平
安
時
代
後
期
の
瓦
や
各
時
代
の
遺
物
が
採
集
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
淀
津
に
漕
運
中
に
落
ち
た
遺
物
と
考
え
ら
れ
て
い
る

27
註

。

Ｖ　

平
城
京
・
長
岡
京
・
平
安
京
で
漕
運
に
使
わ
れ
た
河
川

各
都
城
に
お
い
て
漕
運
の
可
能
な
河
川
を
抽
出
す
る
。
都
城
を
流
れ
る
現
河
川
に
、

調
査
で
検
出
し
た
規
模
の
大
き
な
条
坊
側
溝
と
自
然
流
路
を
こ
れ
に
加
え
る
。
そ
の

目
安
と
し
て
は
、
都
城
の
存
続
期
間
に
流
れ
て
い
る
こ
と
、
規
模
が
五
ｍ
、
深
さ
が

一
ｍ
前
後
の
流
路
で
あ
る
こ
と
を
基
本
に
す
る
。

①　

平
城
京

秋
篠
川
・
佐
保
川
・
岩
井
川
・
能
登
川
・
菰
川
な
ど
が
現
河
川
と
し
て
平
城
京
内

を
流
れ
て
い
る
。
秋
篠
川
は
平
城
京
の
西
二
坊
大
路
の
一
坪
西
を
南
流
し
、
西
堀
河

に
推
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
藤
原
京
」
造
営
時
に
は
近
江
の
田
上
山
の
木
材
を

泉
津
ま
で
漕
運
し
、
そ
の
後
、
奈
良
坂
を
越
え
、
再
び
秋
篠
川
を
利
用
し
漕
運
、
造

営
現
場
ま
で
送
っ
た
歌
が
『
万
葉
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る

28
註

。

規
模
の
大
き
な
条
坊
側
溝
・
自
然
流
路
と
し
て
、
平
城
京
で
は
朱
雀
大
路
の
東
西

両
側
溝

29
註

が
あ
げ
ら
れ
る
。
西
側
溝
は
、
幅
が
七
ｍ
、
深
さ
一
ｍ
、
東
側
溝
は
、
幅

四
・
五
ｍ
、
深
さ
一
ｍ
あ
り
、
十
分
河
川
交
通
に
使
え
る
規
模
を
持
つ
。

近
年
の
調
査
で
は
、
左
京
四
条
三
坊
十
坪
で
幅
八
ｍ
前
後
の
東
堀
河
と
、
東
岸
に

作
ら
れ
た
幅
二
・
七
ｍ
の
桟
橋
状
遺
構
が
検
出

30
註

さ
れ
、
堀
河
の
両
側
に
敷
設
さ
れ
た

幅
三
ｍ
の
空
閑
地
を
路
面
と
考
え
る
と
、
引
き
船
に
よ
る
河
川
交
通
が
推
定
で
き
る
。

ま
た
東
市
で
は
市
町
の
遺
構
と
東
堀
河
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
東
市
は
平
城
京
の

左
京
八
条
三
坊
五
・
六
・
十
一
・
十
二
坪
に
推
定
さ
れ
、
当
該
地
点
の
調
査
で
は

十
一
・
十
二
坪
の
中
心
を
流
れ
る
幅
一
〇
ｍ
、
深
さ
一
・
五
ｍ
の
東
堀
河
を
検
出
し

た
。
坪
の
中
央
を
堀
川
が
流
れ
る
こ
と
か
ら
各
大
路
・
小
路
に
は
橋
が
架
け
ら
れ
、

市
内
の
六
条
々
間
小
路
で
は
そ
の
遺
構
を
確
認
し
て
い
る

31
註

。

Y=-17,200

X=-146,770

Y=-17,180

X=-146,790
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X
2
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杭
列)

SB03

SE07

SE08

SA06

SE09

S
D
2
6(

東
堀
河)

０ 10ｍ

図22　平城京左京四条三坊十坪の堀河と桟橋遺構(1:400)
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②　

長
岡
京

長
岡
京
域
を
流
れ
る
規
模
の
大
き
な
自
然
河
川
は
、
小
泉
川
・
小
畑
川
の
二
つ
が

あ
げ
ら
れ
る
。
小
泉
川
が
長
岡
京
域
に
流
れ
込
む
右
京
第
一
〇
四
次
調
査
の
西
京
極

大
路
推
定
地
点
で
は
、
大
規
模
な
河
川
祭
祀
が
行
わ
れ
、
多
量
の
墨
書
人
面
土
器
・

土
馬
・
ミ
ニ
チ
ュ
ア
竈
が
出
土
し
て
い
る

32
註

。
も
う
一
つ
の
河
川
、
小
畑
川
は
三
条
か

ら
以
南
で
は
南
流
し
て
い
る
が
、
条
坊
設
定
時
に
は
北
西
か
ら
南
東
に
流
れ
て
い
た

こ
と
が
一
〇
回
を
越
え
る
旧
流
路
の
調
査
で
明
ら
か
に
な
り
、
そ
の
幅
も
東
一
坊

大
路
付
近
で
は
五
〇
ｍ
前
後
に
及
ぶ
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
現
在
の
知
見
で
は
、

橋
・
津
な
ど
交
通
に
関
係
し
た
遺
構
は
検
出
さ
れ
て
い
な
い
が
、
堤
防
な
ど
が
調
査

さ
れ
て
い
る

33
註

。

乙
訓
郡
で
は
、
中
世
の
水
路
と
し
て
現
在
は
寺
戸
川
と
呼
ば
れ
て
い
る
今
井
用
水

が
あ
る
。
『
東
寺
百
合
文
書
』
の
、
「
山
城
国
桂
川
用
水
差
図
案
」
に
は
、
桂
川
右
岸

の
上
流
か
ら
、
「
一
井
」
「
十
一
ヶ
郷
井　

今
井
溝
」
「
三
井
」
な
ど
の
取
水
口
と
対

応
す
る
桂
川
に
築
か
れ
た
堰
が
描
か
れ
、
取
水
口
の
位
置
を
現
地
形
に
推
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
の
取
水
口
は
松
室
小
学
校
の
東
に
現
存
す
る
取
水
口
に
当
て
る
こ

と
が
で
き
、
昭
和
五
九
年(

一
九
八
四)

に
下
流
の
西
京
区
桂
徳
大
寺
町
で
行
わ
れ

た
調
査
で
は
東
側
の
堤
防
遺
構
が
検
出
さ
れ
て
い
る

34
註

。

今
井
用
水
が
中
世
に
新
た
に
開
削
さ
れ
た
も
の
か
、
自
然
流
路
な
い
し
古
代
の
流

路
を
一
部
利
用
し
掘
削
さ
れ
た
の
か
は
、
関
連
調
査
が
少
な
く
不
明
な
点
が
多
い
が
、

秦
氏
が
築
造
し
た
葛
野
大
堰
や
、
平
安
時
代
の
葛
野
川(

桂
川)

の
築
堤
記
事
が
注

目
さ
れ
る

35
註

。
後
述
す
る
松
室
小
学
校
の
古
墳
時
代
の
後
期
に
掘
削
さ
れ
た
流
路

36
註

は
、

用
水
路
の
開
発
が
古
く
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
し
、
灌
漑
用
水
だ
け
で
な
く
小
規
模
な

水
運
に
使
わ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。

平
城
京
と
比
べ
、
長
岡
京
で
は
条
坊
側
溝
の
幅
が
五
ｍ
を
越
え
る
も
の
は
少
な
く
、

左
京
第
二
九
〇
次
調
査
で
検
出
し
た
二
条
大
路
の
北
側
溝
、
宮
内
第
一
九
六
次
調
査

の
中
軸
街
路
の
西
側
溝
な
ど
、
数
例
が
あ
げ
ら
れ
る
。
溝
の
深
さ
は
〇
・
七
～
一
前

後
で
浅
い
も
の
が
多
い(

表
八)

。

ま
た
、
約
四
〇
件
の
自
然
流
路
を
検
出
し
て
い
る
が
大
規
模
な
も
の
は
少
な
い
。

左
京
第
一
一
二
次
調
査

37
註

で
検
出
し
た
Ｓ
Ｇ
二
〇
は
弥
生
時
代
の
後
期
か
ら
続
く
湿
地

と
ほ
ぼ
重
な
っ
て
長
岡
京
期
の
溝
が
あ
り
、
木
簡
削
屑
が
二
〇
三
点
出
土
し
た
が
、

浅
く
て
筏
の
漕
運
は
で
き
な
い
。

こ
の
他
小
規
模
で
あ
る
が
注
目
さ
れ
る
流
路
が
、
西
市
の
推
定
地
で
検
出
さ
れ
て

い
る
。
右
京
第
一
〇
二
次
調
査
地

37
註

で
検
出
し
た
Ｓ
Ｄ
一
で
、
幅
一
ｍ
、
深
さ
〇
・
八

ｍ
あ
り
、
大
宰
府
の
土
師
器
、
延
暦
三
年
一
二
月
の
木
簡
な
ど
が
出
土
し
た
。
ま
た

同
じ
調
査
区
に
、
幅
が
二
・
八
～
五
・
四
ｍ
で
深
さ
〇
・
六
ｍ
の
東
西
溝
が
あ
る
。

③　

平
安
京

『
延
喜
式
』
の
左
右
京
職
で
は
、
東
堀
川
小
路
・
西
堀
川
小
路

38
註

の
中
央
に
四
丈
規

模
の
流
路
が
あ
り
、
左
右
に
二
丈
幅
の
路
面
が
敷
設
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
右

京
三
条
と
五
条
で
検
出
し
た
西
堀
川
小
路
は
、
流
路
幅
が
七
ｍ
前
後
と
文
献
の
記
載

よ
り
狭
く
、
そ
れ
に
対
し
て
路
面
幅
は
広
く
一
致
し
な
い
。
同
様
の
構
造
を
持
つ
流

路
は
野
寺
小
路
に
も
み
ら
れ
、
こ
れ
は
、
平
安
時
代
中
期
に
側
溝
幅
が
九
ｍ
前
後
と

大
規
模
に
拡
張
さ
れ
て
い
る

39
註

。
ま
た
、
西
靭
負
小
路
、
室
町
小
路
な
ど
の
よ
う
に
平

2　杣・木材の漕運と京内の津



―68―

第 3章　考　察

安
時
代
初
期
に
は
小
路
の
半
分
の
約
六
ｍ
ほ
ど
の
流
路
が
路
面
上
に
設
定
さ
れ
た
例

も
あ
る

40
註

。
さ
ら
に
、
条
坊
と
無
関
係
に
蛇
行
す
る
流
路
や
、
条
坊
と
同
一
方
位
の
流

路
が
町
内
を
貫
流
し
て
い
る
例
も
あ
る

41
註

。

こ
れ
ら
多
様
な
河
川
の
あ
り
か
た
は
、
条
坊
側
溝
だ
け
で
は
都
城
内
の
流
水
を
制

御
で
き
な
か
っ
た
結
果
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
自
然
河
川
の
水
量
を
調
整
し
て
い

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
れ
は
、
平
安
京
が
鴨
川
と
高
野
川
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ

た
扇
状
地
に
営
ま
れ
た
こ
と
に
主
因
が
あ
る
が
、
一
方
で
、
規
模
の
大
き
な
流
路
は

多
様
な
形
で
河
川
交
通
の
機
能
を
持
つ
こ
と
も
可
能
で
、
東
堀
川
小
路
に
は
東
市
が

近
接
し
、
西
堀
川
小
路
・
西
靭
負
小
路
は
西
市
の
漕
運
を
担
っ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ

る
。
先
の
東
と
西
の
堀
川
小
路
は
路
面
中
央
部
に
流
路
が
掘
削
さ
れ
、
両
側
に
路
面

が
あ
る
。
こ
れ
は
、
平
城
京
左
京
四
条
三
坊
の
東
堀
河
と
同
様
の
構
造
で
あ
る
。
し

か
し
、
平
安
京
で
は
、
津
と
み
ら
れ
る
遺
構
は
ま
だ
検
出
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
ら
の
京
内
に
流
れ
込
む
自
然
流
路
も
京
域
の
発
展
に
伴
っ
て
、
外
郭
で
制
御

さ
れ
、
京
域
内
の
安
定
が
は
か
ら
れ
た
。
平
安
時
代
後
期
に
な
る
と
、
か
つ
て
自
然

流
路
が
流
れ
て
い
た
地
域
の
開
発
も
進
み
、
遺
構
が
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

42
註

。

Ⅵ　

長
岡
京
の
河
川
と
京
内
の
津

① 

二
〇
三
次
調
査
Ｓ
Ｄ
五
〇
流
路
の
復
原

長
岡
京
に
関
係
し
た
地
域
の
旧
流
路
復
原
は
、
橋
本
清
一
・
中
塚
良
に
よ
っ
て
行

わ
れ
て
い
る

43
註

。
そ
の
成
果
に
よ
る
と
、
旧
流
路
は
寺
戸
川
水
系
、
小
畑
川
水
系
に
大

き
く
分
か
れ
て
い
る
。
遺
構
と
関
係
す
る
寺
戸
川
水
系
を
み
る
と
、
松
室
遺
跡
の
あ

る
京
都
市
西
京
区
松
室
付
近
で
桂
川
か
ら
分
流
し
、
複
雑
に
支
流
を
構
成
し
て
い
る
。

少
し
詳
細
に
河
道
痕
跡
を
み
る
と
、
桂
川
の
分
流
点
か
ら
次
第
に
東
南
方
向
に
向
か

う
流
路
が
、
調
査
地
点
の
北
二
・
五
㎞
の
地
点
で
大
き
く
二
方
向
に
分
岐
す
る
。
東

の
流
れ
は
南
東
に
斜
行
し
、
大
薮
遺
跡
ま
で
は
同
方
位
を
と
る
が
、
遺
跡
の
南
部
か

ら
調
査
地
点
ま
で
は
南
北
に
流
れ
、
検
出
し
た
流
路
Ｓ
Ｄ
五
〇
と
ほ
ぼ
合
う
。
こ

れ
に
対
し
西
の
流
れ
は
南
に
流
れ
、
や
が
て
南
東
方
向
に
向
き
を
変
え
、
左
京
第

二
〇
三
次
調
査
の
南
で
合
流
し
、
南
東
方
向
に
流
れ
、
や
が
て
桂
川
と
合
流
す
る
。

左
京
第
二
〇
三
次
調
査
の
上
・
下
流
で
Ｓ
Ｄ
五
〇
と
関
連
す
る
流
路
を
探
す
と
、

両
域
で
同
様
の
堆
積
と
年
代
を
示
す
流
路
が
数
箇
所
で
検
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
上
流
で
は
、
Ｓ
Ｄ
五
〇
の
北
東
七
〇
〇
ｍ
地
点
で
調
査
し
た
大
薮
遺
跡
の
流

路
が
候
補
に
あ
が
る
。
大
薮
遺
跡
は
中
学
校
内
で
過
去
六
回
の
調
査
が
行
わ
れ
、
そ

の
う
ち
五
回
が
流
路
に
関
係
し
て
い
る
。
検
出
の
遺
構
は
、
流
路
の
西
肩
の
一
部
と

杭
列
で
護
岸
さ
れ
た
東
肩
部
で
、
護
岸
は
延
長
三
五
ｍ
検
出
し
た
が
、
三
ｍ
を
越
え

る
杭
を
使
う
な
ど
非
常
に
強
固
に
作
ら
れ
、
東
岸
を
護
岸
し
北
西
か
ら
流
れ
る
流
路

を
南
に
変
え
る
た
め
の
機
能
が
あ
る
。

流
路
か
ら
の
出
土
遺
物
は
、
西
肩
部
で
墨
書
人
面
土
器
、
銅
製
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
鏡
、

皇
朝
十
二
銭
、
中
心
部
と
東
肩
部
で
は
墨
書
人
面
土
器
、
ミ
ニ
チ
ュ
ア
竈
な
ど
が
出

土
し
、
馬
・
牛
な
ど
の
骨
も
多
量
に
出
土
し
て
い
る

44
註

。

さ
ら
に
、
大
薮
遺
跡
の
上
流
で
も
立
会
・
発
掘
調
査
で
関
連
す
る
流
路
を
検
出
し

て
い
る
。
ま
た
下
流
で
は
、
第
三
〇
四
・
三
一
四
次
調
査
の
名
神
高
速
道
路
の
拡
幅

工
事
で
同
一
の
流
路
を
検
出
し
て
い
る

45
註

。
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番
号

都
城
名

遺跡名・
次数・
遺構名・
条坊

規模 検出
面
標高

長岡の
現河川
との比
高差

方

向
備 考

文献
番号幅 深

検
出
長

1 京外 松室遺跡 SD9 140 1.0～1.6 140 28.8
A　4.6
B　-19.3

↑
古墳時代後期に掘削し、中世に廃絶か。 1

2 〃 大薮遺跡流路 30～ 2～ 60
A　18.5
B　-5.4

↑
久世中学校内で7回の調査。東岸には大
規模な杭列があり、岸を護岸。

2

3 長岡京 宮 196 次調査 SD19605 5 0.7～1.0 13 21.0
A　12.4
B　-11.5

↑墨書土器「主計」「主税」など。宮中軸街
路の西側溝。

3

4 〃
左京 203 次調査 SD20350

左京一条三坊
10～ 1.5 30 13.2

A　20.2
B　-3.7

↑

自然流路。木簡が多量に出土する。 4

5 〃
左京 185 次調査 SD18503

左京南一条二坊
11 0.8 5 14.2

A　19.2
B　-4.7

↑
自然流路。 5

6 〃
左京 112 次調査 SD11212

左京南一条三坊
0.9～2.6 0.3 16 12.7

A　20.7
B　-3.2

↑
削屑が多数出土。弥生後期からの湿地
の上層に長岡京期の遺物が出土。

6

7 〃
左京 112 次調査 SG11220

左京南一条三坊
6 不明 18 12.7

A　20.7
B　-3.2

↑
〃

8 〃
左京 290 次調査 SD29000

二条条間大路北側溝
4.1～5.9 0.5～0.7 45 12.2

A　21.2
B　-2.7

↑

2段堀、下段の幅は1.8m、深さ0.4m。 7

9 〃
左京 305 次調査 SD30510

左京三条二坊
10 0.9～1.2 15 13.4

A　20.0
B　-3.9

↑ 北肩を杭で護岸、堆積は上下層に分か
れ、下層は奈良。溝の上面を長岡に整
地。

8

10 〃
左京 88 次調査 SD8803 左

京三条二坊
1.8～2.5 0.2～0.8 10 14.4

A　19.0
B　-4.9

↑

溝は深いが幅は狭い。町内の区画溝。 9

11 〃
左京 251 次調査 SD25103

左京七条二坊・六条二坊
5～10 1.0 250 8.5

A　24.9
B　1.0

↑
多量の人面土器が出土する。西二坊大
路との交点には橋が架かる。

10

12 〃
右京 102 次調査 SD10202

右京六条二坊
2.8～5.4 0.6 5.4 14.4

A　19.0
B　-4.9

↑
平安時代前期。 11

13 〃
右京 102 次調査 SD10201

右京六条二坊
1 0.8 54 14.4

A　19.0
B　-4.9

↑西市?大宰府の土師器、「延暦3年12月」
「自司進」木簡。

〃

14 平城京
朱雀大路西側溝左京六条

一坊・右京六条一坊
6.4～7.6 1.0 24 56.4

↑

側溝と直角方向の堰遺構がある。 12

15 〃
朱雀大路東側溝左京六条

一坊・右京六条一坊
5 1.1 10 56.4

↑

〃

16 〃
SD650A 東三坊大路東側溝

左京一条三坊
3 1.1 270 70.2

↑9世紀前半に埋没する。告知札木簡、皇
朝十二銭が多数出土する。

13

17 〃
SD650B 東三坊大路東側溝

左京一条三坊
2 0.5～0.9 270 70.2

↑

9世紀後半に埋没する。 〃

18 〃
314 次調査 SD26 左京四条

三坊
7.5～8.5 1.0 34 59.7

↑奈良時代、最上層は平安時代前期。堀河
からは桟橋の遺構が検出される。

14

19 〃
344 次調査 SD02 左京四条

一坊
9 1.5 2 不明

↑上層は平安時代後期、下層は奈良時代
末から平安時代初期。

15

20 〃
316 次調査 SD02 東一坊大

路西側溝左京五条一坊
7.0～4.0 2.0 3 55.9

↑堆積は大きく3層に分かれる。規模など
のデータは、中層と下層のもの。中層は
10世紀末、下層は奈良時代後半。

16

21 〃
東一坊大路西側溝左京七

条一坊十六坪
7.6～8.3 1.2～1.6 142 54.2

↑堆積は五層、奈良前半から平安末期ま
で継続。平安初期は浅くなる。

17

22 〃
SD920 西一坊間大路西側溝

右京八条一坊十一坪

5.5～

11.0
1.5～1.8 75 53.3

↑下層からは奈良初期、中層は中期、上層
は末から平安初期。中層から祭祀遺物
が多量に出土。また馬骨も多く出土。

18

※現河川の比高差は、Aは京都市右京区嵐山渡月橋の西側中州、Bは大山崎町離宮八幡宮南の淀川河川敷の標高を使った。

表 8長岡京を中心とする規模の大きな側溝・流路 (註 37)

2　杣・木材の漕運と京内の津
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こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
Ｓ
Ｄ
五
〇
流
路
が
ど
こ
で
桂
川
と
分
岐
し
て
い
る
か
が

問
題
に
な
る
。
候
補
と
し
て
は
、
松
室
小
学
校
で
検
出
し
た
流
路
が
桂
川
に
近
接
し
、

最
有
力
候
補
に
あ
げ
ら
れ
る
が
、
こ
の
流
路
は
、
幅
が
七
ｍ
前
後
と
狭
く
、
深
さ
も

一
・
五
ｍ
前
後
で
、
Ｓ
Ｄ
五
〇
と
は
規
模
が
異
な
る
。
ま
た
、
堆
積
層
に
砂
礫
層
が

な
い
な
ど
幾
つ
か
の
点
で
異
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
二
〇
三
次
調
査
の
Ｓ
Ｄ
五
〇

の
桂
川
と
の
分
岐
点
は
松
室
遺
跡
の
東
部
で
探
す
必
要
が
あ
り
、
中
世
の
今
井
溝
取

水
口
の
周
辺
部
が
候
補
地
に
な
り
、
こ
の
地
点
は
、
南
流
す
る
桂
川
が
ほ
ぼ
東
に
向

か
っ
て
屈
曲
し
た
東
端
に
あ
た
る
。
推
定
地
は
水
流
の
攻
撃
面
に
あ
た
る
が
、
逆
の

北
岸
は
川
原
が
広
が
り
、
筏
や
船
の
係
留
に
は
適
し
た
地
点
で
、
大
井
津
な
ど
の
候

補
地
に
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ｓ
Ｄ
五
〇
で
は
弥
生
時
代
後
期
・
古
墳
時
代
後
期
・
七
世
紀
・
奈
良
時
代
後
期
・

平
安
時
代
中
期
の
各
時
代
の
流
路
を
、
層
序
と
地
点
を
変
え
な
が
ら
検
出
し
た
。
そ

の
堆
積
を
み
る
と
、
弥
生
・
古
墳
時
代
は
、
砂
礫
が
堆
積
す
る
流
れ
の
速
い
流
路
で

あ
っ
た
が
、
奈
良
時
代
以
降
は
大
規
模
な
東
肩
の
護
岸
、
桂
川
か
ら
の
分
岐
点
で
の

水
量
を
調
節
す
る
堰
や
堤
防
な
ど
の
土
木
工
事
に
よ
り
水
量
の
制
御
が
行
わ
れ
た
た

め
か
、
泥
土
の
堆
積
す
る
流
れ
の
緩
や
か
な
流
路
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
弥
生

時
代
か
ら
古
墳
時
代
の
後
期
ま
で
は
自
然
河
川
で
あ
っ
た
流
路
が
、
七
世
紀
以
降
に

分
岐
点
で
の
堰
・
堤
防
・
取
水
口
な
ど
の
建
設
・
整
備
・
管
理
が
行
わ
れ
、
次
第
に

水
量
の
管
理
で
き
る
人
工
河
川
と
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
河
川
管
理
と
同
時
に
、
物
資
の
漕
運
に
適
し
た
河
川
へ
の
改
修
工
事
が

行
わ
れ
た
。
木
簡
が
多
量
に
出
土
し
た
第
三
地
点
の
東
部
は
径
四
ｍ
ほ
ど
が
一
段
と

掘
り
下
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
和
同
開
珎
と
墨
書
人
面
土
器
が
出
土
し
た
。
こ

れ
は
、
工
事
の
安
全
・
完
成
を
祈
念
し
て
祭
祀
を
目
的
に
投
棄
し
た
も
の
と
も
考
え

ら
れ
、
流
路
の
一
部
分
が
、
漕
運
に
使
う
段
階
で
改
造
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

② 

長
岡
京
期
の
河
川
交
通

長
岡
京
は
京
域
の
東
部
に
桂
川
が
南
流
し
、
南
東
部
に
は
周
囲
一
六
㎞
の
巨
椋
池

が
あ
り
、
宇
治
川
が
流
れ
込
ん
で
い
た
。
巨
椋
池
の
西
に
接
し
て
流
れ
た
桂
川
は
、

や
が
て
木
津
川
と
合
流
し
、
山
城
盆
地
の
峡
谷
部
の
山
崎
を
流
れ
淀
川
と
な
る
。
淀

川
は
、
難
波
を
経
て
大
阪
湾
、
瀬
戸
内
海
に
つ
な
が
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
河
川

の
合
流
点
が
京
に
隣
接
し
て
い
た
た
め
、
水
陸
の
便
は
格
段
に
良
か
っ
た

46
註

。

長
岡
京
の
朱
雀
大
路
は
台
地
の
縁
辺
部
を
走
り
、
宮
の
前
面
で
小
畑
川
を
渡
河
す

る
必
要
が
あ
る
な
ど
位
置
的
に
水
運
に
は
適
し
て
い
な
い
。
こ
れ
以
外
で
条
坊
に

沿
っ
た
南
北
方
向
の
河
川
交
通
を
想
定
す
る
と
、
東
一
坊
大
路
な
ど
が
最
適
な
条
坊

と
し
て
候
補
に
あ
が
る
が
、
大
規
模
な
条
坊
側
溝
は
検
出
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
は
、
短
期
間
の
都
の
た
め
整
備
が
遅
れ
た
と
の
見
方
も
で
き
る
が
、
造
営
初

期
の
京
内
に
お
け
る
河
川
交
通
は
、
桂
川
の
支
流
で
あ
る
寺
戸
川
水
系
や
小
畑
川
な

ど
の
自
然
河
川
を
使
う
こ
と
で
当
初
の
目
的
が
達
せ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
長
岡
京
に
対
し
平
城
京
は
、
西
堀
河
と
推
定
さ
れ
た
河
川
と
し
て
知
ら
れ
る

秋
篠
川
を
除
け
ば
、
大
規
模
な
河
川
が
貫
流
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
河
川
交

通
を
物
資
輸
送
の
手
段
と
す
る
た
め
に
は
、
必
然
的
に
掘
削
に
よ
る
新
た
な
河
川
が

必
要
に
な
る
。
現
在
検
出
し
て
い
る
東
堀
河
、
朱
雀
大
路
両
側
溝
、
東
三
坊
大
路
東

側
溝
な
ど
は
、
排
水
の
機
能
も
あ
る
が
規
模
が
大
き
い
こ
と
か
ら
、
河
川
交
通
に
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図 23　左京第 203 次調査 SD50 流路の復原図 (1:50,000)

2　杣・木材の漕運と京内の津

０ 5km
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対
す
る
意
図
も
含
ま
れ
て
い
た
と
推
定
で

き
、
左
京
四
条
三
坊
十
坪
で
検
出
さ
れ
た

東
堀
河
と
桟
橋
は
重
要
な
資
料
と
な
っ
て

い
る
。
今
後
類
似
す
る
遺
構
が
各
所
で
検

出
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。

こ
れ
ま
で
材
木
の
漕
運
に
関
係
し
て
河

川
交
通
を
中
心
に
述
べ
て
き
た
が
、
陸
運

に
対
し
て
も
視
野
に
入
れ
て
考
え
る
必
要

が
あ
る
。
木
簡
二
七
に
は
東
廐
で
蒭
の
刈

り
取
り
に
従
事
す
る
五
名
を
書
き
上
げ
た

歴
名
が
あ
り
、
ま
た
、
木
簡
五
六
六
に
は

□
〔
十
ヵ
〕

馬
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
馬
が
飼
育
さ

れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
大
薮
遺

跡
、
木
津
川
河
床
遺
跡
な
ど
近
隣
の
遺
跡

で
は
馬
・
牛
骨
が
出
土
し
て
お
り
、
そ
の

機
能
が
問
題
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
河
川
で

祭
祀
遺
物
と
共
伴
す
る
馬
骨
は
、
祭
祀
の

た
め
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て

き
た
。
し
か
し
、
す
べ
て
を
祭
祀
で
殺
さ

れ
た
動
物
と
判
断
す
る
必
要
は
な
く
、
交

通
な
ど
用
役
に
使
わ
れ
た
馬
・
牛
の
骨
が

図 24　左京第 203 次調査地と周辺の遺構配置図 (1:2,000)
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河
川
に
廃
棄
さ
れ
た
可
能
性
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る

47
註

。

③　

京
内
の
津

木
簡
の
記
載
内
容
の
検
討
な
ど
か
ら
、
左
京
第
二
〇
三
次
調
査
の
自
然
流
路
Ｓ
Ｄ

五
〇
の
西
部
に
「
兵
衛
府
」
に
関
係
す
る
津
の
機
能
を
有
す
る
施
設
の
存
在
が
明
ら

か
と
な
っ
た
。
こ
の
京
内
に
置
か
れ
た
津
を
さ
き
の
官
衙
固
有
の
も
の
と
し
て
考
え

る
必
要
は
な
く
、
複
数
の
官
衙
が
流
路
の
縁
辺
部
を
京
内
津
と
し
て
利
用
し
、
Ｓ
Ｄ

五
〇
の
流
路
の
上
・
下
流
を
占
地
し
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
周
辺

の
遺
構
を
み
る
と
、
左
京
二
三
七
次
調
査

48
註

で
検
出
さ
れ
た
南
北
五
間
、
東
西
四
間
以

上
の
総
柱
建
物
が
Ｓ
Ｄ
五
〇
の
東
六
〇
ｍ
と
近
接
し
、
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
建
物
は

倉
庫
と
考
え
ら
れ
、
単
独
で
検
出
さ
れ
て
い
る
が
、
付
近
に
こ
の
種
の
建
物
が
点
在

な
い
し
群
集
す
る
状
態
で
調
査
が
進
め
ば
、
漕
運
さ
れ
た
物
資
の
倉
庫
と
し
て
、
京

内
津
の
存
在
が
よ
り
確
実
に
な
る
。

第
二
〇
三
次
調
査
地
点
で
の
建
物
遺
構
は
、
一
棟
、
柵
列
一
条
と
少
な
い
が
、
空

閑
地
が
広
が
っ
て
い
る
。
そ
の
一
部
は
窪
み
を
整
地
し
て
お
り
、
こ
の
空
閑
地
が
意

味
を
持
っ
て
い
た
と
想
定
で
き
る
。
こ
こ
は
、
木
簡
の
記
載
内
容
な
ど
か
ら
、
漕
運

さ
れ
た
材
木
な
ど
の
物
資
や
、
造
営
現
場
へ
の
物
資
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
一
時

的
に
蓄
え
ら
れ
、
ま
た
そ
の
加
工
場
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。

ま
た
、
こ
れ
と
関
連
し
て
考
え
ら
れ
る
遺
物
が
数
点
出
土
し
て
い
る
。
木
簡

一
五
一
は
、
全
長
八
七
㎜
、
幅
九
㎜
前
後
、
厚
さ
は
六
㎜
で
「
浄
人　

浄　

大
歳
大

歳
」
と
人
名
そ
の
他
が
書
か
れ
、
右
側
面
に
は
一
寸
間
隔
で
三
本
の
線
が
引
い
て
あ

る
。
文
字
が
あ
り
、
目
盛
り
が
あ
る
も
の
は
こ
の
一
点
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
同
様
の

も
の
が
他
に
四
点
出
土
し
て
い
る
。
類
例
は
み
ら
れ
な
い
が
、
板
材
の
厚
さ
を
測
る

物
差
と
し
て
機
能
し
た
も
の
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時

代
前
期
の
榑
は
平
均
的
な
厚
さ
が
四
寸
で
、
こ
れ
を
は
か
る
に
は
や
や
短
い
が
、
漕

運
さ
れ
た
榑
を
現
地
で
再
加
工
し
、
薄
い
板
材
の
作
成
に
は
有
効
に
機
能
す
る
。

ま
た
、
一
〇
㎝
ほ
ど
の
川
蟹
と
長
辺
一
五
㎝
を
越
え
る
鮑
の
殻
が
出
土
し
た
。
鮑

は
泉
津
で
の
海
産
物
の
交
易
か
ら
考
え
る
と
、
淀
川
を
漕
上
し
て
き
た
船
や
筏
に
積

ま
れ
た
貢
納
品
や
交
易
品
の
一
部
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
地
点
に
津
の
機
能
を
持
つ
施
設
が
営
ま
れ
た
要
因
は
、
地
理
的
に
は
桂
川
か

ら
分
流
し
た
二
筋
の
流
路
の
合
流
点
に
あ
た
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
大
規
模
な
都

城
を
短
期
間
に
造
営
す
る
た
め
に
は
、
河
川
交
通
に
適
し
、
ま
た
陸
路
と
の
接
点
に

津
を
設
定
し
、
多
量
の
物
資
を
輸
送
・
分
配
す
る
必
要
が
あ
り
、
長
岡
京
の
造
営
に

あ
た
っ
て
、
宮
域
に
近
く
、
自
然
流
路
が
合
流
す
る
こ
の
地
が
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

註
1　

「
奈
良
県
月
ヶ
瀬
村
尾
山
代
遺
跡
調
査
概
報
」
『
奈
良
県
遺
跡
調
査
概
報
』

一
九
八
五
年
度　

奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所　

一
九
八
七
年

今
尾
文
昭
「
奈
良
時
代
「
杣
」
に
つ
い
て
―
奈
良
・
尾
山
代
遺
跡
の
検
討
―
」
『
橿
原

考
古
学
研
究
所
論
集
』
第
九
号　

一
九
八
八
年

2　

『
大
日
本
古
文
書
』
五
・
十
五
・
十
六
・
二
十
五
巻　

東
京
大
学
史
料
編
纂
所

文
書
の
錯
簡
は
、
左
記
の
論
文
で
正
し
た
。

福
山
敏
男
「
奈
良
時
代
に
於
け
る
法
華
寺
の
造
営
」
「
奈
良
時
代
に
於
け
る
石
山
寺
の
造

営
」
『
日
本
建
築
史
の
研
究
』
綜
芸
社　

一
九
四
三
年

2　杣・木材の漕運と京内の津



―74―

第 3章　考　察

岡
藤
良
敬
「
石
山
寺
所
関
係
文
書
の
復
原
研
究
」
『
日
本
古
代
造
営
史
料
の
復
原
研
究
』

法
政
大
学
出
版
局　

一
九
八
五
年

3　

「
造
金
堂
所
解
案
」
『
大
日
本
古
文
書
』
十
六
・
二
五
巻

4　

『
大
日
本
古
文
書
』
五
・
十
五
・
十
六
巻

5　

「
甲
賀
山
作
所
告
朔
解
」
『
大
日
本
古
文
書
』
五
巻　

98
～
100
Ｐ

大
橋
信
弥
氏
は
、
石
山
寺
造
営
の
甲
賀
山
作
所
は
三
雲
山
に
置
か
れ
た
と
し
、
三
雲
川

津
も
山
頂
か
ら
南
二
Ｋ
ｍ
ほ
ど
の
地
点
に
推
定
す
る
。

「
甲
賀
山
作
所
と
そ
の
川
津
」
『
続
日
本
紀
研
究
』
第
二
七
八
号　

一
九
九
二
年

野
洲
川
左
岸
の
守
山
市
二
ノ
畔
遺
跡
で
は
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
の
掘
立
柱
建
物
が

多
数
検
出
さ
れ
て
い
る
。
特
に
奈
良
時
代
後
期
の
遺
構
群
は
、
西
部
・
南
部
に
は
区
画

溝
が
あ
り
、
そ
の
内
部
に
は
掘
立
柱
建
物
群
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
中
心
建
物
は
二
間

×
八
間
の
東
西
棟
で
、
南
北
に
庇
が
付
く
可
能
性
も
あ
る
。
遺
跡
は
、
推
定
の
東
山
道

に
も
近
接
し
、
東
山
道
の
渡
河
点
と
野
洲
川
の
津
の
機
能
を
複
合
的
に
持
つ
遺
跡
と
も

推
定
さ
れ
る
。

『
二
ノ
畔
遺
跡
現
地
説
明
会
資
料
』
守
山
市
教
育
委
員
会　

一
九
九
六
年

6　

「
造
石
山
院
所
解
案
」
『
大
日
本
古
文
書
』
十
六
巻　

201
Ｐ

近
世
の
桂
川(

大
堰
川)

の
筏
流
し
で
は
、
後
述
す
る
日
吉
町
天
若
遺
跡
の
あ
る
天
若

か
ら
保
津
ま
で
の
二
五
・
五
㎞
を
九
時
間
前
後
で
漕
運
し
て
い
る
。
こ
れ
は
時
間
当
た

り
三
㎞
前
後
に
な
る
が
、
雪
解
け
水
で
増
水
す
る
二
月
か
ら
三
月
は
、
時
間
当
た
り
四

㎞
に
な
る
。(

青
山
淳
二
「
生
産
と
生
業
」『
日
吉
ダ
ム
水
没
地
区
文
化
財
調
査
報
告
書
』

日
吉
町　

一
九
八
八
年　

63
～
87
Ｐ)

7　

「
木
工
寮
」
『
新
訂
増
補
国
史
大
系　

延
喜
式
』
吉
川
弘
文
館　

一
九
八
六
年　

793
Ｐ

8　

「
一
車
負
材
法
」
『
大
日
本
古
文
書
』
十
五
巻

9　

竹
井
治
雄
「
轍(

わ
だ
ち)

論
雑
考
」
『
京
都
府
埋
蔵
文
化
財
論
集
』
第
三
集

(

財)

京
都
府
埋
蔵
文
化
財
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー　

一
九
九
六
年

『
木
器
集
成
図
録　

近
畿
古
代
篇
』
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
史
料
第
二
七
冊　

奈
良
国

立
文
化
財
研
究
所　

一
九
八
五
年

「
松
ケ
崎
天
神
縁
起
絵
巻
」
「
石
山
寺
縁
起
絵
巻
」
に
は
、
柱
な
ど
を
積
ん
だ
牛
車
が
画

か
れ
て
お
り
、
荷
台
に
は
柱
が
二
本
載
る
。

10　

上
村　

武
『
棟
梁
も
学
ぶ
木
材
の
話
』
丸
善
株
式
会
社　

一
九
九
四
年

11　

「
高
島
山
漕
材
注
文
」
『
大
日
本
古
文
書
』
五
巻　

262
Ｐ

12　

「
甲
賀
山
作
所
告
朔
解
」
『
大
日
本
古
文
書
』
五
巻　

102
Ｐ

13　

註
11

14　

「
国
道
九
号
バ
イ
パ
ス
関
係
遺
跡
発
掘
調
査
概
要
」
『
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
概
報
』

一
九
七
六
～
一
九
八
〇　

京
都
府
教
育
委
員
会　

一
九
七
六
～
一
九
八
〇
年

15　

畑
中
英
二
「
滋
賀
県
下
に
お
け
る
律
令
期
須
恵
器
生
産
の
動
向
に
関
す
る
検
討
」『
紀
要
』

第
二
号　

滋
賀
県
立
安
土
城
考
古
博
物
館　

一
九
九
四
年

16　

註
1

17　

「
天
若
遺
跡
」
『
京
都
府
遺
跡
調
査
報
告
書
』
第
二
〇
冊(

財)

京
都
府
埋
蔵
文
化
財
調

査
研
究
セ
ン
タ
ー　

一
九
九
四
年

「
天
若
遺
跡
」
『
京
都
府
遺
跡
調
査
概
報
』
第
四
二
冊(

財)

京
都
府
埋
蔵
文
化
財
調
査

研
究
セ
ン
タ
ー　

一
九
九
一
年

18　

「
美
里
遺
跡
」
『
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
概
報
』
一
九
九
五　

京
都
府
教
育
委
員
会　

一
九
九
五
年

19　

「
池
尻
遺
跡
発
掘
調
査
概
要
」
『
京
都
府
遺
跡
調
査
概
報
』
第
四
八
冊(

財)

京
都
府
埋

蔵
文
化
財
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー　

一
九
九
二
年
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20　

「
八
木
嶋
遺
跡
」
『
京
都
府
遺
跡
調
査
概
報
』
第
四
六
・
第
五
六
冊(

財)

京
都
府
埋
蔵

文
化
財
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー　

一
九
九
一
・
九
四
年

21　

「
宮
ノ
口
遺
跡
発
掘
調
査
現
地
説
明
会
資
料
」
園
部
町
教
育
委
員
会　

一
九
九
四
年

22　

「
大
安
寺
伽
藍
縁
起
并
流
記
資
材
帳
」
『
大
日
本
古
文
書
』
二
巻
657
Ｐ

23　

泉
津
や
そ
の
材
木
の
流
通
に
関
係
し
た
論
文
は
多
い
が
、
こ
こ
で
は
木
材
関
係
の
津
に

関
連
し
た
論
文
を
取
り
上
げ
る
。

ａ
吉
永　

登
「
藤
原
の
宮
の
役
民
の
作
れ
る
歌
」
『
近
畿
古
文
化
論
攷
』
橿
原
考
古
学
研

究
所　

一
九
六
二
年

松
原
弘
宣
「
泉
木
屋
所
に
つ
い
て
」
『
続
日
本
紀
研
究
』
第
一
八
六
号　

一
九
七
六
年

田
中　

仁
「
泉
津
お
よ
び
泉
木
屋
所
と
律
令
制
下
の
材
木
交
易
」『
京
都
地
域
史
の
研
究
』

秋
山
國
三
先
生
追
悼
会
編　

一
九
七
九
年

24　

「
木
津
遺
跡
第
二
次
発
掘
調
査
概
報
」
『
木
津
町
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
』
四　

木
津

町
教
育
委
員
会　

一
九
八
一
年

25　

「
八
後
遺
跡　

恭
仁
宮
跡(

作
り
道)

発
掘
調
査
概
要
」
『
京
都
府
遺
跡
調
査
概
報
』

二
八
冊　

(

財)

京
都
府
埋
蔵
文
化
財
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー　

一
九
八
八
年

26　

高
橋
美
久
二
「
相
楽
郡
条
里
と
泉
津
」
『
京
都
府
埋
蔵
文
化
財
論
集
』
第
三
集　

(

財)

京
都
府
埋
蔵
文
化
財
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー　

一
九
九
六
年

27　

高
橋
美
久
二
「
平
安
京
の
外
港
淀
津
付
近
採
集
の
古
瓦
」
『
京
都
考
古
』
第
一
八
号　

京

都
考
古
刊
行
会　

一
九
七
五
年

高
橋
美
久
二
「
長
岡
京
へ
運
び
損
な
っ
た
瓦
―
木
津
川
底
採
集
の
平
城
宮
瓦
―
」
『
京
都

考
古
』
第
一
七
号　

京
都
考
古
刊
行
会　

一
九
七
五
年

28　

八
賀　

晋
「
古
代
都
城
の
占
地
に
つ
い
て
―
そ
の
地
形
的
環
境
―
」
『
学
叢
』
1　

一
九
七
九
年

註
23 

ａ

29　

『
平
城
京
朱
雀
大
路
発
掘
調
査
報
告
』
奈
良
市　

一
九
七
四
年

30　

「
平
城
京
左
京
四
条
三
坊
十
坪
の
調
査　

第
三
一
四
次
」
『
奈
良
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
概

要
報
告
書
』
平
成
六
年
度　

奈
良
市
教
育
委
員
会

31　

『
平
城
京
東
市
跡
推
定
地
の
調
査
一
〇
・
第
一
二
次
発
掘
調
査
概
報
』
奈
良
市
教
育
委

員
会　

一
九
九
二
年

32　

「
長
岡
京
跡
右
京
第
一
〇
四
次(

7
Ａ
Ｎ
Ｏ
Ｎ
Ｄ
地
区)

調
査
概
要
」
『
長
岡
京
市

埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書　

第
一
集
』(

財)

長
岡
京
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

一
九
八
四
年

33　

「
長
岡
京
跡
左
京
第
三
五
三
次
調
査
概
要
」
『
京
都
府
遺
跡
調
査
概
報
』
第
六
九
冊　

京

都
府
埋
蔵
文
化
財
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー　

一
九
九
六
年

34　

「
山
城
国
桂
川
用
水
差
図
案
」
『
東
寺
百
合
文
書
』
ツ
函
三
四
一　

京
都
府
立
総
合
資
料

館
「
桂
徳
大
寺
遺
跡
」
『
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
概
要
』
昭
和
五
九
年
度　

(

財)

京

都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所　

一
九
八
七
年

35　

井
上
満
郎
「
葛
野
大
堰
と
賀
茂
改
修
」
『
古
代
文
化
』
第
二
三
巻
一
号　

一
九
七
一
年

36　

「
松
室
遺
跡
」
『
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
概
要
』
昭
和
五
八
・
五
九
年
度　

(

財)

京

都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所　

一
九
八
五
・
八
七
年

37　

表
八
の
関
係
文
献
は
註
の
最
後
に
一
括
す
る
。

38　

東
堀
川
小
路
の
調
査
は
部
分
的
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、
堀
川
と
路
面
の
関
係
は
究
明
で

き
て
い
な
い
。
『
一
遍
上
人
絵
伝
』
に
よ
る
と
、
京
都
の
堀
川
の
筏
は
四
連
で
、
一
連
八

枚
の
一
重
に
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
滋
賀
県
の
大
津
、
関
寺
近
く
の
浜
辺
に
は
琵
琶

湖
を
輸
送
さ
れ
た
板
材
が
正
方
形
に
三
箇
所
に
積
ま
れ
た
情
景
が
描
か
れ
て
い
る
。

『
一
遍
上
人
絵
伝
』
日
本
の
絵
巻
二
〇　

中
央
公
論
社　

一
九
八
八
年

2　杣・木材の漕運と京内の津
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第 3章　考　察

西
堀
川
小
路
の
調
査
は
数
箇
所
で
行
わ
れ
、
平
安
京
右
京
五
条
二
坊
の
調
査
で
は
堀
川

と
東
側
路
面
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。

「
平
安
京
跡
発
掘
調
査　

平
安
京
右
京
五
条
二
坊
」
『
平
安
京
跡
発
掘
調
査
報
告
』
昭
和

五
五
年
度　

京
都
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー　

一
九
八
一
年

39　

「
平
安
京
右
京
三
条
二
坊
2
」
『
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
概
要
』
平
成
元
年
度　

　
　

(

財)

京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所　

一
九
九
四
年

40　

ａ
「
平
安
京
右
京
八
条
二
坊
・
西
市
跡
」
『
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
概
要
』
平
成
元

年
度　

京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所　

一
九
九
四
年

ｂ
「
平
安
京
左
京
八
条
三
坊
2
」
『
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
概
要
』
平
成
六
年
度

　
　

(

財)

京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所　

一
九
九
六
年

41　

「
平
安
京
右
京
三
条
二
坊
」
『
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
概
要
』
昭
和
六
一
年
度

　
　

(

財)

京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所　

一
九
八
九
年

42　

註
40
ｂ

43　

ａ
橋
本
清
一　

「
長
岡
京
跡
第
九
八
次
発
掘
調
査
概
要
」
『
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
概
要
』

一
九
八
〇　

第
二
分
冊　

京
都
府
教
育
委
員
会　

一
九
八
〇
年

ｂ　

中
塚　

良
「
付
載　

京
都
盆
地
西
縁
・
小
畑
川
扇
状
地
の
微
地
形
分
析
―
長
岡

京
左
京　

四
条
二
坊(

長
岡
京
左
京
第
二
四
二
次
調
査
地)

を
例
に
し
て
―
」
『
京
都

府
遺
跡
調
査
概
報
』
第
四
七
冊　

(

財)

京
都
府
埋
蔵
文
化
財
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー　

一
九
九
二
年

44　

註
37
。
大
薮
遺
跡
第
一
次
・
二
次
調
査
。
ま
た
、
第
四
次
調
査
と
し
て
第
一
次
調
査
の

西
部
で
実
施
し
た
調
査
で
は
、
西
肩
と
護
岸
の
杭
列
を
検
出
し
、
西
肩
か
ら
投
棄
さ
れ

た
万
年
通
宝
や
ミ
ニ
チ
ュ
ア
の
銅
鏡
が
出
土
し
て
い
る(

未
報
告)

。

45　

「
名
神
高
速
道
路
関
係
遺
跡
」
『
京
都
府
遺
跡
調
査
概
報
』
第
六
一
冊(

財)

京
都
府
埋

蔵
文
化
財
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー　

一
九
九
五
年

46　

ａ
中
山
修
一　

「
長
岡
京
か
ら
平
安
京
へ
―
交
通
と
地
形
」
『
都
城
』
日
本
古
代
文
化
の

探
求　

一
九
七
六
年

ｂ
高
橋
美
久
二
「
都
城
の
交
通
路
」
『
古
代
交
通
の
歴
史
地
理
』
大
明
堂
一
九
九
五
年

47　

木
津
川
に
架
か
る
御
幸
橋
の
下
流
一
〇
〇
ｍ
地
点
で
多
量
の
獣
骨
が
出
土
し
て
い
る
。

水
流
で
包
含
層
が
削
ら
れ
た
た
め
で
、
時
代
な
ど
は
不
明
で
あ
る
が
、
古
代
の
山
崎
橋

の
近
く
で
あ
り
、
調
査
が
必
要
な
地
点
で
あ
る
。

「
淀
川
・
木
津
川
の
採
集
遺
物
」
『
中
近
世
土
器
の
基
礎
研
究
九　

中
世
前
期
の
流
通
―

瀬
戸
内
淀
川
水
系
を
中
心
に
―
』
日
本
中
世
土
器
研
究
会　

一
九
九
三
年

佐
々
木
虔
一
「
伊
場
遺
跡
と
馬
―
「
馬
主
」
木
簡
の
意
義
」
『
伊
場
木
簡
の
研
究
』

一
九
八
一
年

48　

「
長
岡
京
左
京
一
条
三
坊
・
大
薮
遺
跡
」
『
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
概
要
』
平
成
元
年

度　

(

財)

京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所　

一
九
九
四
年

表
八
関
係
文
献

1　

註
36

2　

『
大
薮
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
』
一
九
七
二　

六
勝
寺
研
究
会　

一
九
七
三
年

「
大
薮
遺
跡
」
『
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
概
要
』
昭
和
六
〇
年
度　

(

財)

京
都
市
埋

蔵
文
化
財
研
究
所　

一
九
八
八
年

「
大
薮
遺
跡
」
『
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
概
要
』
昭
和
六
二
年
度　

(

財)

京
都
市
埋

蔵
文
化
財
研
究
所　

一
九
九
一
年

3　

「
長
岡
京
跡
第
一
九
六
次(

七
Ａ
Ｎ
一
二
Ｇ
地
区)

～
北
辺
官
衙(

南
部)

大
蔵
～
発
掘



―77―

調
査
概
要
」
『
向
日
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
二
四
集　

向
日
市
教
育
委
員
会　

一
九
八
八
年

4　

「
長
岡
京
左
京
一
条
三
坊
・
戌
亥
遺
跡
」
『
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
概
要
』
昭
和
六
三

年
度　

(

財)
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所　

一
九
九
三
年

5　

「
長
岡
京
跡
左
京
第
一
八
五
次(

七
Ａ
Ｎ
Ｄ
Ｋ
Ｇ
‐
五
地
区)

～
左
京
南
一
条
二
坊
九
・

十
町
、
石
田
遺
跡
～
発
掘
調
査
概
要
」
『
向
日
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
三
〇
集

(

財)

向
日
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
・
向
日
市
教
育
委
員
会　

一
九
九
〇
年

6　

「
長
岡
京
跡
左
京
第
一
一
二
次(

七
Ａ
Ｎ
Ｅ
Ｕ
Ｋ
地
区)

～
左
京
南
一
条
三
坊
四
町
、
鶏

冠
井
遺
跡
～
発
掘
調
査
概
要
」『
向
日
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
二
七
集　

(

財)

向
日
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
・
向
日
市
教
育
委
員
会　

一
九
八
九
年

7　

「
長
岡
京
跡
左
京
第
二
九
〇
次(

発
掘
調
査
概
要)
」
『
向
日
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告

書
』
第
三
八
集　

(

財)

向
日
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
・
向
日
市
教
育
委
員
会　

一
九
九
五
年

8　

「
長
岡
京
跡
左
京
第
三
〇
五
次(

発
掘
調
査
概
要)

」
『
向
日
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告

書
』
第
三
八
集　

(

財)

向
日
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
・
向
日
市
教
育
委
員
会　

一
九
九
五
年

9　

「
長
岡
京
跡
左
京
第
八
八
次(

七
Ａ
Ｎ
Ｆ
Ｏ
Ｔ
‐
六
地
区)

～
左
京
三
条
二
坊
十
二
町
～

発
掘
調
査
概
要
」
『
向
日
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
一
〇
集　

向
日
市
教
育
委
員

会　

一
九
八
三
年

10　

『
水
垂
遺
跡　

長
岡
京
左
京
六
・
七
条
三
坊
』(

財)

京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
調
査

報
告
第
一
七
冊(

近
刊)

11　

「
長
岡
京
跡
右
京
第
一
〇
二
次(

七
Ａ
Ｎ
㎜
Ｋ
地
区)

調
査
概
要
」
『
長
岡
京
市
埋
蔵
文

化
財
調
査
報
告
書
』
第
一
集　

(

財)

長
岡
京
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

一
九
八
四
年

12　

註
29

13　

『
平
城
宮
発
掘
調
査
報
告
』
六　

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
学
報
第
三
二
冊　

奈
良
国
立

文
化
財
研
究
所　

一
九
七
五
年

14　

註
30

15　

「
平
城
京
左
京
四
条
一
坊
十
・
十
一
坪(

東
一
坊
坊
間
路)

の
調
査　

第
三
四
四
次
」　

『
奈
良
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
概
要
報
告
書
』
平
成
八
年
度　

一
九
九
七
年

16　

「
平
城
京
左
京
五
条
一
坊
十
五
坪
・
東
一
坊
大
路
の
調
査　

第
三
一
六
次
」
『
奈
良
市
埋

蔵
文
化
財
調
査
概
要
報
告
書
』
平
成
六
年
度　

一
九
九
五
年

17　

「
左
京
七
条
一
坊
十
六
坪
の
調
査
」
『
平
城
宮
跡
発
掘
調
査
部
発
掘
調
査
概
報
』

一
九
九
四
年　

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

18　

『
平
城
京
右
京
八
条
一
坊
十
一
坪
発
掘
調
査
報
告
書
』
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所　

一
九
八
四
年

2　杣・木材の漕運と京内の津



―78―

第 3章　考　察

三　

木
簡
・
削
屑
の
保
存
処
理
方
法
と
問
題
点

Ⅰ　

は
じ
め
に

近
年
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
全
国
各
地
で
木
簡
や
そ
の
削
屑
、
柿
経
な
ど
が
多
量

に
出
土
し
て
い
る
が
、
ま
だ
有
効
な
保
存
処
理
方
法
が
確
立
し
て
い
な
い
と
の
認
識

に
よ
る
た
め
か
、
未
処
理
の
ま
ま
水
漬
け
保
管
し
て
い
る
機
関
が
多
い
と
聞
く
。
し

か
し
な
が
ら
、
水
漬
け
保
管
に
つ
い
て
は
定
期
的
な
水
の
取
り
替
え
、
そ
れ
に
伴
う

人
件
費
の
負
担
、
水
替
え
に
よ
る
脆
弱
遺
物
の
損
傷
な
ど
、
解
決
す
べ
き
点
が
多
い

と
思
わ
れ
る
。

木
簡
の
保
存
処
理
方
法
に
つ
い
て
は
す
で
に
、
平
城
宮
跡
出
土
の
木
簡
を
は
じ
め

各
地
の
木
簡
に
つ
い
て
経
験
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
削
屑
に
つ
い
て
は
、
従

来
よ
り
木
材
組
織
の
顕
微
鏡
標
本
を
作
製
す
る
方
法
が
応
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の

方
法
に
よ
る
と
削
屑
一
点
一
点
を
溶
剤
置
換
し
た
上
、
ガ
ラ
ス
板
に
樹
脂
で
封
入
す

る
と
い
う
も
の
で
、
き
わ
め
て
作
業
効
率
が
悪
く
、
し
か
も
保
管
の
上
か
ら
も
か
な

り
の
収
納
場
所
が
必
要
と
な
る
な
ど
、
保
存
処
理
方
法
に
多
く
の
改
善
の
余
地
が
あ

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る

1
註

。

左
京
一
条
三
坊(

第
二
〇
三
次
調
査)

の
調
査
で
は
多
数
の
木
簡
と
削
屑
が
出
土

し
た
。
こ
の
木
簡
は
数
量
が
多
い
こ
と
か
ら
、
作
業
効
率
が
よ
く
、
し
か
も
処
理
後

の
取
り
扱
い
や
保
管
が
簡
易
な
、
従
来
の
処
理
方
法
を
改
良
し
た
保
存
処
理
方
法
の

開
発
を
試
み
た
。
そ
の
方
法
と
し
て
、
近
年
開
発
さ
れ
た
高
級
ア
ル
コ
ー
ル
法

2
註

を
採

用
し
、
従
来
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
処
理
方
法
に
工
夫
を
加
え
、
木
簡
数
百
点
と
削
屑

数
千
点
を
約
半
年
間
で
保
存
処
理
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

今
回
行
っ
た
木
簡
や
削
屑
を
短
期
間
で
多
量
に
保
存
処
理
す
る
方
法
は
、
こ
れ
ま

で
に
行
わ
れ
て
き
た
方
法
と
比
較
し
て
非
常
に
作
業
効
率
が
よ
く
、
全
国
各
地
の
未

処
理
の
ま
ま
保
管
さ
れ
て
い
る
木
簡
類
の
保
存
処
理
の
指
針
と
な
る
も
の
と
思
わ
れ

る
。
以
下
、
そ
の
処
理
方
法
と
作
業
方
法
、
現
段
階
に
お
け
る
問
題
点
な
ど
に
つ
い

て
述
べ
る
。

Ⅱ　

保
存
処
理
前
の
木
簡
の
水
漬
け
保
管
の
問
題
点

木
簡
は
出
土
後
通
常
水
漬
け
保
管
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
が
貴
重
な
遺
物
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
過
去
に
お
い
て
は
水
漬
け
中
の
防
腐
剤
と
し
て
ホ
ル
マ
リ
ン
が
用
い

ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ホ
ル
マ
リ
ン
は
人
体
に
有
害
で
あ
り
、

現
在
で
は
ホ
ル
マ
リ
ン
に
代
わ
っ
て
ほ
う
酸
・
ほ
う
砂
の
水
溶
液
が
添
加
さ
れ
る
こ

と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
場
合
に
も
、
高
濃
度
で
用
い
て
い
た
た
め
に

貴
重
な
木
簡
の
木
材
表
面
が
溶
け
、
資
料
価
値
を
大
き
く
減
じ
て
い
る
例
を
筆
者
は

各
地
で
見
聞
し
て
い
る
。

現
在
で
は
ほ
う
酸
・
ほ
う
砂
を
わ
ざ
わ
ざ
調
合
し
な
く
と
も
、
現
場
で
利
用
可
能

な
抗
菌
剤
が
市
販
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
を
有
効
利
用
す
る
こ
と
に

よ
り
、
木
簡
だ
け
で
な
く
出
土
木
材
全
般
に
つ
い
て
長
期
間
使
用
し
て
も
木
材
へ
の

損
傷
が
少
な
い
薬
品
類
の
選
択
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
現
場
に
お
い
て
そ
れ
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ら
取
り
扱
い
の
簡
易
な
薬
剤
を
積
極
的
に
利
用
す
る
こ
と
を
切
望
す
る

3
註

。

次
に
、
木
簡
を
長
期
間
水
漬
け
保
管
し
て
お
く
と
、
文
字
の
墨
が
薄
れ
る
こ
と
が

あ
る
。
は
な
は
だ
し
い
時
に
は
文
字
が
完
全
に
消
え
る
こ
と
も
あ
る
点
に
注
意
す
る

必
要
が
あ
る

4
註

。

以
上
、
出
土
後
の
木
簡
を
長
期
に
わ
た
っ
て
水
漬
け
保
管
す
る
こ
と
は
、
た
と
え

抗
菌
剤
の
助
け
を
借
り
て
長
期
間
の
水
漬
け
保
管
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
木
材

の
劣
化
や
墨
痕
が
消
え
る
問
題
な
ど
、
人
為
的
劣
化
が
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
を
認
識

す
べ
き
で
あ
る
。

Ⅲ　

従
来
の
出
土
木
簡
の
保
存
処
理
方
法

こ
れ
ま
で
わ
が
国
に
お
い
て
行
わ
れ
て
き
た
木
簡
の
保
存
処
理
方
法
は
、
木
簡
だ

け
を
対
象
と
し
た
も
の
で
な
く
、
出
土
木
材
全
般
に
付
い
て
行
っ
て
い
る
保
存
処
理

方
法
を
木
簡
に
適
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
出
土
木
材
の
保
存
処
理
の
基
本
は
、
長
期

間
に
わ
た
っ
て
土
中
に
あ
っ
た
木
材
は
セ
ル
ロ
ー
ス
が
溶
出
し
て
木
材
組
織
が
脆
弱

に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
合
成
樹
脂
で
補
強
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
方
法
と
し
て
、

合
成
樹
脂
の
種
類
や
含
浸
の
方
法
を
工
夫
し
て
い
る
の
が
現
状
な
の
で
あ
る
。

以
下
、
わ
が
国
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
に
実
際
に
行
わ
れ
て
き
た
木
簡
の
保
存
処
理

方
法
を
略
述
し
、
そ
れ
ら
の
長
所
と
短
所
を
整
理
し
、
多
数
の
木
簡
や
削
屑
を
短
期

間
に
効
率
的
に
保
存
処
理
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
方
法
が
有
効
で
あ
る
の
か
検
討

し
た
。

① 

Ｐ
Ｅ
Ｇ(

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル)

含
浸
処
理
法

出
土
木
材
の
保
存
処
理
方
法
が
わ
が
国
に
本
格
的
に
導
入
さ
れ
て
二
〇
年
以
上
が

経
過
し
た

5
註

。
こ
の
間
、
も
っ
と
も
広
く
普
及
し
て
い
る
の
が
高
分
子
化
合
物
の
ポ
リ

エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル(

以
下
Ｐ
Ｅ
Ｇ
と
略
す)

を
出
土
木
材
に
含
浸
し
て
出
土
木

材
中
の
水
分
を
Ｐ
Ｅ
Ｇ
に
完
全
に
置
換
す
る
い
わ
ゆ
る
Ｐ
Ｅ
Ｇ
含
浸
処
理
法

6
註

で
あ

る
。こ

の
方
法
の
長
所
は
、
木
材
の
樹
種
に
関
係
な
く
、
一
定
期
間
の
含
浸
に
よ
っ
て

一
定
の
寸
法
安
定
性
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
あ
る
。
含
浸
期
間
中
は
濃
度
管
理
以
外
に

特
別
な
操
作
を
ほ
と
ん
ど
必
要
と
し
な
い
こ
と
か
ら
、
わ
が
国
に
お
い
て
広
く
普
及

写真 5　処理前の木簡と処理後の木簡 (内側が処理後 )

3　木簡・削屑の保存処理方法と問題点
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し
た
。
こ
の
方
法
の
短
所
と
し
て
、
含
浸
期
間
が
非
常
に
長
い
こ
と
、
保
存
処
理
後
、

表
面
の
Ｐ
Ｅ
Ｇ
を
洗
い
流
し
て
も
全
体
に
黒
ず
ん
で
し
ま
い
、
文
字
の
判
読
が
困
難

に
な
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
、
吸
湿
性
が
あ
る
た
め
保
管
の
た
め
に
乾
燥
条
件
下
に
置

く
必
要
が
あ
る
こ
と
な
ど
が
あ
る
。
以
上
か
ら
、
こ
の
方
法
は
出
土
木
材
の
保
存
処

理
と
し
て
は
建
築
材
や
井
戸
枠
材
な
ど
の
大
型
の
木
製
品
の
保
存
処
理
に
向
い
て
お

り
、
木
簡
や
削
屑
の
よ
う
に
、
処
理
後
に
お
い
て
も
細
部
ま
で
の
観
察
が
必
要
と
な

る
遺
物
に
は
適
切
で
な
い
と
判
断
し
た
。

② 

凍
結
真
空
乾
燥
法7

註
　

こ
の
方
法
は
、
Ｐ
Ｅ
Ｇ
処
理
方
法
が
長
期
間
を
要
す
る
こ
と
の
短
所
を
補
う
目
的

で
、
木
材
中
の
水
分
を
溶
媒
と
し
て
タ
ー
シ
ャ
リ
ブ
タ
ノ
ー
ル
に
置
き
換
え
、
そ
こ

に
Ｐ
Ｅ
Ｇ
を
溶
融
し
、
最
終
的
に
Ｐ
Ｅ
Ｇ
の
約
六
〇
ｗ
ｔ
％
溶
液
と
し
、
含
浸
後
に

凍
結
真
空
乾
燥
し
て
溶
媒
を
除
去
す
る
方
法
で
あ
る
。
こ
の
方
法
で
は
、
Ｐ
Ｅ
Ｇ
処

理
法
よ
り
も
処
理
期
間
の
短
縮
が
可
能
と
な
る
。
ま
た
、
処
理
工
程
で
ア
ル
コ
ー
ル

に
置
換
後
加
温
す
る
た
め
、
木
材
表
面
が
漂
白
さ
れ
、
文
字
が
鮮
明
に
表
出
す
る
傾

向
が
あ
る
。
以
上
は
こ
の
方
法
の
長
所
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
処
理
期
間
に
よ
る
も

の
か
、
処
理
を
通
じ
て
木
材
の
表
面
が
か
な
り
黄
ば
ん
で
し
ま
い
、
木
材
本
来
の
自

然
な
色
に
仕
上
が
ら
な
い
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
方
法
で
は
ア
ル
コ
ー
ル

を
用
い
る
た
め
、
専
用
の
処
理
室
、
人
体
に
対
す
る
健
康
の
配
慮
も
必
要
と
な
る
。

以
上
は
、
こ
の
方
法
の
短
所
と
い
え
る
。

③　

ア
ル
コ
ー
ル
・
キ
シ
レ
ン
樹
脂
法8

註
　

こ
の
方
法
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
・
エ
ー
テ
ル
法
を
改
良
し
た
も
の
で
、
木
材
中
の
水

写真 6　処理後の木簡と削屑の収納容器

削屑　スチロール容器 木簡　ポリエチレン袋
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分
を
ア
ル
コ
ー
ル
に
置
換
し
、
さ
ら
に
表
面
張
力
が
比
較
的
小
さ
い
キ
シ
レ
ン
に
置

換
し
、
天
然
樹
脂
の
ダ
ン
マ
ー
ル
樹
脂
そ
の
他
を
混
合
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
方

法
で
は
加
温
せ
ず
に
保
存
処
理
が
可
能
で
、
含
浸
期
間
が
比
較
的
短
い
こ
と
が
長
所

と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
一
方
、
短
所
は
、
含
浸
し
た
天
然
樹
脂
類
が
木
材
組
織
の
強

化
に
長
期
間
に
わ
た
っ
て
耐
え
る
か
ど
う
か
不
安
が
残
る
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
溶

剤
を
用
い
る
た
め
、
専
用
の
処
理
室
が
必
要
な
こ
と
、
人
体
へ
の
健
康
上
の
配
慮
が

必
要
な
こ
と
、
な
ど
が
短
所
と
な
る
。

以
上
の
他
、
近
年
に
な
っ
て
、
従
来
用
い
ら
れ
て
き
た
Ｐ
Ｅ
Ｇ
と
比
較
し
て
分
子

量
が
約
一
〇
分
の
一
程
度
の
高
級
ア
ル
コ
ー
ル
や
脂
肪
酸
エ
ス
テ
ル
法

9
註

、
糖
ア
ル

コ
ー
ル
法

10
註　

な
ど
が
新
し
い
含
浸
処
理
法
と
し
て
開
発
さ
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
、

そ
う
し
た
中
で
、
開
発
後
さ
ま
ざ
ま
な
遺
物
に
対
し
て
処
理
の
実
績
の
あ
が
っ
て
い

る
高
級
ア
ル
コ
ー
ル
法
に
よ
っ
て
行
っ
た
木
簡
と
そ
の
削
屑
の
保
存
処
理
の
結
果
に

つ
い
て
述
べ
る
。

Ⅳ　

木
簡
お
よ
び
削
屑
の
保
存
処
理
の
実
施

木
簡
二
五
〇
点
以
上
と
、
三
四
〇
〇
点
以
上
の
削
屑
を
早
急
に
保
存
処
理
し
、
か

つ
そ
れ
ら
を
有
効
利
用
す
る
た
め
、
保
存
処
理
方
法
と
し
て
期
間
が
短
く
、
か
つ
処

理
後
の
保
管
が
容
易
で
高
湿
の
梅
雨
時
に
も
湿
度
の
影
響
を
ほ
と
ん
ど
配
慮
す
る
必

要
の
な
い
高
級
ア
ル
コ
ー
ル
を
含
浸
す
る
高
級
ア
ル
コ
ー
ル
法
を
選
択
し
た
。
こ
の

処
理
法
を
選
択
し
た
理
由
は
、
本
来
同
一
素
材
で
あ
る
木
簡
と
そ
の
削
屑
を
将
来
も

同
一
条
件
下
で
保
管
し
、
か
つ
展
示
に
供
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
保
存
処
理
方
法

を
考
え
た
も
の
で
あ
る
。

木
簡
の
保
存
処
理
に
つ
い
て
は
連
結
真
空
乾
燥
法
に
よ
っ
て
す
で
に
保
存
処
理
実

績
が
あ
が
っ
て
い
る
。
削
屑
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
短
期
間
に
多
数
の
点
数
を
処
理

す
る
保
存
処
理
方
法
が
日
本
に
お
い
て
確
立
し
て
い
な
い
と
の
認
識
の
も
と
に
、
多

数
の
削
屑
を
短
期
間
に
取
り
扱
え
る
方
法
を
工
夫
し
た
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
保
存
処
理
法
を
踏
ま
え
、
原
則
的
に
は
凍
結

真
空
乾
燥
法
に
よ
り
、
従
来
の
処
理
法
よ
り
も
さ
ら
に
保
存
処
理
期
間
を
短
縮
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
、
高
分
子
化
合
物
の
Ｐ
Ｅ
Ｇ
に
変
え
、
低
分
子
の
高
級
ア
ル
コ
ー

ル(

ス
テ
ア
リ
ル
ア
ル
コ
ー
ル)

を
採
用
す
る
こ
と
に
し
て
処
理
期
間
の
短
縮
を
は

か
っ
た
。

同
時
に
、
削
屑
は
非
常
に
薄
く
、
か
つ
脆
弱
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
取
り
扱
い
に
は

含
浸
す
る
樹
脂
の
粘
度
が
低
く
、
水
と
同
様
に
扱
え
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
高
級

ア
ル
コ
ー
ル
は
そ
れ
ら
脆
弱
遺
物
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
も
要
求
を
満
た
す
も
の
で

あ
っ
た
。

以
上
、
木
簡
と
削
屑
を
保
存
処
理
す
る
場
合
に
両
者
の
保
存
処
理
の
作
業
効
率
と
、

処
理
後
の
保
管
の
容
易
さ
の
条
件
を
満
た
す
こ
と
に
よ
り
、
処
理
後
に
生
起
し
う
る

予
期
せ
ぬ
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
も
一
定
の
対
処
が
可
能
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
た
。

実
際
の
保
存
処
理
で
工
夫
し
た
こ
と
は
、
木
簡
の
保
存
処
理
に
つ
い
て
は
従
来
の

方
法
に
依
拠
し
な
が
ら
、
多
数
の
木
簡
を
で
き
る
だ
け
効
率
的
に
保
存
処
理
す
る
方

法
を
工
夫
す
る
こ
と
で
あ
り
、
削
屑
の
保
存
処
理
方
法
に
つ
い
て
は
新
た
な
処
理
方

法
を
考
案
す
る
こ
と
の
二
点
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
行
っ
た
方
法
は
以
下
の
通
り

3　木簡・削屑の保存処理方法と問題点
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で
あ
る
。

①　

木
簡
の
保
存
処
理

1　

木
簡
を
市
販
の
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
フ
ィ
ル
ム
の
チ
ュ
ー
ブ
に
収
納
。

多
数
の
木
簡
を
効
率
よ
く
保
存
処
理
す
る
た
め
、
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
大
き
さ
の
木

簡
を
個
別
に
取
り
扱
う
の
で
な
く
、
市
販
の
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
チ
ュ
ー
ブ
に
ド
リ
ル
で

直
径
六
㎜
の
穴
を
等
間
隔
に
開
け
、
そ
こ
に
シ
ー
ル
機
を
利
用
し
て
袋
に
木
簡
一
点

ず
つ
に
区
切
り
な
が
ら
約
五
点
を
単
位
と
し
て
収
納
し
た
。
以
後
の
処
理
に
お
い
て

は
含
浸
終
了
ま
で
、
木
簡
に
直
接
手
を
触
れ
る
こ
と
な
く
、
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
チ
ュ
ー

ブ
の
袋
毎
作
業
が
進
行
し
、
二
五
〇
点
以
上
の
木
簡
の
点
数
を
実
質
的
な
取
り
扱
い

作
業
と
し
て
約
五
分
の
一
で
済
ま
す
こ
と
が
で
き
、
実
質
的
な
省
力
化
を
は
か
っ
た
。

2　

メ
タ
ノ
ー
ル
に
置
換(

液
を
一
週
間
に
三
回
交
換
し
て
脱
水
終
了)

高
級
ア
ル
コ
ー
ル
を
含
浸
す
る
た
め
に
は
水
分
を
含
ん
だ
木
材
に
高
級
ア
ル
コ
ー

ル
を
直
接
含
浸
で
き
な
い
た
め
、
水
漬
け
の
状
態
か
ら
メ
タ
ノ
ー
ル
に
置
換
す
る
必

要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
①
で
準
備
し
た
木
簡
を
収
納
し
た
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
チ
ュ
ー
ブ

の
袋
を
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
容
器(

約
一
〇
リ
ッ
ト
ル
入
り)

の
半
分
程
度
ま
で
収
納
し
、

最
初
か
ら
メ
タ
ノ
ー
ル
九
九
％
液
に
漬
け
、
数
日
お
き
に
メ
タ
ノ
ー
ル
を
三
回
な
い

し
四
回
交
換
す
る
こ
と
で
置
換
を
行
っ
た
。
メ
タ
ノ
ー
ル
に
完
全
置
換
し
た
こ
と
の

確
認
に
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
容
器
内
の
メ
タ
ノ
ー
ル
を
採
取
し
、
そ
こ
に
キ
シ
レ
ン
を

滴
下
し
て
白
濁
の
有
無
に
よ
り
白
濁
せ
ず
に
キ
シ
レ
ン
が
メ
タ
ノ
ー
ル
に
速
や
か
に

溶
け
込
ん
だ
状
態
を
置
換
の
終
了
と
し
た
。

3　

タ
ー
シ
ャ
リ
ブ
タ
ノ
ー
ル
に
置
換(

液
を
一
週
間
に
二
回
交
換)

2
の
終
了
後
、メ
タ
ノ
ー
ル
か
ら
さ
ら
に
タ
ー
シ
ャ
リ
ブ
タ
ノ
ー
ル
に
置
換
し
た
。

タ
ー
シ
ャ
リ
ブ
タ
ノ
ー
ル
は
二
五
℃
以
下
で
は
凝
固
し
て
い
る
の
で
、
稼
動
中
の
Ｐ

Ｅ
Ｇ
含
浸
槽
の
棚
の
上
で
加
温
し
た
。
タ
ー
シ
ャ
リ
ブ
タ
ノ
ー
ル
を
二
回
交
換
し
、

メ
タ
ノ
ー
ル
を
で
き
る
だ
け
除
去
し
た
。

4　

高
級
ア
ル
コ
ー
ル
含
浸(

六
〇
ｗ
ｔ
％
で
一
週
間)

 
 
 

3
の
終
了
後
、
タ
ー
シ
ャ
リ
ブ
タ
ノ
ー
ル
に
高
級
ア
ル
コ
ー
ル(

ス
テ
ア
リ
ル
ア

ル
コ
ー
ル)

を
六
〇
ｗ
ｔ
％
溶
か
し
込
ん
だ
溶
液
を
あ
ら
か
じ
め
準
備
し
、
そ
こ
に

3
の
木
簡
を
約
一
週
間
含
浸
し
た
。

5　

凍
結
真
空
乾
燥(

乾
燥
三
日
間)

4
の
終
了
後
、
凍
結
真
空
乾
燥
機(

東
京
理
化)

の
棚
温
度
を
マ
イ
ナ
ス
三
〇
度

に
設
定
し
、
三
日
間
乾
燥
を
行
っ
た
。

6　

木
簡
表
面
に
付
着
し
た
高
級
ア
ル
コ
ー
ル
を
除
去

凍
結
乾
燥
に
よ
っ
て
乾
燥
機
か
ら
取
出
し
後
、
木
簡
の
表
面
に
は
ま
ば
ら
に
高
級

ア
ル
コ
ー
ル
が
付
着
し
て
い
る
の
で
、
表
面
の
高
級
ア
ル
コ
ー
ル
を
加
温
し
て
除
去

し
た
。

②　

削
屑
の
保
存
処
理

削
屑
の
保
存
処
理
方
法
も
基
本
的
に
は
高
級
ア
ル
コ
ー
ル
を
用
い
て
い
る
の
で
同

じ
工
程
を
経
て
い
る
が
、
細
部
に
わ
ず
か
な
が
ら
違
い
が
あ
る
こ
と
か
ら
そ
の
点
を

中
心
に
説
明
す
る
。

1　

削
屑
を
あ
ら
か
じ
め
穴
を
開
け
た
ポ
リ
エ
ン
レ
ン
フ
ィ
ル
ム
に
収
納

削
屑
は
非
常
に
薄
く
、
か
つ
脆
弱
で
あ
り
、
取
り
扱
い
に
は
細
心
の
注
意
が
必
要
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で
あ
っ
た
が
、
個
々
の
削
屑
は
厚
さ
や
大
き
さ
、
形
状
が
違
う
の
で
、
削
屑
を
個
別

に
扱
う
こ
と
は
膨
大
な
労
力
を
必
要
と
す
る
と
思
わ
れ
た
。
そ
こ
で
、
実
際
の
保
存

処
理
で
は
、
削
屑
を
整
理
時
に
取
り
扱
っ
た
単
位
の
ま
ま
保
存
処
理
す
る
こ
と
を
考

え
た
。
そ
の
方
法
と
し
て
、
市
販
の
薄
い
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
の
袋(

発
掘
現
場
で
使
用

し
て
い
る
遺
物
袋)

に
千
枚
通
し
で
多
数
の
穴
を
開
け
、
そ
こ
に
不
織
布
を
支
持
台

に
し
て
整
理
時
の
点
数
を
単
位
と
し
て
約
二
〇
点
程
度
の
削
屑
を
収
納
し
、
袋
の
端

部
を
シ
ー
ル
機
で
シ
ー
ル
し
た
。
以
後
の
取
り
扱
い
は
す
べ
て
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
の
袋

を
単
位
と
し
、
含
浸
作
業
終
了
ま
で
削
屑
に
直
接
手
を
触
れ
な
か
っ
た
の
は
木
簡
の

扱
い
と
同
様
で
あ
っ
た
。
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
、
三
千
点
以
上
の
削
屑
は
、
実
質
的

な
取
り
扱
い
に
お
い
て
遺
物
袋
を
約
一
〇
〇
袋
取
り
扱
っ
た
だ
け
と
な
り
、
木
簡
と

同
様
に
作
業
の
効
率
化
を
は
か
る
こ
と
が
で
き
た
。

2
か
ら
5
ま
で
の
工
程
は
木
簡
と
基
本
的
に
同
じ
で
あ
り
省
略
す
る
が
、
各
工
程

と
も
、
削
屑
は
木
簡
と
比
較
し
て
非
常
に
薄
く
、
メ
タ
ノ
ー
ル
に
よ
る
脱
水
と
高
級

ア
ル
コ
ー
ル
の
含
浸
期
間
は
、
す
べ
て
木
簡
の
そ
れ
よ
り
も
期
間
が
短
縮
で
き
た
。

6　

表
面
処
理
。

基
本
的
に
木
簡
と
同
様
に
取
り
扱
っ
た
の
で
省
略
す
る
。

③　

保
存
処
理
後
の
保
管
と
問
題
点

木
簡
と
削
屑
を
短
期
間
に
同
一
の
保
存
処
理
法
で
処
理
し
た
が
、
処
理
後
の
保
管

方
法
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
凍
結
真
空
乾
燥
の
工
程
に
お
い
て
溶

媒
と
し
て
タ
ー
シ
ャ
リ
ブ
タ
ノ
ー
ル
を
用
い
た
が
、
乾
燥
時
間
に
つ
い
て
は
各
機
関

に
よ
っ
て
経
験
的
に
設
定
さ
れ
て
き
た
。
今
回
の
乾
燥
に
お
い
て
も
、
溶
媒
を
完
全

に
除
去
で
き
て
い
な
い
こ
と
が
処
理
後
半
年
後
を
経
て
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
れ

は
、
凍
結
乾
燥
後
の
木
簡
を
積
層
フ
ィ
ル
ム
で
真
空
パ
ッ
ク
し
て
保
管
し
て
お
い
た

結
果
、
夏
に
な
っ
て
三
〇
度
を
越
え
る
室
内
に
放
置
し
た
所
、
一
部
の
木
簡
に
お
い

て
フ
ィ
ル
ム
内
で
溶
媒
の
タ
ー
シ
ャ
リ
ブ
タ
ノ
ー
ル
が
液
化
し
て
き
た
こ
と
で
判
明

し
た
。
こ
れ
は
三
日
間
の
凍
結
乾
燥
で
は
木
簡
の
大
き
さ
や
厚
さ
に
よ
っ
て
は
乾
燥

が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
中
に
は
若
干
の
収
縮
を
生
じ
た

も
の
も
あ
っ
た
。

凍
結
乾
燥
法
で
は
過
度
の
乾
燥
を
行
う
と
木
材
の
表
面
が
荒
れ
る
こ
と
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
点
を
考
慮
す
る
と
、
凍
結
乾
燥
後
す
ぐ
に
密
封
す
る
の
で
な

く
、
乾
燥
後
も
溶
媒
の
蒸
発
が
進
行
す
る
よ
う
な
環
境
に
保
管
す
る
こ
と
が
望
ま
し

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

3　木簡・削屑の保存処理方法と問題点
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註
1　

沢
田
正
昭
「
考
古
資
料
保
存
の
科
学
的
研
究
一
」『
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
研
究
論
集
』

一　

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所　

一
九
七
三
年

2　

岡
田
文
男
・
沢
田
正
昭
・
肥
塚
隆
保
・
吉
田
秀
男
「
高
級
ア
ル
コ
ー
ル
法
に
よ
る
出
土

木
材
の
保
存
処
理
」
古
文
化
財
の
科
学
三
七　

古
文
化
財
科
学
研
究
会　

一
九
九
二
年

3　

岡
田
文
男
・
谷
内
暲
「
オ
レ
イ
ル
ジ
ヒ
ド
ロ
キ
シ
エ
チ
ル
ベ
ン
ジ
ル
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
ク

ロ
ラ
イ
ド
に
よ
る
出
土
木
材
の
生
物
劣
化
抑
止
効
果
に
つ
い
て
」
文
化
財
保
存
修
復
学

会　

第
一
九
回
大
会
講
演
要
旨
集　

一
九
九
七
年

4　

奈
良
・
平
安
時
代
の
墨
痕
が
短
期
間
で
消
え
る
例
は
比
較
的
少
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、

中
世
・
近
世
の
木
簡
で
は
出
土
後
一
年
以
内
に
墨
痕
が
ほ
と
ん
ど
消
失
す
る
例
を
し
ば

し
ば
経
験
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
膠
の
質
が
影
響
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

5　

増
沢
文
武
・
西
山
要
一
「
出
土
木
製
品
の
Ｐ
Ｅ
Ｇ
含
浸
処
理
に
関
す
る
実
験
Ⅱ
」
保
存

科
学
研
究
室
紀
要
三　

元
興
寺
仏
教
民
俗
資
料
研
究
所　

一
九
七
四
年

6　

日
本
で
は
、
出
土
木
材
を
水
溶
液
に
含
浸
し
な
が
ら
、
最
終
的
に
Ｐ
Ｅ
Ｇ
一
〇
〇
％
に

置
き
換
え
る
方
法
を
と
っ
て
い
る
が
、
外
国
で
は
Ｐ
Ｅ
Ｇ
濃
度
を
そ
こ
ま
で
あ
げ
な
い

こ
と
が
多
い
。

7　

註
1

8　

松
田
隆
嗣
「
ア
ル
コ
ー
ル
・
エ
ー
テ
ル
樹
脂
法
の
応
用
」
保
存
科
学
研
究
室
紀
要
六　

元
興
寺
仏
教
民
俗
資
料
研
究
所　

一
九
七
七
年

9　

井
上
美
智
子
・
植
田
直
見
・
川
本
耕
三
「
脂
肪
酸
エ
ス
テ
ル
法
に
よ
る
出
土
木
材
の
保

存
処
理
実
験
報
告
」
日
本
文
化
財
科
学
会
第
一
四
回
大
会
研
究
発
表
要
旨
集

一
九
九
七
年

10　

今
津
節
夫
「
糖
ア
ル
コ
ー
ル
含
浸
法
に
よ
る
保
存
処
理
の
実
例
」
文
化
財
保
存
修
復
学

会
第
一
八
回
講
演
要
旨
集　

一
九
九
六
年
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四　

ま
と
め

京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
が
昭
和
五
一
年(

一
九
七
六)

十
一
月
か
ら
平
成
八

年(

一
九
九
六)

三
月
ま
で
の
二
〇
年
間
に
長
岡
京
に
関
係
し
て
実
施
し
た
発
掘
調

査
は
六
四
件
を
数
え
る
。
な
か
に
は
、
本
書
に
掲
載
し
た
外
環
状
線
建
設
に
伴
う
調

査
、
水
垂
処
分
地
の
調
査
の
よ
う
に
、
い
く
つ
も
の
重
要
な
成
果
が
あ
る
。こ
の
う
ち
、

木
簡
の
出
土
し
た
調
査
例
は
十
一
例(
表
一)

と
多
く
な
い
が
、
総
数
は
三
八
六
〇

点(

三
四
八
三
点
は
削
屑)

を
数
え
る
。
長
岡
京
全
域
で
は
、
八
〇
箇
所
を
越
え
る

地
点
で
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
が
、
そ
の
多
く
が
数
点
の
出
土
で
、
一
〇
点
以
上
を

出
土
す
る
地
点
は
九
地
点
と
限
ら
れ
る
。
ま
た
、
削
屑
を
数
十
点
出
土
す
る
地
点
は
、

二
〇
三
次
調
査
を
加
え
て
も
三
箇
所
と
少
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
第
二
〇
三
次
調

査
で
出
土
し
た
木
簡
群
の
特
徴
は
点
数
の
多
さ
、
特
に
削
屑
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。

以
下
、
本
報
告
書
の
大
半
の
木
簡
を
出
土
し
た
第
二
〇
三
次
調
査
に
関
す
る
考
察

を
要
約
し
、
ま
と
め
と
す
る
。

木
簡
群
の
性
格　

木
簡
群
に
は
、
①
官
司
名
・
官
職
名
・
位
階
名
・
氏
族
名
、
②

施
設
名
・
機
関
名
・
組
織
名
、
③
職
務
に
関
る
事
柄
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
①
に
は

「
中
務
省
」
「
太
政
官
」
な
ど
の
記
載
も
少
数
あ
る
が
、
多
く
は
在
京
の
武
官
司
で
あ

る
「
兵
衛
府
」
に
関
係
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
官
職
名
・
氏
族
名
を
加
味
し
て

内
容
を
検
討
し
た
が
、
こ
こ
で
も
「
兵
衛
府
」
に
関
係
し
た
も
の
が
大
半
で
、
一
部

に
中
務
省
に
関
し
た
も
の
が
含
ま
れ
る
。
さ
ら
に
②
を
み
る
と
、
東
南
門
・
東
廐
・

曹
司
な
ど
と
、
酒
人
内
親
王
所
や
葛
野
府
所
、
春
日
所
と
読
め
る
一
群
が
あ
る
。
墨

書
土
器
も
加
味
し
て
考
え
る
と
曹
司
と
そ
の
官
人
の
存
在
は
確
実
に
な
る
。

こ
れ
ら
に
加
え
③
の
職
務
に
関
る
も
の
が
あ
る
。
榑
木
簡
は
、
某
衛
府
＝
兵
衛
府

か
、
の
管
下
で
当
地
に
あ
る
施
設
か
ら
本
府
の
兵
衛
府
に
造
営
用
の
榑
を
進
上
す
る

際
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
朱
書
き
で
受
け
取
り
の
担
当
者
が
書

き
込
み
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
先
の
推
定
が
補
強
さ
れ
る
。
ま
た
、
進
物
木
簡
に

は
「
穿
」
「
鑿
」
な
ど
の
作
業
が
書
か
れ
、
材
木
に
加
工
を
施
し
、
ま
た
榑
を
長
押

に
加
工
す
る
な
ど
、
製
品
も
当
地
で
作
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
兵
衛

府
に
榑
な
ど
の
木
材
を
進
上
し
、
ま
た
一
部
は
長
押
な
ど
の
製
品
に
加
工
す
る
作
業

場
所
、
木
屋
が
あ
り
、
そ
れ
ら
に
関
係
し
た
事
務
機
関
が
置
か
れ
て
い
た
。
加
え
て
、

近
衛
府
や
中
務
省
、
酒
人
内
親
王
な
ど
に
対
し
て
も
同
様
の
機
能
を
持
つ
施
設
が
併

存
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

遺
跡
の
性
格　

こ
の
木
簡
群
は
、
幅
が
五
〇
ｍ
前
後
と
推
定
で
き
る
自
然
流
路
か

ら
出
土
し
た
。
流
路
は
桂
川
の
分
流
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
分
岐
点
は
桂
川
が
峡
谷
部

か
ら
出
て
二
㎞
ほ
ど
下
流
の
地
点
で
あ
る
。
調
査
地
点
の
南
で
は
西
側
を
流
れ
た
流

路
と
先
の
流
路
が
合
流
し
て
い
た
こ
と
が
、
旧
流
路
の
判
読
な
ど
か
ら
わ
か
り
、
宮

に
近
い
こ
と
と
合
わ
せ
、
水
上
交
通
の
要
衝
の
地
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
大
薮
遺
跡
の

祭
祀
遺
物
を
、
橋
の
近
隣
で
使
わ
れ
た
も
の
と
考
え
る
と
、
道
路
に
も
近
接
し
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
長
岡
京
の
造
営
は
前
後
の
二
時
期
に
分
か
れ
、
前
記
の
造
営
は
延

暦
三
年(
七
八
四)

か
ら
五
年(

七
八
六)

に
か
け
て
、
主
と
し
て
官
衙
域
は
難
波

宮
の
資
材
を
使
っ
て
造
営
し
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
第
二
〇
三
次
調
査

4　まとめ
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地
点
は
長
岡
京
の
東
北
隅
に
近
い
が
、
現
在
の
河
川
と
調
査
で
検
出
し
た
流
路
の
レ

ベ
ル
を
み
る
と
、
当
時
の
桂
川
・
宇
治
川
・
木
津
川
の
水
面
レ
ベ
ル
が
現
在
よ
り
も

低
い
こ
と
を
加
味
し
て
も
、
そ
の
差
は
五
ｍ
前
後
で
あ
り
、
大
き
な
労
力
を
使
わ
ず

に
、
淀
川
か
ら
の
物
資
も
筏
や
船
で
漕
上
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
類
似
の
遺
跡
は
長

岡
京
の
要
地
に
分
布
し
て
い
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
が
、
北
部
の
主
要
な
津
と
し
て

の
機
能
を
当
該
地
周
辺
が
持
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

保
存
処
理
に
つ
い
て　

報
告
書
に
掲
載
し
た
木
簡
は
数
点
を
除
き
保
存
処
理
が
行

わ
れ
た
。
第
二
〇
三
次
調
査
以
前
の
木
簡
は
Ｐ
Ｅ
Ｇ
で
処
理
さ
れ
、
第
二
〇
三
次
調

査
で
出
土
し
た
も
の
は
、
高
級
ア
ル
コ
ー
ル
法
で
行
わ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
形
状

や
釈
文
の
観
察
は
水
漬
け
の
状
態
と
比
べ
、
日
常
的
に
身
近
な
所
で
行
う
こ
と
が
で

き
、
そ
の
取
り
扱
い
も
格
段
に
容
易
で
あ
っ
た
。
こ
の
方
法
は
、
短
期
間
で
作
業
が

完
了
し
た
こ
と
、
文
字
の
消
え
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
こ
と
、
な
ど
多
く
の
利
点
が

あ
っ
た
。
し
か
し
、
取
り
上
げ
・
洗
浄
時
に
分
断
さ
れ
細
片
に
な
っ
た
削
屑
が
、
処

理
に
よ
り
さ
ら
に
微
細
片
に
な
っ
た
も
の
も
あ
り
、
保
存
処
理
に
よ
り
文
字
が
鮮
明

に
な
っ
た
も
の
の
再
写
真
な
ど
、
接
合
作
業
に
多
大
の
時
間
を
要
し
た
。

最
後
に　

現
場
作
業
が
円
滑
に
行
え
た
の
に
は
次
ぎ
の
条
件
が
あ
っ
た
。
試
掘
で

砂
礫
層
の
流
路
埋
土
を
検
出
し
た
た
め
、
過
去
に
周
辺
で
行
わ
れ
た
調
査
例
か
ら
し

て
湧
水
で
調
査
の
続
行
が
危
ぶ
ま
れ
た
が
、
幸
い
な
こ
と
に
地
下
貯
水
タ
ン
ク
建
設

に
伴
う
調
査
の
た
め
に
、
工
事
範
囲
の
全
面
に
止
水
壁
が
作
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
た

め
、
そ
の
中
の
礫
層
に
含
ま
れ
た
水
を
抜
け
ば
外
部
か
ら
の
湧
水
へ
の
対
処
は
必
要

が
な
く
、
完
全
に
木
簡
の
取
り
上
げ
と
流
路
の
完
掘
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
。

発
掘
調
査
は
、
試
掘
を
経
て
本
調
査
に
な
る
こ
と
が
大
半
で
あ
る
が
、
試
掘
の
所

見
が
流
路
・
沼
地
・
池
な
ど
で
調
査
に
な
ら
な
い
こ
と
が
間
々
あ
る
。
多
く
の
調
査

成
果
が
示
す
よ
う
に
こ
れ
ら
の
遺
構
に
は
、
木
質
遺
物
が
残
存
し
、
時
に
木
簡
が
出

土
す
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
史
料
が
遺
構
と
相
ま
っ
て
遺
跡
の
性
格
を
決
め
、
豊
か

な
歴
史
像
、
地
域
史
を
語
る
資
料
と
な
る
こ
と
が
多
く
、
今
後
注
意
し
て
調
査
に
望

む
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

木
簡
が
発
見
さ
れ
て
か
ら
、
現
場
、
整
理
、
報
告
書
の
作
成
過
程
で
多
く
の
関
係

者
か
ら
有
形
無
形
の
協
力
を
得
た
。
調
査
現
場
で
は
作
業
の
終
了
後
に
木
簡
・
削
屑

を
洗
い
、
赤
外
線
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
で
釈
文
の
作
成
作
業
を
行
っ
た
。「
酒
人
内
親
王
所
」

「
神
王
」
な
ど
『
日
本
古
代
人
名
辞
典
』
に
掲
載
の
人
名
が
確
認
さ
れ
る
度
に
、
モ

ニ
タ
ー
の
周
り
で
は
溜
息
が
漏
れ
た
。
平
成
元
年(

一
九
八
九)

二
月
に
は
二
〇
〇

箱
を
越
え
る
未
洗
浄
の
削
屑
や
木
器
に
大
き
な
期
待
を
し
、
か
つ
そ
の
洗
浄
方
法
を

模
索
し
な
が
ら
現
場
作
業
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
の
後
、
木
簡
・
削
屑
の
洗
浄
、
釈
文
作
成
の
研
究
会
、
報
告
書
の
作
成
と
、
一

通
り
の
過
程
を
経
て
よ
う
や
く
本
書
を
上
梓
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
作
業
の
中
断

な
ど
も
あ
り
、
昭
和
六
三
年(

一
九
八
八)

夏
に
調
査
を
開
始
し
て
か
ら
九
年
を
越

え
る
月
日
が
経
過
し
た
。
こ
の
間
、
長
岡
京
に
関
係
し
て
多
く
の
教
示
を
受
け
た
木

村
捷
三
郎
氏
、
福
山
敏
男
氏
、
中
山
修
一
氏
が
故
人
に
な
ら
れ
た
。
ま
た
、
刊
行
を

待
た
れ
た
関
係
各
位
に
対
し
、
報
告
書
の
作
成
が
遅
れ
た
こ
と
を
お
詫
び
す
る
。
な

お
、
木
簡
の
報
告
書
で
あ
る
た
め
、
釈
文
作
成
に
関
っ
た
方
々
の
お
名
前
だ
け
を
掲

げ
、
そ
の
他
の
関
係
者
や
御
教
示
を
し
て
い
た
だ
い
た
各
位
の
お
名
前
は
省
略
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
。
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凡　
　
　

例

一　

釈
文
の
記
載
形
式
な
ど
は
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
の
『
平
城
宮
木
簡
』
に

準
拠
し
、
以
下
の
よ
う
に
表
し
た
。

二　

釈
文
の
漢
字
は
常
用
字
体
を
用
い
た
が
、
「
廣
」
「
當
」
「
廳
」
「
縣
」
「
國
」
な

ど
に
つ
い
て
は
正
字
体
を
使
用
し
、
異
体
字
は
「
舩
」
「
亰
」
に
用
い
た
。

三　

釈
文
下
段
の
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
、
木
簡
の
長
さ(

文
字
の
方
向)

・
幅
・
厚
さ

を
示
す(

単
位
は
㎜)

。
欠
損
し
て
い
る
場
合
は
括
弧
つ
き
で
示
し
た
。
そ
の

下
に
三
桁
で
木
簡
の
型
式
番
号
を
示
し
た
。
た
だ
し
、
削
屑
は(

 
)

を
省
い
た
。

四　

釈
文
に
加
え
た
符
号
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

＜　
　
　

木
簡
の
上
端
あ
る
い
は
下
端
に
切
り
込
み
の
あ
る
こ
と
を
示
す
。

　

○　
　
　

木
簡
に
穿
孔
の
あ
る
場
所
を
示
す
。

　

□
□　
　

欠
損
文
字
の
う
ち
字
数
の
確
認
で
き
る
も
の
。

　

　

  

欠
損
文
字
の
う
ち
字
数
の
数
え
ら
れ
な
い
も
の
。

　

『　

』　
　

異
筆
・
追
筆
の
文
字
を
示
す
。

　

　
　

合
点
を
示
す
。

　

〔　

〕　
　

校
訂
に
関
す
る
註
で
、
本
文
に
置
き
換
え
る
べ
き
文
字
を
含
む
場
合
。

　
　
　
　
　
　

原
則
と
し
て
釈
文
の
右
傍
に
付
す
。

　

(

　

)

　
　

右
以
外
の
校
訂
註
お
よ
び
説
明
註
を
示
す
。

　

〔
×　

〕　

文
字
の
上
に
重
書
し
て
原
字
を
訂
正
し
て
い
る
場
合
、
訂
正
個
所
の

　
　
　
　
　
　

左
傍
に
、
「
・
」
を
付
し
、
原
字
を
右
傍
に
示
し
た
。

　

カ　
　
　

編
者
が
加
え
た
註
で
疑
問
の
残
る
も
の
を
示
す
。

　

マ
　ヽ
　

文
字
に
疑
問
は
な
い
が
意
味
の
通
じ
難
い
も
の
を
示
す
。

五　

木
簡
の
形
態
を
型
式
番
号
で
示
す
。
本
報
告
に
は
以
下
の
一
一
型
式
が
あ
る
。

011
型
式　

短
冊
型
。

019
型
式　

一
端
が
方
頭
で
他
端
は
折
損
・
腐
蝕
で
原
形
が
失
わ
れ
た
も
の
。

031
型
式　

長
方
形
の
材
の
両
端
の
左
右
に
切
り
込
み
を
入
れ
た
も
の
。
方
頭
・

圭
頭
な
ど
種
々
の
作
り
方
が
あ
る
。

032
型
式　

長
方
形
の
材
の
一
端
の
左
右
の
切
り
込
み
を
入
れ
た
も
の
。

039
型
式　

長
方
形
の
材
の
一
端
の
左
右
に
切
り
込
み
が
あ
る
が
、
他
端
は
折
損

あ
る
い
は
腐
蝕
し
て
不
明
な
も
の
。

051
型
式　

長
方
形
の
材
の
一
端
を
尖
ら
せ
た
も
の
。

059
型
式　

長
方
形
の
材
の
一
端
を
尖
ら
せ
た
も
の
で
あ
る
が
、
他
端
は
折
損
あ

る
い
は
腐
蝕
し
て
不
明
な
も
の
。

061
型
式　

用
途
の
明
瞭
な
木
製
品
に
墨
書
の
あ
る
も
の
。

065
型
式　

用
途
未
詳
の
木
製
品
に
墨
書
の
あ
る
も
の
。

081
型
式　

折
損
、
腐
蝕
そ
の
他
に
よ
っ
て
、
原
形
の
判
明
し
な
い
も
の
。

091
型
式　

削
屑
。

六　

写
真
図
版
中
の
横
材
の
木
簡
に
は
番
号
の
下
に
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
引
き
示
し

　
　

た
。

図 25　木簡の形態分類
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左
京
第
五
〇
Ａ
次
調
査

一 

　

□
〔
百
ヵ
〕

二
百 

(

不
明)

　

081

　

板
目

上
端
は
折
れ
、
下
端
は
刀
子
で
方
形
に
切
断
す
る
。
右
側
面
は
破
損
す
る
。

左
京
第
七
六
次
調
査

二 

・
白
□
□
法
□

〔
印
ヵ
〕

□
□

 

・
八
月
六
日 

1
0
9

×1
7
0

×5

　

051

　

板
目

完
存
。
上
端
は
方
形
で
両
面
か
ら
刀
子
で
傷
を
付
け
て
折
り
、
下
端
は
山
形
に
削
る
。
表
・
裏
面
、
側
面
は
削
り
調
整
を
行
う
。
全
体
に
腐
蝕
が
進
み
、
微
細
な

穴
が
空
く
。

三 

・
＜
知
額
田
部
庭
虫

 

・
＜
山
村
里
四
月
十
八
日 

1
2
3

×2
7

×7

　

032

　

板
目

完
存
。
上
端
は
裏
面
か
ら
刀
子
で
傷
を
付
け
て
折
り
、
そ
の
後
に
右
側
だ
け
切
り
込
み
を
入
れ
る
。
上
部
と
右
側
は
七
㎜
と
厚
い
が
、
下
半
部
の
左
側
は
薄
く
一

㎜
前
後
で
あ
る
。
下
端
も
刀
子
で
傷
を
付
け
て
折
る
。
表
・
裏
面
と
側
面
は
削
り
調
整
を
行
う
。『
和
名
抄
』
に
よ
る
と
、
山
村
里
は
大
和
国
添
上
郡
、
尾
張
国
春
部
郡
、

近
江
国
甲
賀
郡
に
あ
る
。

左京第 50A 次調査
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左
京
第
九
三
次
調
査

四 

・
□
□　

□
□

〔
財
ヵ
〕

 

　

□
□
□
□
符
便
添
上
郡
□

 

・
□
合
銭
一
貫
二
百
文　

右
銭
限
□ 

(
3
1
0
)

×(
3
2
)

×8

　

081

　

板
目

上
端
は
裏
面
か
ら
刀
子
で
傷
を
付
け
て
折
り
、
下
端
は
破
損
す
る
。
表
・
裏
面
は
削
り
調
整
が
明
瞭
で
あ
る
が
、
各
側
面
は
割
面
を
削
り
調
整
し
た
か
不
明
。
各

面
と
も
腐
蝕
が
進
み
、
上
端
の
左
側
面
は
破
損
す
る
。
銭
の
貸
借
あ
る
い
は
進
納
に
関
す
る
文
書
か
。
添
上
郡
は
大
和
国
添
上
郡
。

五 

・
謹
啓　

欲
□
□

 

・
□
□　

□
□
進
□
銭
期 

(
1
7
1
)

×(
2
6
)

×8

　

019

　

板
目

上
端
は
表
・
裏
面
か
ら
刀
子
を
入
れ
て
折
り
、
下
端
は
破
損
す
る
。
左
側
面
は
割
り
面
。
表
裏
と
右
側
面
は
削
る
が
、
共
に
腐
蝕
が
進
み
、
表
の
下
部
は
割
れ
、

剥
が
れ
た
部
分
が
あ
る
。
銭
の
進
納
に
関
す
る
啓
状
。
四
と
一
連
の
も
の
か
。

六 

　

＜
□
□

〔
共
ヵ
〕

六
十
二
□
＜ 

(
7
7
)

×2
1

×4

　

031

　

板
目

上
・
下
端
共
に
切
り
込
み
を
入
れ
る
が
、
下
端
は
切
り
込
み
の
下
半
か
ら
折
れ
る
。
上
端
は
表
・
裏
の
両
面
か
ら
刀
子
で
傷
を
付
け
て
折
る
。
表
・
裏
面
と
側
面

は
削
り
調
整
を
行
う
。
表
面
は
腐
蝕
が
進
ん
で
い
る
。

七 

・
刑
マ
酒
力

（
刀
）自

女

 

・
□
□
□
□
□ 

1
3
1

×1
8

×3

　

051

　

板
目

完
存
。
上
端
は
刀
子
を
入
れ
て
折
る
。
表
・
裏
面
と
側
面
は
削
り
調
整
を
行
う
。
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左
京
第
一
三
九
次
調
査

八 

　
　
　
　
　
　
　

 
 

虫
□

 

・
□
□
□
我
林
延
志

 

・　
　
　
　

 
(
1
9
1
)

×(
1
7
)

×9

　

081

　

板
目

上
端
は
半
月
形
に
削
る
が
、
下
端
は
破
損
す
る
。
表
面
と
側
面
は
丁
寧
に
削
る
が
、
裏
面
は
粗
い
。

左
京
第
一
四
〇
次
調
査

九 

・
□
富
富　

□

 

・
口
口
口
口
口
口
口

 

　
　
　
　
　

口
口 

(
1
7
9
)

×2
3

×4

　

081

　

板
目

上
端
は
折
れ
、
下
端
は
表
面
か
ら
刀
子
を
入
れ
て
折
る
。
表
・
裏
面
と
各
側
面
は
削
り
調
整
す
る
。
表
裏
天
地
を
逆
に
し
て
文
字
を
書
く
。
表
に
「
富
」
、
裏
に
「
口
」

の
字
を
続
け
て
書
く
の
は
呪
句
で
あ
ろ
う
か
。

一
〇 

・　

　

(

右
側
面)

 

・

五　

四
九
卅
六　

三
九
廾
七
二
九
十
八

(

表
面)

 

・　
　
　
　
　

〔
八
七
五
十
六
ヵ
〕

七
ヽ

九

(

左
側
面)

 

・　
　
　

〔
四
六
ヵ
〕廾

四　

三
六
十
八

(

裏
面) 

(
2
5
8
)

×(
2
0
)

×1
5

　

0
5
9

　

柾
目
・
板
目

左京第 139 次調査
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上
端
は
破
損
し
、
下
端
は
山
形
に
尖
ら
す
。
表
面
・
裏
面
は
削
り
調
整
す
る
が
、
右
側
面
の
上
部
は
さ
さ
く
れ
、
文
字
が
不
明
で
あ
る
。
厚
さ
〇
・
五
㎝
の
板
二

枚
に
割
れ
た
状
態
で
出
土
し
た
。
板
材
の
表
裏
、
左
右
の
四
面
に
九
九
を
書
く
。
表
面
に
は
九
の
段
、
左
側
面
に
は
七
の
段
、
裏
面
に
は
六
の
段
を
記
す
が
、
右
側

面
は
墨
痕
の
み
確
認
で
き
判
読
で
き
な
い
。

左
京
第
一
六
四
次
調
査

一
一 

＜
地
子
米
川
□ 

(
7
0
)

×1
7

×5

　

039

　

柾
目

頭
部
の
両
側
面
に
両
側
か
ら
切
り
込
み
を
入
れ
る
。
下
端
は
破
損
す
る
。
地
子
米
の
荷
札
。
長
岡
京
跡
で
は
多
数
の
地
子
米
の
荷
札
が
出
土
し
て
い
る(

向
日
市

教
育
委
員
会
『
長
岡
京
木
簡　

一　

解
説
』)

。
そ
れ
ら
の
書
式
は
多
様
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
冒
頭
に
貢
進
主
体(

国
郡
名)

を
記
し
、
本
簡
や
一
二
の
よ
う
に
品

目(

地
子
米)

か
ら
直
ち
に
書
き
始
め
る
例
は
み
ら
れ
な
い
。
ま
た
品
目
に
続
け
て
そ
の
数
量
を
記
す
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
本
簡
で
は
数
量
を
記
し
て
い
な
い
。「
川

□
」
は
地
子
米
の
貢
進
主
体
か
。

一
二 

＜
地
子
米
五
斗 

9
2

×2
1

×2

　

032

　

柾
目

ほ
ぼ
完
存
。
頭
部
の
両
側
面
に
切
り
込
み
を
入
れ
、
頭
部
を
細
く
作
る
。
下
端
は
山
形
に
尖
ら
す
。
地
子
米
の
荷
札
。

一
三 

＜
□
□
□
十
口 

(
1
2
0
)

×2
6

×7

　

039

　

柾
目

上
端
は
、
両
側
面
に
切
り
込
み
を
入
れ
る
が
、
下
端
は
破
損
す
る
。

十
四 

□
〔
艮
ヵ
〕□

□
黒
米
○

五
斗 

1
3
1

×2
1

×2

　

051

　

柾
目

上
端
は
中
央
部
を
や
や
山
形
に
し
、
下
端
は
山
形
に
尖
ら
す
。
上
端
下
方
六
・
五
㎜
に
径
四
㎜
の
穴
を
空
け
る
。
庸
米
の
荷
札
か
。

一
五 

進
上　

□　

□

〔
謹
解
ヵ
〕

□ 
(
1
4
0
)

×(
2
0
)

×7

　

081

　

板
目

上
端
は
方
形
に
切
り
、
下
端
は
斜
め
に
切
る
。
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左
京
八
八
年
№
一
二
試
掘
調
査

一
六 

・
□

〔
甥

□甥
ヵ
〕□

 

・
子
□ 

(
6
1
)

×(
1
0
)

×3

　

019

　

板
目

上
・
下
端
共
に
刀
子
で
方
形
に
切
る
。
側
面
は
割
れ
る
。
裏
面
の
下
半
に
は
ケ
ビ
キ
線
が
一
本
は
い
る
。

左
京
第
二
〇
三
次
調
査

一
七 

・
進
○

上
槫
十
六
村
附
使
川
原
万
呂
進
上
如
件
以
解

　
　
　
　
　
　

 
 

『
請
』(

朱
書)

 

・　

○　
　
　
　
　

四
月
廾
二
日
板
茂
千
依

　
　
　

 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　
　

 

『
少
志
』(

朱
書) 

3
7
9

×2
3

×4

　

051

　

板
目

完
存
。
上
端
は
裏
面
か
ら
刀
子
で
傷
を
付
け
て
折
り
、
下
端
は
山
形
に
尖
ら
す
。
上
端
下
方
一
・
二
㎝
左
側
に
径
五
㎜
の
穴
を
空
け
る
。
表
・
裏
面
、
側
面
共
に

丁
寧
に
削
る
が
、
裏
面
は
中
央
部
か
ら
上
下
端
の
両
方
向
に
削
り
、
上
部
は
二
㎜
と
薄
い
が
、
下
部
は
厚
く
六
㎜
前
後
あ
る
。
槫
の
進
上
状
。
一
八
～
二
一
も
同
様
。

こ
れ
ら
榑
の
進
上
状
に
は
、
墨
で
書
か
れ
た
榑
進
上
に
関
す
る
文
言
と
月
日
・
進
上
責
任
者
名
を
記
す
箇
所
の
二
箇
所
に
重
ね
て
、
朱
書
で
「
請
」
と
「
少
志
」
と

追
記
す
る
も
の
が
あ
る(

一
七
～
一
九)

。
朱
書
は
榑
を
受
け
取
っ
た
側
で
受
領
し
た
旨
を
示
す
「
請
」
と
、
受
領
責
任
者
で
あ
る
人
物
が
自
ら
帯
び
る
官
職
「
少
志
」

を
記
し
た
受
領
・
返
抄
文
言
で
あ
る
。
「
少
志
」
は
衛
門
・
左
右
衛
士
・
左
右
兵
衛
五
府
の
第
四
等
官
で
、
本
状
の
宛
先
は
こ
れ
ら
五
衛
府
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
槫

の
進
上
単
位
は
い
ず
れ
も
十
六
村
で
、『
延
喜
式
』
巻
三
四
木
工
寮
車
載
条
に
よ
れ
ば
、
榲
榑
を
車
で
運
ぶ
場
合
の
一
両
当
た
り
積
載
量
が
十
六
村
と
さ
れ
て
い
る
か

ら
、
榑
は
車
で
運
ば
れ
、

の
運
送
責
任
者
で
あ
る
使
に
進
上
状
が
付
け
ら
れ
て
進
上
先
の
衛
府
に
送
ら
れ
た
。
榑
は
衛
府
で
車
か
ら
降
ろ
さ
れ
、
そ
の
受
領
責
任
者
で
あ
る
少
志
が
木
簡
に

受
領
文
言
を
朱
で
書
き
込
み
、
再
び
使
と
共
に
榑
の
進
上
主
体
に
戻
り
、
上
端
近
く
に
穴
を
空
け
て
綴
ら
れ
、
や
が
て
不
用
と
な
っ
て
廃
棄
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

左京 88 年№ 12 試掘調査
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板
茂
千
依
は
榑
の
進
上
に
関
す
る
責
任
者
で
、
一
八
～
二
〇
、
二
六
・
三
七
七
・
六
七
九
に
も
み
え
る
。
な
お
村
が
材
木
の
単
位
と
し
て
使
用
さ
れ
る
例
の
多
い
こ
と

に
つ
い
て
は
、
田
村
悦
子
「
藤
原
佐
理
書
状
去
夏
帳
に
つ
い
て
―
槫
の
単
位
は
材
か
村
か
」(

『
美
術
研
究
』
三
〇
八
号　

一
九
七
八
年)

参
照
。

一
八 
・　

進
○

上
槫
十
六
村
附
使
川
原
万
呂
進
上
如
件
以
解

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四
月
廾
二
日
板
茂
千
依

 
 
 

　
　

『
請
』(

朱
書)　

『
少
志
』(

朱
書)

 

・
一
長
○

押
以
今
日
夕
進
上
以
解 

3
0
2

×3
9

×4

　

011

　

板
目

完
存
す
る
が
三
片
に
割
れ
る
。
上
端
は
直
角
に
、
下
端
は
や
や
斜
め
に
切
っ
た
後
、
丁
寧
に
削
り
、
面
取
り
を
行
う
。
上
端
下
方
二
㎝
左
寄
り
に
径
五
㎜
の
穴
を

空
け
る
。
表
・
裏
面
と
側
面
は
丁
寧
に
削
る
。
裏
は
長
押
の
進
上
に
つ
い
て
の
追
而
書
。

一
九 

進
○

上
槫
十
六
村
附
使
的
乙
公
進
上
如
件
以
解

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

五
月
十
八
日
板
茂
千
依

　
　
　
　
　
　
　
　
　

『
請
』(

朱
書)　

『
少
志
』(

朱
書) 

3
5
2

×3
5

×2

　

011

　

板
目

完
存
。
上
端
部
は
直
角
に
切
り
取
る
が
、
下
端
は
切
り
目
を
入
れ
折
り
取
っ
た
も
の
か
。
上
端
下
方
二
㎝
左
寄
り
に
径
四
㎜
の
穴
を
空
け
る
。
表
面
は
丁
寧
に
削

る
が
、
裏
面
は
粗
い
。
側
面
は
削
る
。

二
〇 

・
進
○

上
槫
十
六
村
附
使
的
笠
万
呂
進
上
如
件
以
解

 

□
□
廾
□
□
□

〔
板

□茂

□千

□依
ヵ
〕

 

・　
　
　
　
　
　
　

 
2
8
9

×(
2
5
)

×3

　

011

　

板
目

左
三
分
の
一
ほ
ど
を
欠
く
。
上
端
は
刀
子
で
切
れ
目
を
入
れ
て
折
り
、
下
端
は
切
断
す
る
。
上
端
下
方
二
㎝
左
側
に
径
三
㎜
の
穴
を
開
け
る
。
表
・
裏
面
共
に
丁

寧
に
削
り
、
平
坦
で
あ
る
。
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二
一 

・
□

〔
進

□上

□槫

□十

□六

□村
ヵ
〕

　

□
〔
使

□附
ヵ
〕□

□

 
・  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(
2
1
2
)

×(
1
2
)

×4

　

019

　

柾
目

上
端
は
折
れ
、
下
端
は
裏
面
か
ら
刀
子
を
入
れ
て
斜
め
に
切
り
取
る
。
両
側
面
に
は
削
り
痕
が
残
る
。
こ
れ
ら
の
作
業
で
文
字
が
削
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
二

次
的
な
加
工
で
あ
る
。
表
・
裏
面
は
丁
寧
に
削
る
。

二
二 

・
進
上
□

□

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

□
 

・　

□
〔
六
ヵ
〕

月
三
日 

(
1
4
0
)

×(
1
9
)

×2

　

019

　

柾
目

上
端
は
切
り
取
っ
た
痕
跡
を
丁
寧
に
削
る
が
、
下
端
は
破
損
す
る
。
右
側
面
は
割
れ
る
。
表
・
裏
面
は
丁
寧
に
削
る
。
進
上
状
。

二
三 

□
〔
進
ヵ
〕上

□
□ 

(
7
8
)

×(
9
)

×5

　

081

　

板
目

上
端
は
刀
子
で
切
り
、
下
端
は
破
損
す
る
。
右
側
面
は
削
り
、
左
側
面
は
割
れ
る
。
進
上
状
の
書
出
部
分
。

二
四 

府
謹
解〔

里□
□之

□里

□之

□里

□之
ヵ
〕

 
(
1
7
2
)

×(
1
3
)

×2

　

081

　

柾
目

上
端
は
折
れ
、
下
端
は
刀
子
痕
が
あ
る
が
、
文
字
が
切
断
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
二
次
的
な
加
工
で
あ
る
。
両
側
面
は
割
れ
る
。
表
面
は
軽
く
削
る
が
、
裏
面
は

割
面
の
ま
ま
で
あ
る
。
某
府
の
解
。
四
文
字
目
以
降
に
「
□

〔

里

□之

〕」
の
二
文
字
を
繰
り
返
し
書
く
の
は
、
追
筆
の
習
書
か
。

二
五 

□
進
如
件
以
解 

(
1
6
3
)

×1
5

×3

　

019

　

板
目

上
端
を
二
次
的
に
薄
く
削
り
ヘ
ラ
状
に
加
工
す
る
。
下
端
も
二
次
的
な
切
り
取
り
か
。
右
側
面
は
割
れ
、
左
側
面
は
粗
く
削
る
。
進
上
状
の
書
止
部
分
。

二
六 

・
如
件
以
解

 

・
□

〔
千
ヵ
〕

 

依 
(
1
2
0
)

×(
1
3
)

×3

　

081

　

板
目

左京第 203 次調査
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上
・
下
端
は
折
れ
、
左
右
側
面
は
割
れ
る
。
表
・
裏
面
は
削
り
調
整
を
丁
寧
に
行
う
。
進
上
状
の
書
止
お
よ
び
署
名
部
分
。

二
七 

・
東
廐
蒭
刈
合
五
人
宅
守　

宅
万
呂　

大
海　

□
主　

□
万
呂　
　

　
 
 　

  　

    

○  

 
・　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

七
月
十
三
□
廣
□ 

○ 
2
5
1

×2
5

×4

　

011

　

板
目

完
存
。
上
・
下
端
は
刀
子
で
切
る
。
左
右
の
側
面
は
削
り
調
整
を
す
る
。
東
廐
で
用
い
る
蒭
の
刈
り
取
り
に
従
事
す
る
宅
守
以
下
五
名
の
名
前
を
書
き
上
げ
た
歴
名
。

律
令
官
制
で
は
左
右
馬
寮
に
閑

う
ま
や

が
設
け
ら
れ
て
い
た
が(

職
員
令
左
右
馬
寮
条)

、
馬
を
用
い
る
衛
府
に
廐
の
規
定
は
な
い
。

二
八 

・
督
曹
司　

請
錢
伍
拾
文
買
食
座
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
七
月
廾
七
日
御
使
當
継 

3
1
5

×4
0

×6

　

011

　

板
目

ほ
ぼ
完
存
。
上
・
下
端
は
両
面
か
ら
刀
子
を
入
れ
て
折
る
。
表
・
裏
面
と
両
側
面
は
丁
寧
に
削
り
調
整
を
行
う
。
食
座
を
買
う
た
め
の
費
用
と
し
て
銭
五
〇
文
を

督
曹
司
に
請
求
し
た
文
書
。
督
は
衛
門
・
左
右
衛
士
・
左
右
兵
衛
五
府
の
長
官
で
、
督
曹
司
は
こ
れ
ら
五
府
い
ず
れ
か
の
長
官
の
曹
司
。
雑
令
庁
上
及
曹
司
座
者
・

在
京
諸
司
の
両
条
に
「
凡
庁
上
及
曹
司
座
者
、
五
位
以
上
、
並
給
二

牀
席
一

、
其
制
従
二
別
式
一

」
、
あ
る
い
は
「
凡
在
京
諸
司
主
典
以
上
、
毎
年
正
月
、
並
給
二

座
席
一

、

以
下
随
レ

壊
即
給
」と
あ
り
、
五
位
以
上
や
在
京
諸
司
の
主
典
以
上
の
官
人
が
庁(

朝
堂)

や
曹
司
で
用
い
る
座
は
官
給
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
執
務
の
た
め
の
座
で
あ
り
、

食
座
は
こ
れ
ら
と
異
な
り
、
食
事
の
際
に
用
い
る
座
で
あ
ろ
う
。

二
九 

・
着
到
田
中
継
万
呂

舩
国
守　

 

・　
　
　
　
　

五
月
廾〔

×
五
〕

六
日 

(
1
2
3
)

×1
8

×2

　

059

　

板
目

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・

上
端
は
山
形
に
尖
ら
す
が
、
下
半
部
は
折
れ
る
。
左
右
両
側
面
、
表
・
裏
面
は
削
り
調
整
を
行
う
。
着
到
状
。
三
〇
・
三
一
も
同
じ
。
い
ず
れ
も
「
着
到
」
と
書

き
出
し
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続
け
て
人
名
と
月
日
を
記
す
共
通
の
書
式
を
持
つ
。

三
〇 

着
到
石
川
家
守
□
月
九
日 

1
8
3

×2
6

×5

　

011

　

板
目

完
存
。
上
・
下
端
共
に
裏
面
か
ら
刀
子
で
切
る
。
下
端
の
左
側
は
斜
め
に
切
り
、
右
側
は
平
行
に
切
り
取
っ
た
痕
跡
が
明
瞭
に
残
る
。
各
側
面
は
削
り
調
整
を
行
う
。

表
・
裏
面
も
削
る
が
裏
面
は
粗
い
。

三
一 

着
□

〔
到
ヵ
〕

　

□
□
□ 

(
6
4
)

×(
7
)

×4

　

019

　

板
目

上
端
は
表
裏
か
ら
刀
子
で
切
る
が
、
下
端
は
折
れ
る
。
両
側
面
は
割
れ
る
。

三
二 

請
□

〔
紙
ヵ
〕□ 

(
7
2
)

×(
8
)

×2

　

081

　

柾
目

上
・
下
端
共
に
破
損
す
る
。
両
側
面
は
割
れ
る
。
表
・
裏
面
は
丁
寧
に
削
る
。
紙
を
請
求
す
る
文
言
の
一
部
と
思
わ
れ
る
が
、
上
下
両
端
共
に
折
損
の
た
め
文
書

の
冒
頭
か
途
中
か
を
確
定
で
き
な
い
。

三
三 

□
○

□
□
官
物
□

〔
非
ヵ
〕□ 

(
1
6
2
)

×(
1
8
)

×4

　

019

　

板
目

上
端
は
裏
面
か
ら
刀
子
を
入
れ
て
折
り
、
下
端
は
折
れ
る
。
ほ
ぼ
中
央
で
割
れ
、
右
半
分
を
欠
く
。
上
端
下
方
一
・
九
㎝
に
径
五
㎜
の
穴
が
空
く
。
左
側
面
と

表
・
裏
面
は
丁
寧
に
削
る
。

三
四 

・
務
省
判

  

・　
　

 

加

（
線
刻
）

賀
采
女
道
公
□
刀
自
女

（
線
刻
）

 

　
　
　

久
米
采
女
久
米
直
飯
成
女

 
 
 
 
 
 

女
嬬
従
八
位
下
□
□
□
□ 

(
1
9
0
)

×(
2
8
)

×4

　

019

　

板
目

上
・
下
端
共
に
数
回
裏
面
か
ら
刀
子
で
傷
を
付
け
て
折
る
。
両
側
面
は
割
れ
る
。
表
・
裏
面
は
丁
寧
な
削
り
調
整
を
行
う
。
刻
界
線
が
上
端
に
三
本
、
下
端
に
一

本
引
か
れ
る
。

左京第 203 次調査
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表
は
「
中
務
省
判
」
と
書
き
出
す
が
、
判
の
内
容
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
裏
は
采
女
・
女
嬬
ら
宮
人
の
歴
名
。
采
女
二
人
の
出
身
地
、
加
賀
と
久
米
は
そ
れ
ぞ
れ

越
前
国
加
賀
郡
と
伊
豫
国
久
米
郡
。

三
五 
・
□
巡
三
犬
年
継

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

□　
　
　
　
　

□
□

 

・　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
六
位
上
行
少
尉
紀
朝
臣 

(
5
6

＋2
4
6
)

×(
2
1
)

×3

　

011

　

板
目

同
一
木
簡
で
あ
る
が
、
接
合
し
な
い
。
上
・
下
端
は
刀
子
で
切
る
。
右
側
面
は
削
り
調
整
、
左
側
面
は
割
れ
、
表
・
裏
面
は
削
り
調
整
す
る
。
表
の
一
字
目
は

鳥
・
島
い
ず
れ
か
と
思
わ
れ
る
が
決
め
難
く
、
ま
た
そ
れ
に
続
く
字
句
の
意
味
も
明
ら
か
で
な
い
。
た
だ
年
継
は
名
前
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
上
に
書
か
れ
た
文
字

に
は
氏
名　

う
じ
の
な　

が
含
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
あ
る
い
は
犬
は
犬
養
・
犬
上
な
ど
の
略
か
。
裏
の
少
尉
は
衛
門
・
左
右
衛
士
・
左
右
兵
衛
五
府
の
第
三
等

官
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
相
当
位
階
が
正
六
位
上
よ
り
低
く
、
少
尉
と
は
行
の
関
係
と
な
り
、
い
ず
れ
と
も
決
め
難
い
。

三
六 

・
廾
六
日
進
物　

廣
湍
□

〔
末
ヵ
〕

足　

　

川
合
乙
人
鑿　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

      

矢
作
廣
千
万
呂　
　
　
　

危
寸
□
倉
鑿
七
十

  

・
廾
七
日
進
物
危
寸
□

〔
千
ヵ
〕

倉　

矢
作
廣
□

〔
千
ヵ
〕

万
呂　

川
合
乙
上　
　

川
合
乙
人　

廣
湍
□
足　
　

　

五
人
□ 

 
 
 
 
 
  

(
2
3
5
)

×2
9

×2

　

019

　

柾
目

五
片
に
割
れ
る
。
上
端
は
刀
で
切
り
、
下
端
は
破
損
す
る
。
両
側
面
と
表
・
裏
面
は
削
り
調
整
を
す
る
。
毎
日
の
進
物
状
況
を
人
毎
に
記
し
た
記
録
。
三
七
も
同
様
。

三
八
か
ら
四
二
も
同
様
の
記
録
の
断
簡
か
。
進
物
の
内
容
は
「
鑿
」
あ
る
い
は
「
穿
」
の
数
だ
け
で
、
具
体
的
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
い
ず
れ
も
木
材
加
工
に
伴
う

作
業
を
意
味
す
る
か
。

三
七 

進
物
□
□　

　
　

　
　

　
　

　

　

　
　

□
□　

□
□　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

四
尺

　
　

 

　
　

 

　
　
　

 
 
 
 
 
 
 

川
合
乙
人
鑿
五
十

穿

 
(
2
5
3
)

×(
2
0
)

×4

　

081

　

板
目
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上
端
は
折
れ
、
下
端
は
表
・
裏
面
か
ら
刀
子
を
入
れ
て
折
る
。
両
側
面
は
割
れ
、
表
・
裏
面
は
粗
く
削
る
。

三
八 

万
呂　

漆
常
陸
万
呂 

(
1
8
7
)

×1
3

×2

　

081

　

柾
目

上
端
は
端
部
が
ヘ
ラ
状
に
薄
く
な
り
、
二
次
的
な
加
工
か
。
下
端
は
切
る
。
両
側
面
と
表
・
裏
面
は
丁
寧
に
削
る
。

三
九 

・
□
四

　

穿　

川
合
乙
人
五
十
切
穿

 

・
□
生
河
内
万
呂 

(
1
1
0
)

×2
2

×3

　

019

　

板
目

上
端
は
焼
け
、
下
端
は
刀
子
で
切
る
。
左
右
の
側
面
と
表
・
裏
面
は
削
り
調
整
を
行
う
が
、
裏
面
に
は
割
面
が
残
る
。
「
切
穿
」
は
他
に
み
え
な
い
。

四
〇 

・
漆
常
陸
万
呂
鑿
七
十

磨
 

・
□
□　

 
(
1
2
6
)

×(
1
2
)

×2

　

019

　

板
目

上
端
折
れ
、
下
端
は
刀
子
で
切
る
。
両
側
面
は
割
れ
る
。
表
・
裏
面
は
丁
寧
に
削
る
。
「
磨
」
は
他
に
み
え
な
い
。

四
一 

廾
二
日
作 

(
8
1
)

×(
2
4
)

×3

　

019

　

板
目

上
端
は
刀
子
で
切
る
。
下
端
は
折
れ
、
表
面
が
さ
さ
く
れ
る
。
右
側
面
は
削
り
、
左
側
面
は
割
れ
る
。
表
・
裏
面
共
に
削
る
が
、
裏
面
は
粗
い
。

四
二 

□
万
呂
五
十
□
五
十 

(
9
7
)

×2
1

×4

　

019

　

柾
目

上
端
は
折
れ
、
下
端
は
表
裏
か
ら
刀
子
で
傷
を
付
け
て
折
る
。
両
側
面
と
表
・
裏
面
は
削
る
。

四
三 

・
石
七
斗
四
升
四
合
『

』

 

・　
　

□
□
□

 

□　

□　

□
□
□　

□
□

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ 
(
2
1
2
)

×(
3
7
)

×6

　

019

　

板
目

上
端
は
折
れ
、
下
端
は
刀
子
で
切
る
。
右
側
面
は
削
り
、
左
側
面
は
割
れ
る
。
表
・
裏
面
共
に
削
り
調
整
す
る
。

左京第 203 次調査
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四
四 

・
残
四
升

 
・　
　

□

 
　
　
　

斗
□
升 

(
1
1
0
)

×(
1
8
)

×3

　

019

　

板
目

上
端
は
折
れ
、
下
端
は
刀
子
で
切
る
。
右
側
面
は
削
り
、
左
側
面
は
割
れ
る
。
表
・
裏
面
共
に
削
り
調
整
す
る
。

四
五 

□
廾
文
又
任
文
千
十
卅
文　

□ 
(
1
6
5
)

×2
2

×4

　

081

　

柾
目

上
・
下
端
共
に
折
れ
る
。
両
側
面
、
表
・
裏
面
共
に
削
り
調
整
す
る
。

四
六 

□
〔
椽
ヵ
〕九

丈
受
宇
治
案
主
仕
丁 

亰
万
呂 

(
1
2
0
)

×4
0

×4

　

019

　

板
目

上
端
は
二
次
的
に
表
・
裏
面
か
ら
刀
子
を
入
れ
て
切
る
。
下
端
は
表
面
か
ら
切
る
。
各
側
面
、
表
・
裏
面
共
に
削
る
が
、
裏
面
は
粗
い
。

四
七 

・
五
斗
神
嶋
人
□

 

・
□
□ 

(
6
5
)

×(
1
1
)

×2

　

081

　

板
目

上
・
下
端
共
に
折
れ
る
。
右
側
面
は
削
り
調
整
、
左
側
面
は
割
れ
る
。

四
八 

□
〔
真
ヵ
〕継

六
合

　

大
炒
女
六
合

 

□
□
八
合
別
日　

 

　
　
　

□

　
　

令
間
此
中
□

〔
塩
ヵ
〕直

出 
(
2
0
7
)

×3
9

×2

　

019

　

板
目

各
面
共
に
削
り
調
整
が
残
り
、
ほ
ぼ
完
存
す
る
が
、
上
端
は
二
次
的
な
加
工
で
文
字
が
切
れ
て
い
る
。
下
端
は
裏
面
か
ら
刀
子
で
傷
を
付
け
て
折
る
。
裏
面
の
下

端
上
方
二
・
五
㎝
に
材
と
直
角
に
刀
子
を
入
れ
、
こ
の
部
分
か
ら
上
部
を
薄
く
削
る
。

四
九 

□
拾
肆
人 

(
2
4
0
)

×(
4
2
)

×4

　

019

　

板
目

上
・
下
端
共
に
両
面
か
ら
刀
子
で
傷
を
付
け
て
折
る
。
裏
面
の
上
端
に
は
材
と
直
角
方
向
の
刀
子
痕
が
五
本
残
る
。
各
側
面
と
表
・
裏
面
は
削
る
。
上
端
の
切
断

は
文
字
を
切
る
こ
と
か
ら
二
次
的
で
あ
る
。
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五
〇 

・
□

 
・伊

 
□ 

(
1
7
)

×(
1
9
1
)

×9

　

081

　

板
目

横
材
の
木
簡
。
上
・
下
端
は
割
れ
る
。
左
側
面
は
切
り
、
右
側
面
は
破
損
す
る
。
表
・
裏
面
の
削
り
は
丁
寧
で
あ
る
。

五
一 

□
小
嶋
處
伊
□
□
宮

□
□

 
□　

　
□
□
浄
継　

虫
□
 

(
1
3
)

×(
1
9
0
)

×2

　

081

　

柾
目

横
材
の
木
簡
。
上
・
下
端
は
割
れ
、
両
側
面
は
破
損
す
る
。
表
・
裏
面
は
削
り
調
整
を
行
う
。

五
二 

　

□
犬

勢
犬

□
智

 宗
□

八
 

嶋
山

甘

 福
甘

□
□

〔

ヵ 王

〕　王
王

□

〔

ヵ 雲

〕　

 
足

□
乙

 

　
□　

　
　

　
　

 
(
2
3
)

×2
3
2

×1
0

　

081

　

柾
目

横
材
の
木
簡
。
八
片
が
接
合
す
る
。
上
・
下
端
は
割
れ
、
左
右
の
側
面
と
表
・
裏
面
は
丁
寧
に
削
る
。

五
三 

□　
夕　

夕
 

□

〔

ヵ 上

〕　

□
人

□
 

(
1
9
)

×(
9
0
)

×1
1

　

081

　

板
目

横
材
の
木
簡
。
上
端
に
は
丁
寧
な
削
り
痕
が
残
り
、
下
端
は
割
れ
る
。
左
側
面
は
表
裏
か
ら
刀
子
を
入
れ
て
折
る
。
右
側
面
は
焼
け
る
。
表
・
裏
面
共
に
丁
寧
な

削
り
調
整
を
行
う
。

五
四 

・　
　

従
□

〔
十

□月

□十

□日

□不

□仕
ヵ
〕

  

・　

月
廾
日
大
野
河
内
万
呂 

(
1
3
5
)

×1
4

×3

　

019

　

柾
目

上
・
下
端
共
に
刀
子
で
切
る
。
五
片
に
割
れ
る
。
上
日
の
報
告
な
ど
勤
務
評
定
に
関
す
る
文
書
か
。
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五
五 

□　

□
〔
五

□月
ヵ
〕□ 

(
8
9
)

×(
1
2
)

×1

　

081

　

板
目

上
端
は
折
れ
、
下
端
は
刀
子
で
切
る
。
両
側
面
共
に
割
れ
る
。

五
六 
・　
　
　
　
　

□
□
□

 

・
十
月
八
日 

(
1
1
8
)

×(
1
2
)

×3

　

059

　

板
目

上
端
は
折
れ
、
下
端
は
山
形
に
尖
ら
す
。
両
側
面
共
に
削
り
調
整
痕
が
残
る
が
、
左
辺
の
文
字
が
切
れ
て
お
り
、
側
面
の
削
り
調
整
は
二
次
的
な
も
の
で
あ
る
。

表
・
裏
面
共
に
丁
寧
な
削
り
調
整
を
行
う
。

五
七 

・
□
兵
衛
府　

□
□　

□
□

 

・
月
廾
九
日
□
□ 

(
1
2
4
)

×(
1
9
)

×3

　

059

　

板
目

上
端
は
折
れ
、
下
端
は
二
次
的
に
削
っ
て
山
形
に
尖
ら
す
。
両
側
面
と
表
・
裏
面
は
丁
寧
な
削
り
調
整
を
行
う
が
、
文
字
が
切
れ
て
お
り
、
側
面
の
削
り
調
整
は

二
次
的
な
も
の
で
あ
る
。

五
八 

□
〔
守
ヵ
〕

　

四
月
四 

(
7
1
)

×2
3

×1

　

081

　

板
目

上
・
下
端
共
に
破
損
す
る
。
両
側
面
と
表
・
裏
面
は
丁
寧
に
削
る
。

五
九 

□
〔
五

□月
ヵ
〕□

□
〔
日
ヵ
〕

 
(
4
4
)

×(
1
4
)

×2

　

081

　

板
目

上
・
下
端
は
破
損
す
る
。
右
側
面
は
削
り
、
左
は
割
れ
る
。
表
・
裏
面
は
丁
寧
に
削
る
。

六
〇 

嶋
宿　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
月
十
八
○

日 
(
2
2
5
)

×1
7

×3

　

059

　

板
目

上
端
は
折
れ
、
下
端
は
山
形
に
尖
ら
す
。
五
片
に
割
れ
る
。
両
側
面
と
表
・
裏
面
は
削
る
。
下
端
上
方
五
・
七
㎜
右
側
に
径
二
㎜
の
穴
が
空
く
。
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六
一 

□
〔
十
ヵ
〕

□
〔
伯
ヵ
〕□

□ 
(
1
0
5
)

×(
1
5
)

×3

　

039

　

板
目

上
端
は
刀
子
で
切
り
、
左
側
面
に
小
さ
な
切
り
込
み
を
入
れ
る
。
下
端
は
折
れ
る
。
右
側
面
は
割
れ
、
左
側
面
は
削
る
。

六
二 
・
依
有
客
人
所
□

〔
請
ヵ
〕□

□
□

〔
願
ヵ
〕

 

・
□
□
□
□
□
□ 

(
1
4
7
)

×(
1
2
)

×2

　

081

　

板
目

四
片
に
割
れ
る
。
上
端
は
折
れ
、
下
端
は
刀
子
で
切
る
。
左
側
面
は
割
れ
、
右
側
面
は
削
り
調
整
を
す
る
。
表
・
裏
面
は
丁
寧
に
削
る
。

六
三 

・
□

〔
右
ヵ
〕□

□
□　

『
□（

重
ね
書
き
）

□
□
□
□
』

 

・　
　
　
　
　
　
　

衣
衣
□
□

 

　
　
　
　
　
　
　
　

□

 

□

所 
(
1
7
4
)

×(
1
5
)

×5

　

081

　

板
目

上
端
は
裏
側
か
ら
傷
を
付
け
て
折
る
。
下
端
は
折
れ
、
右
側
面
は
削
り
、
左
側
面
は
割
れ
る
。

六
四 

・
借
貸
事
□
事
事

 

・

 
(
1
3
7
)

×(
1
3
)

×3

　

081

　

柾
目

上
・
下
端
共
に
折
れ
る
。
左
側
面
は
削
り
調
整
、
右
側
面
は
割
れ
る
。
裏
面
に
は
割
面
が
残
り
、
削
り
が
粗
雑
で
あ
る
。
本
来
は
板
目
の
木
簡
を
薄
く
割
り
、
二

次
的
に
柾
目
の
木
簡
と
し
て
使
用
し
た
も
の
か
。
同
じ
字
を
続
け
て
書
く
箇
所
が
あ
り
、
習
書
か
。

六
五 

・
□
人
給
米

 

・　
　
　

□ 
(
6
3
)

×(
9
)

×3

　

081

　

柾
目

上
・
下
端
は
折
れ
、
両
側
面
は
割
れ
る
。
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六
六 

中
務
省 

(
9
6
)

×(
1
1
)

×7

　

081

　

板
目

上
・
下
端
は
折
れ
、
両
側
面
は
割
れ
る
。
表
・
裏
面
は
丁
寧
に
削
り
調
整
を
行
う
。

六
七 
□
丈
殿 

(
9
7
)

×1
9

×3

　

081

　

板
目

上
端
は
折
れ
、
下
端
は
刀
子
で
切
る
。
左
右
両
側
面
と
、
表
・
裏
面
は
削
り
調
整
を
行
う
。
腐
蝕
が
進
み
、
裏
面
は
縦
方
向
に
ひ
び
割
れ
る
。

六
八 

御
薪 

(
4
7
)

×(
1
6
)

×3

　

081

　

板
目

上
端
は
折
れ
、
下
端
は
刀
子
で
切
る
。
下
端
の
切
断
は
文
字
が
切
れ
る
こ
と
か
ら
二
次
的
な
も
の
。
両
側
面
は
共
に
割
れ
る
。
裏
面
に
も
墨
痕
が
残
る
か
。

六
九 

・
□
事

 

・
□
部
大
□ 

(
3
7
)

×(
1
1
)

×3

　

0
8
1

板
目

上
・
下
端
は
破
損
す
る
。
右
側
面
は
割
れ
、
左
は
削
り
調
整
が
残
る
。

七
〇 

・
氷
継
益　
　
　
　
　

丸
子
楮
万
呂

 

矢
作
廣
千
万
呂

 

・　
　
　
　
　
　
　
　

□
□
□
□
□ 

1
5
3

×4
0

×3

　

011

　

板
目

完
存
。
上
端
は
表
面
か
ら
、
下
端
は
裏
面
か
ら
刀
子
で
傷
を
付
け
て
折
る
。
両
側
面
、
表
・
裏
面
は
共
に
丁
寧
に
削
る
。
裏
面
の
文
字
の
大
半
は
削
ら
れ
る
。

七
一 

○

□
□
□　
　
　
　

□
□　

○

 

　
　

舎
人
従
七
位
上

 
(
2
9
7
)

×(
1
9
)

×6

　

019

　

板
目

上
端
は
刀
子
で
切
る
。
下
端
に
は
径
三
㎜
の
穴
が
空
き
、
こ
の
部
分
で
折
れ
る
。
上
端
下
方
九
・
四
㎝
に
径
二
㎜
の
穴
が
空
く
。
上
下
の
穴
の
間
隔
は
、
一
九
・

六
㎝
あ
る
。
両
側
面
は
割
れ
、
表
・
裏
面
共
に
丁
寧
に
削
る
。

七
二 

内
堅
舎
人
矢
田
部
伯
□

〔
主
ヵ
〕

 
 

□
〔
大
ヵ
〕舎

人
□ 

3
0
7

×(
1
5
)

×8

　

051

　

板
目

右
半
分
が
残
存
す
る
。
上
端
は
方
形
に
切
り
、
下
端
は
山
形
に
尖
ら
す
。
右
側
面
は
削
り
調
整
、
左
側
面
は
割
れ
、
表
・
裏
面
共
に
丁
寧
に
削
る
。
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七
三 

西
嶋
宿　

額
田
部
□ 

(
1
1
4
)

×2
2

×2

　

081

　

板
目

上
・
下
端
共
に
割
れ
る
。
両
側
面
は
削
り
調
整
が
残
る
。
表
・
裏
面
は
丁
寧
に
削
る
。
西
嶋
の
宿
に
あ
た
る
人
名
を
記
し
た
も
の
。
六
〇
も
同
様
の
も
の
か
。

七
四 
乙
成
女 

(
1
2
2
)

×(
1
4
)

×2

　

019

　

板
目

上
端
は
折
れ
、
下
端
は
刀
子
で
切
る
。
右
側
面
は
割
れ
、
左
は
削
る
。
表
・
裏
面
の
削
り
は
粗
い
。

七
五 

　
　
　
　
　

 

藤
原
岡
継　
　

守
山
王

 
　
　
　
　
　

□ 
(
1
9
4
)

×(
1
3
)

×2

　

081

　

板
目

上
・
下
端
は
楕
円
形
に
二
次
調
整
す
る
。
側
面
も
丁
寧
に
削
る
が
、
こ
れ
も
再
加
工
痕
で
あ
る
。

七
六 

大
□

〔
判
ヵ
〕永

岡
佐
伯
高
主
□ 

(
1
8
4
)

×2
1

×4

　

019

　

板
目

上
端
は
両
面
か
ら
刀
子
で
傷
を
付
け
て
折
る
。
下
端
は
折
れ
る
。
両
側
面
は
削
る
。

七
七 

 

　

　
　
　
　

 

□〔
直
ヵ
〕

□
□
□
□

〔
嶋
ヵ
〕

 
(
1
5
5
)

×(
1
3
)

×5

　

081

　

板
目

上
端
は
折
れ
、
下
端
は
表
裏
か
ら
刀
子
を
入
れ
て
折
る
。
右
側
面
は
削
る
が
粗
く
、
左
側
面
は
割
れ
る
。
表
・
裏
面
は
丁
寧
に
削
る
。

七
八 

・
人
給
所
□

〔
小
ヵ
〕□

兵
衛

 

・
□
□

『
□
□
□
□
□
』 

(
1
6
1
)

×(
1
3
)

×2

　

081

　

柾
目

上
・
下
端
共
に
折
れ
、
右
側
面
は
割
れ
る
。
左
側
面
は
削
り
調
整
す
る
。

七
九 

・
宅
万
呂
□

 

・
□
□
□ 

(
5
5
)

×(
7
)

×2

　

081

　

板
目

上
・
下
端
共
に
裏
面
か
ら
刀
子
で
傷
を
付
け
て
二
次
的
に
折
る
。
右
側
面
は
折
れ
、
左
側
面
は
削
る
。
表
・
裏
面
は
丁
寧
に
削
る
。
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八
〇 

・
□
田
王

 

　
　
　
　

内
王

 

□
上
嶋
成

 
・

 

　

日 
(
8
5
)

×1
7

×3

　

059

　

板
目

上
端
は
折
れ
、
下
端
は
削
っ
て
尖
ら
す
。
両
側
面
は
削
り
が
粗
い
が
、
表
・
裏
面
は
丁
寧
で
あ
る
。

八
一 

・
□
蔵
麻
呂

 

・

 
(
1
0
7
)

×(
1
9
)

×2

　

081

　

板
目

上
端
は
折
れ
、
下
端
は
刀
子
で
切
る
。
右
側
面
は
削
り
調
整
、
左
側
面
は
割
れ
る
。
表
・
裏
面
は
丁
寧
に
削
る
。

八
二 

无
位
大
伴
宿
袮
□ 

(
1
5
3
)

×(
1
4
)

×3

　

081

　

板
目

上
端
は
折
れ
、
下
端
は
刀
子
で
切
る
。
上
端
の
裏
面
は
焼
け
、
両
側
面
は
割
れ
る
。
表
・
裏
面
は
丁
寧
に
削
る
。

八
三 

□
□

〔
朝

□臣
ヵ
〕□

山 
(
1
4
0
)

×(
7
)

×3

　

081

　

柾
目

上
・
下
端
共
に
折
れ
、
両
側
面
は
割
れ
る
。
表
・
裏
面
は
丁
寧
に
削
る
。

八
四 

□　
　

藤
原
朝
臣
朝
□ 

(
1
2
5
)

×(
1
2
)

×2

　

081

　

柾
目

上
・
下
端
共
に
破
損
す
る
。
右
側
面
は
割
面
、
左
側
面
は
削
る
。

八
五 

□
紀
魚
足　

□
□
□

〔
原
ヵ
〕永

□ 
(
1
2
2
)

×1
8

×3

　

081

　

板
目

上
・
下
端
共
に
折
れ
る
。
両
側
面
は
削
る
。

八
六 

□
□

〔
氏
ヵ
〕人 

(
1
1
0
)

×(
1
6
)

×1
0

　

081

　

板
目

上
端
は
折
れ
、
下
端
の
裏
面
は
焼
け
る
。
両
側
面
共
に
割
れ
る
。
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八
七 

□
□
曽
万
呂 

(
9
8
)

×(
1
0
)

×3

　

081

　

柾
目

上
・
下
端
は
折
れ
、
右
側
面
は
削
る
。

八
八 
・
□
□
□
三
□
部
□

 

・

　

□
□ 

(
9
0
)

×(
4
)

×3

　

081

　

板
目

上
下
端
は
折
れ
、
両
側
面
は
割
れ
る
。
表
・
裏
面
は
丁
寧
に
削
る
。

八
九 

田
マ
□ 

(
3
5
)

×(
8
)

×1

　

081

　

板
目

上
端
は
刀
子
で
傷
を
付
け
て
折
り
、
下
端
は
破
損
す
る
。
両
側
面
は
削
る
。

九
〇 

・　
　
　
　
　

 
 

 

　

藤
原

 

・　
　
　
　
　

 
 

 
(
8
8
)

×(
8
)

×1

　

019

　

板
目

上
端
は
刀
子
で
切
り
、
下
端
は
折
れ
る
。
右
側
面
と
表
・
裏
面
は
丁
寧
に
削
る
。

九
一 

・
□ 

〔

ヵ 衛

〕信

 

・　
　

□
□ 

(
1
3
)

×(
1
0
0
)

×3

　

081

　

板
目

横
材
の
木
簡
。
上
・
下
端
共
に
割
れ
、
右
側
面
は
焼
け
る
。
左
側
面
は
削
る
。

九
二 

マ
縄
万
呂　

阿
刀
□

〔
乙
ヵ
〕万

呂　
　
　

□

 
 
 
 
 
 
 

□ 
(
2
0
1
)

×(
1
7
)

×4

　

081

　

柾
目

上
端
は
折
れ
、
下
端
は
切
る
。
右
側
面
は
削
る
が
、
左
側
面
は
割
れ
る
。
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九
三 

・
秦
道
□

〔
大
ヵ
〕

 
・

 
(
1
5
5
)

×3
0

×3

　

019

　

柾
目

上
端
は
刀
子
で
切
る
が
、
下
端
は
折
れ
る
。
両
側
面
の
削
り
は
丁
寧
に
行
う
が
、
表
・
裏
面
は
割
面
が
主
体
で
削
り
が
明
確
で
な
い
。
材
の
厚
さ
は
均
等
で
は
な
く
、

右
側
面
が
厚
く
、
左
側
面
は
薄
い
。

九
四 

卜
部
清
成

 

□ 
1
5
1

×(
1
5
)

×3

　

011

　

板
目

上
端
は
裏
面
か
ら
刀
子
で
傷
を
付
け
て
折
り
、
下
端
も
同
様
に
表
面
か
ら
折
る
。
左
側
面
は
丁
寧
に
削
る
が
、
右
側
面
は
割
面
で
削
り
を
行
い
。
左
側
の
文
字
が

切
れ
る
こ
と
か
ら
削
り
は
二
次
的
で
あ
る
。
表
・
裏
面
は
丁
寧
に
削
る
。

九
五 

・
子
足

 

・　

□
□

〔
安

□真
ヵ
〕

 
(
9
8
)

×(
1
3
)

×4

　

081

　

板
目

上
端
は
焼
け
、
下
端
は
破
損
す
る
。
右
側
面
は
削
る
が
、
左
側
面
は
割
れ
る
。

九
六 

・
□

〔
上

□毛

□野

□朝

□臣
ヵ
〕

 

・
□ 

(
8
7
)

×(
6
)

×5

　

081

　

板
目

上
端
は
折
れ
、
下
端
は
表
裏
か
ら
刀
子
を
入
れ
て
切
り
取
る
。
両
側
面
は
割
れ
る
。
表
・
裏
面
は
削
る
。

九
七 

□
□
丹
比
□
□ 

(
8
2
)

×(
5
)

×2

　

081

　

板
目

上
端
は
表
面
か
ら
削
る
。
下
端
は
破
損
す
る
。
右
側
面
は
削
り
、
左
側
面
は
破
損
す
る
。

九
八 

外
従
五
位 

(
6
5
)

×(
1
0
)

×6

　

081

　

柾
目
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上
・
下
端
共
に
刀
子
で
傷
を
付
け
て
折
る
。
左
側
面
は
二
次
的
に
削
る
。

九
九 

□
従
五
位 

(
5
5
)

×(
1
1
)

×5

　

081

　

板
目

上
端
は
折
れ
る
。
下
端
は
表
か
ら
斜
め
に
刀
子
を
入
れ
て
折
る
。
両
側
面
は
削
る
。

一
〇
〇 

・
授　

 
大

和 

長
□
□

〔
神
ヵ
〕□

 
 

田
使
大
和
長
官
神
王

 

　
　
　
　
　
　
　

 

人

 

　
　
　
　

 
朝
臣
□

 

　
　
　
　

 
□
□
□

 

・ 

　
　
　
　

□　

□　

□
 

 

　
　
　

人
人
人
人
人
人
人

 
 

　

太
政
官
誠
忌
忌
忌

 
 

　
　

人
忌
忌
忌
忌
忌 

1
5
6

×6
6

×1
1

　

065

　

板
目

一
部
に
切
り
込
み
の
あ
る
厚
い
板
材
の
表
・
裏
面
を
削
っ
て
墨
書
す
る
。
側
面
も
全
体
を
削
る
。
授
田
使
は
班
田
使
の
こ
と
。
大
和
長
官
は
大
和
国
を
担
当
し
た

授
田
使
の
長
官
。
『
続
日
本
紀
』
延
暦
五
年(
七
八
六)

九
月
乙
卯
条
に
、
大
和
河
内
和
泉
摂
津
山
背
な
ど
畿
内
五
箇
国
の
班
田
使
任
命
記
事
が
あ
り
、
大
和
国
班
田

使
に
は
左
右
が
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
左
長
官
に
神
王
が
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
木
簡
の
年
代
は
一
応
上
限
が
延
暦
五
年
九
月
と
な
る
。

一
〇
一 

・
□
□

〔
買
ヵ
〕廣

□

(

重
ね
書
き)

 

　

 
 

闌
入
闌
入　

○

闌
入

 

・⊏ ⊐

□
〔
如

□酒
ヵ
〕□

□
□
□
□

(

重
ね
書
き)

 

闌
入
門
□　

間
○

 

　
　
　
　
　
　

闌

入 
(
1
6
6
)

×4
0

×2

　

059

　

板
目

下
端
は
刀
子
で
山
形
に
尖
ら
せ
、
上
端
は
折
る
。
下
端
よ
り
三
・
五
㎝
上
方
に
径
六
㎜
の
穴
が
空
け
ら
れ
る
。
左
側
面
は
焼
け
、
右
側
面
は
削
る
。
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一
〇
二 

勝
勝
勝
勝

 
 
 

日　

國 
8
0

×4
5

×1
5

　

065

　

板
目

長
方
形
の
厚
い
板
材
で
、
上
・
下
端
は
弧
状
に
切
る
。
裏
面
の
上
部
は
切
り
込
み
が
あ
り
薄
い
。
右
側
面
は
丁
寧
に
削
る
が
、
左
側
面
は
粗
い
。
表
面
は
丁
寧
に

削
る
が
、
裏
は
粗
い
。

一
〇
三 

・
『
□
』
日
給
□

 

・
足 

足 

足 
□ 

(
5
8
)

×1
9

×3

　

065

　

板
目

上
・
下
端
共
に
折
れ
る
。
両
側
面
は
丁
寧
に
削
る
が
、
表
・
裏
面
は
共
に
粗
い
。

一
〇
四 

・
道
道
道
道
道
道
道
道
道
道
道

 

　
　
　

道　

道

(

重
ね
書
き)

 

・
道
道
道
道
道
道
道
□

〔
道
ヵ
〕道

道
道
道 

2
9
9

×2
5

×1

　

011

　

柾
目

薄
い
柾
目
板
で
桧
扇
の
未
製
品
か
。
上
・
下
端
は
刀
子
を
入
れ
て
折
り
取
る
。
表
・
裏
面
共
に
削
り
調
整
を
行
う
。

一
〇
五 

・
賀
賀
賀
銭
鉿

（

マ

マ

）

鉿
鉿
大
大
大
大
浄
□

 

・
浄
万
呂
口
大
有
□

〔
草

□馬
ヵ
〕入

マ
道
道
道
道
道
道 

(
2
4
5
)

×2
8

×2

　

051

　

板
目

ほ
ぼ
完
存
。
上
端
は
刀
子
で
切
り
、
下
端
は
破
損
す
る
。
表
・
裏
面
共
に
丁
寧
に
削
り
平
滑
に
す
る
。

一
〇
六 

大
大
大
大　
　
　
　
　

□
□
□

 

　
　
　

大
大
大　
　
　
　
　
　
　
　

□ 
(
3
4
8
)

×(
2
5
)

×3

　

081

　

板
目

斎
串
状
の
墨
書
板
。
細
長
く
薄
い
板
材
に
習
書
を
し
、
そ
の
後
上
部
と
下
部
の
二
箇
所
で
、
上
下
に
両
側
面
を
薄
く
削
り
込
み
、
下
端
を
山
形
に
尖
ら
す
。
側
面

か
ら
の
削
り
込
み
で
文
字
が
切
ら
れ
る
。
最
後
の
四
文
字
は
天
地
を
逆
に
し
て
書
か
れ
る
。
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一
〇
七 

・

合　

合
合

 
・　

 

□
〔
進

□進
ヵ
〕部

豊

(

重
ね
書
き)

 
 

(
7
8
)

×(
1
6
)

×2

　

081

　

板
目

上
・
下
端
は
切
り
込
み
を
入
れ
て
二
次
的
に
表
か
ら
折
る
。
両
側
面
は
削
る
が
、
表
・
裏
面
は
粗
い
。
木
簡
を
二
次
的
に
整
形
し
、
習
書
し
た
も
の
。

一
〇
八 

・
□

〔
金

□金

□金

□金
ヵ
〕

 

・

 
(
9
2
)

×(
5
)

×3

　

081

　

板
目

上
・
下
端
共
に
刀
子
を
入
れ
て
折
る
。
両
側
面
は
割
れ
る
。

一
〇
九 

□
□
□
□
□
□
□ 

(
1
0
3
)

×(
7
)

×3

　

081

　

柾
目

上
・
下
端
共
に
刀
子
で
切
り
目
を
入
れ
て
折
る
。
両
側
面
は
割
れ
る
。
表
・
裏
面
は
丁
寧
に
削
る
。

一
一
〇 

・
進　

□
〔
進
ヵ
〕

 

　
　

進　

進

 

　
　
　

進

 

進 

□　

 

・
□
□
□
□

 

□
□ 

(
2
1
6
)

×(
5
7
)

×8

　

061

　

柾
目

口
径
二
三
㎝
前
後
の
挽
物
の
皿
の
内
外
面
に
表
裏
逆
に
墨
書
す
る
。
内
面
は
刀
子
痕
が
多
く
、
作
業
台
と
し
て
使
っ
た
も
の
。

一
一
一 

＜
家
□
□

　

 
1
7
4

×3
4

×3

　

032

　

板
目

完
存
。
上
端
の
両
側
面
を
切
り
欠
き
頭
部
を
作
る
。
上
端
は
表
面
か
ら
切
り
、
下
端
は
裏
か
ら
切
る
。
両
側
面
は
削
り
、
表
・
裏
面
も
同
様
の
調
整
を
行
う
。
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一
一
二 

＜
奴
鳥

壹
翼
一
籠
＜ 

1
2
2

×1
6

×3

　

031

　

板
目

完
存
。
上
・
下
端
共
に
側
面
に
切
り
込
み
を
入
れ
る
が
、
下
端
の
方
が
大
き
い
。
両
側
面
の
削
り
は
粗
い
が
、
表
・
裏
面
は
丁
寧
で
あ
る
。
『
延
喜
式
』
巻
三
九
内

膳
司
諸
国
貢
進
御
贄
の
年
料
に
「
尾
張
国
為
伊
二
擔
廿
壺
、
白
具
二
擔
四
壺
、
蠏
蜷
二

擔
四
壺
、
雉
腊
納
二

十
八
籠
一

、
籠
別
六
翼

」
と
あ
る
よ
う
に
、
雉
な
ど
の
鳥
類
は
翼
を
持
つ
て
数
え
ら
れ
、
籠
に
納
め
て
貢
進
さ
れ
た
。

一
一
三 
＜
鹿
宍
乾
＜ 

7
3

×1
3

×5

　

031

　

柾
目

上
・
下
端
共
に
側
面
に
切
り
込
み
を
入
れ
る
が
、
下
端
は
一
部
欠
損
す
る
。
両
側
面
と
、
表
・
裏
面
は
丁
寧
に
削
り
調
整
す
る
。

一
一
四 

□　

多
治
比
海
山 

1
0
8

×1
2

×6

　

051

　

板
目

上
端
は
山
形
に
尖
ら
す
。
下
端
は
、
刀
子
で
傷
を
付
け
て
折
る
。
両
側
面
は
粗
い
削
り
調
整
、
表
・
裏
面
は
粗
く
削
る
。

一
一
五 

近
衛
府
所 

6
2
6

×
直
径2

8

～3
5

×1

　

061

　

丸
杭

完
存
。
丸
杭
の
頭
部
か
ら
七
㎝
下
を
、
幅
二
・
五
、
長
一
七
㎝
に
わ
た
り
平
坦
に
削
り
、
墨
書
す
る
。
下
部
に
は
抉
り
が
あ
り
、
先
端
は
尖
ら
す
。

一
一
六 

・
□
□
□
年

 

・
□
文 

(
1
4
9
)

×1
3

×3

　

061

　

柾
目

題
箋
軸
。
題
箋
部
は
軸
部
方
向
か
ら
削
ら
れ
薄
く
な
る
。
軸
部
は
二
次
的
に
斜
め
に
切
る
。
側
面
と
残
存
軸
部
は
丁
寧
に
削
っ
て
あ
る
。
表
に
は
出
土
木
簡
中
唯

一
の
年
紀
を
記
す
が
、
元
号
と
年
数
は
判
読
で
き
な
い
。

一
一
七 

(

人
面)

蘇
原
久
矢留
女 

2
1
3

×2
7

×4

　

061

　

柾
目

人
形
。
ほ
ぼ
完
存
。
上
端
を
小
さ
く
三
角
に
削
り
頭
部
を
作
り
出
す
。
手
は
下
部
か
ら
側
面
を
割
り
割
き
作
り
、
脚
部
は
山
形
に
尖
ら
し
て
表
現
す
る
。
頭
部
に

は
顔
を
描
き
、
体
部
に
人
名
を
墨
書
す
る
。
板
は
、
左
側
面
が
厚
く
右
が
薄
い
。
表
面
の
削
り
は
丁
寧
だ
が
、
裏
面
は
粗
い
。

一
一
八 

・　
　
　

信
濃
國

 

・
川
合
乙
上 

(
8
8
)

×(
1
2
)

×2

　

081

　

柾
目
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上
端
は
切
り
、
下
端
は
上
部
か
ら
斜
め
に
刀
子
を
入
れ
て
切
る
。
右
側
面
は
割
れ
、
左
側
面
は
削
る
。

一
一
九 

・
御
得　

□

 
 

(
8
2
)

×(
1
4
)

×3

　

019

　

板
目

上
端
は
両
面
か
ら
刀
子
を
入
れ
て
折
り
、
下
端
は
山
形
に
尖
ら
す
。
左
側
面
は
削
り
、
右
側
面
は
割
れ
る
。
裏
面
上
部
に
は
材
と
直
角
方
向
の
刀
子
痕
が
あ
る
。

表
面
の
文
字
は
完
存
す
る
が
、
裏
面
は
欠
け
、
現
形
は
二
次
的
な
も
の
。

一
二
〇 

□
□
□
□
□
□ 

(
1
4
5
)

×(
1
1
)

×1
0

　

081

　

板
目

上
・
下
端
共
に
折
れ
、
両
側
面
は
割
れ
る
。
表
面
は
丁
寧
に
削
る
。

一
二
一 

・
□

〔
大
ヵ
〕伴

吉
觜
□
□
□

〔
國
ヵ
〕

 

・
□

〔
石

□川
ヵ
〕泉　

　

□ 
(
1
1
8
)

×(
1
3
)

×5

　

081

　

板
目

上
端
は
折
れ
、
下
端
は
焼
け
る
。
両
側
面
は
割
れ
る
。

一
二
二 

佐 
(
2
5
5
)

×1
5

×5

　

059

　

柾
目

上
端
は
折
れ
、
下
端
は
斜
め
に
切
る
。
両
側
面
は
削
る
。
表
・
裏
面
の
削
り
は
粗
い
。

一
二
三 

左 
(
2
0
4
)

×3
5

×3

　

019

　

板
目

上
端
は
両
面
か
ら
削
り
、
下
端
は
斜
め
に
切
る
。
下
端
は
折
れ
、
両
側
面
は
削
る
。
表
・
裏
面
は
丁
寧
に
削
る
。
右
上
端
角
に
墨
痕
が
あ
る
が
、
文
字
で
は
な
い
。

ま
た
二
次
的
な
加
工
痕
も
な
い
。

一
二
四 

□
□
□
杜
□ 

(
9
3
)

×2
4

×3

　

081

　

柾
目

上
・
下
端
は
破
損
す
る
。
各
側
面
は
削
る
。
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一
二
五 

□
□
公 

(
7
5
)

×2
3

×3

　

081

　

板
目

上
端
は
折
れ
、
下
端
は
表
裏
か
ら
削
る
。
両
側
面
は
割
れ
た
部
分
が
多
い
が
、
削
り
か
。
上
部
の
文
字
は
刀
子
で
削
ら
れ
る
。

一
二
六 
□
官
原
□ 

(
3
5
)

×1
5

×2

　

081

　

柾
目

上
・
下
端
は
破
損
す
る
。
両
側
面
、
表
・
裏
面
は
丁
寧
に
削
る
。

一
二
七 

・
□
部

 

・　

□ 
(
4
2
)

×(
7
)

×6

　

081

　

板
目

上
・
下
端
共
に
折
れ
、
両
側
面
は
割
れ
る
。
表
・
裏
面
は
丁
寧
に
削
る
。

一
二
八 

・
野
□
□

 

・
□

 

□
□

 
 

(
6
8
)

×(
2
3
)

×6

　

081

　

板
目

上
端
は
焼
け
、
下
端
は
折
れ
る
。
両
側
面
は
割
れ
る
。
表
・
裏
面
は
丁
寧
に
削
る
。

一
二
九 

・
□
百
塗

 

・
□
□

 
(
6
0
)

×1
6

×2

　

081

　

柾
目

上
・
下
端
は
折
れ
、
両
側
面
は
削
る
。

一
三
〇 

□
長
官
多
□

〔
比
ヵ
〕

上
端
は
二
次
的
に
表
・
裏
面
か
ら
刀
子
で
傷
を
つ
け
て
折
る
。
下
端
は
折
れ
る
。
両
側
面
は
割
れ
る
。
「
長
官
多
」
は
某
司
の
長
官
で
あ
る
多
某
あ
る
い
は
多
治
比

某
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
因
み
に
『
続
日
本
紀
』
延
暦
九
年(

七
九
〇)

十
月
己
酉
条
に
従
五
位
下
多
治
比
真
人
乙
安
の
鋳
銭
長
官
任
官
記
事
が
あ
る
。

一
三
一 

・
大
□　

南
□
□

 

・
□　

□ 
8
0

×(
8
)

×4

　

081

　

板
目
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上
・
下
端
共
に
刀
子
で
切
る
が
、
下
端
の
一
部
は
焦
げ
る
。
両
側
面
は
割
れ
る
が
、
左
上
部
側
面
に
刀
子
痕
が
あ
る
。
形
状
と
長
さ
か
ら
判
断
し
、
板
材
の
厚
さ

を
測
る
物
差
し
か
。
一
五
一
も
同
様
の
も
の
。

一
三
二 
□
□
□ 

(
7
5
)

×(
8
)

×2

　

081

　

板
目

上
端
は
刀
子
で
切
る
が
、
下
端
は
破
損
す
る
。
右
側
面
は
削
り
、
左
側
面
は
割
れ
る
。
表
・
裏
面
共
に
丁
寧
に
削
る
。

一
三
三 

文
字 

6
6

×(
7
)

×4

　

081

　

柾
目

上
端
は
刀
子
で
切
り
、
下
端
は
周
囲
に
刀
子
で
傷
を
つ
け
て
折
る
が
、
二
次
的
な
加
工
の
可
能
性
が
あ
る
。
右
側
面
は
割
れ
、
左
は
削
る
。
表
・
裏
面
共
に
丁
寧

に
削
る
。

一
三
四 

中
官
西
□ 

(
6
5
)

×(
1
5
)

×3

　

081

　

板
目

上
・
下
端
共
に
破
損
す
る
。
右
側
面
は
割
れ
る
。
表
面
は
丁
寧
に
削
る
。

一
三
五 

□
伴 

(
5
7
)

×(
6
)

×2

　

081

　

板
目

上
・
下
端
共
に
破
損
す
る
。
側
面
は
削
る
。
二
次
的
に
棒
状
に
加
工
す
る
。

一
三
六 

□
〔
三

□又
ヵ
〕

　

 
(
5
5
)

×(
1
1
)

×1

　

081

　

板
目

上
・
下
端
は
折
れ
、
左
側
面
は
割
れ
、
表
・
裏
面
は
丁
寧
に
削
る
。

一
三
七 

□
浄
乎
□ 

(
5
4
)

×(
1
0
)

×4

　

081

　

柾
目

上
・
下
端
共
に
破
損
す
る
。
右
側
面
は
割
れ
る
。

一
三
八 

□
□

〔
得
ヵ
〕一 

(
5
1
)

×1
2

×2

　

081

　

柾
目

上
端
は
折
れ
、
下
端
は
表
か
ら
切
る
。
両
側
面
は
削
る
。
表
面
は
丁
寧
に
削
る
。
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一
三
九 

□
〔
遭

□遭
ヵ
〕

 
(
4
4
)

×(
1
1
)

×3

　

081

　

板
目

上
・
下
端
共
に
折
れ
、
右
側
面
は
削
る
が
、
左
側
面
は
割
れ
る
。
表
・
裏
面
は
丁
寧
に
削
る
。

一
四
〇 
・
嶋
所

 

・

 
(
4
3
)

×(
1
2
)

×4

　

081

　

板
目

上
端
は
折
れ
、
下
端
は
焼
け
る
。
右
側
面
は
削
る
が
、
左
側
面
は
割
れ
る
。
表
・
裏
面
は
丁
寧
に
削
る
。

一
四
一 

知
豊
□ 

(
4
4
)

×1
7

×2

　

081

　

板
目

上
・
下
端
共
に
破
損
す
る
。
左
側
面
は
割
れ
、
右
側
面
は
削
る
。
表
・
裏
面
は
丁
寧
に
削
る
。

一
四
二 

・
□
附

 

・

 

　

□ 
(
2
7
)

×1
4

×3

　

081

　

板
目

上
・
下
端
は
折
れ
、
側
面
は
削
る
。
表
・
裏
面
は
丁
寧
に
削
る
。
材
の
断
面
は
、
裏
面
が
丸
く
半
円
形
を
呈
す
る
。

一
四
三 

・
□
袴

 

・

 
(
2
8
)

×1
0

×1

　

081

　

柾
目

二
次
的
に
上
端
を
山
形
に
作
る
。
下
端
は
折
れ
、
両
側
面
は
削
る
。

一
四
四 

□
〔
山
ヵ
〕□ 

(
3
1
)

×(
9
)

×1

　

081

　

板
目

上
・
下
端
は
破
損
す
る
。
右
側
面
は
割
れ
る
。
表
・
裏
面
は
丁
寧
に
削
る
。

一
四
五 

蔭 
(
2
5
)

×(
1
8
)

×6

　

065

　

柾
目

上
・
下
端
は
折
れ
、
右
側
面
は
割
れ
る
。
表
・
裏
面
と
左
側
面
は
丁
寧
に
削
る
。
裏
面
に
は
材
と
直
角
に
火
箸
で
幅
三
㎜
、
深
さ
二
㎜
の
溝
が
あ
り
、
当
初
は
厚

い
材
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の
側
面
か
ら
穴
を
穿
っ
た
も
の
か
。
文
字
の
右
三
分
一
が
削
ら
れ
、
文
字
が
消
え
る
。

一
四
六 

□
嶋 

 

『
□
』 

(
5
0
)

×(
8
)

×2

　

081

　

板
目

上
端
は
折
れ
、
下
端
は
裏
面
か
ら
刀
子
で
傷
を
つ
け
て
折
る
。
両
側
面
は
割
れ
る
。
表
・
裏
面
は
丁
寧
に
削
る
。

一
四
七 
□
本 

(
4
5
)

×(
1
0
)

×1

　

081

　

柾
目

薄
い
材
、
上
・
下
端
共
に
折
れ
、
右
側
面
は
割
れ
る
。

一
四
八 

□
五
十
□ 

(
4
0
)

×(
4
)

×3

　

081

　

柾
目

上
・
下
端
共
に
折
れ
、
側
面
も
割
れ
る
。

一
四
九 

・
□　

□
〔
各
ヵ
〕□

□
〔
人

□真
ヵ
〕□

 

・
□

〔
車
ヵ
〕□
青
海
乙
万
呂 

(
1
7
1
)

×(
1
9
)

×5

　

019

　

板
目

上
端
は
折
れ
、
下
端
は
表
裏
か
ら
刀
子
を
入
れ
て
折
る
。
側
面
は
何
れ
も
折
れ
、
表
・
裏
面
は
削
る
。

一
五
〇 

・
『
□ 

□ 

○

□ 

□ 

□
』

 

・　
　

 

□
○

□
□
□
□
□ 

(
1
7
8
)

×(
1
8
)

×6

　

065

　

柾
目

上
・
下
端
は
削
り
、
右
側
面
は
割
れ
る
。
上
端
下
方
七
・
六
㎜
に
径
二
㎜
の
穴
が
空
く
。
裏
面
は
材
に
平
行
に
直
線
が
引
か
れ
、
線
と
直
角
に
二
・
九
㎜
間
隔
の

目
盛
り
を
六
本
打
つ
。
目
盛
り
が
材
の
端
か
ら
始
ま
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
物
差
の
上
下
を
切
り
落
と
し
、
木
簡
に
転
用
し
た
も
の
か
、
裏
面
は
丁
寧
に
削
る
。

一
五
一 

浄
人　

浄　

大
歳
大
歳 

8
7

×9

×6

　

061

　

板
目

完
存
。
上
・
下
端
や
両
側
面
な
ど
各
面
を
丁
寧
に
削
る
。
表
に
文
字
が
あ
り
、
左
側
面
に
二
・
九
㎝
間
隔
の
目
盛
線
を
三
本
引
く
。
形
状
か
ら
板
材
の
厚
さ
を
測

る
物
差
か
。
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一
五
二-

一 

大
大
大
大　

□
〔
禾
ヵ
〕

 
2
7
2

×2
6

×1

　

061

　

柾
目

桧
扇
に
文
字
と
絵
を
描
い
た
も
の
。
側
面
の
左
上
部
を
斜
め
に
カ
ッ
ト
す
る
。
扇
の
左
端
の
骨
か
。
上
端
か
ら
六
・
七
㎝
下
に
綴
じ
穴
が
二
箇
所
あ
る
。
下
か
ら

一
・
四
㎝
上
に
は
要
穴
が
空
く
。
一
か
ら
九
は
重
な
っ
て
出
土
し
た
が
、
整
理
過
程
で
上
下
が
不
明
に
な
っ
た
。

一
五
二-

二 
大
大
大
大
大　

大 
2
7
0

×2
6

×1

　

061

　

柾
目

桧
扇
に
文
字
と
絵
を
描
い
た
も
の
。
上
端
か
ら
六
・
七
㎝
下
に
綴
じ
穴
が
二
箇
所
あ
る
。
側
面
か
ら
は
二
～
三
㎜
内
側
に
あ
り
、
間
隔
は
一
・
五
㎝
前
後
で
あ
る
。

下
か
ら
一
・
四
㎝
上
に
は
要
穴
が
開
く
。

一
五
二-

三 

大
大
大
大 

2
7
2

×2
4

×1

　

061

　

柾
目

桧
扇
に
文
字
と
絵
を
描
い
た
も
の
。
上
端
か
ら
六
・
七
㎝
下
に
綴
じ
穴
が
二
箇
所
あ
る
。

一
五
二-

四 

□
□　

 

目 
2
7
1

×2
4

×1

　

061

　

柾
目

桧
扇
に
文
字
と
絵
を
描
い
た
も
の
。
上
端
か
ら
六
・
七
㎝
下
に
綴
じ
穴
が
二
箇
所
あ
り
、
間
隔
は
一
・
五
㎝
前
後
で
あ
る
。

一
五
二-

五 

・
□
□　

□　

大
大
大

 

・(

人
面) 

2
7
2

×2
5

×1

　

061

　

柾
目

桧
扇
に
文
字
と
絵
を
描
い
た
も
の
。

一
五
二-

六 

・
大
大
□　
　

□

 

・
□
□

(

人
面) 

2
7
1

×2
5

×1

　

061

　

柾
目

桧
扇
に
文
字
と
絵
を
描
い
た
も
の
。

一
五
二-

七 

□

(

人
面) 

2
7
2

×2
5

×1

　

061

　

柾
目

桧
扇
に
文
字
と
絵
を
描
い
た
も
の
。
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一
五
二-

八 
(

人
面) 

2
7
2

×2
6

×1

　

061

　

柾
目

桧
扇
に
文
字
と
絵
を
描
い
た
も
の
。
ほ
ぼ
完
形
。
上
端
か
ら
六
・
七
㎝
下
に
綴
じ
穴
が
二
箇
所
あ
る
が
、
割
れ
て
不
明
瞭
で
あ
る
。

一
五
二-

九 
(

人
面) 

2
7
1

×2
6

×1

　

061

　

柾
目

桧
扇
に
文
字
と
絵
を
描
い
た
も
の
。
ほ
ぼ
完
形
。
上
端
か
ら
六
・
七
㎝
下
に
綴
じ
穴
が
側
面
か
ら
二
～
三
㎜
内
側
に
二
箇
所
あ
り
、
間
隔
は
一
・
二
㎝
前
後
で
あ
る
。

下
か
ら
一
・
四
㎝
上
に
は
要
穴
が
空
く
。

一
五
三 

(

人
面) 

(
1
9
4
)

×2
4

×1

　

061

　

柾
目

桧
扇
に
文
字
と
絵
を
描
い
た
も
の
。
上
・
下
端
は
破
損
す
る
。

一
五
四 

・
□
□　

□

 

・
□
□ 

2
7
1

×2
4

×1

　

061

　

柾
目

桧
扇
に
文
字
と
絵
を
描
い
た
も
の
。
上
端
下
方
六
・
七
㎝
に
綴
じ
穴
が
二
箇
所
あ
り
、
間
隔
は
一
・
六
㎝
前
後
で
あ
る
。

一
五
五 

 
(
2
4
3
)

×2
4

×1

　

061

　

柾
目

桧
扇
に
文
字
と
絵
を
描
い
た
も
の
。
上
端
は
欠
損
す
る
。
要
穴
は
下
端
か
ら
一
・
四
㎝
上
に
空
け
ら
れ
る
。

一
五
六 

(

人
面) 

(
2
1
3
)

×2
6

×1

　

061

　

柾
目

桧
扇
に
文
字
と
絵
を
描
い
た
も
の
。
三
片
に
割
れ
接
合
し
な
い
。
上
端
か
ら
六
・
七
㎝
下
に
綴
じ
穴
が
二
箇
所
あ
り
、
間
隔
は
一
・
二
㎝
前
後
で
あ
る
。
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2
2
0

×2
5

×9

　

061

　

板
目

ほ
ぼ
完
形
の
直
径
二
二
㎝
、
高
さ
二
・
五
㎝
の
挽
物
の
蓋
。

厚
さ
は
頂
部
で
最
も
厚
く
九
㎜
、
端
部
で
三
㎜
あ
る
。
頂
部
に

は
三
㎝
の
宝
珠
形
の
鈕
が
付
き
、
わ
ず
か
に
弧
を
描
く
体
部
に

は
一
条
の
沈
線
が
巡
り
、
縁
部
は
平
坦
に
な
る
。
横
挽
き
の
挽

物
漆
器
の
蓋
の
素
地
の
内
・
外
両
面
に
文
字
を
習
書
し
た
も

の
。
文
字
の
他
に
も
墨
で
絵
模
様
を
内
・
外
面
共
に
描
く
。

内
面
に
は
「
曹
司
」
の
文
字
の
右
上
方
に
馬
と
人
が
描
か
れ

る
。
馬
は
頭
部
・
胴
部
・
脚
部
が
見
え
、
二
頭
を
描
い
て
い
る

ら
し
い
が
、
明
確
で
は
な
い
。
ま
た
、
右
下
方
の
「
舩
」
の
文

字
の
あ
た
り
に
も
絵
模
様
ら
し
き
墨
痕
が
残
る
。
外
面
に
は
多

く
の
絵
模
様
が
残
る
。
特
に
周
縁
部
に
多
く
、
下
半
に
は
草
木

ら
し
き
絵
、
上
半
に
は
草
花
と
共
に
蝶
と
小
鳥
が
描
か
れ
て
い

る
。
そ
の
他
に
も
墨
痕
が
多
数
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
来
は

表
面
全
面
に
絵
模
様
が
描
か
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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二
八
九 

五
人
東
南
門
秦

□

上
麻
呂 

1
9
5

×2
0

×1

　

091

　

柾
目

二
九
〇 
□
□
進
上
□

〔
如
ヵ
〕

 
1
5
6

×1
8

×1

　

091

　

柾
目

進
上
状
の
書
止
部
分
。

二
九
一 

廳
□

〔
間

□食
ヵ
〕左

兵
□

衛 
1
1
6

×1
2

×1

　

091

　

板
目

二
九
二 

□
人
所
謹
□

〔
随

□申
ヵ
〕□ 

1
0
9

×1
1

×1

　

091

　

柾
目

二
九
三 

府
生
三
人
九
升 

1
1
3

×1
2

×1

　

091

　

板
目

二
九
四 

□
〔
上
ヵ
〕番

料 
9
9

×1
7

×1

　

091

　

板
目

二
九
五 

上
榑
十
六
□ 

1
0
1

×2
1

×1

　

091

　

柾
目

榑
進
上
状
の
書
出
部
分
。
材
は
二
九
〇
に
類
似
す
る
。
あ
る
い
は
同
一
簡
か
。

二
九
六 

□
〔
請

□紙

□貮
ヵ
〕

 
7
6

×7

×1

　

091

　

板
目

紙
の
請
求
文
書
か
。

二
九
七 

　

 

『
□
□
□
』

 

□
請
絁
一
百
八

 

　
　

 

『
□
□
□
』 

6
2

×2
4

×1

　

091

　

板
目

絁
を
請
求
す
る
文
言
に
、
異
筆
で
「
万
」
な
ど
の
文
字
を
習
書
し
た
削
屑
。
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二
九
八 

生
江
廣
□

 

　

□
□
□
□ 

6
4

×1
4

×1

　

091

　

柾
目

二
九
九 
□
□　

四
丈
尺
尺
五
□

〔
寸
ヵ
〕

　

『
皆
々
所
知
里
長
□
□
□

〔
部
ヵ
〕』 

2
1
1

×1
8

×1

　

091

　

柾
目

異
筆
箇
所
は
里
長
へ
の
命
令
文
言
か
。

三
〇
〇 

　

 

□
□
□
忍
海
□ 

1
4
4

×2
9

×1

　

091

　

柾
目

三
〇
一 

男
人　
　
　

大
□

〔
原
ヵ
〕□

 

　
　
　

□　

□ 
1
1
7

×1
8

×1

　

091

　

柾
目

三
〇
二 

□

 

川
合
乙
人　

 

　
　

□　

□ 
9
4

×1
8

×1

　

091

　

柾
目

三
〇
三 

□
〔
川
ヵ
〕合

乙
人

 

　
　
　
　
　
　

六ヽ

人 
8
4

×1
8

×1

　

091

　

柾
目

三
〇
四 

□
□
□

 

□
〔
位

□上
ヵ
〕□

采
女
朝
臣
牧
麻
呂

 

　
　
　
　

□
〔
采

□女
ヵ
〕朝 

1
0
3

×2
1

×1

　

091

　

板
目

三
〇
五 

ヽ
色
□

〔
楽
ヵ
〕直

人
石

 

　

□
□
□
□ 

9
5

×1
9

×1

　

091

　

柾
目
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三
〇
六 

□
万
呂　

尾
張
大

 

益　
　
　

□ 
8
5

×1
6

×1

　

091

　

柾
目

三
〇
七 
黒　
　
　

矢
作
息
□ 

7
9

×1
5

×1

　

091

　

柾
目

三
〇
八 

□
大
□

〔
百
ヵ
〕文

□
〔
主
ヵ
〕□ 

1
1
8

×1
4

×1

　

091

　

柾
目

三
〇
九 

□
マ
□
人　
　

 

　

 
1
1
0

×1
7

×1

　

091

　

柾
目

三
一
〇 

□
足
ヽ

宇
□
マ
真
□　

『
□
』 

9
5

×1
5

×1

　

091

　

柾
目

三
一
一 

秦
□

〔
奥
ヵ
〕□

 
8
9

×6

×1

　

091

　

柾
目

三
一
二 

日
置
秋
万
呂

 

　
　
　
　
　
　
　

□　

 

　

□
□
□

〔
大
ヵ
〕嶋 

8
0

×1
7

×1

　

091

　

柾
目

三
一
三 

　
　
　
　

□
□

 

□
〔
家
ヵ
〕成

 

　
　
　
　
　

□
□ 

7
0

×1
5

×1

　

091

　

板
目

三
一
四 

マ
人
成

 

日
下
浄
継 

4
5

×1
5

×1

　

091

　

板
目

三
一
五 

三
島
浄
□
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×1

　

091

　

柾
目

六
一
九 

□
〔
嶋

□主
ヵ
〕□ 

4
4

×1
0

×1

　

091

　

柾
目

六
二
〇 

嶋 
2
6

×1
5

×1

　

091

　

柾
目

六
二
一 

□
浄 

3
4

×9

×1

　

091

　

柾
目

六
二
二 

□
〔
人

□東
ヵ
〕

 
2
8

×9

×1

　

091

　

柾
目

六
二
三 

□
東
人 

2
0

×1
6

×1

　

091

　

柾
目

六
二
四 

　

□
〔
動
ヵ
〕□

 
 

5
3

×1
0

×1

　

091

　

板
目
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六
二
五 

□

 

□
□
□
□ 

5
9

×8

×1

　

091

　

板
目

六
二
六 

□
〔
内
ヵ
〕

 
3
0

×5

×1

　

091

　

柾
目

六
二
七 

□
〔
縄
ヵ
〕□ 

4
5

×1
1

×1

　

091

　

板
目

六
二
八 

□
〔
縄
ヵ
〕□ 

1
8

×8

×1

　

091

　

柾
目

六
二
九 

□
大
□

〔
主
ヵ
〕□ 

4
1

×1
3

×1

　

091

　

板
目

六
三
〇 

□
□
大
□ 

3
5

×1
0

×1

　

091

　

板
目

六
三
一 

大
□ 

2
8

×1
0

×1

　

091

　

板
目

六
三
二 

□
大 

2
7

×1
3

×1

　

091

　

柾
目

六
三
三 

大
□ 

2
1

×1
0

×1

　

091

　

柾
目

六
三
四 

大 
1
8

×7

×1

　

091

　

柾
目

六
三
五 

□
□
□

〔
廣
ヵ
〕

 
4
1

×9

×1

　

091

　

柾
目

六
三
六 

□
廣 

1
8

×1
1

×1

　

091

　

柾
目

六
三
七 

廣 
2
0

×1
0

×1

　

091

　

柾
目

六
三
八 

□ 
1
8

×1
2

×1

　

091

　

柾
目

六
三
九 

□
豊 

3
3

×9

×1

　

091

　

柾
目
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六
四
〇 

□
□
豊
□ 

3
4

×8

×1

　

091

　

板
目

六
四
一 
□

〔
豊
ヵ
〕

 
1
1

×8

×1

　

091

　

柾
目

六
四
二 
□

 

影 
1
2

×1
1

×1

　

091

　

柾
目

六
四
三 

伴
□ 

1
5

×9

×1

　

091

　

柾
目

六
四
四 

□
友
麻 

6
0

×1
9

×1

　

091

　

柾
目

六
四
五 

□
山 

3
1

×1
7

×1

　

091

　

柾
目

六
四
六 

奉
廣 

3
2

×1
5

×1

　

091

　

柾
目

六
四
七 

麻 
2
1

×1
6

×1

　

091

　

柾
目

六
四
八 

□
〔
麻
ヵ
〕

 
1
8

×8

×1

　

091

　

柾
目

六
四
九 

□
□
成 

4
1

×1
3

×1

　

091

　

柾
目

六
五
〇 

□
呂 

3
5

×1
2

×1

　

091

　

柾
目

六
五
一 

□
□

〔
麻
ヵ
〕

 
2
7

×1
2

×1

　

091

　

柾
目

六
五
二 

麻 
2
1

×5

×1

　

091

　

柾
目

六
五
三 

□
〔
麻
ヵ
〕

 
1
0

×6

×1

　

091

　

柾
目

六
五
四 

□　

呂 
4
1

×7

×1

　

091

　

柾
目
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六
五
五 

□
□

〔
万
ヵ
〕呂 

2
8

×9

×1

　

091

　

柾
目

六
五
六 

麻 
1
5

×1
1

×1

　

091

　

柾
目

六
五
七 
□
□

〔
万
ヵ
〕

 
1
8

×1
3

×1

　

091

　

柾
目

六
五
八 

　

□

 
足
 

1
3

×3
3

×1

　

091

　

柾
目

六
五
九 

□
足 

3
5

×1
6

×1

　

091

　

柾
目

六
六
〇 

□

 

□
□
足 

3
5

×1
3

×1

　

091

　

板
目

六
六
一 

□
足 

2
7

×8

×1

　

091

　

柾
目

六
六
二 

足 
2
0

×1
2

×1

　

091

　

柾
目

六
六
三 

□
〔
足
ヵ
〕

 
1
0

×9

×1

　

091

　

柾
目

六
六
四 

□
分
□
□ 

4
6

×1
0

×1

　

091

　

柾
目

六
六
五 

分 
2
3

×1
5

×1

　

091

　

柾
目

六
六
六 

金 
1
7

×1
3

×1

　

091

　

柾
目

六
六
七 

里
□ 

1
7

×1
2

×1

　

091

　

柾
目

六
六
八 

子 
1
4

×1
2

×1

　

091

　

柾
目

六
六
九 

□
□

〔
連
ヵ
〕主 

3
1

×4

×1

　

091

　

板
目
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六
七
〇 

□
〔
主
ヵ
〕

 
1
4

×6

×1

　

091

　

柾
目

六
七
一 

□
丁 

2
6

×1
6

×1

　

091

　

板
目

六
七
二 
採 

1
9

×1
3

×1

　

091

　

板
目

六
七
三 

□
〔
全
ヵ
〕

 
1
3

×7

×1

　

091

　

柾
目

六
七
四 

□
進 

2
5

×1
5

×1

　

091

　

柾
目

六
七
五 

□
〔
移
ヵ
〕□ 

2
5

×1
5

×1

　

091

　

柾
目

六
七
六 

□
〔
違
ヵ
〕

 
2
0

×1
3

×1

　

091

　

柾
目

六
七
七 

□
隻 

1
7

×1
1

×1

　

091

　

柾
目

六
七
八 

亰 
2
3

×7

×1

　

091

　

柾
目

六
七
九 

□
〔
千

□依
ヵ
〕

 
6
7

×9

×1

　

091

　

柾
目

六
八
〇 

□
□

〔
継
ヵ
〕

 
2
7

×7

×1

　

091

　

柾
目

六
八
一 

□
〔
継
ヵ
〕

 
1
3

×9

×1

　

091

　

柾
目

六
八
二 

□
□ 

2
4

×8

×1

　

091

　

板
目

六
八
三 

□
〔
生
ヵ
〕

 
1
8

×1
1

×1

　

091

　

柾
目
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六
八
四 

□
〔
占

□部
ヵ
〕

 
2
0

×1
2

×1

　

091

　

柾
目

六
八
五 
□

〔
智
ヵ
〕□ 

2
0

×7

×1

　

091

　

柾
目

六
八
六 

□
〔
方
ヵ
〕

 
1
3

×1
1

×1

　

091

　

柾
目

六
八
七 

□
〔
立
ヵ
〕

 
1
3

×8

×1

　

091

　

柾
目

六
八
八 

□
〔
宰
ヵ
〕□ 

4
1

×2
0

×1

　

091

　

柾
目

六
八
九 

□
〔
御
ヵ
〕

 
3
8

×1
4

×1

　

091

　

柾
目

六
九
〇 

□
□

〔
各
ヵ
〕□ 

1
6

×1
2

×1

　

091

　

柾
目

六
九
一 

□
本 

2
3

×1
3

×1

　

091

　

柾
目

六
九
二 

□
〔

ヵ 乙

〕  本

□ 
2
9

×7

×1

　

091

　

柾
目

六
九
三 

□
〔
魚
ヵ
〕□ 

2
9

×1
7

×1

　

091

　

柾
目

六
九
四 

□
□

〔
采

□女
ヵ
〕

 
2
0

×7

×1

　

091

　

板
目

六
九
五 

□
〔
考
ヵ
〕

 
1
7

×7

×1

　

091

　

柾
目
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六
九
六 

□
〔
少
ヵ
〕□ 

1
1

×1
0

×1

　

091

　

柾
目

六
九
七 
□
□

〔
矢
ヵ
〕

 
1
0

×9

×1

　

091

　

板
目

六
九
八 
□ 

1
0

×8

×1

　

091

　

柾
目

六
九
九 

□
□

〔
賀
ヵ
〕

 
1
2

×9

×1

　

091

　

柾
目

七
〇
〇 

□

 

□ 
1
0

×9

×1

　

091

　

柾
目

七
〇
一 

□
□ 

1
3

×1
0

×1

　

091

　

柾
目

七
〇
二 

□
□ 

1
7

×6

×1

　

091

　

柾
目

七
〇
三 

□ 
6
5

×1
5

×1

　

091

　

柾
目

七
〇
四 

□
□
□ 

6
2

×1
4

×1

　

091

　

柾
目

七
〇
五 

□
□

〔
益
ヵ
〕

 
4
7

×1
2

×1

　

091

　

柾
目

七
〇
六 

□ 
2
2

×9

×1

　

091

　

柾
目

七
〇
七 

□
〔
谷
ヵ
〕

 
3
7

×1
7

×1

　

091

　

柾
目

七
〇
八 

□
□
□

〔
益
ヵ
〕

 
4
5

×8

×1

　

091

　

柾
目

七
〇
九 

□
□

〔
伴
ヵ
〕□ 

3
7

×1
4

×1

　

091

　

柾
目
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七
一
〇 

□
□ 

3
3

×1
1

×1

　

091

　

柾
目

七
一
一 

□ 
2
4

×1
7

×1

　

091

　

柾
目

七
一
二 
□ 

1
6

×1
0

×1

　

091

　

柾
目

七
一
三 

□
□

〔
衛
ヵ
〕

 
4
1

×9

×1

　

091

　

板
目

七
一
四 

□
□ 

2
2

×8

×1

　

091

　

柾
目

七
一
五 

□
〔
長
ヵ
〕

 
2
3

×1
1

×1

　

091

　

柾
目

七
一
六 

□
□ 

2
7

×9

×1

　

091

　

柾
目

七
一
七 

□
□
□ 

3
0

×1
0

×1

　

091

　

柾
目

七
一
八 

□
〔
火
ヵ
〕□ 

3
0

×1
7

×1

　

091

　

柾
目

七
一
九 

□
□

〔
麻
ヵ
〕

 
3
0

×7

×1

　

091

　

柾
目

七
二
〇 

□
□

〔
請
ヵ
〕

 
1
7

×8

×1

　

091

　

柾
目

七
二
一 

□
□ 

1
6

×7

×1

　

091

　

柾
目

七
二
二 

□
□

〔
所
ヵ
〕

 
2
8

×1
1

×1

　

091

　

柾
目

七
二
三 

□
□
□

〔
人
ヵ
〕

 
4
8

×1
5

×1

　

091

　

柾
目
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七
二
四 

□
〔
守
ヵ
〕

 
1
6

×7

×1

　

091

　

柾
目

七
二
五 
□

〔
内
ヵ
〕

 
7

×1
0

×1

　

091

　

柾
目

七
二
六 
□
見
□
□ 

6
8

×1
3

×1

　

091

　

柾
目

横
方
向
に
二
本
の
墨
線
が
あ
り
、
物
差
と
し
て
使
わ
れ
る
。

七
二
七 

□ 
2
4

×7

×1

　

091

　

柾
目

左
京
第
二
五
〇
次
調
査

三
六
〇
〇 

＜
大
宰
府
宰
□

〔
盧
ヵ
〕塩

三
斗
＜ 

1
2
1

×2
1

×4

　

031

　

板
目

完
存
。
側
面
の
上
・
下
端
に
逆
「
Ｌ
」
形
の
切
り
込
み
を
入
れ
て
、
頭
部
は
山
形
に
削
り
だ
す
。
表
・
裏
面
、
側
面
共
に
丁
寧
に
削
る
。
塩
の
荷
札
。
塩
三
斗
は

正
丁
一
人
の
調
の
輸
貢
量
に
当
た
る
。
二
字
目
は
ウ
冠
と
そ
の
下
に
「
立
」
を
書
き
加
え
「
宰
」
の
字
と
す
る
。
「
大
」
は
こ
の
筆
と
同
じ
墨
色
で
、
後
か
ら
「
大
」

を
書
き
加
え
、
さ
ら
に
二
字
目
を
「
宰
」
と
す
る
た
め
に
ウ
冠
と
「
立
」
を
補
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
五
字
目
は
广

ま
だ
れ

を
確
認
で
き
る
が
、
傷
の
た
め
そ
の
中
の
運

筆
・
字
形
を
確
定
で
き
な
い
。
肉
眼
で
は
广
の
中
に
「
亀
」
の
よ
う
な
字
が
み
え
る
。
「
大
宰
府
宰
□

〔
盧
ヵ
〕」

は
貢
進
主
体
と
考
え
が
た
い
か
ら
、
「
大
宰
府み

こ
と
も
ち

宰
」
「
□

〔
盧
ヵ
〕」

に
充
て
ら
れ
た
塩
に
付
け
ら
れ
た
も
の
か
。
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左
京
第
二
五
一
次
調
査

三
六
〇
一 
＜
嘉
麻
郡
米
五
斗
□

〔
延
ヵ
〕

 

　
　
　
　
　
　

知
宮
守
倉
主 

1
4
1

×3
5

×4

　

039

　

柾
目

右
下
部
を
破
損
す
る
。
上
端
は
両
面
か
ら
刀
子
で
傷
を
つ
け
て
折
り
、
下
端
は
裏
面
か
ら
傷
を
つ
け
て
折
る
。
側
面
の
上
部
に
は
三
角
の
切
り
込
み
を
入
れ
て
、

そ
の
下
部
は
削
る
。
右
側
の
上
端
か
ら
三
・
六
㎝
下
に
径
二
㎜
の
穴
が
空
く
。
筑
前
国
嘉
麻
郡
か
ら
貢
進
さ
れ
た
庸
米
に
付
け
ら
れ
て
い
た
荷
札
。

三
六
〇
二 

・
＜
□
□
□
□
□
□
黒
米
五
斗

 

・
＜
『
□

〔
留
ヵ
〕』

延
暦
十
年
三
月
十
六
日 

1
4
2

×2
1

×2
5

　

033

　

柾
目

庸
米
の
荷
札
。

三
六
〇
三 

・
□
□　

蟹
擁
釼
擁
釼
螺
鯵
鰯
蛤
甲
亡
月虫凡

沙
魚
□

 

・
□
□
□
□

〔
半

□臂
ヵ
〕□

□
□
□
□
襖
子
袍
帽
子 

(
3
1
3
)

×3
0

×2
5

　

081

　

板
目

上
端
は
折
れ
、
下
端
は
表
面
か
ら
刀
子
を
入
れ
て
折
る
。
表
・
裏
面
と
各
側
面
は
削
り
調
整
す
る
。
表
に
は
海
産
物
の
名
前
、
裏
に
は
服
飾
品
の
名
前
を
記
す
。『
和

名
類
聚
抄
』
に
よ
る
と
、「
擁
劔
」
は
「
加
散
女
」
「
加
佐
米
」
、
す
な
わ
ち
「
虫
猶
虫
牟
」(

が
ざ
め
、
ワ
タ
リ
ガ
ニ
科
の
大
型
の
カ
ニ)

、「
甲
亡
月虫凡

」
は
「
甲
亡
月虫凡(

螺)

子
」
で
、「
豆
比
」
「
都
比
」(

つ
ぶ
、
巻
貝)

の
こ
と
、「
沙
魚
」
は
「
佐
米
」(

鮫)

。
ま
た
「
半
臂
」
は
「
此
間
名
如
字
、
但
下
音
比
」
、「
襖
子
」
は
「
阿

あ
を
し

乎
之
」
、

「
袍
」
は
「
宇う

へ

の

倍
乃
岐き

沼ぬ

」
。
同
じ
字
が
繰
り
返
し
書
か
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
り
、
習
書
か
。

三
六
〇
四 

九

○

ヽ
八
十
一　

八
九
七
十
二　

七
九
六
十
□
□ 

(
2
3
8
)

×3
5

×3

　

081

　

柾
目

上
・
下
端
共
に
折
れ
る
が
、
両
側
面
は
削
り
痕
が
残
り
、
当
初
の
形
状
を
保
つ
。
上
端
の
「
九
」
の
右
に
楕
円
形
の
釘
穴
が
あ
る
。
九
九
の
九
の
段
の
冒
頭
部
分

を
記
す
。
「
七
」
は
い
ず
れ
も
鏡
文
字
で
書
か
れ
て
い
る
。
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Wooden Tablets (Mokkan) Excavated in the Eastern Section of Nagaokakyo
(Nagaoka Capital)

This paper is a report of the data collated by the Kyoto City Archaeological Research Institute during 

the prospecting and excavations carried out from 1976 until March 1995 at the eastern section (Sakyô) of 

Nagaokakyo.

The report is in one volume, and consists of an outline of the locations where wooden tablets (Mokkan) were 

unearthed, the inscriptions accompanied with explanations, and full size photographs.

Furthermore, reports concerning Mokkan excavated in Nagaokakyo were published by the Muko City Board of 

Education in 1984 and 1993 as Nagaokakyo Mokkan 1 and Nagaokakyo Mokkan 2.

Chapter 1 of this report gives an outline of Nagaokakyo and excavation sites around Kyoto and the character-

istics of the Mokkan excavation sites, in particular the three sites where most of the Mokkan were unearthed. 

Chapter2 gives an outline of the site locations, plus explanations of the excavations, Mokkan, and of vari-

ous inscribed pottery vessels. Chapter3 explains the Sakyô Excavation #203 where many Mokkan were unearthed, 

their inscriptions, and also clarifies the character of the area. Also, we have added information about the 

river transportation areas and routes for the materials used in the construction of Nagaokakyo, and also 

timber transportation routes in Heijôkyo, Nagaokakyo, and Heiankyo. Finally, the preservation methods used 

for the Mokkan in this research using high grade alcohol are explained for future reference. Chapter 4 offers 

explanations of the Mokkan, their size, shape, appearance and inscriptions (shakumon).

Nagaokakyo

Nagaokakyo was the capital which Emperor Kammu formed in the province Yamashiro no Kuni at the end the Nara 

period (A.D710-794). In Enryaku 3 (A.D784), he moved the capital from Heijôkyo in Nara, Yamato no Kuni, to 

Nagaoka in Yamashiro no Kuni. This capital was built over ten years with the construction of avenues, imperial 

palace, government offices, and housing. But when it was almost completed, the capital was again relocated 9 

km to the Northeast to Heiankyô (modern day Kyoto) in Enryaku 13 (A.D794) Yamashiro no Kuni was one of the 

five provinces located in the Kinai region, the centre of political power since the Asuka Era (A.D593-710). The 

location of Nagaokakyo had been convenient since ancient times for land travel. Also, in the vicinity there 

was a large river which was suitable for transportation. The layout of old Japanese capital cities were based 

on Chinese capitals such as Ch’ang-an, the T’ang capital, and were flat and rectangular in shape. The size of 

each capital varied, but Nagaokakyo was 5.2km from north to south, and 4.4km from east to west.

Surrounding Nagaokakyo in the west were mountains, and in the north there were hills extending from the 

Northwest to the Southeast. In the east was the Katsura river, which merged with the Uji river and the Kizu 

river in the south.

Amongst this, The central palace was placed on top of a hill, and roads and residences were constructed on the 

plains formed by the rivers to the east, west, and south. Large roads (ôji) of 24m in width, and smaller (koji) 

9m wide roads ran from east to west, and from north to south, and the city was divided into 120m square blocks 

(chô), In the central northern part of the city were the emperor’s residence (dairi), and the governmental 

facilities and offices (chôdôin) occupied a large area. Close to the palace to the east were the residences of 

high ranking courtiers associated with governing in the palace. The main street called Shujaku Ôji ran from 

central palace towards the south. The eastern side of this main road was referred to as Sakyô, and the west 

side was called Ukyô. The residences of the nobles were situated near the palace, and the size of the houses 
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fig1.Map of Nagaokakyo Mokkan Excavation Sites

6km０
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depended on the rank of the owner. The commoners residences were kept as far away from the palace as possible, 

and these areas were rather crowded.

The Nagaokakyo capital spread over what is now Muko city, Nagaokakyo city, Ôyamazakicho, and Kyoto city.　　

The Mokkan Excavation Areas
There were 11 places where the Mokkan were excavated (see diagram 2 of the excavation locations). All of them 

were in the Sakyô area of Nagaokakyo. The Katsura river flows from north to south on the outskirts of Sakyô. 

There were also a number of small rivers and streams which flowed through the city. Sakyô was at a fairly low 

level, and because of an abundance of underground water veins, the Mokkan were well preserved.

There were 3505 Mokkan analysed in this investigation. Of those, there were a total of 602 Mokkan recorded in 

which the inscriptions were legible. There were Mokkan which were still in condition of being used, and some 

that had been erased by shaving after use. The Mokkan shavings were often in many pieces, and each fragment 

was counted as one piece making a large total of pieces.

Of the 11 excavation sites, 4 were in the northern section of Sakyô, 5 were in the centre, and 2 in the 

south. Out of these, the site in which the most Mokkan were extracted was Sakyô Excavation# 203 situated in 

the northern section of Sakyô. Most of the Mokkan (580) in this excavation came from this site. At least 1, 

or several Mokkan were extracted from each of the other sites. Thus, we can only presume how the area in 

Excavation#203 in Sakyô was used from the content of the Mokkan.

The Nature of the Mokkan Extracted from Sakyô Excavation# 203
The Mokkan found in Sakyô Excavation# 203 were taken from an area over 10m wide and 1.5m deep by the west river 

bank (SD50). 272 Mokkan plus 3211 scraps or shavings were extracted. This is the most Mokkan ever extracted 

in one excavation site in Nagaokakyo. Analysing the content of the Mokkan, we find various names of government 

offices, government services, ranks, and names of institutions. There were a group of Mokkan inscribed with 

the character for‘timber’some with the characters for‘cargo’and some with the characters for ‘arrival’, 

indicating the arrival of some people. There were also some Mokkan shaped like posts. There were also some 

articles of pottery inscribed with characters for sôshi, nansô, and seisô which are referring to rooms of sec-

tions of important buildings.

There are no actual dates written on the Mokkan, but on Mokkan #100 the inscription“handenshi yamato no chôkan 

miwaô”.ie. it was Enryaku 5 (786) when Miwaô was appointed in charge of handen (fields granted to farmers by 

the government), thereby making 786 the earliest possible time for the making of that particular Mokkan. Other 

groups of Mokkan are presumably about the same age.

Mokkan Concerning the Goefu (Five Imperial Guards)
Mokkan with inscriptions concerning governmental offices referred to the Goefu, Nakatsukasa (Ministry of 

Central Administration), and the Dajôkan (Grand Council of State). There are 20 Mokkan which make reference 

to various authorities, but most of them refer to the Goefu. Therefore, we can assume that the excavation site 

was the location of the Hyôefu, which was a subsidiary of the Goefu. Through some of the scrapped Mokkan we 

can understand how the office we managed on an everyday basis ,

and that there were people stationed at the Southeast gate (tônanmon).
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Mokkan Concerning Timber and Processing of Building Materials
On a Mokkan which was inscribed with“shinjô kure 16 son”,above the character for‘log’(kure) the character 

for‘received’(ukeru) and“shôsakan”as written in red, which suggests it was a Mokkan requesting timber from 

the Efu. Also, on a Mokkan inscribed with“shinmotsu”(cargo) was the character for drill, which indicates that 

the timber may have been processed.

Transporting of Building Materials by Raft in the Capital

Judging from these Mokkan extracted from the western shoulder of the waterways, in the construction of 

Nagaokakyo, the rivers used for transportation were the tributaries of the Katsura river. In these, timber was 

transported by rafts. Timber from the forests of Tamba no Kuni and Ômi no kuni, plus old building materials 

from the defunct capitals Naniwakyo and Heijokyo were transported and piled in these sites. These materials 

were sent in both processed and unprocessed condition.

Nature of Sakyô Excavation# 203 Site

We can tell from the inscriptions on the Mokkan and the nature of the excavation sites that these were areas 

in which the administration for the building of the capital was conducted. As indicated in the Mokkan in-

scriptions, it is highly likely that the Hyôefu was engaged in these activities, and used the same batch of 

materials as the wooden buildings of the Tôdaiji and Saidaiji, situated in the plains (Izuminotsu) of the 

Kizu River.
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鉿 105

紙 32・296

金 108

榑 17・18・19・20・21・295

食座 28

銭 4・5・28・105

椽 46

長押 18

袴 143

半臂 3603

袍 3603

帽子 3603

蒭 27

御薪 6 

解 15・17・18・19・20・

 24・25・26・482

啓 5

進上 15・17・18・19・20・

 21・22・23・290

着到 29・30・31

判 34

延暦十年三月十六日 3602

□□□年 116

四月四 58

四月十八日 3

四月廾二日 17・18

五月□日 59

五月十八日 19

五月廾六日 29

五月 55

六月三日 22

七月十三 27

七月廾七日 28

八月六日 2

十月八日 56

十月十日 54

十月十八日 60

□月九日 30

⊏ ⊐月廾日 54

月廾九日 57

五日 321

十日 529

十七日 322

廾二日 41

廾六日 36

廾七日 36

□六日 320

⊏ ⊐日 80

□□廾□□ 20

物 品 名

租 税

文書形式

年 紀

―168―



貫 4

籠 112

口 13

合 43・48・337・338・342

石 43・343・499

斛 340

尺 37・299・344

升 43・44・293・338・339・342

丈 46・299

寸 299

隻 677

村 17・18・19・20・21

斗 12・14・43・44・47・

 3600・3601・3602

人 27・36・49・289・293・303・

 323・324・325・327・332・335・336

文 4・28・45・116

翼 112

春日 604

受 46

請 17・18・19・28・32・

 296・297・482・720

家 111

買 28

刈 27

間食 291・346

官物 33

今日 18

行 35

黒作 571

穿 37・39

作 41

鑿 36・37・40

借貸 64

上番料 294

進物 36・37

進 5

切穿 39

大歳 151

直 48

附 17・18・19・20・21

東南 374

宿 60・73

採 672

奈良 581

西 541

日給 103

残 44

東 542

符 4

不仕 54

磨 40

客人 62

右 323・326・329・331・332・

 333・334・505・506

南 517

申 292

夕 18

闌入 101

料 28

留 117・3602

雑

序 数 詞
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